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公開セミナー 

生物多様性という課題―東日本大震災からの復興を視野に 

日時： 2011年 11月 18日（金）16:30～20:20 

会場： 東洋大学白山キャンパス 6号館 6310教室 

【主催】東洋大学「エコ・フィロソフィ」学際研究イニシアティブ(TIEPh) 

【後援】一般社団法人サステイナビリティ・サイエンス・コンソーシアム(SSC) 

[プログラム] 

講演 

『「さとやま」の生態系サービスと放射能汚染』 

 （16:40～17:30） 

鷲谷いづみ（東京大学教授） 

「生物多様性条約における日本の役割―里海の復興から」（17:35～18:25） 

 八木信行（東京大学准教授） 

「復興のデザイン」（18:30～19:10） 

 河本英夫（東洋大学教授） 

ディスカッション（19:20～20:20） 

「生物多様性という課題―里山・里海からの提言」 

司会：山田利明・稲垣諭 
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「さとやまの生態系サービスと放射能汚染」 

東京大学保全生態学研究室 鷲谷いづみ 

――はじめに―― 

 皆さん、こんにちは。ご紹介いただきました東京大学の鷲谷です。今日はエコ・フィロソフィの学

際研究のセミナーにお招きいただきましてありがとうございます。エコ・フィロソフィという響きに

私はとても私も魅力を感じておりまして、私自身も勉強させていただければと楽しみにしております。 

 今日は、「さとやまの生態系サービスと放射能汚染」というタイトルをつけさせていただきました。

もし原子力災害がなければ、「さとやまの生物多様性と生態系サービス」というようなお話をしたと

ころなのですが、やはり３・１１以降は、大震災もそうなのですけれども、私たちが放射能汚染を伴

う災害をどう考え、それにどう立ち向かったらいいかということが重大な課題になっています。すべ

ての分野できっとそうだと思うのですが、生物多様性の保全と持続可能な利用について研究する私ど

もの分野でもそのことは避けて通れなくなっています。まだまだデータもありませんし科学的な知見

はございませんが、30 年近く前にチェルノブイリで同様の災害が起こっていまして、そこでの研究

成果やデータがかなり蓄積しておりますので、今日は、放射能汚染については主にそちらを紹介する

ということになります。 

――生態系サービスとは―― 

 「生態系サービス」という言葉は、もしかすると皆さんはあまり聞き慣れない言葉かもしれません。

これまで使われた言葉との関連でいえば、「自然の恵み」というような言葉、あるいは農業や林業な

どで「多面的機能」という言葉がよく使われましたけれども、そのようなものも含むより広い概念で

す。また、これは人間の社会にとっての便益なのですが、生態系の働きによって生み出されるあらゆ

る便益を指す用語です。あらゆるということですから、もちろん貨幣価値で把握することができない

ものも多く含まれていまして、精神的な利益などもとても大きいと思います。ただ、何が生態系サー

ビスとして重要かというのは、人により、また時代により、場所により、一様ではありません。 

 例ですけれども、イメージを持っていただくための漫画が下のほうにあります。「さとやま」とい

う言葉で皆さんがイメージするものは、私の使っているさとやまもそうなのですけれども、多くの方

にとってはこのようなイメージになるのではないかと思います。生態学の用語でいえば「複合生態系」、

つまり、いろいろなタイプの生態系が集まった生態系です。 

 では、そうした生態系サービスは私たちにとってどんな利益があるかといえば、農地や樹林などの

多面的機能といわれてきたものです。例えば、災害の防止や緩和の機能、二酸化炭素の吸収源として

の働きもありますし、また、土壌は有機の炭素を多く蓄積することができますから、この吸収・蓄積

の機能によって気候を安定化するという利益をもたらしてくれます。あるいは、そこでどんな営みが
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行われているかに大きく依存していますので化学肥料や農薬がたくさん使われているような場所だ

とそうはいかないのですが、適切に管理されていれば安全な水を供給してくれる水資源としての機能

を果たします。もちろん農地からは作物が生まれます。このように、さとやまの生態系のあり方によ

っては多様な価値を私たちにもたらしてくれることになります。 

 

――人間に利益をもたらす生態系のはたらきを認識するキーワード―― 

 こういうものすべてが生態系サービスなのですけれども、少し整理をして、生物多様性と生態系サ

ービスはどういう関係にあるのか、また、生態系サービスを私たちがもし評価するとすればどんなふ

うに分類されるのかということを図に示しました。 

 生物多様性というのは、多様性ということですから、それにはさまざまな要素が含まれています。

それぞれの要素は、ばらばらな機能もありますし、その要素がつながり合って集合として機能を提供

してくれることもあります。生物多様性の要素によって構成された機能を持つものを生態系と私たち

は認識するわけですけれども、その生態系の働きによって生態系サービスは生まれるということです

ので、限定されたサービスを考えるならば、その要素が生態系サービスをもたらしているととらえる

ことができます。そして、2000 年以降、ドイツをはじめとしたヨーロッパなどでは、貨幣経済の価

値にとどまらない生態系サービスを評価する活動が大変活発になっています。 

 

――心身ともに豊かなくらしを支える生態系サービスと生物多様性―― 

 その生態系サービスの分類なのですが、直接私たちにもたらしてくれる利益の種類に応じて、例え

ば、衣食住など私たちが暮らしていくのに必要な資源を供給してくれるサービス、水質を一定に維持

するとか気候を安定化するなど私たちにとっての環境を調節する調節的サービス、それから、さまざ

まな精神的便益をすべて含めて文化的サービスといっていますが、このように直接私たちが享受でき

るサービスというカテゴリーもあります。また、それらのサービスが生態系の働きによって生み出さ

れるとしたら、その生態系の働き自体をつくり出すサービスというのも基盤的サービスとして重要だ

と考えなければなりませんので、それを第４のサービスとして基盤的サービスと呼んでいます。これ

らのサービスは部分的に評価できることもありますので、最近になってそういうものに目が向けられ

るようになりました。 

  

――国連のミレニアム生態系評価の枠組（Millennium Ecosystem Assessment）―― 

 この「生態系サービス」という言葉は 1990 年代から文献などにあらわれるようになった言葉なの

ですが、それが広がりましたのは、2000年から 2005年にかけて国連が主導で実施した地球規模での

生態系の評価である Millennium Ecosystem Assessment という大規模な環境アセスメントがきっかけ

です。このときに生態系サービスを通じて生態系を評価するという枠組みが用いられ、この「生態系
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サービス」という言葉が広く使われるようになりました。 

 そのミレニアム生態系評価という大規模な評価は、国際的には千数百人の専門家が参加して実施さ

れたのですが、評価の枠組みとしてここにあらわしたようなものが使われています。まず、human 

well-being ですが、これは人の幸せな暮らしといいますか、福利や福祉という日本語ももちろんあり

ますけれども、意味として「良き暮らしの条件」というようなことなのではないかと思います。 

 実は、これは非常に還元主義的な分析の枠組みを提示しておりまして、そういう良き暮らしの条件

とか、幸せとか福祉に欠かせない要件として、例えば選択と行動の自由というものが重要ですし、安

全や、物質的な豊かさとしての衣食住、健康、そして良き社会関係ということがあってはじめて幸せ

な暮らしが成り立つわけですけれども、この下の４つの生態系サービスのそれぞれのサービスが、場

合によってはとても強く、あるいはやや間接的に関係しているというとらえ方になっています。 

 

――ミレニアム生態系評価の結論―― 

 ミレニアム生態系評価をお話ししていると、もうそれだけで何倍もの時間がかかってしまいますの

で、今日は、そういう評価によってどういうことが結論として得られたかということだけをご紹介し

たいと思います。 

 先ほど枠組みを提示しましたけれども、どのような生態系サービスであっても簡単に評価できるわ

けではありません。統計資料などで評価が可能なものは 24 のサービスで、食料生産に関わるサービ

スは一番評価が容易です。そういうものをいくつか評価したところ、そのうちの 15 のサービスが、

劣化あるいは持続可能とはいえない形で利用されていました。また、一部のサービスは、そのサービ

スを強化するためにかなり活発な人間活動が行われていました。食料生産に関わるようなものがそう

なのですが、そのこととも関連しながら劣化している生態系サービスがかなり多くありまして、今の

人間活動は、持続可能ではない、生態系が劣化せざるを得ないような形で特定の生態系サービスを強

化しているため、後の世代にツケを回すことになっています。 

 もう少し具体的にいいますと、この評価では過去 50年間についてのデータを分析して評価を行い、

これからの 50年間について予測するという仕事がなされたわけですけれども、過去 50年間、人類は

今までのどの時代とも比べものにならないほど急速に、また広範に、生態系を変化させました。それ

は、食料、真水、材木、繊維、燃料など、物質的な豊かさのために必要な資源の需要を満たすためで

あり、その結果、可逆的な生物の多様性の損失をもたらしたというのが一つの結論です。 

 このようにして生態系にもたらされたさまざまな変化は、人間の物質的幸福の改善と経済的な発展

に寄与しましたが、それは多くの生態系サービスの劣化や非線形的な変化のリスクの増大といった多

大なコストのもとに得られたものであって、コストが増大し続けています。また、恩恵はすべての地

域のすべての人々が享受したわけではなく、むしろ、極めて深刻な貧困などの犠牲を負った人々もい

ます。特定の供給サービスの人為的強化が多様な生態系サービスと基盤的サービスを損なってしまう
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ということは、将来の多様なサービスの享受に問題をもたらしているということですが、このような

結論が得られています。 

  

――生物多様性条約とその成果―― 

 このような問題に一番関わりのある国際的な枠組みが生物多様性条約です。生物多様性条約は、昨

年、第 10 回締約国会議が日本で開催され、その折にマスコミがずいぶん報道していましたので、皆

さんも言葉と内容の一部についてはご存じかもしれません。これは、1992 年の国連の環境会議の際

に、温暖化対策のための気候変動枠組条約とともに、その両輪の一つとして採択された条約です。 

 目的は、生物多様性の保全、構成要素の持続可能な利用、遺伝資源の利用から生じる利益の公正で

衡平な配分ですが、この３番目が経済的な事項でもあるために、昨年の締約国会議のマスコミ報道で

はずいぶん関心が集まっていたように思われます。非常に多くの国が参加していまして、アメリカ合

衆国とヨーロッパの非常に小さい国に加盟していない国があるだけで、世界中のほぼすべての国がこ

の条約に加わっています。 

 生物多様性条約という言葉も既に使ってきましたけれども、条約の中の定義では、種の多様性、つ

まり生物の種類の多様性という一番分かりやすい多様性が真ん中にあります。また、同じ種の中で見

られる種内の多様性です。これは遺伝的な違いを背景にした多様性であることから、遺伝子の多様性

とか遺伝的多様性と呼ばれることもあります。そして生態系の多様性ですが、こういうものも含めて、

生命にあらわれているあらゆる多様性を含むものとして定義されています。 

 各国が生物多様性条約を批准して、それぞれの国でこの条約に矛盾しないような政策も進めてきて

から、もうだいぶ時間がたっております。締約国会議も２年に１度ほど開催され、10 回目の節目の

会議が昨年名古屋で開催されました。そのときに、ＡＢＳといって、利益の公正で衡平な配分の部分

に注目が集まっていましたが、それらとともに重要な目標がありました。それは、これまで条約締約

国が決めていた 2010年目標、大きく見ますと 2010年までに生物多様性の減少スピードを顕著に減少

させるという目標だったのですが、その達成状況の評価をして新たな条約の枠組みで各国が進めるべ

き戦略計画を設定するということが主要な議題でした。 

 この 2010 年達成状況の評価ですが、失敗という結論が出ています。生物多様性の減少スピードを

顕著に減少させるという状況のところでは、損失は非常に深刻なものであると評価した文書を条約事

務局がつくり、その失敗ということと深刻な状況を締約国で確認をして、それを踏まえて新しい新戦

略計画がつくられました。その新戦略計画の中には比較的具体的に「2020年までに実現すべき 20の

目標（20-20-20 ターゲット）」と呼ばれる目標が含まれています。国際的には 20-20-20 なのですけ

れども、開催地の愛知県にちなんで「愛知ターゲット」と呼ばれています。 

 このことも含めて、日本は議長国としてすばらしい働きをしました。こういう国際舞台で日本が世

界中の国々から称賛されるような成功を収めることというのは非常に少ないのですけれども、そのま

1184



れな例になっていて、大事な文章はすべて採択されています。「名古屋議定書」というＡＢＳに関す

る議定書も採択されましたし、この戦略も採択されています。それとともに、次に説明いたします「Ｓ

ＡＴＯＹＡＭＡイニシアティブ」も採択されています。さらに、日本は去年の国連総会において、2011

年から 2020年までを「国連生物多様性のための 10年」として活動を集中的に行うべきだと提案した

のですけれども、今回の会議を成功させたということもあって、それも採択されています。生物多様

性に関する議論に関して、日本はオピニオンリーダーの役割をある程度果たせているといえます。 

 

――ＳＡＴＯＹＡＭＡイニシアティブ―― 

 「ＳＡＴＯＹＡＭＡイニシアティブ」というものなのですが、まず、先ほどの新戦略計画の中にお

いて、2050年ぐらいまでにこういう世界をつくれればいいというような国際的な長期目標として「自

然共生社会の実現」というものが採択されています。これは、日本の環境政策の柱の一つでもありま

す。そして、それに寄与するものとして３つの行動指針が示されています。 

 その一つが「多様な生態系サービスと価値の確保のための知恵の集結」です。生態系サービスは一

部のサービスしか認識されないことが多いのですけれども、多様なサービスの価値ですから、すぐに

市場で評価されるような価値以外の価値も含めた価値を確保していくための知恵を集めるというこ

とです。 

 それから、「伝統的知識と近代科学の融合」です。さとやまや世界のほかの国々に見られるさとや

まに類する伝統的システム、これは農業とか一次産業に関わるシステムですけれども、今まで、これ

らの伝統的な知識は時代遅れということで省みられず、新しいテクノロジーが重視されるということ

がずっと続いてきましたけれども、伝統的知識と近代科学の両方を使っていくというようなことです。 

 また、「新たな共同管理のあり方の探求」です。さとやまやさとやまに類する地域では、コモンズ

という共有地の資源を使うということも共通に見られましたが、このことについて新たな管理のあり

方を模索していくなどの行動指針です。 

 これらを、社会・経済との関係を重視するとか多様な主体の参加と協同を重視する、また、地域の

伝統・文化の価値と重要性を認識したり自然資源の循環利用の視点を持つなど、こういうようなこと

に関して知識を整理するというところから始めるわけですけれども、知識を整理したり国際的に情報

交換するようなものとして「ＳＡＴＯＹＡＭＡイニシアティブ」というものが提案させて採択されて

います。ここに書いてありますけれども、「日本のさとやまや世界の類似したシステムに学ぶ」とい

うところが一番のポイントで、学んで自然共生社会の実現に資するようなイニシアティブです。 

 

――さとやま：定住地と周囲の土地・生物資源の持続可能な利用―― 

 「さとやま」と平仮名で書いているのは、漢字で書くとイメージするものが分野によって大きく異

なるためです。漢字で「里山」と書きますと、森林に関わる方は樹林を思い浮かべますし、奥山、里
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山、それから町といったゾーンのようなものを思い浮かべる方もいらっしゃいます。あるいは、昔な

がらの農や林業のあるような風景を思い浮かべる方もいらっしゃいます。 

 環境省などが使っている政策の用語で、「里地里山」という言葉があります。里地というのは集落

や農地あたりですが、里山というのは自然の資源をとってくる場所という定義もできます。山という

ときに、地形の山ではなくて、片仮名の「ノラ」に対する片仮名の「ヤマ」という使い方が日本全国

にあります。ノラでは作物を育ててそれを使いますが、ヤマのほうは自然に生えてくるものを切った

り落ち葉をかいたり、管理はするのですけれども、カルティベーションではなく、自然にそこにある

ものをとってくるところです。 

 人類の歴史を考えれば、古くから採集という行為がありました。生活を成り立たせるための最も古

い営みが採集ですけれども、そういう採集の場、例えば、カヤをとってきて屋根を葺いたり、下草を

刈ったり落ち葉をかいて肥料にしたり、樹林を燃料にしたりというように、とってきて使わなければ

いけないいろいろなタイプのものがあります。そういう採集地のほかに、水田で稲作をする水を確保

するためのため池や用水路のようなものもあるということになると、あの景色ができ上がるわけです。 

 そして、そこに住む人はどんな資源がどのくらい必要かに応じて土地の量や配置が決まるわけです

けれども、生物にとっては、樹林あり、草原あり、湿地あり、水辺ありという、多様な棲み場所がそ

こにでき上がります。また、水辺と樹林が隣接しているのが普通ですから、水辺と樹林と両方を利用

しないと生きていけない両生類やトンボなどが棲む非常に生物多様性の高い空間になります。 

 自然の資源を刈ったり切ったりする採集という行為の場は、農地のように非常に一様な環境で同じ

植物だけが育つようにしたものとは異なります。また、そこに火があるのですけれども、これが大変

重要です。火を入れて管理するというのは、それこそ 10 万年規模で行ってきた人間の重要な自然の

管理の手法ですが、この管理が生き物にとってはほどほどの攪乱というものをもたらします。生態学

的に見ると、そうやって競争力の強いものだけが優先しないような条件をつくり出すことによって多

様性も高まったわけです。 

 農業生態系というと、世界的に見れば単一栽培のモノカルチャーの農地が一般的です。近代になれ

ばなるほど農地開発によって広大な土地を同じような条件することが少なくありません。そのモノカ

ルチャーのあり方とは非常に違って、生物多様性を維持することと矛盾しない持続可能な農業生態系

がさとやまであるわけです。 

 

――農業生態系の生態系模様を測るさとやま指標―― 

 最初にお話ししたように、いろいろな環境が組み合わされることによって多様な生物の棲み場所が

できるわけですが、土地利用のデータがあれば、それがどのくらいなのかということを数値化して計

算することができます。やり方については飛ばしますけれども、資料の中に入っていますのでイメー

ジはつかんでいただけると思います。 
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 これを農地のある場所で計算して、区画面積の中でさとやまらしい土地利用がなされているかどう

かを色で表してみました。真っ赤というのは、そういうさとやま的なきめ細かい生育場所の組み合わ

せがないモノカルチャー的な土地です。アジアでも、インドはやや真っ赤になっていますが、日本や

東南アジアあたりは比較的緑ですし、どの場所にさとやまらしい場所があるのかということをこれで

把握することができます。 

 

――「チェルノブイリ」の四半世紀から学ぶ―― 

 ここまで、里山の特性について、資源を採集する場がある程度多様な形であることによって生物の

多様な生活場所が維持されていたり、そこでの人間活動があまり強くないために、あるいは、ほどほ

どの人間活動があるがゆえに、生物の多様性を高める可能性があるということをお話ししました。 

 そういう場というのは、まだ世界にも比較的広く存在するわけですけれども、では、そういうとこ

ろで原子力災害が起こったときにどんな影響がもたらされるのでしょうか。日本で災害が起こって影

響を受けている地域もちょうどそういう地域です。それを考えるためにチェルノブイリで起こったこ

とについての生データがばらばらにありますので、それを少し整理してみようと思います。 

 災害が起こると、例えば選択や行動の自由がかなり侵されます。例えば、ある場所に住んではいら

れなくなるといったこともありますし、健康上の心配など直接の問題が起こります。もちろん生態系

サービスの利用に関しての影響もあるはずですので、なるべくトータルな影響を知るとしたら、こう

いう枠組み全体を頭に入れて何が起こったかということを整理してみることが必要なのではないか

と思います。 

 多くの場合、こういう災害が起きると、健康への直接的な影響があるかないかとか、それはどの程

度把握されるのかというところに限定されて議論がなされがちですけれども、できるだけトータルに

見る場合に使えるのは野性動物等に関する影響です。これについてはあまり人々が関心を持っていな

いのですが、災害の影響を考える上で、そのデータがどう役に立つかというところに中心を置いてこ

の後のお話をさせていただきたいと思います。 

 

――健康影響をめぐる対立と野生生物に注目する意義―― 

 放射能汚染によるヒトの健康への影響に関して、実は野生生物への影響に注目することはとても意

義があります。その一つが社会的な問題構想です。 

 原子力の利用に関しては、温暖化対策という理由もあって、2000 年ぐらいから原子力を積極的に

利用していく方向に政策を転換したり強化したりした国が多いのですが、そういうこともきっかけに

なって、チェルノブイリの影響をあまり認めないといいますか、アピールしないような傾向が国際的

に大変強くなっています。そのこともあって、データがどのくらいあるか、また、どういう情報を重

視するかといった情報の解釈の仕方にも、極端に分けてしまえば２つの大きなグループがあります。 
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 １つは、原子力を推進していく立場をとる国際機関や各国、そして、そのことに関わる研究者です。

「チェルノブイリ・フォーラム」というシンポジウムが３年間ぐらい開催され、こういう方たちが関

わった「チェルノブイリの遺産：健康、環境および社会経済的影響」というレポートが出されたので

すが、これにはそうした見方が顕著にあらわれています。 

 実はこの中にも齟齬や対立があるらしく、後で訂正されたり数字がまちまちだったりということが

若干ありますけれども、大きくどういう見方をしているかといいますと、影響を受けた地域ではがん

や心疾患をはじめいろいろ不健康なことが増えたことは確かで、寿命が短くなっていたりという事実

も認められたのですが、ソ連が崩壊したという社会的に大きな出来事もありましたので、心理的なト

ラウマや貧困、飲酒、喫煙などが原因であるとするものでした。今、日本でもそういう宣伝が強めら

れていると思いますけれども、放射能による健康被害はあまり問題にならない、むしろ心理的トラウ

マが重要であるとされ、災害関連死は多く見積もっても１万人以下だろうということでした。 

 それには異議を唱える研究者もたくさんいます。特にその地域の方たちです。英語の論文もある程

度出ているのですが、多くがスラブ語系の論文なのでなかなか世界には伝わりにくい状況もありまし

たが、そういうものも含めてレビューした「チェルノブイリ：人々と環境への大災害の帰結」という

総説集が 2009年に出ていて、生データに近いたくさんのデータがここに集められています。 

 そちらを見てみますと、低線量の長期被曝というものも人の健康に広範な影響をもたらしていると

いうこと、それから、どのくらいの方が亡くなったかということに関しても、前述したグループのデ

ータとは桁違いの大きな災害関連死があっただろうと見ています。2005 年までに事故の処理に当た

った人が 80万人ぐらいいらっしゃるらしいのですけれども、そのうちの 12万人が亡くなっていると

されています。どういう健康被害のようなものがあったらしいのかといいますと、若いのに老化と見

られるような状態が起こり、心臓血管系の疾患などの率が高くなる、あるいはいくつもの病気を合併

する合併症なども見られたとされています。 

 しかし、病気というのはいろいろな複合的ストレスの結果として起こるものですから、１つに因果

関係を決めるのはなかなか難しいことです。確かに貧困の影響も受けますし、最近では受動喫煙が健

康に良くないというデータも出ているくらいで、喫煙の影響は軽視できません。そういうものと放射

能の影響などが複合して作用しているわけですから、単純な医学的な研究によって放射能の影響があ

るとかないというのは難しいのです。 

 けれども、野生動物であれば心理的影響はありません。災害が起こったかどうかも知りませんし、

放射能に汚染されているかどうかも野生動物は知らないためです。また、貧困の問題も関係ありませ

んし、飲酒も喫煙もないということですから、いくつかの複合して作用していると考えられるかなり

重要な要因を取り除くことができるわけです。このように、野生の動物に注目するというのは単純化

できますので、低線量で長期の影響などがあるかどうかについてのヒトのモデルとして意義があると

思われます。 
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――汚染の時空間パターンの予測―― 

 今、福島の関係でも、いろいろな地域でいろいろなことが起こり始めています。事故によって一度

放射能が大気にもたらされて、それが大気の動きに伴って動き、あとは雨で落ちるという一時的な汚

染のほかに、それ以外の要因も関わりながら、時間がたてばたつほどもっと複雑な汚染のパターンが

生じます。最初は大気と水の物理的な動きですから、シミュレーションなどで広域的な予測をしやす

く、公開はされていなかったのですけれども、初期のころから予測のマップはありました。 

 それに対して、いったん土壌などが汚染された後は、生物の体に取り込まれて移動したり濃縮され

たりというプロセスもありますし、また、生物の体の中に入ったものが山火事のときにまた大気に散

るというプロセスもあります。汚染の時間・空間的な変動について考えることはヒトへの内部被曝の

予測において重要な意味があるわけです。これからどのように汚染のパターンが変わっていくかとい

うときに、単に大きなスケールだけではなく、この林とその隣の池とではどのくらい汚染が違うのだ

ろうかということも理解しておかなければならないのですが、それに関しては生物抜きには考えられ

ないということがあります。また、もちろん生態系サービスを介した影響も評価する必要があります。 

 

――チェルノブイリ原子力発電所事故の汚染の規模―― 

 そうすると、野生生物がどう汚染され、また、どんな影響があったかということにも目を向ける必

要があるということですが、これがチェルノブイリ原子力発電所事故の最初の汚染マップです。公称

の福島の放射性物質の推定量よりは多い推計値で、かなり広範に汚染されています。スカンジナビア

半島などにもホットスポットがありますし、そんなに濃くはないのですけれどもイギリスでも汚染が

認められています。現在でもウエールズやスコットランドでは汚染によって羊が出荷できない地域が

あるのですが、そのくらいヨーロッパには広範な影響があります。 

 汚染規模なのですけれども、95 年までの汚染地区の状況を見てみますと、高度に汚染されている

ところにはもう人が住めませんから、移住の義務といいますか、移住しなければなりません。中程度

のところは移住の権利がある地域です。ほかに、それほどではないけれども放射能を管理しなければ

ならない地域があります。20 年後においても、かなり高度に汚染されている地域、つまり、人が住

むことが禁じられている地域だけで 2,000キロ平米あるということです。 

 

――もっとも大きな影響を受けた産業は農林業―― 

 これは、農林業関係の生態系サービスとも非常に大きく関わるのですが、汚染によって利用できな

くなった農地と林地がどれくらいあるかという数字です。ほかのホットスポットにもそういうところ

があるのですけれども、ウクライナ、ベラルーシ、ロシア共和国の合計のみを見てみると、もう使え

なくなった農地が 80 万ヘクタールくらいあります。特に深刻なのがベラルーシで、優良な農地の多

くが汚染で使えなくなっています。今になってもう解決しているということではありません。それか
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ら、材木生産をやめている森林も 70万ヘクタールくらいあります。 

 最初のころ子どもの甲状腺がんなどとの関連で注目された牛乳ですけれども、ヨーロッパ全域で汚

染が起こりました。それは牧草を通じた食物連鎖による汚染です。牛の内部被曝でそのようになった

のです。牛乳の暫定基準値があるのですけれども、2000 年になってもまだそれを超える牛乳の生産

が続いてしまって出荷ができない、あるいは羊が出荷できないというようなところはまだ広く存在し

ています。 

 

――植物・菌類の汚染の大きな不均一性―― 

 いろいろな研究を総合しますと、作物、薬用植物、野生植物、菌類（キノコ）の汚染を報じた論文

は少なく見積もっても数千編ぐらいあるようです。このあたりは生薬に依存する度合いが大きい場所

なので、薬用植物の汚染が社会にとってもそれなりに問題になりました。また、野生の植物やキノコ

ですが、キノコは子実体が調査しやすいですし、いろいろな問題も生じるため、非常に多くの論文が

出されています。 

 それらのデータが、先ほどご紹介した総説集の中にある程度整理された形で引用されているのです

けれども、それを見ると、土壌や気候、生態系のタイプや季節、また、地域というよりはもっと小さ

い規模での汚染状況、生物の種類、場合によると亜種や品種などの個体群などによって非常に大きく

異なるというように、一般論が言いにくいような汚染の状況が報告されています。 

 核種の比較からいいますと、ストロンチウム 90 は測りにくいのであまり測られていないというこ

とがあるように思われます。セシウムのほうがずっと測りやすいのでセシウムのデータはたくさんあ

りまして、ストロンチウム 90はセシウム 137より蓄積しやすい傾向にあるとされています。 

 もちろん植物は、キノコもそうですけれども、それが生えている場所の土壌との関係が大きいです

ので、土壌の汚染と生物内の汚染との関係を見るとどのくらい吸収しやすいかという目安にできるの

ですけれども、そういう係数が移行係数と蓄積係数です。土地面積当たりのバイオマスの汚染が移行

係数で、両方が重さになっているのが蓄積係数なのですけれども、これもとても変動していて、これ

で何か一般論を把握するのは難しい状況です。 

 

――森や湿地の生態系サービスを損なった放射性汚染―― 

 さとやま的な採集利用がなされるものの汚染を見てみますと、野生のベリー類とキノコが特に注目

されました。それは、汚染が特に高いということと、議論の対象であるがゆえにより注目が集まった

ということがあると思います。 

 まず、ベリー類なのですけれども、これは太古の昔、私たちがまだホモサピエンスではなかったこ

ろから、こういうものでビタミンＣを確保してきました。ビタミン類はすべてそうなのですけれども、

私たちは体内で合成できません。それは普通の食生活をしていればとれたものなので合成できないわ
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けですが、葉っぱを食べたり果実を食べたりと、ビタミンＣをとるためにこういったものを採集して

食べてきました。今では買ったものや、最近は錠剤でビタミンＣをとったりしていますけれども、伝

統的な暮らしに関わっている人々はこれを採集することが重要です。しかし、こういうものの汚染が

かなり大きくて利用できなくなりました。 

 

――菌糸から子実体・共生植物への移行・蓄積、循環―― 

 それからキノコなのですけれども、どうしてキノコの汚染がそんなに顕著なのかについて生物とし

ての特徴から紹介いたしますと、それは生態的な必然なのです。日本でもかなり高いキノコの汚染が

記録されていまして、福島関連でもキノコの汚染は早い時期からマスコミで報道されたりしていまし

た。 

 キノコは菌糸を土壌中に広く張り巡らせて水や養分を吸収しています。こうして広い範囲から吸収

されたものが、繁殖のためにできる子実体というものに貯められます。あるいは、多くの菌類が植物

と共生していて植物の栄養吸収や水分吸収を助けていますので、それらが樹木のほうに移行したりし

ています。特に栄養の乏しい樹林とかツンドラのような場所では、ますます広く菌糸を張り巡らして

集めます。セシウムというのは植物の三大栄養素の一つであるカリウムと化学的な性質がよく似てい

ますから、こういうものがカリウムを集めるべく広い範囲から吸収すればセシウムが貯まるのはあた

りまえです。こうして集められたものを子実体に貯めたり共生する樹木に提供したりしているのです。 

 樹木や植物と共生している菌類を菌根菌というのですけれども、マツや落葉樹は菌根菌と共生して

いるのが非常に一般的です。植物の根だけでは十分に水分やミネラルを吸収できないので菌類と共生

しているのです。植物は光合成産物を菌類に提供し、菌類はミネラルや水を植物に提供するという関

係がありますので、こうやって広く集めると移行係数は高くなるのですが、それが樹木に行くので、

マツなどが汚染されるというのは当然といえば当然です。いろいろな断片的な報道がありますが、こ

ういう生態を考えると納得のいくことです。 

 その後なのですけれども、今言ったように、養分を菌糸が吸収して、菌根をつくって共生している

とすれば、その菌根を通じて樹木に放射性のセシウムが移行します。落葉樹であればそれが落ちます

ので、また土壌にそれが付加されるという物質循環が起こります。こうやってちょっと厄介な物質も

生態系の中で循環することになります。 

 

――サーミ人がこうむったきわめて大きな被害―― 

 チェルノブイリの事故においても、こういうさとやま的な資源利用に依存している人たちが非常に

大きな被害を受けたわけですけれども、その中で話題として大きかったのはサーミの人たちです。日

本ではラップランドとかラップ人という言い方がありますが、ラップランドというのは辺境の地とい

う差別用語ですので、サーミと言います。 
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 サーミ人は、スカンジナビア半島やロシアの北極圏で、主にトナカイに依存した放牧生活をしてい

ます。最近では定住政策もあって牧場のようにしてトナカイを飼っている人たちもいます。 

 トナカイは、皆さんもよくご存じのように、主に食べるのはトナカイゴケと呼ばれるハナゴケです。

ハナゴケというのは地衣類で、菌類と藻類の共生体です。菌類は貧栄養な場所で広くミネラルを集め、

藻類は光合成をするという共生関係にあるものですから、やはりセシウムなどを集めやすいのです。

汚染度合いを見ると、キログラム当たり４万ベクレルくらいのハナゴケの汚染のデータが報告されて

いまして、さらにトナカイに移行すると濃縮されて 10 万ベクレルという汚染がありました。これに

よって、寒いツンドラのような地域の生態系をうまく利用したサーミの人たちの生活が成り立たなく

なってしまったという被害があります。 

 

――チェルノブイリ放射能汚染が鳥類の繁殖、生存、分布に及ぼした影響―― 

 次に、ヒトのモデルともとらえられる動物への広範な影響なのですが、いろいろな度合いに汚染さ

れているものが報告され、また、形態的なもの、生理的なもの、遺伝的な異常など、さまざまなこと

がレポートされています。 

 ひどい汚染が遠くで見つかった顕著な例としては、事故から 10 年もたった後にフランスの山岳地

帯で非常に線量の高いイノシシが見つかりました。そこは汚染のホットスポットなのですが、そこで

見つかった野性のイノシシは、英語で書くと「蛍光を発するくらいのイノシシ」というような表現が

なされていました。また、淡水魚ですけれども、事故からだいぶたった 1994 年においても、スウェ

ーデンやフィンランドでは水産物の安全基準を超えていたスズキ科の魚類が見つかっています。 

 このように、非常に長期にわたって、また、かなり遠い場所であっても、汚染というのは問題だと

いうことです。23 年ぐらいたったときにレビューしたものでも、まだヨーロッパのいくつかの地域

においては危険なレベルに汚染された動物が認められています。 

 しかし、モニタリングや研究は不十分です。なぜなら、こういうたぐいの研究は国の政策と合わな

い研究であるためです。財政の保障が十分なされていないので、研究をする人たちがボランタリーで、

自分たちが手弁当で、データを取っているという感じです。 

 その代表的なグループ、「チェルノブイリ・リサーチ・イニシアティブ」というものをつくって研

究されている人たちが鳥類などほかの分類群の影響も見ていまして、特にツバメをモデル生物として

詳しく調べています。やはりツバメにもいろいろな影響が出ていまして、目で見てすぐ分かるものと

して、ツバメはのどが赤いですけれども、そこが一部白くなってしまう異常が認められました。こう

したツバメは事故の前にはほとんどいませんでしたし、チェルノブイリから遠いところではあまり比

率が高くないのですけれども、チェルノブイリの近くでは事故後かなりの比率でそういう部分白化し

たツバメが見つかっています。 
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――鳥類の生理、遺伝形質への影響―― 

 また、生育的な調査等をいろいろしてみますと、血液や肝臓中のカロチノイドやビタミンＡやＥと

いう抗酸化物質が対照地域と比べて有意に減少しています。細胞の正常な機能のためには抗酸化物質

が重要です。細胞の中では活性酸素ができてしまいますので、それを抑えるためなのですが、その抗

酸化物質が少なくなってしまうということです。また、精子の異常や部分白化、免疫機能の低下など、

関連が推測されるようなデータがいろいろ出ています。 

 これは、汚染の高い地域ほど野生生物の種類や個体数が少なくなっているというデータですが、ツ

バメにしてみると、汚染がひどい地域では早死にしたり繁殖がうまくいかないということがあったり、

また、もっと広く種数などで見てもかなり明瞭な傾向があります。 

 

――脳容積への影響―― 

 また、脳の大きさの研究というものがあります。これは、ヒトが胎児のときに被曝すると、かなり

低線量なのですけれども、青年期になってから知能の面で影響があらわれるという研究です。しかし、

ヒトですといろいろな原因が輻輳して結論を出すのが難しいので、鳥でそれに類するものがないかど

うかを調べました。いろいろな種類の鳥が含まれていますので、種類や年齢などでコントロールして

統計的な評価をすると、汚染の大きい地域ほど統計的に有意に脳が小さくなっています。脳における

放射線の電離作用は抗酸化物質減少させますが、これはその効果ではないかと推論しています。 

 

――汚染地域は動物個体群のシンク―― 

 これでそろそろ最後にしたいと思うのですが、高汚染地域は立入禁止になりますので人間活動が停

止します。そうすると、野生生物にとってはある意味で暮らしやすい条件ができることになります。

みかけはいろいろな野生生物がいるので、「野生生物の楽園」という言い方なされることがあります

が、個体群の動態としての繁殖や寿命などをいろいろ調べてみますと、そうではないということが分

かります。 

 そこは動物の集団のシンクになっていて、シンクは周りから個体を引き寄せますが、そこでは寿命

が短く繁殖が失敗するので、周りに個体を供給することはできません。生態学にはメタ個体群という

概念がありまして、個体群というのは空間的な構想を持っています。それを見て、ソースになってい

るところなのかシンクになっているところなのかを判断すると、シンクになっているところは早晩な

くなってしまうので、保全ということからすると一生懸命に頑張ってここを保護してもしょうがない

のですが、ソースを保護しないと全部がだめになってしまうというようなことがありますので、この

メタ個体群の動態を見るというのはとても重要です。 

 そういう見方をしますと、高汚染地域は野生生物の楽園ではなくて、「巨大な罠」のようになって

いて、引き寄せてしまうけれども、そこでは寿命が短く繁殖はうまくいかないという場になっている
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のではないかということが総合的に明らかになっています。このようにかなりいろいろな影響を受け

ていて、どれも問題があるような状況になってきているということが分かります。 

 

――汚染はさまざまな面で人々の健康と暮らしの基盤に影響―― 

 最後に、人の社会なのですけれども、移住の権利があるような地域に関しては、やはり若い人や何

か技術を持っているような方たちはほかに移り住んで新しい生活を始めるので、コミュニティが老齢

者ばかりになってしまいます。このことも、社会的な問題としてはとても重要な問題であるのではな

いかと思われます。 

 時間が押してしまって申し訳ありませんでした。やや中途半端ですけれども、これで終わりにした

いと思います。ありがとうございました。 
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「生物多様性における日本の役割：里海の復興から」 

 

東京大学農学生命科学研究科 八木信行 

 

――名古屋（ＣＯＰ１０）で決まった重要な事項―― 

 八木と申します。鷲谷先生のお話に引き続きまして、里海、里山の生態系保全についてお話をさせ

ていただきます。 

 名古屋でのＣＯＰ１０ですが、これは私も会議に２週間参加しておりました。まず、全体会合とい

うものがありまして、これは大臣が出たりする大きな会合です。ところが、非常にたくさんの人がい

ますから、ここで何か決めようと思ってもとてもまとまりません。ですから、この会合を２つに割り

まして、第１と第２のワーキンググループをつくりました。ところが、やはりこれも 1,000人近く入

っていましてとてもまとまりません。それでどうしたかというと、またこれを何グループかに分けて

コンタクトグループというものをつくりました。そして、そのコンタクトグループで具体的な議論を

したということです。私もこのコンタクトグループの中に入って「愛知ターゲット」の議論をずっと

やっていました。 

 名古屋で決まった重要な事項なのですけれども、２つあります。先ほど鷲谷先生が、名古屋の会議

は大変に成功だったというお話をされていましたけれども、やはり私もそう思います。 

 １つは「名古屋議定書」の採択です。Access and benefit sharing と書いてありますけれども、

これは何の話かといいますと、遺伝資源の利用と配分に関する国際ルールです。これまでは遺伝資源

を先進国が途上国から勝手に持ち出して、それを使ってお金もうけをするということがよくありまし

た。例えば、医薬品の原料になる動植物を製薬会社がアマゾンに行ってとってくる。現地の人に、病

気になったらどういう薬草を使いますかといったヒアリングをして、その薬草を持って帰って成分分

析をして薬をつくることもあるように聞いています。こういう商売をしたときに、もうかるのは欧米

の製薬会社だけです。ですから、遺伝資源を元々持っていた国に対して還元するようなことがないの

は不公平なのではないかという議論がずっとありまして、何年もかかったのですけれども、合意に失

敗していました。ところが、去年の名古屋では合意に成功したということで、ここはとても高い評価

があります。 

 もう１つは「愛知目標」といいまして、2020 年までに生物多様性の損失を食い止めるために各国

が行う行動目標を決めたことです。私は海についてお話をしますが、海域の 10％を保護区とするよ

うにという文言が入っています。これには陸上もありまして、陸上は 17％を保護区とすべきだとさ

れています。 

 この「名古屋議定書」と「愛知目標」は、法的拘束力があるかないかの違いもあります。生物多様

性条約というのは基本的に法的拘束力はありませんが、議定書を新しくつくると、今度はこれには法

的拘束力が生じます。ですから、この名古屋議定書は、各国が自分のところに持って帰って国会で批
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准手続きをしなければなりません。そして、受け入れ可能であればその国について発効するというか

なり厳格なものなのです。 

 ところが、愛知目標は法的な拘束力はありませんから、2020 年までに 10％を海洋保護区にしなく

ても罰則のようなものはありません。ただし、日本の場合は開催国ですし、かなり一生懸命やった国

ですから、さすがに日本が守らないというのはないと思います。ですから、日本は率先してやらなけ

ればいけないという状況になっています。 

 これが決まったときにはスタンディングオベーションのような感じになりました。夜中の１時か２

時か、それくらいです。２週間ぐらいずっと会議をやっていて、最後の金曜日、日付が土曜日に変わ

ったあたりでやっと合意できたということで、みんなとても喜んでいました。 

 どうして日本で開催して合意できたのかといいますと、これはいろいろ説があると思いますが、私

の考えでは、途上国が歩み寄ったのだと思います。なぜ途上国が歩み寄ったかというと、やはり議長

国の日本の顔を立ててやろうと思った部分がかなり多いと思います。生物多様性条約にはアメリカが

入っていません。すると、一番分担金を払っているのは日本です。ですから、お金を一番出している

のは日本だし、いろいろなプログラムを熱心にやったりしているのも日本です。また、欧米ではなく

アジアの一員である日本であれば、アジアやアフリカの環境問題の本質を理解してくれるかもしれな

いとの期待もあるでしょう。そういう素地があったのだろうと私は思います。 

 

――日本の海洋生態系保護―― 

 そもそも日本の海洋生態系の保護に関する現状は、外国人からしてみるととても頼りなく見えるよ

うです。ところが、日本の沿岸に行っていろいろ話をすると、自分たちはよくやっているという声が

かなりあります。では、そのギャップは何かということを今からお話しします。 

 先ほど、10％を海洋保護区にすべきだという話あったと言いましたが。諸外国の場合、この保護区

がとても大きいのです。例えば、グレート・バリア・リーフですとか、ハワイの北西側も保護区にな

っていまして、どれくらいの面積になるかというと、日本の本州がすっぽり入るくらいの大きさが海

洋保護区です。 

 それに比べると日本のものは小さいのです。ただし、数はたくさんあります。例えば石垣島と西表

島の間、これは石西礁湖といいましてサンゴ礁の浅い海なのですけれども、そこに漁師が保護区をつ

くっている場所がかなりあります。大きさは数キロ四方ぐらいです。漁業者が産卵する魚を守ろうと

思って保護区をつくったわけです。サンゴ礁にはハタという魚がいるのですが、ハタ類は産卵すると

きにせまい海域に集まる性質があります。その集まっているところを一網打尽にしてしまうと資源が

おかしくなってしまいますから、そこは守ろうということで漁業者が自主的に決めたわけです。した

がって、この保護区は国の法律によるものではありません。 
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 なぜ漁業者が自主的にそういうことをしているかということは後で説明しますけれども、とにかく

日本は外国と様子が違うのです。大きさが違うということに加えて、成立過程も異なります。ハワイ

の保護区はブッシュ政権の最後のころにつくられました。ブッシュ前大統領は環境にはあまり熱心で

はないとされていたので、最後に汚名を返上しようとしてつくったのではないかという話があります

が、詳細はわかりません。とにかくアメリカは中央政府の主導なのですが、日本は、さっき言いまし

たように漁業者が自らつくっています。 

 では、現地ではどうするのかですが、ハワイの場合、さっきのところは立入許可制で、原住民は除

外になっています。ハワイは、もともとハワイに住んでいた人を原住民とみなしてかなり権利が保障

されています。ですから、ここに漁業禁止と書いてあっても原住民の漁業は大丈夫です。 

 日本の場合、これくらいの海域を漁業禁止にしようと思いますと 18 万隻ぐらいの漁船を追い出さ

なければいけなくなりますので、それに漁業補償などを払っていると天文学的な数字になるわけです。

では、ハワイはどうしたのかという話を聞きましたところ、漁業補償はしたのですが、この中に入っ

て操業していたのは大型船が８隻だけだったので、その８隻に補償して出ていってもらったという話

でした。 

 なぜかというと、ハワイだけでなく、アメリカ・ヨーロッパはみんなそうなのですが、昔から漁業

をあまり盛んにやっていないのです。向こうは魚より肉を食べます。米よりも麦を食べるというのは

皆さんよく知っていると思いますけれども、魚よりも肉を食べますし、もっと言えば野菜よりフルー

ツを食べているというように、食生活が違います。日本をはじめとするアジアやアフリカはみんな一

生懸命に漁業をやっているのですが、ヨーロッパは昔からあまり漁業をやっていませんでした。です

から原住民以外では、沿岸漁業もあまりないために、海洋保護区も何とかできたということだと思い

ます。 

 なお、原住民は保護区で漁業を続けても良いのかという疑問も日本人の感覚なら当然ながら出てき

ます。この答えを、アメリカ人に聞くと、原住民の漁業は小規模だし、商業的というよりも自給自足

のためのものなので、許されるのだ、などという答えが返ってくるでしょう。 

しかし、私の答えは違います。少し長くなりますが、順を追って説明をしましょう。 

まず、アメリカの連邦政府は原住民と条約を結んでいる場合が多く、白人が入植してくり以前に原

住民が行っていた生物資源利用の権利は保障する、といった内容が、条約に含まれている場合がある

のです。 

例えばアメリカ本土の西海岸にあるワシントン州で、そのような条項を利用して捕鯨を行う権利を

有するとして実際に捕鯨を行った原住民の部族がいて、かなりの注目を浴びました。 

 その部族は、マカ族といいます。彼らは昔から、コククジラという沿岸性の大型クジラを対象に捕

鯨をしていました。しかし、アメリカに白人が入植してから、コククジラは白人の捕鯨者が乱獲する

ので、頭数が激減しました。そして、その後、国際捕鯨委員会で、コククジラの商業捕鯨は禁止され
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たのです。しかしながら、コククジラの資源回復力はめざましく、１９９０年頃には完全回復して２

万数千頭の水準となり、捕鯨が始まる以前の頭数よりも現在の方が生息頭数が多いのではないかと言

われるほどになりました。このクジラはメキシコの太平洋沿岸で冬場に繁殖活動を行い、その後海岸

伝いに北上してベーリング海を訪れ、夏にはその北の海の豊富な魚介類などをエサとしています。実

際、現在では、メキシコの繁殖海域では、クジラの数が多くなりすぎてその繁殖域が従来の海域の中

に収まりきらないようになっているとの話も聞こえてきます。 

 マカ族の居住するワシントン州の沿岸は、このクジラの回遊経路です。マカ族としてみれば、クジ

ラは増えているし、連邦政府との条約で捕鯨可能でもあるので、捕鯨を再開しようと考えても不思議

はありません。そもそも国際捕鯨委員会でコククジラの捕鯨が禁止になったのも、白人の捕鯨者が取

り過ぎたためであって、マカ族の過失ではありません。マカ族は、逆に、クジラが減ったことで被害

者になった立場でしょう。例えば、これはマカ族ではありませんが、アラスカ州のエスキモーの例で

いえば、１９世紀頃、白人がクジラを乱獲したためにエスキモーによる捕獲量が激減し、エスキモー

の村で餓死者が多数出たといわれています。ワシントン州のマカ族の場合も、そのようなことが起こ

っていたかもしれません。 

 マカ族は、１９９０年代にコククジラを捕獲しましたが、その後、アメリカ国内の反捕鯨団体の圧

力が高まる中、最近では捕鯨を行っていません。 

 海洋保護区も捕鯨禁止も、原住民ではなく、主として白人入植者が資源などを荒らしたために必要

になった制度であって、原住民はむしろ被害者の立場にあります。そのため、制度の適用除外を原住

民に与えているという見方もできます。原住民は保護区で漁業を続けても良いのはなぜかという先ほ

どの問いかけに対する私の答えは、これです。 

 本題に戻りましょう。ハワイで大きな海洋保護区をアメリカの連邦政府が定めた話でした。保護区

を作っても、取締やモニタリングを行う必要があります。ハワイは、連邦政府が決めた規制ですから、

やはり政府が取締やモニタリングをやらざるを得ません。ところが、日本の場合には漁業者が自主的

に設置したものですから、警察が取り締まるわけにいきません。ですから、やはり漁業者が監視やモ

ニタリングを実施しているわけです。では、どうして漁業者が自ら監視やモニタリングを実施してい

るのでしょう。コストや労力がかかるはずなのに、なぜでしょうか。これは、取締やモニタリングを

することで、将来、自分の利益になるという側面があるからです。 

 例えば、ここにハタの禁漁区をつくって違反者がいないように一生懸命見張ります。ハタという魚

は、珊瑚礁海域に生息する大変おいしい魚で、沖縄から東南アジアにかけて、高値で取引されていま

す。この魚は、普段は群れていないのですが、産卵期には大量の魚が狭い海域に群れる性質がありま

す。もし、そこを一網打尽にしてしまうと、魚の資源に大きなダメージを与え 

るため、ある一定期間、ある海域を禁漁にする取り組みがなされていまます。この禁漁区のモニタリ
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ングや取締は重要です。もし違反者が産卵のために集まった魚を根こそぎ持っていってしまうと、せ

っかく漁業者がつくった禁漁区の意味がなくなりますし、自分たちが将来受け取るべき見返り、この

場合は漁業で得られる将来の収益なのですけれども、それが得られなくなってしまいます。そうなる

と困るのでみんな見張っているわけです。 

 なお、漁業者の相互監視は、それを行うことで漁業者だけが利益を得ているわけではありません。

欧米諸国では、漁業規制は政府が策定し、取締活動も政府が予算をつかって行っているのが普通です。

ところが、日本の場合は、漁業者が政府の仕事を肩代わりしている側面があるわけです。もちろん、

国際条約に基づく漁業規制や、沖合漁業の規制などは日本でも政府が取締をしています。しかし、ご

く沿岸の漁業権が設定されているような場所については、漁業規制のルールを作るのは漁業者の発案

で行い、相互監視をしています。政府が行うべき規制策定のコストや、監視取締のコストは、沿岸部

分ではだいぶ浮いていると見て良いでしょう。 

 日本の沿岸のように、当事者である漁業者からのボトムアップによる積み上げで資源管理を行う方

式は、参加型の漁業管理と呼ばれています。そもそも水産資源の管理体制は、国によってトップダウ

ン型とボトムアップ型にわかれています。トップダウン型の管理とは、中央政府が計画・実施・執行

に責任をもつ中央集権的管理のことであり、一般的に欧米の管理体制に多い点は先ほど話しました。

トップダウン型では、規制をデザインする初期コスト(ex-ante cost)は安いが、監視や取り締りなど

事後のコストが高いことが報告されています。これは何も私だけが言っているわけでなく、国際機関

である OECD（経済協力開発機構）のレポートなどにも書いてあります。それに対し、ボトムアップ

型はアジアの管理体制に多く、沿岸の地域共同体が独自に目的やルールを設定する参加型です。この

管理体制については、規制を順守する確率が高まるため、効果的な管理が実行でき、事後のコスト

(ex-post cost)が安いことが報告されています。 

 先ほどの鷲谷先生のお話で、原発事故の後、それがどう影響するかというお話がありましたが、漁

業の場合も非常に甚大な影響があります。それは、魚が汚染されて出荷できないという短期的なもの

だけではなくて、今言いましたように、禁漁区をつくったりする自主的な活動のインセンティブがな

くなるという被害です。 

 どういうことかというと、漁業者がモニタリングや監視をして浜を守っているのは、そうすること

で将来にわたって魚がとれるようになると当事者が思っているからです。だからこそ今は自分の時間

を使って海洋環境や漁業資源を保全する活動をするのです。しかし、もしも将来的に放射性物質で魚

が汚染されてここを守ってもしょうがないと思うと、そういう活動をやらなくなります。ですから、

単に物が出荷できないといった話に加えて、漁業当事者による浜の保全活動のようなものがなくなっ

てしまうという被害があるわけです。 

 海洋保護区の数でいうと、実は日本はよその国に負けていません。これは私が２年ぐらい前に調査

したものなのですけれども、日本の沿岸にこうしたＭＰＡ（海洋保護区）が何カ所あるのかというこ
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とを調べたところ、全部で 1,000カ所以上あるということが分かりました。 

 内訳を見ますと、環境省がつくっている保護区が 100ぐらいありました。これは政府がつくってい

るものですから政府が取締をします。もっと言えば、レンジャーのような人を環境省が派遣して監視

したり、ひどい場合は警察を呼んだりという活動になっています。ほかにも漁業関係の禁漁区があり

まして、農林水産省が持っている法律で保護水面をしているところが全国で 52 カ所、都道府県の法

律で禁漁区をつくっているところが全国で 600カ所ぐらいあります。 

 ところが、それにプラスアルファして、自主的に漁業者がつくっているところが全国で 400近くあ

ったわけです。漁業者が自主的につくるところばかりではないのですが、相当な割合で漁業者が自主

的に管理をしている場所があるということです。里山、里海といいますけれども、こういう自主的な

イニシアティブといいますか、自主的な発案で管理をしているというところは、やはり里海というも

のに非常に近いものだと思います。 

 どうして自主的な保全活動が生まれるのかといいますと、これは日本の漁業規制に非常に深く関わ

っています。漁業法という法律があるのですけれども、これは何を決めているかというと、漁業をし

たい人は漁業免許を持たないとできませんといったことを決めているものです。ところが、それだけ

ではなくて、それを各都道府県が自分たちでチューニングして、ここの海域では底引き網をやっては

ならないとかいろいろなことを決めています。また、それだけでは決め切れないものについては、漁

協という組織が自分たちのルールを決めていて、これが里海のルールのようなものになっています。

漁協のルールは法律で決まっているものではなく自主的なルールですから、違反したとしても警察が

入って取り締まるわけにはいきません。ですから、漁業者自らが見張るしかないわけです。 

 

――漁協の例と自主的なルールができるまで―― 

 ここで例を出したいのですけれども、漁協とは何かという疑問があるかもしれません。漁協という

のは漁業者の組織で、この北海道の羅臼漁協のように立派な感じのビルを持っていたりしますが、基

本的に漁業者がお金を出し合ってつくっています。 

 財源は何かというと、水揚げをしてきたものを浜で競りにかけるのですが、競りにかけるときに手

数料を取って財源にしています。大体浜値の５％ぐらいを手数料として取っています。 

 後で出てきますけれども、浜値の５％というのは消費者が払う値段にすると１％ぐらいにしかなり

ません。スーパーで 100円で売っている魚があるとして、それを漁師がいくら取っているかというと、

25円しか取ってないのです。あとの 75円はどこか中間段階取られてしまっています。ですから、25

円の中の５％ということは、大体１円とかそんなものにしかなりません。そういうものを使って、さ

っき言ったように漁場の監視をしたりしているという仕組みです。 

 漁協の建物の中ではこうやってミーティングをしています。これは漁業者の人たちが集まっている
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のですが、説明しているのは県の水産試験場の科学者みたいな人です。このようにして、今の魚の資

源量はこうですよとか、分布はこうなっていますよというような話をしています。こういう勉強会を

もとにして、さっき言った漁協内部のルールを決めているわけですが、多くの場合、ルールを明文化

した文書はありません。 

 冒頭に申し上げましたＣＯＰ１０の場外で、我々はサイドイベントの形で発表会を開催し、日本の

状況などを発表しました。しかし、欧米出身の方々のよくある対応は、自主的なルールへの懐疑です。

彼らからすれば、自主的なルールを決めても、フリーライダーが出てしまって、そのフリーライダー

が得をするようになるからどうせ守られないのでしょうという議論になるわけです。ところが、日本

は違うのだと、フリーライダーが出ようとすると、地元の掟のようなものがあって一生懸命抑えて監

視するので、そういうものはないのですという話をするのですが、なかなか分かってもらえません。 

 さらに、日本の自主的なルールには、文書がないものも多いのです。ところが西洋社会は契約社会

なので、文書がないようなものをどうしてみんな守っているのだというように、次から次へと質問が

出てきてなかなか説明するのに苦労するのです。実は、日本の場合は、海の状況が年ごと、季節ごと

に変化する中で、柔軟な保護を行うために、あえて文章にしていない場合や、そもそも保護区を作っ

ているなどという情報が部外者に漏れると密漁者が来てしまうかも知れないと考えて、あえて外部に

公表していないという状況があります。このような説明をしても、始めから懐疑の目で見ている人た

ちを説得することは大変難しいのです。事ほどさように、彼らと日本の住民のマインドが違うという

ことが分かります。 

 実際の活動は、監視や取締だけではなく浜で共同作業を実施することもあります。ここに写真をお

見せします。これは何をしているかというと、アサリがとれる浜で、アサリの天敵であるツメタガイ

という巻き貝を駆除するためにその貝を拾っているところです。実はこっちのほうに耕運機があって、

浜を耕運機で耕して、下から出てきた天敵の貝をとります。 

これは宮古市で、震災の前に撮ったものです。震災の後、私は同じところに行ってみましたけれど

も、津波によってひっくり返ってしまって、とてもこんなことをやっているような場合ではないとい

う状況でした。 

 宮古市では津軽石川という川が湾に流れ込んでいます。その津軽石川というのは、日本の本州で一

番サケが上ってくる川です。サケは北海道にたくさん上ってきますけれども、本州でも上ってきてい

て、この岩手の津軽石川はたくさん上ってきます。こうやって漁協の婦人部の人や漁協のおじさんが

一生懸命に出て精を出して環境を守ろうとしているのは、サケの稚魚を守る役目もあるだろうと思っ

てやっているわけです。サケは卵からかえった後、稚魚が川から海に下ります。海に下ったときに、

こういう砂浜のような浅いところにしばらくとどまります。ですから、ここの環境は大事だと思って

砂地の保全活動を実施している部分があります。 

 余談なのですが、津軽石川は河口にものすごい河口堰をつくっていまして、これは津波にも耐えま
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した。ところが、河口堰の周りはあまり固めていなかったので、河口堰だけ残って、河口堰の横は海

水で堀り込まれてしまって、結局、入念につくった河口堰はびくともしなかったのだけれども、津波

の被害は奥まで及んでしまったという状況も見られました。 

 宮古の漁業者もそうですが、日本の沿岸域で、一生懸命にこのように自主的に活動しているのは漁

業権があるためです。これは江戸時代かそれ以前からできています。多分、昔は海に境界がなくて越

境してとりにきたために、大げんかになったり焼き討ちしたりということが結構あったのだと思いま

す。これだとだめなので、そこのお殿様に浜の漁師が陳情して、ここに境界線を引きましたので、こ

の約束をお殿様のパワーでオーソライズしてくださいというようなことにして、それでボトムアップ

で法律ができたのだと思います。 

 その後、明治政府になったのですが、明治政府は、ほかの分野では一生懸命に西洋流の法律を入れ

ようとして留学生をドイツやフランスに送ったのですけれども、漁業権だけはどうも法律にできませ

んでした。さっき言いましたように欧米では沿岸漁業をあまり熱心に行うような食生活がありません。

漁業管理のルールも、明治時代の日本人にピンとくるものが欧米に損じしていなかったのかも知れま

せん。よく見てみると日本のほうが浜で精密なルールができているということに気がついたのでしょ

う。それで明治政府はどうしたかというと、漁業法については慣習を、漁業法という法律に書き直し

て日本のルールにしたわけです。私は法律の専門家ではないのですが、法律改正をするときの法律の

専門家が、この漁業法の体系だけはほかの法律に比べて異質で困ってしまうというような話をしてい

ますので、多分そういう日本古来のルールが土台になってできた法律だということがあるのだと思い

ます。 

 

――北海道野付漁協の例から―― 

 例えば、北海道に野付漁協というところがあります。どこかというと、知床の少し南側に少し出っ

張ったところがあるのですが、これが野付半島です。ここではエビを一生懸命に管理しています。と

り過ぎにならないように場所を区切って、この５区には誰が入っていいとか、３区には誰が入ってい

いというようにして、さらに１区、２区は禁漁にしています。ここは、日本で 1,000カ所以上ある海

洋保護区の中の１カ所としてカウントされているところです。 

 また、それに加えて保全活動をしています。これがエビをとる船です。打瀬船というのですけれど

も、底引き網のようなものを流して、船が風を受けて進むときに網を引っ張ってエビをとります。実

はこの船は動力を持っていないわけではありません。後ろに船外機を積んでいて、漁区までは船外機

のエンジンを動かしていくのですが、漁区に入って操業するときはエンジンを切って風の力で網を引

かなければならないのです。 

 どうしてそんなルールにしているかというと、海中のアマモを守るためなのです。エビは藻の間に
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いるのですが、エンジンをかけてエビをとってしまうとアマモも一緒にとってしまいます。そうする

と次の年はエビがとれなくなってしまいますので、多少効率は悪いのだけれどもこういう方法を使っ

てやっているということです。このルールは漁協の自主的なルールです。 

 漁場の外でも漁師は一生懸命にいろいろな活動をしていて、例えば川の上流で植林するということ

もしています。林を整備すると、川から流れ込んでいる水質が良くなりますから、流れ込んだ先で魚

がよくとれるようになると、そういう理屈です。これは昔から日本にある「魚つき林」という知恵な

のですけれども、このようにして魚つき林を一生懸命守っているわけです。 

 日本は昔から沿岸で漁業をやっていたので、トラディショナル・ノレッジといいますか、こうすれ

ばいいのだということが分かっていたのですけれども、魚つき林のようなものは外国には例がありま

せん。こういうものも里海の活動の一つに入ると思います。 

 では、外国はどうしてそうなのか。外国の例と日本の例を比較してみると漁業制度が違います。例

えば、ニュージーランドや、アメリカ、ノルウェーなど、欧米諸国は大体そうなのですが、政府が漁

業者に何を配分するのかが日本とは異なるのです。 

 日本の場合、配分するのは漁場の使用権です。ですから、その漁場を一生懸命に守ろうとします。

つまり、漁師が保全しようとする対象は漁場の環境なので、さっき言った魚つき林のような発想がで

きるのです。ところが、欧米を主とした諸外国では何を配っているかというと漁獲枠を配っています。

例えば、今年はあなたはサバを千トンとっていいですよとか、そういう漁獲枠を配分していますので、

漁業者はサバが大きなサイズに育つまで守ろうとするのですが、周りの環境にはたいして頓着してい

ないといいますか、そういうことがあります。ですから、この違いを外国人に向かって説明しなけれ

ばならない難しさがあります。 

 

――今、被災した東北で、漁業改革を主張する声がある―― 

 ここから震災復興の話です。今、漁業改革をして震災復興をしようといった議論が結構あるのです

が、実はこれは、メリット、デメリットのどちらかというと、デメリットのほうが多いのではないか

と私は思っています。例えば、宮城県の村井知事は特区をつくって民間企業を沿岸漁業に参入させよ

うと言っています。沿岸漁業に民間企業が参入したら活性化して漁業の復興が図れるのではないのか

という議論です。なるほどそうかもしれないと思う人がいるかもしれませんけれども、本当なのかと

いうことを今から見ていきたいと思います。 

 宮城県知事は、沿岸養殖などで民間活力を導入して水産業の復興を急ぎたいとしています。ところ

が、宮城県漁協は、到底受け入れられないと主張して、大変な対決姿勢になっています。彼らが主張

しているのは、被災者である漁業者の意見を聞かないで、トップダウンでこれをいきなり持ってこら

れても困るということなのです。 

 もう一つ漁業者が言っているのは、企業は参入しても短期的な経済判断ですぐに撤退してしまう、
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そうすると、残った地域社会は疲弊してしまうのだというような議論もしています。実は昔、そうい

うことがありました。20 年くらい前、三陸でギンザケというサケの養殖を企業が参入して一生懸命

にやっていたのですが、そのうちギンザケの養殖が下火になってしまいました。どうしてかというと、

チリで同じギンザケを養殖して、そちらのギンザケのほうが安いので、日本のマーケットではチリ産

のほうがたくさん売れてしまったためです。それで価格競争力に負けて三陸のギンザケ養殖は撤退し

だしたのですけれども、このように、急に地元から撤退されても失業者が出て困るという話もありま

す。 

 では、どっちの言い分に正当性があるのかを考えていきましょう。 

 消費者のメリットという側面から考えると、これはどっちもどっちです。というよりも、はっきり

言ってこの議論は消費者不在の議論であり、どっちに転んでも消費者は大して得をしません。県知事

は、きっと参入したい企業側の代弁をしているのだと思いますし、漁業協同組合側は生産者の言い分、

つまり、参入されてしまって自分たちの権益が侵されてしまうというところを見ていると思うのです。

つまり、双方とも、生産者の立場だけから問題を議論していて、消費者という視点が欠けています。 

 ただし、漁業者が参入を嫌うのはもっともなことです。さっき言ったように、今はよそから参入し

てくるフリーライダーがいないので漁場を守ろうというインセンティブが働いているのですが、来年

はもしかすると民間企業が入ってきてしまうかもしれないということになると、漁場を守るインセン

ティブがあまりなくなってしまいます。ですから、環境の面からすると漁業者の言い分はかなりもっ

ともなところがあります。ところが、このような環境のところではなく、経済的な議論だけになって

いるということが問題です。しかも、その経済的な議論にしても、そもそも消費者のための議論にな

っていないのです。 

 新規参入というととても良さそう見えます。例えば電力会社の場合ですと、東電は嫌いだからよそ

から電力を買いたいと思っても、東電しか電力を供給していなければ選択肢がありません。ですから、

そういう独占状態にあるところを自由化して新しく参入させれば、その独占が崩れて電気の値段が下

がり、消費者のためになるということは言えるでしょう。東電は電気の値段を上げたい、として活動

していますが、独占が崩れると、値上げ即東電ばなれになります。 

 しかし、漁業の場合は違っています。魚であれば、三陸産の魚を買わなくても、別にチリ産のもの

を買えばいいわけであって、販売が独占されているわけではありません。したがって、生産現場に民

間企業が参入しようがどうしようが、そもそも魚の値段が下がるというわけではないのです。あるい

は、多少下がるかもしれませんが、下がったとしても、途中の流通の段階で吸い上げられてしまう可

能性があります。 

 さっき、スーパーで 100 円で売っている魚の漁業者の取り分は 25 円だという話をしましたが、こ

れは農水省が毎年調査をして、公表している数字です。 
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 見にくいかもしれないのですが、これは流通段階別の価格です。青いところが生産者の取り分で、

漁師は 24.7％しか取っていません。産地卸売経費が書いてあるのは、さっき言った漁協の取り分で

す。黄色いところは何かというと、これは三陸の浜で魚を買って築地まで持ってくる人の経費です。

これが 25％もあって取り過ぎなのではないかと思われますが、実際に魚を運ぶ運賃も入っています

ので、こんなものかなという気もします。緑色の２つは築地で、築地には卸売と仲卸の２つあります。

卸売というのは、地方から来たトラックの荷物を受けて、それを競りの会場まで魚を持っていく人の

ことですが、それで３％を取っています。その後、築地で魚を買って都内の魚屋さんに持っていく人

がこの薄緑で、そこでは９％ぐらい取っています。最終的な小売が 40％ぐらい取っていまして、こ

の小売の 40％は暴利なのではないかという人もいますけれども、実はそうとも言えません。どうし

てかというと、小売は魚を１本丸々買ってそれをさばいて売っていますから、１キロの魚を買ってき

ても、最終的に店頭に並べているのは刺身の柵のところだけということになると、１キロの魚が 500

グラムになってしまうかもしれません。それだけで価値は結構下がりますし、さらに売れ残ると８時

以降に半額セールしなければならないのです。このように、リスクを負いながら商売をしているので

仕方がないところはあるのですが、ただ、農作物と比べてみると、農作物のほうが小売のマージンは

かなり少ないということがあります。 

 ですから、宮城県で漁業改革をした結果、産地の魚の値段が多少下がる場合でも、中間段階で吸い

取られてしまって、消費者に渡る値段はあまり変わらないといったことにもなりかねません。これは

経済的な話です。 

 もう一つ重要なのは社会的な話です。漁師が言っているように、企業が参入しても短期的な経済判

断ですぐに出ていってしまうかもしれないというのはそのとおりです。どうしてかというと、今の企

業では、四半期ごとに業績を公表して、それをマーケットが判断しますから、非常に短期に成果を出

さなければいけないわけです。これが自然のサイクルに合っていないという問題があります。 

 また、人間社会のサイクルにも合っていないわけです。沿岸の漁師などにいろいろヒアリングをし

ますと、短期的にキャッシュががんと入ってきてもしょうがない、長期的に社会が安定しているのが

一番いいのだという答えがよく返ってきます。そういう中に四半期ごとに業績を評価されてしまう株

式会社が入ってきてサイクルが合わないという気がします。 

 さらに環境面ですけれども、企業が環境コストを負担するかどうかということがあります。環境を

守ろうとするとコストがかかるわけですが、企業というのは四半期ごとに業績を評価します。コスト

を負担した効果は、すぐには表れません。そのような中で、本当にコストを負担できるのか疑問です。 

 生態系保全活動について言えば、どうして里山や里海が守られているかというと、将来の見返りが

現在の負担につり合っているからです。環境を保全することで、将来もしかしてたくさん魚がとれる

ようになるかもしれないと思うので、今は禁漁区をつくったりしているわけです。 

 ところが、これはよくありがちな環境保護の失敗なのですけれども、都会に住む人が中央政府やＮ
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ＧＯに訴えて、都会の価値観を沿岸漁業者や住民に押しつけてしまっていることがあります。捕鯨問

題のようなものもそうなのですが、これでは仕組みは長続きしません。押しつけ型ではなくて、負担

と見返りがイコールになるようなものにしたほうがいいということです。 

 

――漁業改革の方向性―― 

 最後になりますが、実は日本の漁業は漁獲量がものすごく減っています。我々が小中学生ぐらいの

ときは、日本は世界一の漁業国だと教えられた覚えがありますが、実際にそうだったのは 1980 年代

までで、80 年代をピークに生産量が落ちて、今は半減しています。半減したのにどうして店頭には

昔と同じくらいの魚が並んでいるのかというと、半分は輸入品です。 

 漁業改革をいろいろ言う人は、資源管理に失敗したからこうなっているのではないのかと思ってい

るのですが、実は資源管理に失敗してこうなっているわけではありません。 

 日本漁業の２大ブレーキ要因というものがあって、１つのブレーキ要因は遠洋漁業の衰退です。遠

洋漁業というのはアラスカなど外国の 200 海里内に入って魚をとっていたわけですが、1980 年代前

後から次々といろいろな国が 200海里体制を導入して、よその国の 200海里に入れなくなってしまい

ました。日本の遠洋漁業はそこから追い出されたので、400万トンぐらいとっていたものがどんどん

減ってしまって、今は 100万トンを切っています。ピーク時は全体で 1,200万トンですから、その３

分の１ぐらいをここでとっていたのですが、それがなくなってしまったのです。まず、それが１大ブ

レーキです。 

 ２つ目のブレーキはマイワシがとれなくなったことです。どうしてマイワシがとれなくなったかと

いうと、これはとり過ぎではなくて自然変動です。マイワシやカタクチイワシなどの魚は、周期的に

急にとれたりとれなくなったりします。このグラフは 1950 年代からしか書いていませんが、もっと

前の 1930 年代にもマイワシがたくさんとれていた時期がありました。どうして急に変動するかとい

うのはよく分かっていない部分が多いのですが、冬の海の温度が高いときはマイワシはあまりとれず、

逆に寒いほうがマイワシがたくさんとれるようになります。80 年代は冬の海水温が冷たかったので

すが、最近になって海の温度が上昇してマイワシがいなくなってしまったのです。 

 では、なぜとり過ぎでは資源が減ったのではないと分かるかというと、急に減った 1991 年頃にと

れた魚の年齢組成を見てみると分かります。マイワシというのは７年ぐらい生きるのですが、とり過

ぎでとれなくなったとすれば魚の年齢組成では、１～２歳の小さい魚はたくさんいるのに、年取った

魚はあまりいないというパターンになります。どうしてかというと、年を取るまでに漁業でとられて

しまうからです。ところが、1991 年ごろ、急減した時のマイワシの年齢組成を見ると、逆に１～２

歳はほとんどいないのに、４～５歳以上のマイワシがたくさんいたのです。それは卵から稚魚になる

ときにもういなくなってしまっていたということです。つまり、自然の原因で、もっと言えば海の温
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度が高くなったために、卵からかえったときに成長できなかったということなのです。 

 どうしてこのような話をしたかといいますと、日本の里海の取組みや漁業者の取組みは必ずしも失

敗していたわけではないということを言いたかったのです。見るべきものはあるということです。 

 では、改革するのであればどうするのかという話なのですけれども、確かに経済的にはいろいろな

輸入品が入ったりして厳しい現実がありますので、価格勝負ではだめで、付加価値を高めなければい

けません。具体的にどういう付加価値かというと、やはり情報です。農林水産品の価値で高いのは、

一緒に付随している情報が正確かどうかということだと思います。今売っている米のセシウムが何ベ

クレルかというような正確な情報をつけて売り、トレーサビリティーをしっかりさせると、非常に価

値が高くなるのではないかと思います。ですから、安心安全を求める消費者に、価値の低いものが流

通しないような競争に持っていかなければいけないわけですが、そのためには生産と流通が一体とな

って、より一段高い安全性を求めなければなりませんし、トレーサビリティーを更に正確なものとす

る必要があります。改革するのであればそういう方向だと思います。 

 ですから、宮城県知事が言っているような民間企業を参入させたら何とかなるだろうという話では

ありません。民間企業を参入させてもいいのですけれども、参入させてから何を目指すかというビジ

ョンがないために、対立をまねいているのではないかと私は思います。 

 またそもそも、漁業者と県知事との間で対立が高まったのは、その政策の中身の善し悪し以前に、

合意形成の失敗による部分が大きいと思います。 

 漁業改革を行うに当たって、日本では、決まったルールに基づいて合意形成を行うという素地がど

うやらないようです。例えばニュージーランドの場合だと、これがあるのです。ニュージーランドで

は、1980年代から ITQ（個別割当制度）という新しい仕組みを漁業に導入し始めました。その際のル

ールは、漁業者団体に諸国する漁業者の８５％が賛成すれば、新しい漁業管理の制度を導入するとい

うものでした。そして、実際、ニュージーランドのイセエビ漁業の団体は、８５％の得票がとれず、

この業界だけ ITQを一時期導入していないという状況がありました。その後、この団体でも８５％以

上の得票がとれたので今では ITQに移行しているのですが、その裏にはこのような話があったのです。 

 なぜ当事者の合意が必要なのか。ここまでの話を聞かれた皆さんはもうおわかりだと思いますが、

その方が、遵守率が高くなり、監視取締のコストが下がることが１つあると思います。海は広く、監

視船を隅々まで出して見張るわけにはいきません。漁業者の相互監視が重要ですし、また、自分たち

で主体的に決めたルールであれば違反者は少なくなる効果もあるでしょう。逆に、上から無理矢理ト

ップダウンで押しつけられたルールは、陰で皆が暗黙の了解のもとで破るような状況が生じるかも知

れません。 

 宮城県の場合は、漁獲漁業を対象とする ITQ制度ではなく、養殖業への企業参入に関する新ルール

を定める件ですが、やはり当事者の合意取り付けがなければ、円滑な制度の運用は難しいでしょう。

今回の場合は、特区の法律をよく読めば、実際に企業が参入する前に、このような合意取り付けプロ
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セスがある程度重要になっていると分かります。しかし、今後、無用な対立を避ける上でも、新ルー

ルを定める際には当事者の 85％以上が同意すること、といったルールを定めておくことは重要です。 

 なお、漁業者は既得権を持っていて、それを新規参入者に渡さないので、結果として産業の効率化

が遅れている、という声もあります。そのような立場から見れば、既存の漁業者の８５％が同意しな

ければ物事が決まらないのは、やはり新規参入を潰すためのルールでしかない、と受け止める人もい

るでしょう。漁業を経済活動という観点だけから見ると、その議論はもっともです。しかし、ここで

国民的な議論が必要になっている点は、日本漁業の目的を経済的な目的だけでみるのかどうかという

点です。ニュージーランドやノルウェーのように、魚をあまり食用にせず、むしろ畜産物を食用とす

る国では、漁業の主目的は輸出です。よって経済効率の高い操業を行い、漁業者の数を減らして少数

精鋭にすればその目的は達成されます。実際、ニュージーランドでは、先ほどの ITQを導入した後に

は、漁業者の「選択と集中」が起こり、小さな漁村には漁獲枠がなくなってしまい、その集落は廃村

のようになったところもあるそうです。しかし、ニュージーランド経済では、農業の占める位置が大

きいため、小さな漁村が廃れても、国全体のレベルではそれほど大きな問題とはされなかったとのこ

とです。 

 日本の漁業者の多くは、１人乗りの船をつかって操業する自営業者です。このような漁業者が、産

業がない離島や半島などに点在しているために、その地域社会が成り立っている場所も多いわけです。

これは、日本人が昔から魚食民族であったために、そのような社会になっていると見て良いでしょう。

このような中で、日本の場合、経済効率アップだけを漁業の目的としてしまって良いのでしょうか？ 

 私の答えはノーです。経済、環境、社会、それぞれのバランスをとりながら、持続可能な形で食料

生産をすることが日本漁業の目的であると思っています。 

 国民的な議論が必要なのは、まさにこの点です。日本の海にある豊かな漁業資源をどうすべきか、

そのためには漁業の目的をどうとらえるのか、皆で意見を出し合い、方向性を共有しておくことが重

要でしょう。 

 そろそろ時間ですので以上で発表は終わります。どうもありがとうございました。 
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「復興のデザイン―自己多様化するシステム」 

 

東洋大学文学部 河本英夫 

 

本稿は、生物多様性や文化の多様性がどのようにして確保されるかを検討したものである。第一に、

自然や生物の生存競争では、そのまま系の自然性に任せたのでは、おのずと均質化が進む仕組みを検

討した。そこでは人間による適度な技術的、人工的な介入が、生物多様性に向けて必要であることを

強調している。第二には、生物多様性はどのような価値にかかわるのかを検討している。生物多様性

は、生命や身体の内奥に触れるような文化であり、固有の文化価値をもつものとして設定されねばな

らない。第三に、そのために必要とされるプログラムの要件を検討する中で、倫理的気質と人工的里

山の可能性を検討した。 

 

キーワード；エントロピー、自己組織化、生物多様性、気質、人工的里山 

 

 

 ここでは復興のデザインをシステム的に構想する。基本となるのは、生物的多様化、文化的多様化、

生活的な多様化を形成しうるシステムを構想することであり、みずから自身が多様化するシステムを

考案することである。多様性とは、対応可能性が広く、それじたいの内部に展開可能性を含みうる事

態である。そのために 1960 年代からさまざまなかたちで論じられてきた「自己組織システム」や最

先端のシステムである「オートポイエーシス」を活用する。オートポイエーシスの場合、いわゆる「事

象へのまなざし」を内的に実行することができるので、生態学や農学には適合性が高く、またそれ自

体で次々と多様化しうる仕組みを内的に備えている。しかしこの多様化する仕組みは、理論的に整備

したとしてもそれを機械的に適用できはしない。つまり理論構成を行い外からそれを適応するという

仮説-演繹法的な理論の扱いはできない。理論を個々の場面で応用するようにして数値を出すような

理論構想ではない。そこに多くの条件設定と工夫が必要となるが、なによりもどのようにしてシステ

ムが分化し、多様化するかを個々の場面で実際に条件付けするようにして、示してみせなければなら

ない。 

 

 

１、システムの多様化はどのような仕組みか 

 物理システムは、一般に時間とともにシステム全体が均質化する方向に進む。洗面器の水の中に青

インクを一滴たらしてみる。もやっと水の中にインクが広がる。それを放置しておくと、2，3 日で

インクは水のなかに一様に混ざる。一様に混ざった後には、それ以上に変化はない。いわゆる「平衡

状態」に到達して、そこで見かけ上系は静止する。この時、この系での「エントロピー」が極大にな

る。エントロピーは「均質さの度合い」を示す指標とでもいうべきもので、各系の時間的変化の相対

的指標である。エントロピー増大の規則は、熱力学第二法則として定式化されているもので、それが

発見された 19 世紀の後半には、宇宙全体もやがて熱平衡となり、静止した状態である「宇宙の死」
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が到来するのではないかと予想されていた。エントロピーはシステムの多様さを考える上で欠くこと

のできない指標である。 

 エネルギーとエントロピーの違いを確認しておく。たとえば地球上の緑地では、毎年米や麦が取れ

る。生産活動が毎年繰り返されている。それは太陽光の恵みを活用して行われていることは事実であ

る。かりに太陽光からエネルギーが地球にもたらされ、そのエネルギーを活用して生産活動が行われ

ていたとすると、エネルギーは地球上に固定される。つまり太陽光からのエネルギーが地球上に積み

上がるかたちになる。かりにそうだとすると、地球は毎年暖かくなってしまう。だがそうした事実は

起きていない。地球温暖化と呼ばれる近年の現象は、地表数百メートル付近での大気の温暖化であり、

実際に夏の豪雨が激しくなったり、海洋の温度分付が変わり回遊魚の回遊コースが変化したり、場合

によっては南極の氷が部分的に溶け出しているとも言われる。だが地球全体の温度で言えば、約７万

年前に最も直近の氷河期が終わり、現在は間氷期の終盤あたっている。太陽光に由来するエネルギー

が地球に蓄積され続けているという事実は、認定できない。 

 最近の地表付近の温暖化は、毎年地球の気温が徐々に上がるような変化ではない。そうだとすると

太陽光から得られたエネルギーとほぼ同じエネルギーが、地球の大気圏外に放出されていることにな

る。そのことに寄与する最大の自然現象は、海水が水蒸気となって大気の上層に移行するさいに、水

蒸気に大量に熱が含まれ、その後この水蒸気が冷やされて液化し、大量の雨となって降るさいに、大

気上層に熱を放散することである。これによって太陽光から得たエネルギーは、熱エネルギーのかた

ちで地球大気圏外に放出され、入力となるエネルギーと放出されるエネルギー量が等しくなり、エネ

ルギー的には入出力の均衡が実現していると考えられる。大局的に見れば、このとおりだろうと思え

る。 

 それでは毎年の米や麦の生育は、いったい何を活用して、生産活動を行っているのだろうか。明ら

かにエネルギーの落差ではない。ここにエントロピーが関与している。太陽光は、エネルギー源とし

ては、最も多様な変換可能性を含んでいる。植物に光合成を行わせ、海水を大量に蒸発させ、大気の

上昇を引き起こす。ところが大気圏外に放出される熱は、現在の技術では他のエネルギー形態に変換

させることはできない。それ以上活用することのできない資源の最終形態を、一般には「ゴミ」と呼

ぶ。つまり現在の技術水準では、熱はエネルギーのゴミである。たとえば冬場に灯油を燃やして、暖

を取る場合には、身体周辺にエネルギーのゴミを充満させ、ゴミのなかに佇むことで暖かいのである。

熱は均質性の最も高いエネルギーであり、太陽光は最も均質性の低いエネルギーである。太陽光と熱

の間に、さまざまなレベルのエネルギー形態がある。このさまざまな形態に対応する均質性の落差を

活用して、各種の生命活動は行われている。生命は、エントロピーの増大をきわめて徐々にしか進行

させないエネルギー的には優れた系であり、エネルギー効率からみても 40%程度もある。エントロピ

ーの増大を遅延させる最大の装置が、生命体である。エントロピーの増大を遅らせることは、系内に

隙間を作ることであり、その隙間に選択肢を増やすことである。これに対して、燃焼は直接熱にまで

転化してしまうプロセスであり、中間に何らかの系は成立せず、みずから自身を最短で終わらせる系

である。 

 宇宙全体がやがて均衡状態になり、宇宙の死が来るという物語が、必ずしも当てはまらないことは、
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エントロピーの法則の樹立当初から指摘されていた。その理由の一つが、エントロピーの増大が起き

る系は、当初より「閉鎖系」として設定されていることである。開放系では必ずしもエントロピーの

増大は当てはまらない。この典型が生命系であり、物理学者のシュレディンガーは「負のエントロピ

ー」という仮説的概念を設定した方がよいと考えていた。エントロピーの増大に逆行するような要素

があるというのである。[1]しかし生命系の基本は、複製産出であり、新たな生命系を生み出すことで

ある限り、新たな生命系を生み出した途端に母-子系全体のエントロピーが一挙に減少する。また太

陽表面で起きているような核融合では、質料がエネルギーに転化されている以上、運動を基調とする

エネルギー系ではなく、エネルギーが際限なく供給される系である。この場合にも熱運動の均質さが

機械的に進行する系ではない。とすると当初より、エントロピー増大は必然的だとは言えない。しか

し大まかに考えれば、ほとんどの系では系の均質性は増大していくのであり、物理的系の本性から見

て、自然状態ではそれじたいの多様化は起こりにくいのである。 

 エントロピーにかかわる議論に変化が生じたのは、1960 年代からの自己組織化の構想である。自

己組織化は、基本的にエネルギーの流れに晒されているような開放系で起きる。たとえば都市ガスで

お湯を沸かす場面を想定する。当初水に伝えられた熱は、上部の水に伝えられるだけである。ここで

は単なる熱伝導である。加熱を続けていくと、底部の水が、それじたいで動き始めて上部へと向かい

対流を起こすようになる。一般に「バナール現象」と呼ばれるものである。ここには系に新たな変数

が出現している。熱伝導から熱対流が生じている。こうした場面では、系に新たな変数が出現するこ

とが、自己組織化の特徴である。空気の回転で、中空状態になると、そこに周辺から空気が流れ込み、

上昇気流が出現し、空気は回転しながら束になって円柱状の層を作り、移動しながら動いていく。こ

れが竜巻である。あるいは円柱の閉じた筒の両端に鏡を設置し、その筒の中に光を入れると、光は鏡

に反射しながら往復運動を繰り返すが、そのさなかに波長が長く、散乱の少ない光が出現する。いわ

ゆるレーザー光である。ここでは新たな種類の光が、おのずと出現したのである。こうした新たに出

現していく現象の物理的機構が注目され始めた。 

 ここにはいくつか要となる仕組みが含まれている。その一つが「揺らぎ」である。容器内の水にイ

ンクを垂らした時、インクは数日で水全体に拡散していく。ところがインクの分子は、ただランダム

に動いているだけであって、一様に混ざる方向に動いているわけではなく、ましてや一様に混ざろう

として動いているのでもない。ただランダムに動いている分子が、どうして一様に混ざっていくのか。

インクの分子には、極端に遠くまで移動するものもあれば、再度接近するものもある。その事実と、

時間が経てばインクは一様に混ざるという現実とは両立しているはずである。そこに持ち出されるの

が、極端な動きは相互に打ち消し合い、全体としてインクの分子間の平均距離に近づく分子の集合量

の比率が増大していくという傾向である。こうした傾向のことを物理量として捉えれば、均質性が増

大するという「規則性」となる。そうだとすると逆に、系には平衡状態に到達する前には、こうした

規則性に逆行する可能性がつねに含まれていることになる。規則に逆行する可能性が、「揺らぎ」と

呼ばれる。この揺らぎが系全体を巻き込み、系を別の状態まで変容させていくプロセスが、自己組織

化である。渦巻きのような動きながら運動の構造を維持している形態が、「散逸構造」と呼ばれる。

こうして自己組織化は、新たな形態や新たな運動体を自動的に出現させる以上、多様化の増大に資す
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ることのできる機構の一部だと考えることはできるのである。 

 ところがたとえば渦巻きのような散逸構造は、たとえば近くを船舶が通り過ぎても、波の余波を自

分の動きの中に巻き込むが、それじたいで別のものに変わるわけではない。散逸構造は動的だが、多

くの場合自分自身でさらに変わっていく回路を持ち合わせているわけではない。つまりひとたび散逸

構造が形成されてしまえば、一種の動的平衡系になってしまう。現時点でデータを拾う限り、自己組

織化があれば、それだけで自然界の多様性が増大するというようにはなっていない。 

 もう一つの自然界の多様性をもたらすと予想される仕組みが、ダーウインの「自然選択」である。

この自然選択をつうじて、ダーウインはおのずと新種ができると考えていた。自然選択の必要条件と

なるのは、生物個体が生き残ることのできる以上に多くの子供を産むこと、またそれぞれの子供は少

しずつ違いがあることである。そうした生物個体集団に時間的な推移がかかれば、環境条件との関連

で、生き残りやすさは自動的に決まり、生物個体集団の平均的形質は、世代的な推移とともに変化し

ていくことになる。そうした推移を十分長く経ていけば、当初の個体集団の平均形質から、相当に隔

たった平均形質が自動的に出現してくることなる。これによって新種が出現するとダーウインは考え

たのである。これは一種の自己組織化の仕組みを先駆的に表していると見ることもできる。その要の

ところに「自然選択」が働き、自然選択はおのずと生き残るものを決めてくれる。ところが環境条件

に適合的なものが生き残るのであれば、この条件に適合的な個体がより生き残り、特定形質の個体が

より多く生き残る。その場合には系は特定形質の個体で占められて、特定形質の個体が支配的になる。

つまり自然選択は、系の均質化の論理であって、多様化の機構ではないことになる。 

 自然選択をつうじてかりに生態系に多様さが増大する場合には、環境条件そのものも変化すること、

しかも系内の個体から見れば、かなり大規模な変化が起きることが必要となる。しかも環境そのもの

が多様性を含んでいることも必要である。たとえばサンゴ礁は、生態系のなかでもかなり多様な生態

環境である。多くの小魚が生息し、生態的な隙間が多く存在する。しかしこの場合でも特定の適合種

が支配的になるという事態は同じままである。とするとサンゴ礁の生態系が多様性を維持しているの

は、台風やその他の大規模な撹乱要因が働いて、支配的環境を時として破壊していくことによる。と

ころがこうした大規模な撹乱は、人間を含んだ生態系では、系内に多くの犠牲をもたらすものとなる。

つまり生態系そのものを改変するほどの撹乱は、人間を含む生態系では簡単に活用することも、期待

することもできないのである。 

 こうした事態をもう少し詳細に検討してみる。環境の変化や撹乱によって、生態系を成している生

物群集の構成要素が、安定的な状態から別の状態に変わり、環境条件が元に戻っても、生物群集の構

成要素が元に戻らず、変異したままの状態で維持されるとき、「フェーズシフト」が起きたと呼ばれ

る。フェーズシフトは、生物群集の平衡状態がもともと複数個ある場合に起きる。つまり特定の環境

下で支配的になっている生態系様相は、固有に均衡状態にあるが、同じ生態系でもそれが唯一の均衡

状態だとは限らず、別の均衡状態が内在的に含まれている可能性が出てくる。それは生態系が形成さ

れるさいの形成プロセスにかかわる系の「履歴」が関与しているために起きることである。これにつ

いてはいくつもの事例が報告されている。 

 淡水生態系では、浅い湖や沼に生活排水、工場排水等が流れ込み、その結果富栄養化し、植物プラ
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ンクトンの密度が増加するとともに、透明度が低下し、光量の減少によって湖底に生息するシャジク

モが激減する。これを改善しようとして、流入する排水量を十分減らしても、透明度は容易には回復

しない。系が異なる状態で安定している以上、再度その安定した系にフェーズシフトを引き起こさな

ければ、透明度は回復しないのである。この場合には、透明度の低下するさいのシステムの変数と、

透明度が回復してくる変数の値がかわるだけではなく、変数群の条件が変わってしまう。そのため透

明度が変わることは、末端の現象であり、実は透明度の低下とそこからの回復は、別の事象だと考え

られる。フェーズシフトのなかには、変数群の集合そのものが変わるために、可逆性が成立せず、状

態変化のさいには異なる回路を取る場合がある。 

 またジャマイカのディスカバリー湾での造礁サンゴと海藻の海底を覆う比率(被度)は、1970 年代後

半にはすべての水深でサンゴ礁が優先していたが、1980 年代の初めにはサンゴの被度が著しく低下

したことが報告されている。これは主として藻食性魚類の乱獲による減少によって海藻の繁茂率が上

がり、またハリケーンによる生態系撹乱後のサンゴ礁と海藻の回復速度の違いで海藻の被度が増大し

た。ひとたび被覆領域を失うと、海藻が死滅するのでなければ、サンゴ礁は被度を回復することはで

きない。また河口付近の海域では、陸上から流入する土砂が、海藻に絡まって堆積し、浅海を土砂が

広く覆ってしまうために、サンゴ礁が生育できなくなることも知られている。ここでのフェーズシフ

トは、被度の比率変化が魚類や土壌の形状の変化によってもたらされており、ひとたび海藻が支配的

になれば、それが維持されてしまうことで生じている。[2] 

 フェーズシフトが起きれば、別の安定状態が成立しているために、容易なことでは生態系は回復し

ない。ここで生態系については、「レジリアンス」という語を導入しておくのがよい。レジリアンス

とは、抵抗力や復元力や回復力にかかわるシステムの起動可能性を指標する語であり、少々の条件の

変動では、システムそのものがフェーズシフトせず、ひとたび相転移しても元の状態に戻ることので

きるシステムの可塑性のことである。この語は、最近精神医学にも導入され、精神疾患になりにくい

こと、ひとたび変化を起こしても容易に回復しうることを意味している。これはかつて「脆弱性」と

呼ばれた、「壊れやすさ」や「脆さ」との対照概念であり、脆弱性が病因論のタームであるのに対し、

レジリアンスは治癒概念となっている。[3] 

 レジリアンスを高めることは、個々の生態系で異なる条件を設定しなければならないが、一般的に

は「系の多様性」を維持した方が、回復の回路、抵抗の回路は多いはずである。サンゴ礁で言えば、

少々の藻食性魚類の乱獲でも、なお藻類を捕食する魚類が残ることや、サンゴ礁そのものが幼生サン

ゴを大量に供給できるような保護区を残しておくこと等が挙げられる。サンゴと海藻の間での被度率

の変動が起きている範囲では、回復可能性は系内に含まれている。だがひとたびこの範囲を超えると、

変動がまったく起きないような相対的に均質な状態になる。 

 一般に系が均質化すれば、わずかな変動に対しても相転移が起きる。それはしばらくの間、何が起

きるか不明なカタストロフィー状態であるが、そこからの回復には速度差があり、回復速度の速いも

のだけが単層で支配的になる確率が高い。そうなると生態系維持については、いくつか注視しておい

た方がよい項目があることがわかる。 

 第一に、「密度効果」である。特定種の密度が高くなると、この系の中での繁殖率を競って、この
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種の個体数は爆発的に増加するだけではなく、動物の場合には自分の食料資源を確保するために競い

合って資源を消費する。エゾジカが大繁殖して、瞬く間に草原が消滅したような実例がある。この場

合には、進化論で言う r 淘汰戦略にしたがって、自分の遺伝子を増やすためにできるだけ早く個体数

を増加させ、使える資源を可能な限り自分の遺伝子を増加させるために活用する以上、系そのものは

一挙に単層化する。[3]山火事が起き、その後１年生植物が広く芽生えてくると、それを資源にするバ

ッタが大繁殖する。この大繁殖という仕組みに、密度効果が効いているのである。 

 第二に、フェーズシフトに見られるような「二重安定性効果」である。安定する局面を複数個備え

た系では、この系の間での変動(変数の値の変化)が起きている間は、レジリアンスが起動している。

ただしこの変動がなくなるような系では(変数の消滅)、単層化が起きており、二つのフェーズの間の

移行を人工的に作り出すためには、極端な変化や膨大なコストがかかる。 

 第三に、物理的系であっても生態系であっても、自然状態では系は均質化する傾向を本来的にもつ。

最適状態といわれる状態が実現する。この場合の最適状態は、何にとっての最適なのかという問いが

生じる。実は何にとっても最適ではないのである。単変数によって規定される系が出現しただけで、

一様性が高まっただけである。そこでは系で支配的になった生物にとっては、競争の結果生存条件が

厳しくなるのであり、その他にとっては生存のための隙間が減少してしまう。これは不思議なことだ

が、多くの生命他にとって生存を難しくする方向におのずと進んでしまう。 

 こうして自然状態では、生物多様性の維持は、系そのものの本性からみて、容易な課題ではないこ

とがわかる。一般に自己組織化の仕組みから考える限り、揺らぎは、系の内部に含まれる選択肢に相

当する。そこからさらに新たに変数そのものが出現するような事態も考えることができる。そのため

自己組織化の定式化は以下のようなものとなる。F(x, y, z…□, □, a, b, c…)この定式の□の箇所に新

たな変数が出現すれば、系そのものが変化していく。だが新たな変数が出現しただけでは、それで一

つの創発が起きてはいるが、そのまま動的平衡に到達すれば、系は別の局面で安定するだけである。

その場合でも再度系全体が別の局面に変化していく可能性を残していなければならないことになる。 

 

 

２ 再生の必要条件 

 多様化していくシステムの条件について考えてみる。日本でもっとも難しいのが、農業の維持・展

開可能性を含んだシステムであり、生態系の多様さを維持しながら展開されていくシステムである。

しかし多様な生態系の生活上の価値を日常生活内で感じ取ることは容易ではない。問題の最終的な難

しさは、実はここにある。生物多様性がどのような価値で、どのようにすれば維持できるのかについ

て考察しようとすると、生物多様性についての経験が圧倒的に欠けていることがわかる。それは知識

が少ないこととは別様の経験の欠落である。知識としては、独占種に占められた森林、均質化した耕

作地のように生物多様性を喪失した地域についての知識がわかりやすく、それについては膨大なもの

がある。しかし生物多様性の側の経験を取り上げようとすると、うまく行かないのである。生物多様

性に経験を沿わせようとすると、うまく理解できる回路をほとんどもっていない。赤トンボが飛び交

う田園風景、蝶の舞う花畑への思いは、ノスタルジアであり、失われたものへの追憶や感傷であって、
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生物多様性への感度ではない。自然豊かな田舎でのんびり暮らしたいという思いは、疲れによる別様

な生活への逃避と容易には獲得できないものへの憧憬であって、生物多様性への感性ではない。生物

多様性にかかわる経験をほとんど持ち合わせていないことから来る問題が、実は出発点のところで効

いてきてしまう。そうだとすると生物多様性の維持について、知識ではなく経験が動かないことに問

題がある。この問題に対して、少々本気で考えてみることから開始しなければならない。 

 多様な生態系という価値は、現代の主要な文化価値とは、異なるものである。できるだけ分かりや

すくしてみよう。文化が楽しさと豊かさを感じさせるものであるなら、もっともわかりやすい人工的

な文化産物は、ディズニーランドである。あるいは野球では、ニューヨーク・ヤンキースである。ヤ

ンキースの野球は、投手戦になり〇対〇で回が進んでも、最終的には競り勝ち、打撃戦になり 10 点

取られても、11 点取り打ち勝つような野球である。つまりごく素人でもわかる野球であり、ドラマ

ティックで身の丈を超えていくようなプレースタイルである。これらを「スーパスター文化」と呼ん

でおく。サッカーの「レアル・マドリード」もそうであり、映画のスーパーマンやテレビのウルトラ

マン、各種スーパスターも同じカテゴリーである。こうしたスーパスター文化は、通常の日常経験を

超えていること、身の丈を超えた経験をもたらしてくれること、人間の可能性をたとえフィクション

であっても拡大していくように感じられること、予想外の局面に立ち会えること等からなる経験であ

る。 

 こうした文化の中で生活していると、生物多様性にかかわる経験が、どうしてもうまく理解できず、

一般的にみればそれらは「暗くて」「地味で」「後退方向の」経験であるかのように感じられてしまう。

実際「万物の命を大切に」とか「自然との共生」などと倫理的な思いを乗せて、どこか他所からやっ

てくるような言葉を聞かされると、まるで異教のような違和感が残ってしまう。気持ちは分かるが筋

違いではないかという思いがある。実はこれらもそれじたいでみれば生物多様性にかかわる経験では

ないのである。自然そのものも放置すれば、均質化の方向へ進んでいく。かりに自然との共生が実現

したとしても、それじたいは均質化の方向へ進んで行く。生態多様性は、立場や観点や主義主張の問

題ではない。 

 生物多様性の経験を獲得できるような回路を探し出してみる。確かに中山間地特有の「共同体」や

「共同性」はあるに違いない。生物多様性を基礎にした伝統的な共同性は、確かに存在はしている。

伝統を守り、個々の生活を支え合い、余分なり利益や収益を求めるのではなく、春夏秋冬の移り行き

を享受し、日々の生活の満足を指標にするような生活は、現実に存在する。あるいはかつて広く存在

したのかもしれない。群馬県の山村、上野村に住み着いた山村哲学者、内山節が繰り返し描く世界で

ある。内山節は、渓流釣りが好きで、さまざまな山間の渓流釣りのために、比較的長期の釣り旅行に

出かけていったようである。上野村はその一つだが、彼はそこでの相性がよく、そこに住み着いてし

まったらしい。そこでの生活をベースに山村共同体論を構想している。あるとき村にイノシシが現れ

て、農作物を食い荒らすような被害が出た。それなのに村人はイノシシを捕獲するための落とし穴を

掘ろうとはしない。そうした事実を引き受けながら、自然が入り込んでいる日本的共同体の精神を明

らかにしようとする。［4］ 
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日本の伝統的な精神では自然と人間を一体的にとらえるといっても、その自然と人間の間には矛盾

も存在していたのである。といっても、この矛盾の捉え方もまた単純ではない。たとえば日本ではし

ばしば大雨が降り、それが洪水をも引き起こす。洪水は人間にとってはひとつの矛盾である。では、

大雨が降らない方がよいのか。もちろん限度を超えた大雨は降らない方がいいだろう。しかし雨量が

多いから、水田も作れるし、作物もよく育つ。森の木が育つのも夏の高温多湿が影響している。そし

て雨量を人間が調整することができない以上、限度を超えた大雨だけを拒否することもできないので

ある。 

 

自然を取り込み、自然への思いをたえず再生産することによって、自然と人間の自治を行ってきた

のが、かつての共同体だとする。だから日本の共同体は自然への信仰を抜きにしては、語りえないも

のであった、ことになる。さらに村民の一人に山に入って修行したいという人物 Y さんが現れ、思い

とどまらせようとする Y さん家族と、本人の意向がせめぎ合い、そして一年後に本人の意向が尊重さ

れて、山ごもりすることになった、という話が出てくる。そこからの数行が、内山節の世界である。 

 

 これまで述べてきたように、伝統的な日本の思想では自然と人間は分けられてはいない。だからこ

そ自然と人間によってつくられた村という認識が生まれ、自然と人間よる自治が課題になる。ところ

がこの Y さんのお父さんの心情が示しているものは、単純な自然と人間の同質性ではない。人間が到

達できないところに自然があるととらえられていた、といってもよい。人間として生きることにどう

にもならない悲しみを抱き、それからの解放を自然に求め、自然の力を借りて「自然的人間」に生ま

れ変わろうとする。この心情をとおしてとらえられているものは、崇高なる自然と悲しき人間の関係

であり、けっして日本人は自然と人間を分けなかったというような、単純なものではないのである。

しかしだからといって、単純に自然と人間が分離されてもいない。なぜなら人間と自然が一体化する

こともまた、可能なものとしてとらえられていたのだから。 

 あるいは次のように述べた方がよいのかもしれない。自然と人間は根源的には一体化しうるものな

のである。ところが人間として現実世界を生きるうちに、自然から離れてしまった。それが「私」を

もつ人間の宿命でもある。しかしそれは超えられなければならない宿命である。その「超える」過程

を死後に求めるか、生きていくうちに果たそうとするのか。 

 

 これらの行文が、内山節の『共同体の基礎理論』の骨子でもある。この著作が、大塚久雄の同名の

『共同体の基礎理論』に向こうを張ったものであることははっきりしている。大塚久雄の著作は、マ

ルクスの生産論を基盤にした共同体論を読み解くことを課題としたものである。［5］そこでの自然は、

生産の基礎的条件に配置される。ところが内山節は生産から共同体を考察しているのではない。むし

ろ生活共同体であり、その生活の中に自然が不可分に入り込んでいるために、自然と人間は切り離せ

ないのであり、それが恵みと禍の二面をもちつづけることは避けようがないことになる。恵みと禍は、

獲得されるべき利益と克服すべき脅威のことではない。 

文化論的対比では、キリスト教的な文明下では、自然は人間の下位に配置され、人間が支配すべき
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ものである。逆に日本的自然では、母なる大地に象徴されるように、自然は人間を包み、人間を支え

てくれる恵みの源泉でもある。こういう議論はしばしば、構図として繰り返し現れている。だが内山

の提示する共同体論やそこでの自然は、階層関係や部分全体関係を一切前提していない。構図として

の議論は、視点から成立しているが、内山の議論はむしろ自然生活感情から成立している。そ子での

自然は、実生活の延長上につねに感じ取られている自然である。人間の側から見れば、恩恵も害もひ

としく享受していく以外にはないような自然であり、害だけになれば変更することはあっても、人間

に都合よく変えていくようなものではない。そこに自然の本来の意味である「オノズトシカアル」も

のとしての「自然の姿」がある。人間からはどうしようもない位置にあり、それと共にある以外には

なく、また病妙な変化を感じ取りそれと接するのであり、あるときは耐え、あるときは素晴らしさを

感じ取るようなものである。こうした自然感情も、生物多様性につながる一つの回路ではある。だが

こうした生活を経なければ、生物多様性の経験に到達できないわけではない。というよりもこうした

生活に入ることは、ほとんどの人にとっては無理なのである。こうした自然感情は意味としては理解

できる。しかしその生活の意味からだけでは、生物多様性の経験に近づくことは難しい。 

 もう一つ農業の問題の固有性を描き出そうとする宇根豊の「百姓学」を取り上げる。この議論の骨

子は、たとえば稲は田んぼにおいてそれじたいで育つのであって、稲を作るということはそもそも筋

違いだという点である。人手で作ることができるのは、田を作ることであり、稲を作ることではない。

その落差に自然というものじたいの固有性を感じ取るように組み立てられている。農業は、稲の作付

けからそれの販売まで、経済的活動として営まれている。ところがその基盤には、農業そのものを成

立させる自然の働きを含めた「農」があるという。維持しなければならないのは、農業ではなく、こ

の「農」であって、この範囲の営みは、経済合理性に解消されはしない。あるいは経済合理性からは、

見えてこない事態である。そこには外的視点としての科学からでは到達できない生態系に内在する視

点からの自然の感じ取りがあるというように組み立てられている。ここには宇根に特有の外からの視

点と内からの視点の分類がある。［6］ 

 

 春に田んぼを耕す。一日中耕す。土が春を抱きかかえている。土が動き始めているのがよくわかる。

もう母子草や小鬼田平子やレンゲの花は満開だし、瀬戸茅や雀鉄砲はもう種をつけている。カエルは

とっくに目覚めており、ツバメも視界を横切る。単純作業だと思う人にはこの仕事の楽しみはわから

ない。それにこの仕事を経済行為だと思っている人には、さらにわからないだろう。 

 在所の人間や生きものにとっては、百姓が仕事をして、暮らして、ここで生きていること自体が大

切で、意味があり、そして価値もある。その価値とは経済価値ではなく、生きていること自体の価値

である。これは内からのまなざしでないと見えない価値である。 

 

 ここには経済合理性には解消せず、なおかつ生態系や自然への内的感度を回復させようとする、強

烈な思いが含まれている。ドイツでの農業視察で、ドイツが農業の維持や生態系の維持では、ずっと

先まで進んでしまっていることの経験も、宇根のいらだちを含んだ主張につながっている。宇根のド

イツで視察中に、牧草地の花が 28 種類掲載された写真入りのパンフレットが配られたという。しか
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もこうした花の牧草地での調べ方まで説明してあるという。このうちの４種類以上の花が咲いている

ことを自分で調べて確認できると、野の花への支援金が申請できるということである。ここには経済

合理性とは異なる自然へのアプローチの仕方が示されている。年に 1，2 回草刈りをしている草地で

は、外国人にも簡単に４種類以上の花を見つけることができるようである。ところがまったく草刈り

をしていない草地では、１種しか見つからないという。逆に、３回以上草刈りをすると４種類以上は

見つかりにくいようである。この適度な介入があることが多様性の維持につながる。そうだとすると

生物多様性の維持には、自然への適度な介入との仕方を見いだしていくとともに、そのことをつうじ

た生物多様性への感度の形成が必要であることがわかる。長期間にわたる生態系の維持のさなかで、

多様性の維持に貢献しているのは、実は人間の適度な介入であり、その適度な介入の発見だったので

ある。そしてそのことが生きていることの感度であり、そもそもすでに生きてしまっていることの充

実である。この充実は、物質的な豊かさではない。それ以外にはどこにももっていきようないそれじ

たいの価値というものがある。そうした価値にかかわっている充実なのである。 

 そのことは「さとやま」一般に言えることである。里地と山林の中間地帯にある里山は、里の居住

者に燃料用の薪や季節の食材を提供してきている。里山も放置すれば、数年で薮と山林になってしま

うと言われている。里山が、多様性を維持しているのは、そこに入り込む人間が適度な撹乱要因にな

り続けているからである。[7]するとこの適度の介入のモードと度合いを見いだすことは、宇根の言う

「内的視点」をもちながら、日々の生活が同時に生態系の維持であるような関与の仕方を試行錯誤す

ることであることになる。そしてそれが「生きる」ことそのものの価値を見いだすことにつながるよ

うな生のプロセスになるのであれば、生物多様性への経験が獲得されていくことになる。 

 農業や農作にかかわる経験は、容易なものではない。肉体労働だから誰にでもできる、ということ

だけは絶対にない。また肉体労働だから、困難な仕事なのではない。控えめに見ても、自然環境の微

妙な変化を感じ取ったり、害虫の大量発生の予兆を敏感に感じ取るような感度が必要である。工学系

の産業とは異なり、制御変数が多いことと、多くの変数は見えないままになっている。とするとそう

した変数を見いだしていくような発見的な関与も必要になる。そしてそれこそただの素人では容易に

はできないことである。またそれは現在の学校教育の延長上では容易に形成されない職人的な能力で

ある。 

 青森でリンゴ園を経営する木村秋則さんがいる。木村さんは、無肥料、無農薬のリンゴ栽培を行っ

ている。自然状態で十分においしい果物ができるのだから、そこにはそれにふさわしい自然条件があ

るに違いない。それを見いだしながらの作業になる。そうした試みの中で、信じられないような事実

を提示してくれる。大根や人参のような根菜は、回転運動をしながら地中に潜り込み、大きく太くな

っていくようである。太陽光は一方向から当たる。そのため円柱状に根菜が育つためには、自分で回

転運動することは自然合理性がある。訓練された「まなざし」をもたなければ、大根や人参の回転運

動など見えはしない。さらに驚くべき信じられないような事実も報告されている。キュウリには巻き

ひげがあり、早朝巻きひげの前に指を一本だすと、指に巻きひげが絡まる人と絡まらない人が分かれ

るようである。小さい 5、6 歳の子供が行うと、全員ひげが指にからまるようだが、大人がやると指

に絡まる人と絡まらない人が分かれるのである。どうもキュウリのひげには識別能力があるようで、

1229



それが人間のなかの何かの資質に対応しているようである。たとえば強欲な人の指にはからまらない

とか、経済のことしか考えない人には絡まらないとかである。それがただの冗談ではないらしく、何

かが識別されているのである。[8] 

 こんなまなざしをもつ人には、別様の自然の現実も見えてくる。雑草が一面背の丈ほど伸びた畑は、

そのまま田んぼになるという。畑にあたえすぎた堆肥の成分を雑草が吸い取っているのだから、この

雑草を刈り取って持ち帰り、土の臭いが山の土の臭いに近くなると、そのまま田んぼにすることがで

きるようである。刈り取った草の臭いや息の詰まるような雑草の臭いは、誰にでもわかる。だが土の

臭いは、簡単には獲得できない経験である。さまざまな雑草が生えていれば、それぞれに固有のバク

テリアが集まっている状態であり、そうなれば作本の病気も出にくいようである。一般的に、生物多

様性にかかわる経験の感度を形成することは容易ではない。つまり生物多様性の維持とは、学びなが

ら形成するような事態なのである。この場合、生態系とはまたとない実践的学習の場となる。 

 こうなると「エコ文化」というものを固有に設定した方がよいことが分かる。それはスーパスター

文化のように素人にもわかるというようなものではない。むしろ生きていることの深さや、襞、肌理、

さらには身体そのもののもつ内奥性のような、単に見たのでは見いだせないような事象に触れ、そう

した事象を見いだし、みずから自身の可能性を拡張していくような文化なのである。ある意味で触覚

性の文化であり、みえざるものを可視化すると同時に、それに相当する身体の可能性に触れていくよ

うな文化である。システムの再生の条件は、道路や港湾のようにハード面の整備だけではない。また

整備された花壇や公園があるということだけでもない。人間の可能性をさらに引き出すような文化が

同時に設定されることが必要となる。生物多様性に満ちた環境とは、そうした自己形成を行うための

場所なのである。 

 そうなると復興のデザインの中に、個々人の経験から見た選択性と展開可能性がどのように組み込

まれているかが基本となる。しかし経済的生産としての農業は、経済合理性のもとでは容易なことで

は、こうした経験を許容しないばかりか、そもそも農業そのものが立ち行かないという現実がある。

現在の日本では、耕作放棄地は総計で茨城県の面積と同程度になっている。担い手の不足と経済的採

算割れで、農耕地はあるにもかかわらず、そこでの活動がそもそも困難になっている。だがこれは最

近始まったことではなく、昭和初期に書かれた柳田國男の『都市と農村』でも、農村の産業としての

成立維持が難しいことは描かれている。[9]農業はそれで生計を立てようとすると簡単には立ち行かな

いのである。少々の工夫では、改善見通しが立たない。 

 農作物は、純粋に市場価格で売買される。売り手が値段を付けることはあるが、最終的には市場動

向次第である。多く取りすぎれば、価格は暴落する。このとき農産物に、最低価格が付かないことが

わかる。最低価格が付かないというのは、原材料計算が最終的にはできないことに関連している。肥

料や農薬のように人工的に投資されたものは、必要経費計算ができる。工業製品で最低必要経費計算

ができることとは異なり、農産物では最終的な最低価格が決まらない。そこに「自然の恵み」の部分

があり、それを可能な限り維持するための工夫と労力があるが、それを元材料のようにコスト計算に

算入することは難しい。工業では、定価が最低必要経費を下回れば、生産を停止すればよい。しかし

農業では、生産を停止すれば、田畑は荒れるだけであり、乳牛にいたっては牛乳が価格割れしても、
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牛乳を搾らなければ牛の生活が成り立たない。その点で自然や生態系にかかわる部分を純粋にコスト

−利益計算に導入することは困難である。 

 そこで経済的に見れば、農業生産部分を単独で行い、農産物の売買だけで農家の家計を整理させる

のではなく、それらを原材料とした製品までも生産地で行うような、農業そのものの多変数化が必要

となる。リンゴを販売するだけではなく、果汁２割程度のジュース製造を行い、製品までも生産地で

作り、通年販売するのである。こうした多変数化の一部が、農業製品そのものの付加価値の向上であ

る。ブランド商品のなかに、「エコ・ブランド」を導入することである。もっとも「コウノトリ米」

のようなブランド商品は、一時的には流通するが、それほど長く流通するとも思えない。自己多様化

するシステムの設定は、基本的には多変数化である。 

 そのさいには、自然への感度を高める生活の質や農そのものの生活体験も含めたような経済ネット

ワークの剰余を、システム内にうまく組み込めるかどうかがポイントになる。たとえば稲作は、治水

効果もあり、景観効果もあり、生態系サーヴィスにも資する。水田を作ることは、米を作って売ると

いうことだけをやっているのではないのである。しかし治水効果や景観効果、生態系サーヴィスは、

米の価格に転嫁させるべき価値ではなく、またそうしたことはできない。かりにそうしたとすれば、

むしろ多変数化に逆行する。治水効果や景観維持は、それに関与する人たちで NPO を組織し、この

組織の活動を同時に行っていると考えるのである。そのとき水田を作ることは、稲を育て、米を作る

と同時に、治水維持を行い、景観維持を行っているような複数の機能的活動を同時に行っていると考

えるのである。そして NPO 活動部分は、別建てで支払われるべきことだと考えるのである。一活動

複数機能は、複雑化したシステムの基本であり、システムそのものの本性でもある。こうした場合で

も活動の機能分散化は不可欠であり、そのことの明示化には NPO のような組織体の登録を行った方

がはっきりする。稲作を行うさいには、一農民として働き、同時に NPO 会員としても働いているの

である。 

 多変数化には、さまざまな企てがあり、景観を備えている農村は、渓流釣りやイノシシ鍋のような

工夫をし、民宿で滞在できるような観光地を同時に経営することも考えられる。「スマート・ストリ

ート」「ヘルシー・ストリート」「エコ・ストリート」のような名称を付け、二泊三日で滞在すれば、

季節ものの食事と季節の農作物栽培等を組み合わせて、滞在してもらうのである。近くに温泉があれ

ばなおよい。滞在当初には、畑の大根に印を付け、出発の朝にはその印の位置を確認すれば、大根が

太陽光に対して回転運動していることを自分で確認することができる。山芋があれば、自分で掘って

もらうこともできる。簡単に掘れないことはすぐにわかるはずである。ホモ・サピエンスの食料の八

割は、採ってそのまま食べられるものではない。食べることに対する決定的な工夫の広がりが、文化

を決めている。こうした生態的観光は、かつてのリゾートとは異なるものである。豪華なホテルや豪

華な部屋が、観光のすべてではない。それどころかそれらはバブルに浮かれた時代の一流行産物でも

ある。 

 農魚村にはさまざまな既得権がある。漁業権や入会権や水権のようなものがある。これらをなしに

することはできない。というのも長い間の伝統によって半ば自明なものとして形成されてきたものだ

からである。それによって生活の基盤と生活権と共同性が形成されてきてもいる。それらを維持しな
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がら、なおそのなかに選択性を導入するようなネットワーク化が必要となる。東北の太平洋岸の港を

一律同規模で復興させることはできない。またそれは得策でもない。そのとき既得権益を維持しなが

ら、なおゆるやかにつながり、個々人にとって、あるいは個々の漁港にとって選択肢が増大する方向

でネットワークを組み立てることはできる。漁獲後どの港に入港するかは、割り当てられた港だけで

はない。既得権益を緩やかにすると同時に、選択肢を増やすのである。そのことをつうじてそのつど

拠点となる港が決まり、採れた魚の種類によって拠点が異なるようなことも起こるかもしれない。人

為的に作られたものは、ごくわずかに制御の仕方を変えるだけで、選択肢が一挙に増える。 

 電力ネットワークも事態は同じである。電力源は、大手電力会社からの引き込みを基本として、自

家発電、地域発電(小規模水力発電、地熱発電、風力発電その他)、各地ゴミ焼却場での小規模火力発

電等々のネットワークの形成をつうじて多くの選択肢の中から電力の手当ができるようにしておく

ことが必要になる。原則個々の家庭と個々の事業所は、自前の電力供給網をもつことと同時に、通常

は大手電力会社からの購入という選択性のある電力の手当を行うのである。 

 こうして多変数化を実行するさいの基本的な指針というべきものが得られてくる。 

1）最適解があるという発想を捨てる。たとえば電力供給で、原子力発電、火力発電、再生エネルギ

ー等々を並べて、組み合わせによって、最適解を出し、シミュレーションを行うことが習い性となっ

ている。「ベスト・ミックス」と呼ばれるものである。このとき安全性、安価であること、長期的安

定性等が指標となり、最適解を出していくというのが普通の発想である。イギリスでも将来の電力不

足見通しは、かなり深刻である。北海の天然ガスの生産量が減少し、ロシアから買い入れなければな

らないのが実情である。最適解を一つ決めるのではなく、複数個のより有効な選択性をもつ代替案を

備えたネットワークを構想しておくことが必要となる。ベスト・ミックスから「ベター・ミックスズ」

へとシステムの組み立てを変えていくのである。電力のような汎用性の高い資源は、デザインを行い

ひとたび立ち上げてしまえば、50 年程度は使わざるをえない。その間に資源供給の条件も変わり、

技術水準も変わる。そうだとするとかりにある時点でベスト・ミックスを算定したとしても、それは

移り変わるのであり、条件が変わればまた一からやり直すというわけにはいかない。そうなると代替

案を内在させた複数個の実行可能性をもつネットワークの形成が、もっとも合理的となる。最適解と

は異なる方向に踏み出すことは、合理的な選択肢となる。当初のコスト増は、それほど大きなもので

はない。 

2）多機能化は、一つの行為が複数の機能を果たすようにシステムを組み立てることである。たとえ

ば電力設備は電力供給を行うだけではなく、温度の異なる流水を段階的に作り出すことで、植物相の

異なる植物園を周囲に形成することができる。こうした仕方で複数の機能性をもつようにデザインす

ることになる。一事業一機能では、採算ベースも機能限定の算定となり、最安値を合理的だとする方

向にしか進まない。合理性がダメで近代合理性を打破しなければならない、という主張は至る所で展

開される粗暴な議論である。合理性がダメなのは、それが機械的であり、人間を考慮しないからでは

なく、合理性そのものが狭隘な基準を採用しているからであり、より適合的でより広範な合理性があ

る。近代とは未完成であり続ける制度のことであり、それは現状では未熟な制度のことである。 

3）ネットワークの個々の局面に選択性を入れたかたちで設計し、それぞれの局面での展開可能性を

1232



内部に含み続けることが必要である。デザインは設計段階で完結したものである必要はない。つまり

全体統合がつねに一つの定常系にとどまる必要はなく、揺らぎを内部に含むかたちで設計することが

できる。 

 ここにはプログラムの設定そのものにかかわる問題が含まれている。マトウラーナ、ヴァレラの卓

抜な比喩がある。[10]家を建てる場合を想定する。13 人ずつの職人からなる二組の集団を作り、一方

の集団には、見取り図、設計図、レイアウトその他必要なものはすべて揃え、棟梁を指定して、棟梁

の指示通りに作業を進める。もう一方の 13 人の集団には、見取り図も、設計図も、レイアウトもな

く、ただ職人相互が相互の配置だけでどう行動するかが決まっている。職人たちは、当初偶然特定の

配置に着く。配置に着いた途端、動きが開始される。こうしたやり方でも｢家｣はできる。ここには二

つのプログラムが示されている。設計図が示された事柄に到達するためには、複数のプロセスがある。

ひとたび目標を設定し、それを一度括弧にいれ、それに結果として到達するようなプログラムの設定

はできる。これは目的合理性を狭すぎるとする構想である。目的に到達するためには、結果としてそ

れに到達するようなさまざまなプログラムを組み立てることができるのである。 

 第二のプログラムで家を建てた場合には、実はそのつど家の内実は少しずつ異なる。その程度の許

容度のあるプログラムの設定は可能なのである。 

 

 

3 復興のプログラム 

 復興のイメージは、ひとそれぞれに異なり、またそれぞれの人に力の出易い取り組みがある。復興

の全体的方針と必要条件を設定したとしても、なおそこからプログラムまでは隔たりがある。この隔

たりの中に、さまざまな要因が介在する。個々人の心情や個々人の現在優先的に必要とするものによ

って、個々人の力の発揮できるところが異なってくるのである。また生物多様性という時、「生命」

の範囲をどこまで考えておくのかという問題も生じる。地球上の生命は、地球の偶然的な条件によっ

て現在のようになっている。火星であれば、別の生命体がいてもおかしくない。生命ということの範

囲をどの程度の幅で考えるかは、生物多様性の維持の仕方にいくぶんか効いてくる問いである。そう

した現実のプログラム設定に関与してしまう要素群について考えてみておきたいと思う。 

 システム的心情論 プログラムは、そこに関与する人の力をより発揮させやすくするものであるこ

とが望ましい。無理やりそれに従っていたり、ただ我慢してそれを行っているようでは、長期間にわ

たり実行することはできない。持続可能性がないのである。そこでは各人に見られる気質が効いてく

る。いくつか分析のモデルを提示する。（1）執着気質の倫理：これは被害・災害(冷害、台風、旱魃、

雹等)に遭遇した場合、そこからの復旧では、どこまでも執拗に徹底的に粘り強く行うメンタリティ

であり、災害に対して粘り抜いて復旧まで行う。稲作文化には、こうしたメンタリティを欠くことが

できない。稲作は、花粉の付く頃にはほどよい微風がなければならず、夏には一定の水温と多くの日

差しに恵まれなければならず、秋には長雨に晒されたり、台風に見舞われることがないことが大切で、

多くの微妙な条件が関与する。微妙な条件が関与する場合には、わずかの気候変動でも想定外の作業

や忍耐が必要となる。忍耐と言葉で言えば簡単だが、実は容易なことではない。 
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 私自身は、鳥取県の比較的大きな農家で育っている。小学校の頃から、土曜、日曜は親に連れられ

て働いていたので、いくつもの思い出がある。実家では夏の果物の典型であるスイカも作っていた。

ある夏は低温で、８月中旬から雨ばかり降り続いていた。最高気温が 30 度を切ると、スイカはまっ

たく売れなくなる。無理に出荷すると、むしろトラック代金の方が高くなり、赤字になる。小学校の

4、5 年生の頃だったと思う。雨の日曜日に畑に行き、大きめの畑を一つ任された。畑一面には、収

穫されないスイカがおびただしく残っていた。このスイカをネコ車に乗せて、竹薮に捨てるのが仕事

だった。ただ捨てるために働くのである。スイカは皮が厚いので、トラクターで畑に打ち込んでも容

易には腐らない。肥料に変わってくれないのである。そこで秋作の白菜を植えるためには、スイカを

捨てなければならない。畑を活用するためには、ただ捨てる作業が必要になる。その作業は忍耐など

ということでは実行できない。このとき少年の私にも農業は容易ではないと身に染みて感じられた。

農業に比べれば、勉強はずっと楽である。やればやっただけの結果が出る。ところが農業は、勤勉さ、

まじめさ、奮励努力ぐらいではどうにもならない条件が関与している。 

 ここに粘り強く対処し、克服していくための気質がおのずとかかわってくる。これは粘り強い克服

型のメンタリティであり、一つ一つ克服していくためのおのずと形成された対応の仕方である。2011

年 3 月 11 日の津波の後に、東北太平洋岸の多くの人たちは、各地の避難所で暮らしていた。水分も

食料もままならず、それでもじっと耐えるのである。暴動が起きてもおかしくない条件下でもじっと

耐えるのである。この執着気質は、回復までは驚くべき美徳となり、どこまでもやり抜くことには適

応性が高い。同等レベルの回復までは、確実に有効に機能する。ただし復旧までの細かさと執拗な努

力だけでは、大規模な災害に対しては、視野が不足する場面に行き当たる。執着気質は、復旧までは

不可欠であり、明確な目標設定に対してはそこまではがんばり抜く。だが展開可能性については、必

ずしも有効だとは思えないのである。 

(2) 中央気質の倫理：面白いと思えるものをともかくやっていき、面白くないと感じられれば、また

別のことを探してやっていく。一つ一つには、夢中になってやっていくが、別のものに関心が向くと、

それまでのことがまるでなかったかのように別のものに夢中になる。この場合でも、夢中になってい

ることでうまく行かなくなると、たとえそれがパニックになるほどのものであっても、それをただち

に克服しようとはせず、「明日考えましょう」(ビビアン・リーの鉄則)という方針で事に当たる。この

やり方では、結果として災害は克服されるが、本人は克服しようと行っているのではなく、ただ面白

いと思えるものをやっているだけである。何か別のことを実行することが基本であり、それは克服と

いうより、選択肢を広げ別の選択肢を採用することで、別様に行為するのである。そのことで現状が

変わり、過去に直面したパニックの内容も変わるのだから、パニックは克服されるのではなく、別の

かたちに変容し、多くの場合消えていく。こうした気質は、物事を展開するなかでは欠くことができ

ない。 

 先の私自身の少年時のスイカの搬出では、ネコ車の通り道を新たに見つけ、最も効率的な搬出道を

見つけることに夢中になった。スイカ畑をどう横切れば、最も効率的に運び出せるかを考えていたの

である。その結果、捨てなければならないスイカはほぼ捨てることができたが、行ったことはネコ車

の搬出回路を考えることであり、試行錯誤を繰り返して、最も有効な通り道を見いだすことである。
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こうしたやり方は、展開可能性を盛り込む上では欠くことができない。つまり直接的な解決ではなく、

別の課題を設定して、それを進めるうちにおのずと課題を解決していた、という組立てになる。中央

気質は、ただ面白いことを探してやっているのではない。経験の仕方を変え、物事の解決法を変えて、

もっとも無理のかからない回路を見出し、つねに選択肢を維持し続ける行為の手法なのである。 

(3) 鬱気質の倫理：自分の境遇を嘆き、見舞われた災害の本質は何かを考え、本質を知ろうといつも

考え、自分の至らなさを反省し、どこに見落としの本質があったのかを考え、準備不足や用意不足を

嘆き、至らなさの理由が国家、行政、地方自治体等に見いだされれば、思いのもって行き先が見つか

ったとばかりに外への批判を繰り返し、この批判の出所になっている自分の悲惨さを際限なく嘆く。

気持ちのもって行き先を見つけることが重要で、そのさいの理由(本質)を見いだすことが重要である。 

 もちろんそこにはいくぶんかの本質への洞察も含まれるが、この後どう展開するかよりも、現状の

理由や原因、そこに含まれる本質への洞察が重視される。我が身の不運と外の無能への批判がそのつ

ど新たなかたちを取り、日々強化されるように思われるが、実際のところは不運への嘆きと外への批

判という同じパターンを繰り返すことが多い。こうした気質は、多様性の創出には向かない。またこ

のタイプには言いたいだけ言ってもらうことが必要だが、本当は一度聞けばよいだけの内容しか含ま

れていないことがほとんどである。 

(4) 癲癇気質の倫理：ともかくも年がら年中元気いっぱいであることを基本としており、それは無条

件に良いことであるという気質であり、毎日を元気一杯に暮らすことを基本とする。しかし頻繁に筋

違いの元気一杯をすでに実行していることには目もくれない。震災後の東北には、多くのボランティ

アが入り、有効な活動を展開していた。それじたいはとても大切なことである。しかしボランティア

が入り込んだところと、まったくボランティアが入らなかったところがはっきりと分かれた。夥しい

ボランティアの希望者があったにもかかわらず、誘導された地域はごく一部に限定されていた。こう

した話を聞いても、自分はよく頑張ったと思うだけである。そのつど元気一般であることは、それじ

たいで良いことであり、この行動原理の仕組みは、構造上カントの「定言命法」と同じである。異な

るところは、行動の動機ではなく、行動の状態の快が命法の実質的な内容となる点である。カントの

場合、善意志の命令にしたがってのみ行動が引き起こされなければならない。なにかを実行するさい

に、複数の動機が関与することはごく一般に起きることである。電車で老人に席を譲る場合でも、席

を譲ることが良いことだから、席を譲るというように行為しなければならない。しかし譲ってあげれ

ば、老人がひょっとしたらお小遣いをくれるかもしれない、周囲の人が自分を立派な人間だと思って

くれるかもしれないという程度の動機が同時に働いていてもおかしくない。現実の場面では、動機は

ほとんど複数個ある。だがカントはあくまでも、善意志のみが主導しなければならないと主張する。

これが厳格主義と呼ばれる理由である。一般的には奇妙で窮屈な主張である。これとは赴きが少々異

なるが、ただひたすら元気一杯が動機の主要な要素となる場面では、行動の仕方が類似してくる。主

導動機の均質化が起きてしまうのである。カントの場合には、善の論理学を確定しようとして経験を

制約し、癲癇気質はみずからの充実をもって、他のすべての経験に置き変えるのである。 

 復興にさいして、これらの気質は、いろいろなところで行動の指針に影響を与えてしまう。原理原

則より、あるいは基本設計の魅力というよりも、体質的に合う、合わないが効いてしまう。そうだと
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すると各心情資質を総体としてバランスを取って活用することが大切となる。復興のデザインを組み

立てるさいには、これらの心情気質はおのずと現れ出てしまう。会議などで構想を練り上げるさいに

は、それらのさまざまな気質を配慮しながら進めていくことが必要となる。官僚は一般的には執着気

質と鬱気質が多いのではないかと予想している。 

 人工的里山 復興のために導入されるシステムは、基本的に一動作多機能、一事物多機能となる。

建築物は、省エネ、健康増進、美的経験の拡張、体験的学習効果のあるものとする。たとえば階段を

作る場合には、エレベータを使うよりも面白く、健康増進にもなり、さらに階段を使えば頭も顔も良

くなるのであれば、ほとんどの場合エレベータを使うよりも、階段を使うことになると思われる。階

段は耐震性でみれば、建築物の重要な構造部材である。現状では、緊急避難路として活用されている

ことが多い。これらは建築の構造的要件である。ところが一般に付加価値を高めるという設定では、

付加価値を減らして最低限の建築物が出来上がる。付加価値とは、外から付け足す装飾のことであり、

装飾は別段なくてもよいのである。こうした装飾的付加価値とは異なり、欠くことのできない必要条

件である階段のようなものに、多機能性をもたせてしまうのである。 

そのとき文化的な構造物を、人間の能力をさらに開発し、さらに能力を高めるようなものとする。

文化的、人工的な産物に、いわば個人の能力の多様性の形成機能をもたせるのである。生物多様性に

匹敵するものを、生物多様性をモデルにしながら、文化的産物にも拡張していくことが、ここでの基

本戦略となる。少々条件は異なるが、人工的な「里山」は可能であり、それを実行するのである。里

山で人間が形成しうる能力は、人工物の中でも形成することができる。 

 このことは「生命」の定義が、基本的には決まらないことと関連している。生命は自己再生産がで

きること、壊れても自分で修復できる自己修復性をもつこと(カントによる有機体の第三の定義)、自

己そのものを自分で作り出していること(オートポイエーシスの定式)等々のいくつかの基本的な必要

条件があるが、みずから自身の能力を開発しうることをさらに部分的限定を付けて加えてもよい。そ

うなると人間や生命体の基本能力を高めるような設定を行うことができる。 

 ここからさきの議論は、モデルケースをどのように設定するかにかかわっている。構想のためのモ

デルケースを何に置くかは、重要な部分を決めてしまう。 

 環境価値は、この場合には、能力そのものの拡張にかかわっている。そうした人工的環境の典型例

を、故荒川修作、マドリン・キンズが作り上げた「天命反転住宅」に見ることができる。[11]この住

宅は、注意の分散を行い、新たな注意が喚起され、次の現実の出現に開かれ、生活能力の拡張に開か

れ、さらに新たな現実が見えてくるような場の設定を行ったことである。住むだけで能力が開発され、

その後隙間が開かれ、次の能力が開発されていくような住居である。ある意味では、これは人工的な

里山である。このとき生命の意味は、みずからを多様に組織化するものとなっている。いわば生命の

意味の力点を代えたのである。(図) 
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(三鷹天命反転住宅) 
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(奈義の龍安寺) 

 

 野球の札幌ドームは、主として清水建設が手掛けたものである。ドームの周辺に緑地帯を形成する

ことを条件に、清水建設が落札した。これじたいは従来以上に環境配慮がなされている。だが緑地の

工夫は、建築会社だけではなく、生態学、生物学、環境科学を織り込んで設計し、小川を引き、境界

域、界面を多くして、創発の可能性を高めていくことが必要となる。境界域は、つねに複数変数が関

与する事象であり、一対多機能を実現するために欠くことができない。こうした工夫をそれぞれの局

面で実行し、多くのモデルケースを作り出すような実験的で、試行錯誤の局面にきているのである。

すでに多くの企業が試行錯誤しながら取り組みを始めている。[12]そこから有効なモデルケースを取

り出し、その先の展開可能性を見出すことは、大きな課題である。 
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This text is concerning the investigation and examination of the diversities of natural, biological and cultural 

systems. Firstly, in both natural systems and ecological systems, several kind of automatically 

self-homogenizing mechanisms are operating. It is necessary for aiming to the maintaining the diversity of 

systems a moderate, technical, and artificial intervention by man. Secondarily, it is discussed what value is 

related to the diversities of systems. The value has something to do with a culture that touches the internal in 

the life and the body. Thirdly, the classification of an ethical humane character and the possibilities of the 

artificial satoyama are considered with examining the necessary conditions for the required program.  

 

Key words; Entropy, Self-Organization, diversities, artificial Satoyama 
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総合討論 

 

生物多様性という課題 

――東日本大震災からの復興を視野に―― 

 

鷲 谷 いづみ （東京大学教授） 

八 木 信 行 （東京大学准教授） 

河 本 英 夫 （東洋大学教授） 

山 田 利 明 （東洋大学教授） 

稲 垣   諭 （東洋大学助教） 

 

 

【稲 垣】 では、総合討論を始めたいと思います。 

 ここまでのご講演で、鷲谷先生と八木先生には、それぞれ里山と里海について、農業と漁業もどこ

かでつながるようなこともありながら、保全をめぐるお話をしていただきました。また、河本先生に

は、復興という問題をシステムという視点から見るとどのような問題が出てくるのか、その中でどれ

だけアイディアを出せるのかというお話をお伺いしました。 

 それらを受けまして、まず、「エコ・フィロソフィ」学際研究イニシアティブセンター長の山田先

生からそれぞれの提題者の方々にご質問があるということですので、お願いいたします。 

 

【山 田】 大変貴重なお話をどうもありがとうございました。お話を伺いまして、先生方にいくつ

か補足していただきたいと思うところがありましたので、それらを質問という形で出していきたいと

思います。 

 最初に鷲谷先生に質問なのですけれども、鷲谷先生には放射能汚染について、チェルノブイリを例

にとりながらお話ししていただき、大変参考になりました。 

 第１の質問といたしまして、チェルノブイリと今回の福島原発を比べますと、汚染地域はどちらが

広いのでしょうか。先ほどのお話ですと、チェルノブイリの場合はヨーロッパ全域がほとんど汚染地

域に入っているということだったかと思いますが、もしそうであるならば、福島原発の場合は日本全

土が汚染地域に入ってしまうのではないかという危惧を感じたわけです。また、汚染度はどれくらい

なのかという問題もあります。あまり新聞その他ではこういうところに触れてはいないように思いま

すが、もしおわかりになるのならお話しいただきたいと思います。 

 もう一つは汚染除去についてです。先ほど、チェルノブイリではヒマワリをたくさん植えたという

お話を伺いました。実は、今年の６月に北海道大学で、東京大学のＩＲ３Ｓや北大の環境研などと一

緒に復興のシンポジウムを行ったのですが、その中において、ヒマワリはほとんど放射性物質を吸収
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しない、むしろタデ科の植物のほうが非常に多くの量を吸収するのだという話が出ました。 

 タデ科というとソバなどがそうですけれども、タデ科のほうがヒマワリに比べて背丈が小さいこと

から、処理するときの量が少ないということにおいても有利ではないかと思います。ご承知のように

ヒマワリは大きくなりますから、それを燃やすなどすれば、また放射性物質が大気中に飛散してしま

うということにもなります。ヒマワリはあまり吸収しないということであればその心配もないのかも

しれませんが、そのあたりのことをお伺いできればと思います。いかがでございましょうか。 

 

【鷲 谷】 第１点目のご質問ですけれども、やはり規模はチェルノブイリのほうが放出された放射

性物質の量も多いですし、一次的に汚染された範囲も広いと思います。福島はその何分の１かである

わけですけれども、恐らくこの後も空間的なパターンは変化していくと考えられます。ただ、そうだ

としても、東北地方、関東地方、中部の一部あたりが、時に何か問題が生じる範囲ではないかと思っ

ています。 

 もう一つの除染に関してですけれども、チェルノブイリでヒマワリを植えたというのは、あのあた

りではヒマワリが通常の作物として多くつくられていたためではないかと思います。初期のころはセ

シウム 137などの放射性物質は土壌の表面近くにあるわけですので、表面からカリウムに似たセシウ

ムを吸収する能力が高いようなものがあれば効果が大きいのだと思いますが、これから徐々に深さ方

向にも分布が変わっていきますし、場所や土の性質によっても大きく異なると思いますので、何が一

番というのはなかなか難しいと思います。 

 チェルノブイリもそうでしたし、福島の場合もこれまでの経験からそうだったように、街の中のコ

ンクリートの場所などは洗い流すなどによって除染は比較的うまくいくのではないかと思いますが、

農地や山林あたりは、どういうデザインで除染をすれば効果的なのかというようなことに関して、ま

だ実践よりも研究段階なのかな思います。私自身は生態学ですからそういう研究に関わってはいない

のですが、私どもの研究科でも農地での放射性物質の動態などの研究をされている方もいらっしゃい

ます。今ご質問をいただいた植物による吸収も含めて、いろいろな方がいろいろな実践なり研究をさ

れていると思いますので、そういうものを総合的に考えなければならないと思います。 

 ただ、放射性物質は同じところにずっとあるわけではなく、先ほどもお話ししましたように変化し

ていきます。例えば水と一緒に動いたり、山火事があればそれで大気に舞い上がったり、嵐のときに

は農地から土のほこりが上がってまた分散したりということもあるようですので、日本の土壌や地形

から日本の農業に適した除染のあり方というのはこれからの研究課題なのではないかという気がい

たします。 

 

【山 田】 ありがとうございました。 

 八木先生にお尋ねしたいのですが、お話を伺いましても、やはり里海の復興というものを第一に考
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えなければならないのではないかと思います。これはなかなか大変なのでしょうけれども、今の段階

では、そのための発想といいますか、計画といいますか、そういうものはどのくらい進んでいるので

しょうか。また、一時期、漁港の集約化が話題に出ていたと思います。漁港を集約してしまうという

ことにつきまして、もしお考えがあればお聞かせいただきたいと思うのですが、いかがでしょうか。 

 

【八 木】 里海の復興についてですが、私が岩手県などに行ってみますと復興はあまり進んでいま

せん。現地はかなり多様性がありまして、壊滅的な被害を受けて、何から手をつけていいかわからな

いような状況で足踏みしているようなところもあります。そういうところはキャッシュがなかなか入

ってこないのです。国では第１次補正、第２次補正、第３次補正と出してきていますが、助成の仕組

みはあっても、国が３分の１、県が３分の１、市町村が３分の１を持つという仕組みになっているも

のが結構ありまして、国の予算は通ったけれども県と市町村ではまだ通っていないといったように、

いろいろな状況で進んでいないところがかなりあります。その一方で、最初から漁協を高台につくっ

ていたために全く被害が出ていないところもありまして、多様性はあるのですが、やはり津波の被災

地はあまり復興していない状況です。もっと大変なのは福島県です。福島県は、漁業自体がここ何年

もできないのではないかというような状況になっていまして、漁業者が自主的にすべて停止し、かわ

りに東京電力に損害補償の請求書を出していますので、復興という状況ではないと思います。 

 次に、漁港の集約なのですけれども、これについては、先ほど私が言いましたように何を目的にす

るかです。漁港集約をすることによって、確かに漁港を新しく建設するコストは節約できる可能性が

あります。それが１つのメリットだと思います。ところが、デメリットとして、不便な村と便利な村

ができてしまうわけです。たまたま漁港が大きかったところは今までどおり復興しますが、漁港を復

興してもらえなかった小さな村は不便になってしまいます。何が問題かというと、高台に漁協があっ

て被害を免れたようなところは零細な漁協であったりするわけですが、最初から高台に漁協をつくる

というように先見性があり、マネジメント能力も高く、やる気もあるといったときに、スケールが小

さいというだけで見捨てられてしまうというリスクがあるのです。 

 このように、建築する税金は安く済むのかもしれませんが、規模の小さい社会自体を見捨ててしま

っていいのかというポイントもありますので、その村でいろいろ考えなければいけないところがある

と思います。 

 

【山 田】 ありがとうございます。 

 河本先生にお話を伺いたいのですが、先ほど出てきた二重作動というのは、例えば米づくりと環境

保全という２つの働きを評価すべきだという考え方でした。これを経済効果として考えたときに、米

価の中に環境保全を入れてしまっていいのかどうか、そうするとかなり米の値段が高くなるのではな

いかという懸念もあるのですが、そのような評価の仕方というのはどうなのだろうということが１つ
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です。また、復興を目的とした二重作動のシステムにはどんなものが想定できるのか。この２つにつ

いて何かお考えがあればお聞かせいただきたいと思います。 

 

【河 本】 最初の問題ですが、二重作動というのは、１つの動きの中に異なった２つのシステムが

機能的に動いているということです。ですから、経済価値に落としてしまって米の価格の中に環境保

全コストまで含めるというのは１つのシステムであって、二重作動になっていないことになります。

二重作動という形にするためには、環境保全は環境保全という価値であり、これは経済的に売買する

ような価値とは違う価値なわけですから、違う形で評価しなければいけないわけです。 

 そのためには、それを個人がやるのではなく、例えば環境保全ＮＰＯをつくって、そのＮＰＯが米

をつくるということも同時に行う形にしなければいけません。そのためにも、ＮＰＯが正当に活動で

きるような仕組みを持たなければいけないと思うわけです。 

 このＮＰＯのようなものはつくるために手がかかるのですが、結局のところ、こういうネットワー

クがないと組織体から外れてしまう人が出てきてしまいます。何かの活動体の中にいるということは

決定的に重要です。例えば耕作を放棄してしまってすることがなくなった人であっても、時々は水の

流れを見に行ってＮＰＯの活動はやっているというようなことがなければいけないのです。日本の年

間自殺者数は約３万人ほどでずっと高止まりして落ちてこないのですが、結局のところ、やむなく会

社を辞めざるを得なかったなど、共有できる組織に入る形になれなかった人たちのところの頻度が非

常に多くなっています。 

 、ここでは現実に益が出るかどうかというよりは、そういう組織体をつくることが大切なのだろう

と思います。今、避難区域で生活されておられる人たちから、環境の村落共同体のようなものがなく

なってしまうという意見が出るのですが、それだったら村落共同体とは違うネットワークをつくる以

外に手がありません。昔と同じものに戻すのは無理ですので、違うネットワークのつくり方をしてい

くという形になるだろうと思います。これは１つの行為が複数個の価値を持つような作業をやってい

るようなネットワークをつくるということですので、それは、経済価値なら経済価値のところに落と

し込むような仕組みとは違うだろうと思います。 

 ２番目の問題ですが、復興の仕組みの中にこういう二重作動のようなものを入れていくということ

については、これはそうする以外に手がないのですけれども、とりあえず今のところ、すぐに実行で

きるような形というのはまだ試しておりません。しかも、それは非常にキーアイディアになるところ

ですので、できればこうした講演会の場のような無料で働いている場ではなく、きっちりとペイされ

るような場で公開したいということもあります。 

 

【稲 垣】 ありがとうございます。 

 ではここで、提題者の方で何かお聞きしたいこと等がありましたら、それぞれに質問をしていただ
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きたいと思います。 

 

【鷲 谷】 二重作動に関してなのですけれども、作物の生産ではないもう一つの環境の保全に関わ

る仕事をしている農家なり農場を支援するというのは、ヨーロッパではもう具体的な政策になってい

て、それぞれの国によって少しずつ特徴がありますけれども、環境直接支払いの制度が実際に動いて

います。 

 英国ですと環境パートナーシップというもの、これはいくつかのレベルがあるのですが、政府と契

約をして、生物多様性に寄与するような農業のやり方に対して対価が支払われています。例えば、農

地を広くするには生け垣が邪魔なのでいったんなくしてしまうわけですが、この生け垣は生物多様性

保全上重要な場所で、生物の生息の場となっているということがわかっています。これは日本の雑木

林のようなものと思っていただければいいのですが、この生け垣を再生したらいくらとか、水生生物

の生息に寄与するポンドがあればいくらとか、とても細かくなすべき管理と点数が決まっていて、そ

れをある程度組み合わせると、多くの農場では作物の売上よりも、それによる直接支払いの収入のほ

うが多いくらいになっているところもあるそうです。 

 さらに高度な取り組みをするといっそう大きな支払いが受けられます。政府と契約して、具体的に

は５年間支払われるという形になるのですが、その中には、日本で自然再生といっていることに近い

ものもあります。例えば、泥炭湿地を開発してつくったようなそれほど持続可能ではない農地をまた

泥炭湿地に戻せば、かなりの支払いを受けられる制度もあります。 

 日本では少し近いものとして、この数年間、「農地・水・環境保全向上対策」という補助金ができ

ています。農地や水資源の管理について、個々の農家ではなく農家の集団、ですから土地改良区など

ですけれども、そこが計画をしっかり立てて認められれば、その集団に補助金が支払われるというも

のです。そうすると、例えば人を雇用して水路や農地周りの管理をしたりということができますし、

また、一部に環境ということも含まれていて、外部の団体と共同する活動などにも若干補助金が出ま

すので、水田の生き物調査をＮＰＯと一緒にすることにも手当されたりということもあります。 

 ただ、ヨーロッパでの環境直接支払いに比べると水準がとても低いのです。日本の農家は一つ一つ

が小規模ですので、イギリスの農場のようにそれなりの規模があって環境保全効果を評価しやすいと

ころとは違う点があるかもしれませんが、もう少し農家がネットワークをつくって取り組む保全活動

を支援するような二重作動の仕組みがあればいいように思います。これは漁業者でもいいかもしれま

せん。自分たちの資源ということではなく、公に資するものとして海の環境管理にも役に立っている

という評価ができたら、それに対して対価をお支払いするというような制度を充実してもいいと思い

ます。 

 その際、ヨーロッパなどと違って日本では小規模ですが、小規模であるがゆえにきめ細かく環境が

管理できるというメリットもあると思います。そういうものも評価して、日本型の二重作動システム
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というものを具体化していくということは、農家や水産業などに携わっていく方たちがこれからも仕

事を続けていく上で、あるいは里山・里海地域の集落が存続する上でも重要なことなのではないかと

思います。 

 

【八 木】 今のお話の続きのようになりますが、漁業でもそういう環境支払いのようなものがあっ

たのです。蓮舫さんの仕分けで切られてしまったのですが、以前は輪番休業制度というものがありま

した。これはどういうものかといいますと、漁業者が何人かで操業していますと、その中の一部の人

が輪番で漁に行くのをやめるのですが、そうすると漁獲圧が下がりますから魚を守ることができます。

しかし、財務省はそうやって休んでいる人に日当などは払いませんから、そこは知恵が必要で、休ん

でいる人は海辺の掃除をするという仕組みにして、海辺の掃除に対する日当を払っていたわけです。

予算を出し渋る財務省を説得してこのようなスキームをつくってやっていたのですが、仕分けに遭っ

てしまったという経緯があります。 

 ただ、今のところ一番欲しいものはがれきの処理に対する支払い制度です。岩手県や宮城県の漁船

はほとんどなくなったように思われがちなのですが、なくなったのは小型の漁船で、大きな漁船は沖

合で操業していましたから津波の被害に遭っていません。ですから大きな漁船ほど残っているのです。 

 岩手県で大きな底引き網を使って操業している漁業者がいるのですが、魚をとろうと底引き網を引

くと、津波で流された柱や畳、冷蔵庫やテレビなどがたくさん引っかかってくるそうです。しかし、

そのまま海上投棄するわけにもいかずに、本来であれば魚を積まなければいけないような船に積んで

港まで持ってきて、本来であれば漁業に使わなければいけない港のスペースにそういうものを積んで

いる状況らしいのですが、そういう作業に対する環境支払いのような補助金があればいいという議論

もあります。今はそのような状況です。 

 

【河 本】 八木先生に質問なのですが、先ほど話をされかかったＴＰＰに関わるお話をもう少しし

ていただければと思います。 

 先行きの見通しからすると、自動車産業やコンピューターはいいのですが、こと農業ということに

なりますと相当たくさんのことが問題になるだろうと思います。例えば、農業規模を大きくするとい

うことですと、日本の耕作面積は平均２ヘクタールですが、これを 10倍の 20～30ヘクタールにした

としても、アメリカは１戸当たり 500ヘクタール、オーストラリアは 3,500ヘクタールですから、焼

け石に水で、ほとんど規模の増大という開発の仕方は合っていないように思います。だからといって

なくしてしまうという話ではないわけですが、そうすると、狭い選択肢の中から、あるいはそれまで

選択肢に入れていなかったようなことも選択していくようなやり方があるはずだろうと思うのです

が、何かお考えがあればお伺いいたします。 
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【八 木】 ＴＰＰについては、経済と社会と環境という３つを軸に議論しなければいけないと思う

のですが、今、経済の議論しかしていないことが問題だと思います。 

 例えば社会の話ですが、社会で一番問題になるのは利益をどうやって配分するのかということです。

ＴＰＰに反対している人がいるのは、一部の企業はもうかるかもしれないけれども、もうかったもの

がどうやって自分に配分され安定してくるのかという道筋が見えないために反対している人が多い

のだと思います。 

 以前、ＴＰＰではなくＦＴＡをある国と結ぼうと政府の中で議論をしていたことがあるのですが、

経産省は、「これを結ぶと 3,000億円の経済波及効果があります」と発表しました。そうしたところ、

ある農林議員が手を挙げて、「それはいいね。3,000億あるのだったら 1,000億をうちに回してくれ」

という話をしたのです。経産省はそれ以来、いくらもうかりますという議論をしなくなりました。 

 今回のＴＰＰにおいても、経産省の議論を注意深く見ていますと、ＴＰＰを結ぶと「いくらもうか

ります」ではなくて、結ばなければ「いくら被害があります」という議論になっています。社会的に

は、そういう配分について議論しないまま進めているので問題になっていると思うのです。それが第

１点です。 

 第２点が環境問題です。例えば漁業の場合、規制を守って操業するとコストがかるのですが、今、

密猟品のような水産物がたくさん入ってきて日本の漁業者が苦しんでいるという状況です。このよう

に、環境問題スタンダードを守って生産している人が損をしてしまうような仕組みにしてはいけない

のです。ところが、それについても自由貿易のもとでどうなるかがよく見えない、環境は本当にどう

なってしまうのかという議論があるというのが２つ目です。 

 ３つ目は経済問題です。ＴＰＰを結んで本当に日本の経済はよくなるのかということについて、私

はまだ説得されていないといいますか、疑問なところがあります。ＧＡＴＴの締結は 1994 年でした

が、そこで工業品や農産品の関税が下がりました。ところが、その前後で日本経済はどうなったのか

という検証は誰もしていないと思います。また、ＦＴＡについてはＡＳＥＡＮ諸国やラテンアメリカ

諸国などいろいろな国と結んでいますが、それを結んだから日本経済はどうなったのかという検証を

誰もやっていないと私は思うのです。私が知らないだけかもしれませんが、過去の貿易自由化政策で

今の日本経済がどうなったのかという検証をしないで、新しく自由化すれば日本はもうかるといった

議論をしているのはおかしいのではないかと思うのが３つ目です。 

 ですから、まだ議論が足りない気がしますし、その議論を急いでしまって発表したところはミスで

はないかと私は思っています。 

 

【鷲 谷】 農業に関してなのですが、あれほど豊かだった日本の里山や水田の生物多様性が、やは

り今はかなり危機に瀕していて、今日はいい面をご紹介させていただきましたけれども、メダカもゲ

ンゴロウもいなくなり、普通に見られた野の花もない状態で、多くの農業地域のため池から在来のも
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のは消えて、外来種が蔓延しているような状況があります。 

 農業を効率よくするためにやってきた農地整備、農薬や肥料を多用する農業は、生産性の向上には

ある程度寄与したと思いますが、それと引き換えに、生物多様性という視点から見ると膨大なものが

失われてきたと思います。グローバルに見ても、農業はどんどん大規模なモノカルチャーになり、そ

のことが地球規模での生物多様性の危機の要因としてかなり重要なものとして認識されているとこ

ろです。 

 日本では、規模が小さく、それぞれの土地になじむような形で農業がなされているわけですけれど

も、大規模化すれば、どうにか残っているものも各地域から絶滅すると思いますし、侵略的な外来種

が蔓延して、その土地らしい生物相や風景が消えてしまうかもしれません。 

 農業が国際的な市場で競争できるようにいろいろ導入されたとして、それは一時的な効果はあるか

もしれませんが、生物多様性の喪失というのは不可逆的なものですので、その世代の人たちの可能性

をかなり縮小してしまうおそれもあります。ですから、ＴＰＰについては非常に短期的な視野に基づ

いた議論が行われてしまうような気がしますので、誰にとってどのくらいの期間、どんな意義がある

かということに注意しなければいけないと思っています。特に自然環境に対するダメージは大きいで

すので、今まで行われてきた効率化の流れにさらにそれが加わると厳しいものがあるのではないかと

思っております。 

 

【稲 垣】 では、ここからはフロアからの質問があれば受け付けたいと思いますが、いかがでしょ

うか。 

 

【フロア】 河本教授にお伺いします。システムの多様化というところで、最適解ではなく多並行複

数解を持っていれば、１つのシステムが動かなくなったとか頭打ちになってしまったときに強みにな

ってくる、だからそういうものが大事だということはよくわかるのですが、それが実践の段階になっ

たときには、選択肢を複数持つということがどのように行われるのでしょうか。 

 例えば電力のことでいいますと、複数の発電の方法を同時に持つとして、ソーラーパネルを１万枚

導入するところを５千枚にしてほかの発電方法もやっていくとなるとコストがどんどんかかるわけ

です。そういったものが本当にうまくいくのか疑問に思いましたので、そこをお伺いしたいと思いま

す。 

 

【河 本】 最適解を用いたやり方というのは、まず、最適解をどうやって出すかシミュレーション

しておいて、それに合わせてデザインを組んで設計してやっていくわけですが、非常に経済合理性が

貫徹していて、そのやり方がずっと長く行われてきました。 

 電力の場合、一度設定すると、設計が完了するまで最低でも 10 年、耐用年数でいうと 40 年から
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50 年を使わざるを得ないという小回りが利かない設備です。発電所も、きれいにできて安定するま

で、やはり 10 年近くかかるわけですから、そうすると、一度つくってしまえば、不都合が生じても

その範囲でやることにしかなっていない仕組みなのです。このように、何か不都合が生じたときのコ

ストは計算の中に入れていないために成立する仕組みですので、そう考えると、ベターなものの複数

解を持っているシステムはコストがかかったとしても、コスト計算のやり方からすると比較的割安で

はないかと思います。 

 例えば、人間の腕が動くというのも、腕は１つの回路で動いているわけではなく、何か調子が悪け

れば別の回路がちゃんと動かしてくれるわけです。ですから、通常は特定の回路だけで優先的にやっ

ていたとしても、何かあれば別のものが補うようなシステム設計はそんなに難しいことではありませ

ん。 

 今のご質問はソーラーのことでした。かつて天日で塩をつくっていたところが瀬戸内などにありま

すが、日当たりのいいところでしか塩はつくっていませんでしたから、当然そこは日当たりがよく、

しかも、今はそうした用地をどうすればいいか決まらないまま放置しています。このように、日本の

中には放置してある平地が相当あるわけです。 

 どのような電力のシステムをとっても、安定するまでに最低 10年はかかりますし、50年は使わざ

るを得ません。そうすると設計は当然ながら耐用性のあるものになります。つまり、コストが少々高

くてもリスクがそこに組み込まれているわけです。このように、コストはリスクヘッジだと考えれば

いいわけであって、そのような形で組み込むことはそんなに難しくないだろうという感じはしており

ます。 

 

【鷲 谷】 制約条件や環境が安定していて、それについて十分に情報があれば、ベストというもの

があり得るかもしれませんが、その制約条件や環境は場所や時間によって変動しますし、私たちが持

っている情報も限られています。そのことを不確実性という言い方をしますけれども、今、ベストと

思われるものをデザインしたとしても、必ずしも将来にベストではなくなる可能性のほうが高いので

はないかと思います。その意味で、ベターなものの多様性を維持するなりつくり出しておくというこ

とは、そういう変動や私たちが持つ情報不足に対処する上でより有効な節約なのではないかと思いな

がら河本先生のお話を伺っておりました。 

 

【八 木】 今のことについてですが、価値基準が２つあるというときに、やはり、評価の軸を１つ

に絞らないことだと思います。今まで、金銭的な評価だけであったものを、金銭的な評価プラスαで

あるとか、別の評価であるとか、評価軸を複数持つということが複数の価値を並行的に進めるという

ことになると思います。 

 生物多様性条約も、実はナショナルアカウントといいますか、ＧＤＰを測るときに、経済価値だけ
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ではなく、生物がどれだけ多様性を保全しているかといったものも一緒に測れるような新しい方法を

開発しましょうという議論がありまして、実際に 2020 年の目標の中もそれらしいことが入っていま

す。ですから、評価をお金だけではなく、別の何かで並行して測るということも一つではないでしょ

うか。 

 

【フロア】 鷲谷先生にお聞きしたいのですが、里山指標のお話のときに地図を出していただきまし

たが、インドが真っ赤なのが気になりました。どうして赤くなってしまうのでしょうか。また、それ

はインドはもっと気をつけるべきだということなのでしょうか。 

 

【鷲 谷】 里山指標の計算の仕方は、６キロ×６キロの格子の中を１キロごとのメッシュに切って、

その中に農地が含まれているところだけ計算するのですが、農地以外の土地利用について、樹林や草

原、水辺などの多様性地図というものを計算しています。恐らくインドが赤くなっているのは、農地

があるところは農地ばかりで、樹林や草原はわずかな面積しかないという土地利用になっているので

はないかと思われます。 

 しかし、事実としてそうなっているということであって、ではこうすべきだということが出てくる

ような指標ではありません。インドでは何がそういうことをもたらしているのかわかりませんけれど

も、逆に里山度が高いようなところは、農地を開発するにしても樹林が残らざるを得ないような自然

的な条件だったがゆえに里山度が高いところもありますし、伝統的な農業のやり方が、農地あり樹林

ありというような土地利用をしながら資源を使用していくというものであったためにそういうもの

ができている場所もあります。あの値に影響しているものは、自然的な条件もあれば社会的な条件も

あるわけです。 

 ただ、確かに日本は里山度が高いということはいえるかと思いますし、日本の中では里山度の高い

ところは生物多様性に関わる指標の値も高いという相関が認められていますけれども、それを世界規

模で比較するのは、もともとの自然環境も大きく違いますので、無理ではないかと思います。 

 

【稲 垣】 私も１つお聞きしたいのですが、鷲谷先生から、ただでさえ生物の多様性はどんどん減

少しているというお話を伺いましたし、河本先生からは、放っておくと均一化していく傾向があると

いうことも出されたわけですが、このように保全すること自体が非常に難しいところに、今回の福島

の場合は放射能の問題が入ってくるわけです。そうしますと、ソースとシンクという人間活動がなく

なったところに動物たちが参入していって、そこである種の生態系を築くのですが、それというのは

カタストロフィといいいますか、向かう先がないようなものになってしまいます。チェルノブイリで

は、こうした生態系のある種の再生のモデルケースのようなものはあるのでしょうか。だた放ってお

くしかないという形になってしまうのでしょうか。 
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【鷲 谷】 私たちができることというのは、そこで野生生物のデータを取って現状がこうであった

ということから、例えば、一見楽園のように野生生物がいるところも、楽園というよりは巨大な罠と

いう解釈をしたほうがいいのではないかとか、あるいは、多岐にわたる影響が生物自体に現れている

ということがわかるのですけれども、30年くらいたってどう回復してきたかということについては、

あちこちで回復もあると思うのですが、情報がないものですからそれについてはよくわかりません。 

 福島も、除染などで生活環境を改善させることができる場所はきっと少なくないと思うのですが、

かなり時間がかかると思われます。農林業、水産業も、単に汚染の問題だけではなく、いったん産地

としてのブランド力がなくなってしまうと、それを取り戻すことはなかなか難しいということもあり

ますので、一次産業が受けた被害はかなり長期にわたる深刻なもので、その意味からも、もっと福島

の方たちに寄り添わなければならないのではないかと思っています。 

 

【稲 垣】 かなり長時間にわたりましたが、これで総合討論を終わりにしたいと思います。先生方、

どうもありがとうございました。 
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環境の危機と人間の危機 

―自然と共生する社会とは― 

 

2012年 3月 10日（土）13:00〜17:20  

 東洋大学白山キャンパス 6号館 3階 6317教室 

 

 【主催】東洋大学「エコ・フィロソフィ」学際研究イニシアティブ（TIEPh） 

 【共催】茨城大学地球変動適応科学研究機関（ICAS） 

 【協賛】東洋大学エコキャンパス推進委員会・環境人材育成コンソーシアム 

 

 

 

[プログラム] 

  

○第１フェーズ ―文化と自然 

・竹村 牧男（東洋大学教授） 13:10〜13:30（20分） 

 「自然共生社会の思想的基盤をさぐる―仏教の立場から」 

 

・山村 陽子（東洋大学 TIEPh研究助手） 13:30〜13:50（20分） 

 「共生社会のダーウィニズム 

―『種の起源』における「闘争（Struggle）」概念の分析から」 

 

・オプヒュルス鹿島ライノルト（上智大学教授） 13:50〜14:30（40分） 

 「エコロジー、持続可能性、共生 

―日本及びドイツにおける人間?自然関係の概念に関する覚書」 
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○第２フェーズ―社会と自然 

・中川 光弘（茨城大学教授） 14:40〜15:00（20分） 

 「現代の人間危機と自然共生社会」 

 

・岡野 守也（サングラハ教育・心理研究所主幹） 15:00〜15:20（20分） 

 「新しいコスモロジーと緑の福祉国家」 

 

・亀山 純生（東京農工大学教授） 15:20〜15:40（20分） 

 「自然共生社会と風土―主体の形成との関わりから」 

 

・小川 芳樹（東洋大学教授）  15:40〜16:00（20分） 

 「人間と環境・エネルギー―主体的にかかわることの意義」 

 

 

 

○パネルディスカッション 16:10〜17:20 （70分） 

「人文科学と社会科学の統合はいかにして可能か―自然共生社会の実現をめざして」 

 

司会：山田利明、山村陽子 

ゲストコメンテーター： 

上柿 崇英（鹿児島大学産学官連携推進機構 特任講師） 

ジェフリー・クラーク（本郷高校講師） 
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「自然共生社会の思想的基盤について」 

                               

東洋大学文学部 竹村牧男 

 

１） 共生ということ 

 今年度からの国際セミナーは、「自然共生社会の構築」がテーマです。では、自然共生社会とは、

どのような社会でしょうか。今日は、このことを少し考えてみたいと思います。 

 まず、共生ということの定義についは、『岩波哲学・思想事典』の「共生」の項の記述が標準的で

はないかと思います。 

 「この言葉は生態学では寄生の対概念として用いられるが、現代日本の思想界では「人間と自然の

共生」、「多民族・多文化の共生」、「障害者との共生」、「男女の共生」など種々様々な文脈で使われて

いる。調和や一体性の幻想が崩壊し、隠蔽され抑圧されていた対立が噴出する状況下で、新たな共存

枠組みを模索する問題意識が根底にある。……現代的意味での共生は、自他が融合する「共同体」へ

の回帰願望ではなく、他者たる存在との対立緊張を引き受けつつ、そこから豊かな関係性を創出しよ

うとする営為である。」 

さらに、尾関周二は、従来の共生に関する諸説を整理して、８項目を掲げています。 

① 同化や排除でなく、お互いの違いを違いとして承認して生きていく。 

② 対立・抗争を認めるが、暴力による解決は否定する。 

③ 実質的な平等性とコミュニケーション的関係を追求する。 

④ 差異の中での自己実現と相互拡張をはかる。 

⑤ 「共生」の欺瞞（隠された抑圧）を暴露する。 

⑥ 力関係における対等性をはかる。 

⑦ お互いの個性や聖域を多様性として尊重しつつ共通理解を拡大していく。 

⑧ 相互援助・協力から新たな共同性を探る。 

これらに共通することは、共生は均質な一つの全体に融合することではなく、個々の特性の差異を

損ねず、しかも豊かで創造的な関係を実現することであるということでしょう。もっともこの共生の

考え方は、主に人間と人間の間で言われるべきことで、人間と自然の共生にただちに応用できるかは

疑問です。 

 

２） 人間と自然の共生とは 

 共生というと、まずは人間と人間の共生が考えられますが、しかし共生にはさまざまな共生があり

えます。建築家・都市計画家の黒川紀章の『新・共生思想』（1996 年）には、「……共生の概念もま

た、人間と自然の共生、芸術と科学の共生、理性と感性の共生、伝統と先端技術の共生、地域性と世

界性の共生、歴史と未来の共生、世代の共生、海ともりの共生、抽象性と象徴性の共生、部分と全体
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の共生、身体と精神の共生、保守と核心の共生、等々あらゆる次元での共生を考察している。……」

とあって、あらゆる共生が考えられていることは興味深いことです。その中の一つに、人間と自然の

共生もあるわけですが、ではこのことはどのように考えられるべきでしょうか。 

現在、地球環境が深刻な危機に陥っていることは、さまざまな仕方で論じられています。その問題

群は多様であり、たとえば、「地球温暖化と異常気象」「海面上昇による国土の縮減」「オゾン層破壊

による健康への影響」「生態系の変化と絶滅種の増大」「水や土壌の汚染と食物の安全性の低下」「人

口の増大と食糧確保の課題」「シックハウス症候群等、化学物質の諸問題」等々があります。 

さらに今日では、あの３・１１の東日本大震災を思わずにはいられません。大自然の威力をあらた

めてまざまざと見せつけられたと同時に、原発事故という重大な人災も加わって、東日本の自然、そ

して村や町、人々の生活は想像を絶するほど痛めつけられました。多くの方が亡くなり、また被災さ

れ、そして避難するなどして、大変な被害と苦悩をもたらしています。関東北部から東北にかけて、

沿岸部は何百キロにわたって、壊滅状態です。 

 今回、被害を大きくした要因の一つに、津波対策の教育が徹底していなかったことをあげることが

できるでしょう。そしてもう一つは、やはり悲惨な原発事故です。この事故のひどさは、後から情報

が出てくるわけですが、放射能の放出において、広島の原爆の１６８個分ということでした。特に、

地震のあった直後の数日間に、大量の放射能が出ていたようで、今後、その影響がどう出るか心配さ

れています。 

 近年の環境破壊や原発事故に見られる問題の根本、本質は、いったいどこにあるでしょうか。私は、

それは、人間はどんなものでも技術を用いて制御・支配可能であるという考え方だと思います。根本

に、自然を対象として支配しようとする立場があります。そこに、根本的な人間のおごり、高慢な姿

勢があり、本来のいのちのあり方を超え出てしまったという深刻な事態があるのではないかと思うの

です。大自然に対する謙虚さやかしこむ感情を忘れてしまい、人間は何でもできるという誤解に陥っ

ていたのだと思うのです。 

人間と自然の共生の問題について、私は今回、３つの点から考えてみたいと思います。 

第一は、共生が基本的に相手の個性や差異性の限りなき尊重をめざすものであるように、自然を一

つの自律的な主体性のあるものとして最大限尊重するということです。このことにはまず、自然の権

利をどのように認めるかということが考えられなければなりません。特にあらゆる生き物は生きる権

利を有しているはずであり、このとき人間のみが優位にあるという考えは再考を避けられません。も

ちろん、人間は他の生命を奪って生きていかなければなりませんが、それは最小限であるべきであり、

このことをよく認識すべきでしょう。またこの立場から、おのずから生物多様性の保全のことも実現

してくるはずです。 

仏教は出家・在家を問わず、不殺生戒を課しています。出家者は外を歩くときは漉水嚢という水を

濾す道具を持っていなければなりませんでしたが、それは衛生上のみならず、小さな虫を殺さないた
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めでした。どんないのちをも尊重する立場は、今日あまりにも忘れ去られていると思わずにはいられ

ません。 

第二は、環境という言葉があるように、自然は対象的存在ではなく、むしろ個体がおかれる場所と

して考えられるべきであるということです。仏教では、身と心は過去世の行為すなわち業の結果とし

ての正報、環境は同じ結果としての依報と呼ばれ、環境は個体の依りどころの世界、と見られていま

す。また、身心の個体が置かれる世界を国土世間といい、さらに器世間ともいいます。器世間とは、

まさに環境を意味することでしょう。こうした見方は、場所とそこにおいてあるものを同時に見てい

く西田幾多郎の「場所の哲学」とも重なり合ってきます。 

自然は対象ではなく場所であると捉えることは、自己が対象への主権者であるという思い上がりを

沈静させ、生かされている自己という思いを深めることになると思います。場所であれば、それが無

くなれば個体の存在そのものが存立しなくなるものであり、個体にとっての死活問題となります。環

境なしに自己はありえず、環境は自己を支えるものであって、環境を汚染・破壊することは、自己を

痛めつけ苦しませることであることを深く自覚すべきです。 

しかもこの場所とは、具体的には人間が住み生活を営む場所のことであり、単なる自然ではなく、

文化の伝統が息づくコミュニティと一体となった自然のこと、いわゆる風土のことになります。その

伝統が息づき、継承される場所としての自然こそが保全されるべきであり、いわば民俗文化と一体と

なった自然の保護が課題となるでしょう。 

第三のことですが、人間が住む場所としての自然が十全に生きるとき、そこにおかれた人間も生き

ることになるのは当然です。まさにこのとき、共生が実現するわけですが、では、そこで人間が生き

るとはどのようなことなのでしょうか。たとえば、食物の安全の確保や、身体の健康の確保などが保

証されるということがあるでしょう。さらに、精神的な深い価値の自覚と達成も、まさに環境のもた

らすものと言えると思います。鈴木大拙は、『日本的霊性』という本の中で、「絶対無条件の仏の大悲

に包まれて、この身このまま救われるというのが、日本人の宗教意識、日本的霊性である」と説き、

しかもこの根源的な大悲にふれるには、大地にふれることが欠かせないと説いています。 

実は仏教には自然環境に関して、本来、仏国土（浄土）であるとみなす立場もありました。自己と

自然の関係に関する仏教の一つの視点に、「草木国土悉皆成仏」の思想があります。この思想は、主

に天台宗において展開されたものです。今、その詳しい説明をするいとまはありませんが、この句は、

草木国土も成仏するという意味ではなく、草木国土はすでに成仏している、仏そのものである、とい

う了解を表わすものなのです。 

真言宗においても、空海は『吽字義』に、「三種世間は、みなこれ仏体なり、四種曼荼（大曼荼羅・

法曼荼羅・三摩耶曼荼羅・羯磨曼荼羅）は、すなわちこれ真仏なり」と謳っています。仏体とされる

三種世間の中には、器世間（国土）が含まれていて、これも草木国土が仏身にほかならないことを語

っているものです。 
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 禅宗の道元もまた、『正法眼蔵』「山水経」において、「而今の山水は、古仏の道現成なり。ともに

法位に住して、究尽の功徳を成ぜり。空劫已前の消息なるがゆえに、而今の活計なり。朕兆未萌の自

己なるがゆえに、現成の透脱なり」と説いています。山水は仏として説法しているというのです。た

だしその山水は、対象的存在ではなく、主客未分のいのちの中で現成しているものです。つまり、道

元にとっては、主客の枠組みを超えた地平において、本来のいのちがはたらくところに、真実の自己

が存在しているというのです。 

 このように、特に日本の仏教においては、自己がおかれている国土・環境も、仏の世界であると見

なしていました。そうだとすれば、どうして人間が自己の都合によって勝手に自然を痛めつけ、傷つ

け、破壊すらすることができるでしょうか。 

 自然はそのように聖なるもの、聖性（若しくは超越的なるもの）を有しています。そのことの認識・

了解から、自己の奥深いいのちも実現するでしょう。とすれば、自然の聖性の復権と具現を達成すべ

きです。このとき、その最も深い場所に生かされている自己も、最も十全に生きることになると思い

ます。ここに、人間と自然の共生の究極があると思います。このことについては、芸術を通した自然

の復権ということが考えられますが、その具体的な道はまた次の機会に考えたいと思います。 

 

３） 自然と社会の共生とは 

 自然共生社会の追求は、上述のような人間と自然との共生を、社会という現実の制度の地平で実現

しようとするものであり、このことは将来の地球社会のために、まさに達成していかなければならな

いことであり、真剣に追求されるべきです。 

自然と社会の共生に関して、一例に、2006年 10月 7日に設立された「共生社会システム学会」が、

都市と農村の共生をテーマに展開しています。「共生社会システム学会は」は、その趣旨を次のよう

に示しています。 

 「いま日本は、名実ともに「成熟社会」にふさわしい豊かな国・社会、持続可能な共生型社会の構

築が求められています。都市では、高ストレス状況のなか「農の営みや暮らし」を生活に取り入れた

新たなライフスタイル・健全な都市社会システムの構築が必要になっています。一方、農山村では、

市場経済のグローバル化等による過疎化や農業の担い手の高齢化が急速に進み、「むら」は崩壊し、

食料生産の基盤は脆弱化し、国土防災機能も低下し、周辺・下流の都市地域への影響が危惧されてい

ます。さらに、少子高齢化社会の問題、絶え間なく発展する科学技術への対応など、切迫した課題が

常に私たちに突きつけられています。 

 こうした現代社会の諸問題を説き起こし、それを解決するには、私たちは市民とともに「共生」と

いう視点から接近することが必要であると考えています。私たちは日本から新たな“Kyosei”概念を

国内外に発信します。」 

すなわちこの学会では、主に都市と農村の共生の実現を通して、現代社会の諸問題および人間の生
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き方を真に豊かにするという課題に取り組もうとしているわけです。 

本学でも実際に展開している、「木で公共施設、特に学校を作る運動」（「木と建築で創造する共生

社会研究センター」）も、山村と都市を結びつけ、両者の共生をめざす試みです。やはり木造建築に

は自然のぬくもりが感じられ、コンクリートにはない情操教育や癒しへの効果もあると思われます。

公共施設を建築する木材を生産・加工する労働が活性化することによって、山林も生き、都市も生き、

人間も生きる可能性があります。 

（http://www.toyo.ac.jp/rc/wass/index_j.html 参照） 

ただし、農村といえどもすでに自然というよりかなり人為の加わった環境を造りだしており、一方、

都市もまたまったく自然が排除されているものでもないでしょう。都市と農村の二項対立の間の共生

ももちろん課題ですが、同時に、都市における自然との共生そのものと、農村における人間との共生

そのものとが、ともに追求されるべきです。特に近年、里山の意義が注目されています。純然たる自

然ではない人間の手が入った自然を身近に持つことによって、その自然も生き、かつ人間も生きる事

態が成立しています。 

 都市も農村も、ともに人間と自然との共生を実現していくためには、その根本に、過度の都市集中

化に歯止めをかけ、機能の分散、地域分権の促進、過疎・過密の修正、伝統的コミュニティの再生等

を進める必要があるのではないでしょうか。地方の疲弊と過度な都市への集中が、日本の自然の破壊

を招いていると思われるからです。日本列島のあらゆる地方の復権を果たさないかぎり、自然共生社

会の実現はありえないと思われます。地産・地消は食物の安全性を保証し、身心の健康に大いに関わ

るものとなります。エコ・リージョナリズムは、大いに研究されるべきでしょう。一方、都市の再開

発に当たっては、いたずらに住民が集中的に流入するのを避ける街づくりを進め、公園等の公共の空

間を確保して自然を保全し、都市においても誰もが豊かな自然に触れることができるような配慮が必

要だと思います。 

このような改革をめざすには、人間が人間として真に豊かに生きることができるために、欲望の実

現至上主義、便利さの実現至上主義等をもう一度見直すなど、今や文明の方向を深く顧みて、そのう

えで社会の新たな制度設計を模索することが重要であると思うのです。 

 

４） 人文科学と社会科学の接点を探る 

 人間が人間として十全に自己実現するとはいかなることなのかは、哲学・思想の問題です。このこ

との自覚・了解なしに、真に生きることの実現はありえません。一方、社会をどのように構成し、運

営していくのかは、政治・経済等の問題であり、具体的な制度設計が不可欠です。問題は、今後、豊

かな地球社会の実現をめざし、自然共生社会を構築していくときに、上の哲学・思想と社会の制度設

計をどのように結合していくかです。近代以降、学問は専門分野が細分化され、人文科学と社会科学

は、それぞれ独自に展開されることになり、有機的な結合を失っています。自然共生社会の構想には、
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人文科学の知見を大幅に取り入れた社会科学の研究を用意すべきです。今後、茨城大学 ICAS および

その関係者と私ども東洋大学 TIEPh とは、相互の共生をも図りつつ、この課題に取り組みたいと思い

ます。                                  
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「共生社会のダーウィニズム 

―『種の起源』における「闘争（Struggle for existence）」の分析から―」 

 

東洋大学「エコ・フィロソフィ」学際研究イニシアティブ 山村（関）陽子 

 

1859年に公刊されたダーウィンの『種の起源（The Origin of Species）』は、その公表当時から、誰

もが内容を知っている、最も読まれない物語りのテクストであったと、私は思う。ただしそのテクス

トは、“The Neverending
ネバーエンディング

 S to ry
ストーリー

（はてしない物語）”のように、これからも読者に意味を与え続ける

ことになるであろう。 

あらゆる科学理論の中で、ダーウィンの学説ほど社会に大きな影響を与えたものは無いといっても

過言ではない。革命と呼ばれるにふさわしい科学的発見があったとしても、『種の起源』を読んだ人

のいったい誰が、そこからユダヤ人の虐殺や激烈な競争社会の到来を予想できたであろうか？すくな

くとも人文科学における「ダーウィン」とは、もともと社会の中にあった闘争的な自然観や人間観に、

“「科学的根拠」というレポート”を添えて社会に提出し、自分がもたらした甚大な影響力よりも、

ミミズの糞に関心を寄せていた―滑稽なほど優秀で素朴に危険な人物であったのではないだろうか。 

なるほど厄介なことに、ダーウィンは「生存闘争〈Struggle for Existence〉」を自然選択のメカニズ

ムとして説明するさいに、社会哲学や経済学の用語やアイディアを豊富に取り入れていたのである。

さらに「生存闘争」という語が、彼自身によって、広義な意味で、かつメタファー（隠喩）として使

用され、他の同義異語―「弱肉強食」「優勝劣敗」「適者生存」などと容易に言い換えることが可能で

あった。   

結局、生存闘争は各々に異なった意味で使用され、それを理論的に正しく理解していたかどうかは

別に、人間の進歩や文明化を可能にする法則として用いられてきた。ダーウィンの学説は「社会ダー

ウィニズム」として、特定の社会的価値や政策を遂行するための科学的裏付に利用されてきたのであ

る。 

ダーウィンの影響は日本にも波及した。明治 10 年前後に輸入された『種の起源』は、「富国強兵」

「殖産興業」というスローガンを掲げた社会政策のもとで、最初から生物学としてではなく社会哲学

として受容されていた。こうして日本の近代化もまた、「適者」になることをめざす企業間競争や国

際競争が強化され、自然は専ら「闘争の相手」となり、その管理や支配が容認されてきた。 

しかしながら、今日ではこうした近代化にともなう様々な弊害（「環境の危機と人間の危機」）が次

第に明らかとなり、近代化に対する総体的な反省にせまられている。そこで、新たに〈人間－人間〉

〈人間－自然〉関係の脱近代化、すなわち闘争関係の批判的意識から「共生（kyosei）」という理念が

掲げられるようになった。この「共生」理念の注目すべき点は、いっさいの闘争や競争を“排除する”

ことで成立するような“平和共存”を指すのではなく、闘争や競争にともなう相互干渉や矛盾を契機

とした「共生」なのである。いってみれば、闘争との共生による共生である。 
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Fig. 2. Darwin’s Idea of Struggle 
Focusing on Darwin’s ideas of the “struggle for 

existence” and the “struggle for life,” this paper 

organizes and diagrams these ideas in the context of 

the characteristics of the theory of evolution. At the 

very top is the full title of The Origin of Species 

(1859). “Struggle for life” is used as a comprehensive 

idea, which is clear from the title as well as the 

conclusion of the text. Regarding the years in the 

diagram, 1838 is when Darwin read An Essay on the 

Principle of Population by T. Malthus and is used as 

the year he became consciously aware of the idea of 

“struggle for existence.” In a letter to A. Gray dated 

September 5, 1857, he simultaneously uses “struggle 

for life” with a comprehensive description related to 

the “principle of divergence.” Natural selection 

assumes the existence of a large number of variations, 

with the favored character being preserved over time 

and space, thereby generating adaptation and 

divergence. Struggle is the mechanism through which 

these processes occur.// 

  ・Vertical phenomenon 垂直的 　・Horizontal phenomenon 水平的

　・Time　時間 　・Space　空間

　・Extinction 消滅・消去   ・Divergence 分岐

　・Transmutation 転成・変化 　・Speciation　種分化

　・Adaptation 適応 　・Diversity　多様性

  （・Passive 受動的）  （・Subjective 主体的）

  ・among　Individuals 　・among Species 異種間

   of the same species　同種内           or

with Environmental Condition
生活条件（環境）

 

Natural Selection

Apperance of Variation

Fig.2  Darwin's Idea of Struggle

Struggle for Existence  (1838-)

Struggle for Life (1857-)

on  The Origin of Species  
by means of natural selection    

or the presevation of favoured races in the struggle for life
(1859)

※Competition  競争

ただし、ここで重要なことは、「共生」理念に内包される闘争や競争が、社会ダーウィニズム的な

言説に含まれる概念とどのように異なるものなのかを、はっきりさせることであろう。なぜなら、か

つて人種主義や帝国主義的拡張を支えていた社会ダーウィニズムは、今日でさえ、「国際競争力をつ

ける」「生き残りをかけた企業努力」「サバイバル・ゲーム」といったように、かつての露骨な表現は

避けているものの、今や日常性そのものの支えとして機能していることも、また事実だからである。

ようするに、「共生」社会の実現のためには、克服すべき「闘争」とは何であり、闘争のいかなる関

係性が共生の契機となりうるのかについて、確認する必要があると思われる。 

今回はその最初の作業として、ダーウィン自身の

「生存闘争」概念にさかのぼり、彼の学説の内容と

『種の起源』というテクストからそれを分析する。 

 

 

 

Regarding the concept of struggle, the theoretically correct meaning of the “struggle for existence” is “life or 

death competition” among individuals of the same species. Darwin, however, attempted to include today’s 

ecological meaning in the phrase such as relationships between different species and the mutual interaction of 

the conditions of life. Darwin may not have felt that even this was sufficient, and it is thought that he used the 

参考（未発表論文より抜粋） 
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phrase “struggle for life” as a broader concept comprising competition among individuals, mutual interaction 

with the environment, and the vitalism of living creatures. Furthermore, competition is a term that correctly 

indicates struggle for the same resources or space.  

※Competition does not occur only among individuals of the same species, but also includes struggle among 

different species.  

図２…ダーウィンの〈struggle for existence〉と〈struggle for life〉に注目し、これらの概念を進化の理

論的な特徴と関連させて整理し、図にまとめたもの。一番上は『種の起源（The origin of Species）』

（1859）のタイトルである。〈struggle for life〉はこのタイトルと本文の結論部にも用いられているよ

うに、包括的な概念して使用されている。図中の年号については、ダーウィンがマルサスの『人口論

（An Essay on the Principle of Population）』を読んだ 1838年を、〈struggle for existence〉を明確に認識し

た年であるとする。またグレイ A. Grayに宛てた 1857年 9月 5日の手紙の中で、「分岐の原理（principle 

of divergence）」に関するまとまった記述とともに〈struggle for life〉 が同時に使用されている。また

自然選択 Natural Selection は多くの変異（variation）の存在を前提としており、時間と空間にわたって

有利（favored）な形質を保存し、適応 Adaptation と多様性 Divergence を生み出す。闘争はこれらのメ

カニズムである。 

 

闘争概念について…生存闘争の理論的に正確な意味は、同一種の個体間における life or death 

competition である。しかし、ダーウィンはこの語に、異種間との関係性や生活の条件（condition of life）

との相互作用など、今日の生態学的な意味も含ませようとしていた。しかし、彼はそれでも不十分と

感じたのか、〈struggle for life〉という語を、個体間の競争から、環境との相互作用、生物（living creature）

の生命力までを含む上位概念として使用したと考えられる。※尚、Competition は正確に同じ資源や

空間をめぐる争い（struggle）のことをさし、同一種の個体間ばかりではなく、異種との間の闘争も含

む用語である。 
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発表資料 山村（関）陽子 
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「現代の人間危機と自然共生社会」 

 

茨城大学 中川光弘 

 

 今回の東日本大震災を経験して、我々は改めて自然の猛威を実感するとともに自然の摂理に順応し

て生きる社会、文化の大切さを再認識したのではないだろうか。また、震災や原発事故で地域社会が

崩壊する現実に直面して、人と人との絆の重要性、類的存在としての人間の実相を痛感したのではな

いだろうか。言語を持ち、技術を発達させ、知識を集積して行くことを通じて、自然の制約や共同体

的規制からの解放を求めて、人工世界の拡大を図ってきた我々であるが、今回の震災は、人工世界成

立の基盤には、やはり豊かな自然の物質・エネルギーの循環と生命の連続性、相互扶助の精神が機能

する自治的共同体があることを気付かせた。 

 2007 年に閣議決定された「21 世紀環境立国戦略」では、「低酸素社会」、「循環型社会」と並んで

「自然共生社会」が提唱されている。我が国での「自然共生社会」への関心の高まりの背景には、２

つの時代的潮流があると思われる。まず第１は、地球環境問題や資源・エネルギー問題の深刻化に伴

う、温室効果ガス排出削減、気候変動適応型社会、再生可能資源開発、生物多様性保全、地域内資源

循環などを実現させる自然共生社会への期待である。第２には、都市型高度消費社会のグローバル的

展開の中で顕在化してきた種々の社会病理を克服する文明転換の社会モデルとしての自然共生社会

への期待である。都市型高度消費社会の進展に伴って、若者を中心に「他者喪失や現実喪失」（亀山

純生）の傾向が強まり、いじめ、不登校、引きこもり、ニート、モラル融解などいわゆる人間基礎力

（自己性、他者性、身体性）の崩壊が 1980年代以降顕在化してきた。これまで近代市民社会論で前

提とされてきた人間の共同的存在としての人間基礎力が、都市型高度消費社会では形成されないので

はないか、との危惧が出てきた。類的存在としての人間形成の基盤としての生命的自然と地域共同体

の再評価が、自然共生社会への期待につながっているように思われる。 

 本報告では、「自然共生社会」（nature-harmonious society）を「生命系に基盤を置き、人間社会

を含む生物社会とそれを支える自然環境の持続可能性が維持され、人間の自然性が十全に発現される

社会」と一応定義して、その基本的かたちを考察する。人間の自然性の十全な発現（自然法爾）を基

軸に、機械論的世界観と有機生命論的世界観の適応誤謬是正の視点から、自然共生社会のかたちを探

っていくことにしたい。 
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発表資料 中川光弘 
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「新しいコスモロジーと緑の福祉国家」 

                           

サングラハ教育・心理研究所 岡野守也 

 

 自然との共生＝持続可能な社会の実現のためには、以下のような４象限にわたる条件が満たされる

必要があると思われる（Ｋ・ウィルバーの「存在の４象限」）。 

 

 

（左上：個の内面） 

 

 

自然と人間社会の共生 

＝エコロジカルな持続 

性への欲求と構成力 

   

   （右上：個の外面） 

 

 

  自然との共生を可能にする 

  個々の技術や個人の行動 

    

   （左下：集団の内面） 

 

 

  自然との共生を最優先する 

  社会の価値観・コスモロジー 

 

●仏教を核とした神仏儒習合 

の再発見と現代科学のコスモ 

ロジーの融合 

 

     （右下：集団の外面） 

 

 

  エコロジカルに持続可能な社会・ 

  経済システム 

 

  ●緑の福祉国家＝スウェーデン・ 

モデル 

 

 

 自然との共生の実現＝エコロジカルな持続性は、いうまでもなく地球生態系規模にまで至らなけれ

ば完結しないが、現在、世界は国民国家単位で営まれているので、私たちの課題も当面まず、私たち

の国日本をいかにしてエコロジカルに持続可能な国にするか、ということになるのではないか。 

 原点としての「十七条憲法」－神仏儒習合－仏教の意味を再発見し、現代科学のコスモロジーと融

合し、スウェーデン・モデルを参照すると、その先に自然と共生する＝エコロジカルに持続可能な日

本が見えてくるのではないか。 

1277



発表要旨 岡野守也 
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自然共生社会と風土 ―主体形成との関わりから 

 

東京農工大学 亀山純生 

 

            参考：尾関・亀山他編『〈農〉と共生の思想』（農林統計出版、2011）総論・終章 

      亀山『環境倫理と風土』（大月書店2005）、『人間と価値』（青木書店、1989） 

 

（一）自然共生社会、風土に関する前提（亀山2005） 

１．“人間と自然の共生”の４つの意味――――自然共生社会の倫理的理念     

① 人間と自然は互いに生かし生かされる関係にあるべきである。   

②人間と自然は、対立しつつ互いを必要とする関係であるべきである。 

③人間と自然は異質であり互いに自立性をもつ価値的同等関係にあるべきである。 

④人間と自然は、一方だけでは不可能だった共同関係の内にあるべきである。 

  ★日本的自然観の現代化（特に、人間と自然のコミュニケーション関係） 

 

２．人間自然共生のモデル・基礎的場としての風土   広義の里山（海）のイメージ 

 （１）風土の定義    cf．和辻 

外延：風土は地域（ある地理的空間）の土地と歴史に関わる全事象の総体（風土の現象）  

内包：風土は、地域における人々の共同による生活的自然との関わりの全体。 

風土存立の核心は、関わりの生身性（生業・マイナーサブシステンス）ーーー広義の〈農〉  

（２）風土（現象）の性格   ★風土とは①②③④の全体としての土地柄Landschaft  

①人間の関わりを映す自然、        ②自然との関わりを映す共同関係（社会）・文化、  

② 風土は、過去を今に映す地域の歴史的空間  ④風土は空間・行為に現れる「人間のありかた」  

  

 

（二）現代の疎外克服の場としての風土   主体形成的意義Ⅰ 

★現代日本の疎外の全面化（亀山1989）ーーー生活の全領域でのカネ（市場）の支配・人間のモノ化 

    1970年代から顕在化→情報社会化・グローバル資本主義化で深刻化 

（１）生活環境の疎外：①人間の生活条件の全面的商品化（衣食住から教育・育児・介護まで）、 

②市場の支配で自然環境破壊、文化的・社会的環境のモノ化  ③制度・

組織の抑圧化   

（２）生活活動の疎外  ①個人の自由と主体性の喪失。自由の名による選択の強制・“受容的構え” 

（３）人間らしさの疎外：①目的意識、創造性、共同性、感情の豊かさの喪失、②能力の一面化、③

身体能力・健康の阻害、④意味（生きがい）の喪失、 

（４）人間そのものの疎外：①人間のアトム化、②他者に無関心、③利己主義と他者の手段化、④人

間関係敵対。 

（５）欲求の疎外：①欲求における目的と手段の転倒（貨幣欲求が象徴）、②欲求の量化と質的欲求

の衰退、 

③欲求の貧困化、④欲求の利己主義化 

→→心身の慢性疲労・疲弊→人間の生きる力の弱体化 

     →→“癒し”“元気回復”の場としての里山・〈農〉の体験 
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            自然の開放・解放感、人間関係の落ち着き感、人間自然一体の安心感・・・・、 

 

 

（三）現代日本の疎外の新段階ーーー疎外の窮極：“人間の危機”  

               －－－“孤人（主義）”化が生む“人間基礎力”融解の危機 

１．“自己チュー”→「引きこもり」が象徴する“孤人（主義）化”傾向の進行 

 （１）90年代に表出する“自己チュー”問題―――他者と現実感の希薄化：“独我論”的世界 

       1995オウム真理教事件：虚構と現実の反転、1997酒鬼薔薇事件：人を殺すのは悪い？（他者のリ

アリテイ不在） 

 （２）2000年代「引きこもり」の表出と進行   内閣府2010年2月・若者（15～39才）調査（朝日新聞

2010.7.24） 

     この半年間家から出なかった者         70万人（1.8%） 

     引きこもる気持ちが理解・したいと思った者  155万人（4.0%） 

 

２．「高度消費社会」に構造的な“孤人（主義）化”傾向と今日的特徴 

               一般的な人間孤立（“無縁社会”、“孤族”）、高齢者の孤立との差異 

  （１）「高度消費社会」が“純粋培養”した青少年の“孤人化” 

門脇卓司『社会力を育てる』岩波新書（2010）など：  

     70年代以後の子供世界の諸問題の根底に「非社会化」傾向  

        いじめ、不登校、キレる暴行、引きこもり、テレビ依存、薬物依存、自傷・・・、 

    －－－非社会化＝コミュニケーション不全・対人関係を忌避し一人世界を好む傾向 

       “問題”児の心象風景に象徴：無機質素材。生きた人間不在 

    →→1970代以後の全体的特徴：「他者の喪失」と「現実の喪失」→→関わり・人間関係の重要さ 

  （２）現代の“孤人化”は「みんなぼっち」（関係の中の“孤人化”） 

豊泉周治『若者の社会学』はるか書房、2010 

     人間関係（つながり）重視、ルール尊重の“道徳的若者”（“よい子”）―――携帯のネット   

     だが、みんなと一緒で（つながっていて）バラバラ（“ヤマアラシの友情”、沈黙のマンガ喫茶モデ

ル） 

     →→孤独感なき“孤立”   他者も自己も世界もリアリティ希薄 

        ★単に、人間関係・関わり重視を言うのは無意味   関わりの質が問題 

 

３．“孤人化”＝“人間の危機”のデススパイラル構造ーーーモデル的に。 

  （１）“孤人化”が生む“人間の危機”（人間疎外の新段階） 

① “倫理融解”←←←他者不在なら、倫理の基本：他者に迷惑かけるな（殺すな）は無意味 

       －－－社会倫理・規範の存在も、道徳性（人間固有の能力）の欠如ーーー“人類史的危機”②

他者との交流不在→自己の喪失（不在）→身体感覚の希薄化→世界のリアリティ喪失 

  自己感覚と身体感覚の不可分性、身体力も対人交流の中で形成。 ex.カプセルの幼児 

★他者感覚・自己感覚・身体力“不在”は、人間存在の最小限要件の非存在 

→“人間そのもの”の危機＝人間の非人間化  機械的空間の中でバラバラに動くカラダと 

ジコ・・・・ 
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（２）疎外克服の主体的展望の崩壊 

    ①疎外状態の当たり前化 

疎外克服（＝抑圧・喪失の苦痛→人間性回復欲求）のシェーマ崩壊   cf．Feuerbach  

       テコは苦痛から不満へーーー人間らしい生活のイメージと体験的リアリテイがあってこそ。 

           疎外社会育ちは、それが当たり前？    マンションは“ふるさと” 

現状の暮らしへの若者の満足（20代70%、高校生93%）  図表○イ○ウ○エ 

cf．不満は上昇社会だからこそ（古市憲寿『絶望の国の幸福な若者たち』） 

 →→“孤人化”生活は、苦痛・不安があっても“あたりまえ”？    

    自らは主体的に高度消費社会転換・疎外克服に向かわない→→疎外の深刻化 

②“人間の危機”克服（のポイント）の回避 

“人間の危機”克服のポイントは共同性（人間間の交流）の形成 

 他者・自己のリアリテイ、身体力は、人間間の生身の交流の中でこそ形成。  Cf．Feuerbach 

肝心要の他者との交流・コミュニケーションが抑圧化・苦痛 

cf。“他者志向”（リースマン）も“まなざし地獄”（見田宗介）。“つながり”不可避

も“友だち地獄“ 

→→“孤人主義（一人がよい）”→→引きこもりへの潜在志向 

→→“人間の危機”の悪循環（デススパイラル） 

  （３）孤人化の世代的デススパイラル（孤人主義の拡大再生産過程） 

    “孤人（主義）化”の第一世代は、「サンマ世代」（1970代）→社会の中堅へ・子育て世代の中核 

      “孤人主義”で育った子は？？－－－人間基礎力なお一層脆弱化   cf．児童虐待問題 

 

  ★“人間の危機”のデススパイラルは、モデルとしての考察ーーー何が必要かの照射のために 

      前提：“みんなぼっち”（“孤人化”）の凝縮モデルの“引きこもり”が社会の主体なら 

    現実は“引きこもり”は圧倒的少数。だが、このまま深刻化すれば・・・フロム

の予言の教訓 

共同を求める大多数の若者に将来的可能性（ボランテイア志向） 

     cf．現代の若者（20代後半～）の幼少期80年代：田舎経験、親子キャンプ、親子劇場…なお盛ん 

      →幼少期に人間の基礎素質（他者感覚・自己感覚・身体力）が未形成なら？ 孤人化の若い親 

     

 

 

（四）“人間の危機”克服の戦略的方向と風土の意義 

１． 青少年の“人間の危機”克服の中心課題   

   門脇2010：イ）「多様な他者との交流」（ネットワークの形成） 

ロ）「地域社会を新しい親密圏」に（コミュニテイ形成） 

当面の対応・ケアの意義も、戦略的には、原理的困難 

イ） 人間関係忌避する者が「他者との交流」をどう望む？ 

             ロ）“孤人”志向の者が、コミュニテイの主体となる？ 

    →→“孤人”の内発的な「他者と交流」・コミュニテイへの主体的参加には媒介が必要 

        “孤人”の内発的欲求からスタート  転成的欲求、 cf．展転相成・転悪成善 
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２．“孤人（主義）化”を転換する風土的社会（〈農〉の暮らし）の意義  主体形成的意義Ⅱ 

（１）疎外・“孤人”ゆえの自然志向（内発的欲求） 自然体験ブーム、田舎・里山ブーム・・・図表○キ 

  （２）〈農〉の体験・・・・必然的に他者との交流・共同を誘発（〈農〉への欲求の転成的意義） 

                植物・生き物との関わりの中で他者との共同の充実感・“喜び” 

     →→〈農〉における共同の意義の〈わかりやすさ〉・リアリティ 

            身体ごとの関わり→他者のリアリティ、顔の見える他者関係、身体力のリアリティ、 

自己の活動と成果の実感（収穫の喜び等）→自己存在のリアリテイ 

    →→〈農〉から、実感できる他者との共同関係への意欲→→コミュニテイへの主体的関与 

        cf．都市部でのコミュニテイ形成のテコとしての自然保護（→サトヤマ）→風土再生 

 

３．〈農〉がもつ人間の基礎素質形成（回復）の原理的意義ーーー幼少期の〈農〉体験の意義 

  （１）生身での自然（生き物・土地）との関わり→身体力ーーー目的意識、共同の中でより強化 

  （２）自然の不思議・自立性・偶然性（不如意性）→探求心・想像力・創造力、熟慮、忍耐力 

〈農〉の〈待つ文化〉、自然のリズムと身体（生命）が共振する活動 

  （３）共同作業、協力の不可欠性→自他の個性と存在の不可避的承認 （共同性のセンス） 

                  言語能力・コミュニケーション力 

  （４）プロセスの〈不安〉と収穫の喜び→達成感（自己実現と自己確認）、感動のセンス 

  （５）土地・全体的自然への配慮、伝統・先達の不可欠性 

→自然との共生、人間共生、土地の歴史と文化伝統の不可欠性へのセンス、歴史的センス 

 ★〈農〉は、歴史的人間形成（→文化）における〈労働〉の意義のポイントを内包。 

  ★幼少期の〈農〉の体験：“系統発生を個体発生で繰り返す”意義 

ーーー幼少期の「基礎経験」の成人における意義：人間の基礎センス→複雑な関係で共同（孤人化回

避）の内的基盤 

★〈農〉の幼少期〈農〉体験が、一層〈農〉に関心・〈農〉への欲求： 

    農山村来訪経験者は80~90%が再訪志向、未経験者は60%以上は無関心（国交省2008）  図表○カ 

 

４．自然共生社会実現の戦略的ポイント 

疎外（→“人間の危機”）克服の社会戦略として風土再生・〈農〉の政策的位置づけの重要さ 

     －－－食糧、健康・安全・セーフティネット、環境・国土保全の視点からも。〈農〉の〈経済学的〉

再評価の意義 

  （１）風土（〈農〉が日常生活に組み込まれるライフスタイル）実現とその社会的条件の整備 

         棚田オーナー、半農半X、→“関東の山を都市民の里山化”構想？・・→人口の分散・地

方で暮らせる 

 （２）50年後を見据えて、児童の教育課程に〈農〉を組み込む風土教育カリキュラム 

    Cf。木更津社会館保育園の実践（斉藤道子『里山ッ子が行く』農文協、2009）年間60日 

（３）風土的地域社会・〈農〉を基礎とする新・福祉国家路線ーーー新自由主義路線への基本的対抗 
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「人間と環境・エネルギー～主体的にかかわることの意義～」 

 

東洋大学経済学部 小川芳樹 

 

1． 環境・エネルギーの伝統的な考え方と転換の必要性（スライド２） 

 戦後 65年を経過するが、戦後間もない時期からエネルギーは安定供給の確保、エネルギー供給安

全保障の担保を第一とする伝統的な考え方が構築され、それがこれまで堅持されてきた。石油業法、

電気事業法、ガス事業法などの制定によってエネルギー産業の特別扱いと保護が行われてきた。国策

としての原子力発電の導入推進もこの伝統的な考え方の中核をなす柱の１つである。 

 このエネルギーの伝統的な考え方は、1970年代の２回の石油危機の到来でさらに強化されたが、

1986年に原油価格が大暴落して 2000年まで 15年に及ぶエネルギー低価格時代が到来した結果、伝

統的な考え方を支える論理の基盤が弱まった。そのような状況の中で、1980年代末に地球環境問題

が台頭したので、温暖化問題への対応と従来の安定供給の確保を両輪として、伝統的な役割の低下を

補完し、既存のエネルギー政策・特別扱いを現在まで堅持したとみることができる。 

 しかしながら、2011年３月 11日の東日本大震災の勃発と福島原発事故の発生によって、環境・エ

ネルギー分野の伝統的な考え方は、今まさに大きな転換を迫られることになった。 

 

 

2． 新しいインフラ／スマート・コミュニティと人間の主体的関与（スライド３～５） 

 こうした考え方の大きな転換が迫られる中で、環境・エネルギー分野ではスマート・コミュニティ

と呼ばれる新しいインフラの開発と確立が大いに注目されている。ＩＴ技術を用いた双方向の情報の

やり取りと分散機能の活用によるエネルギーの効率的な需給調整をねらいとするものである（スライ

ド３）。 

 このインフラの基盤となるスマート・グリッドには、エネルギー供給事業者、新（創・蓄）エネル

ギー事業者、消費者の三主体が大きく関わるが、特に３番目の消費者にとってどういう意味を持つか

が重要である（スライド４）。エネルギーの変化は目に見えず実感できないことが、消費者が環境を

意識して対応を進めることの妨げとなっている。このためスマート・グリッドでもエネルギーの見え

る化が課題の１つとなっている（スライド５）。 

 しかしながら、エネルギーの見える化は、本当に環境意識の高揚につながるのであろうか。機器の

介在で情報取得は実現できるであろうが、取得できれば機器でその情報を処理し対応の判断を加える

ことができるので、人間が主体的に関与する機会はなく、最後の結果のみを知らされることにならな

いであろうか。環境の危機に、環境対策に人間は主体的にどう関与すればよいか、抜本的な問題が残

ることになる。 
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3． 一般の環境意識高揚（主体的関与）につながる最近の活動展開（スライド６～９） 

 必要な情報を機器が取得して自動的に分析し対応を処理してくれるのであれば、人間の利便性は高

まるであろうが、利便性の追求が主眼となっては人間の危機を招来する。環境意識の醸成に基づく人

間の主体的な関与が必要である（スライド６）。 

 2000年代に入って環境・エネルギー分野で問題に対応する活動展開の中に、環境意識の高揚につ

ながる動きが強まってきた。その動きの１つは、グリーン電力の取引で取得した環境価値の多様な活

用である（スライド７）。グリーン電力の環境価値を入手した様々な需要家による個性的なアピール

によって地球環境保全の重要性を広く一般が認識できたといえる。グリーン電力取引の仲介業者も多

様な活動を展開している。 

 もう１つは、国内クレジット制度（国内版ＣＤＭ）の仕組みとプロジェクト実施である。京都メカ

ニズムのＣＤＭを国内の省エネルギー・プロジェクトや再生可能エネルギー導入プロジェクトなどに

応用したものである（スライド８）。京都メカニズムの海外対策に比べれば、国内対策はコスト高で

あるので、容易には拡大しないと予想されたが、2008年から現在までに 1,000件を超えるプロジェ

クトが多様な方法論を用いて全国津々浦々から提案された（スライド９）。共同実施者も実に多彩で

ある。多種多彩なプロジェクトの実現はそれだけ広い関心を呼びアピールできる。 

 その他に、ＮＰＯなども関与して市民風車や市民太陽光発電などのプロジェクトも多数実施されて

おり、個々の地域の特性を生かした草の根プロジェクトも拡大している（スライド６）。上述のよう

な活動展開は、政府の強制策に比べれば量的拡大は小さいが、一般の環境意識を増幅する。このよう

な 2000年代の環境意識高揚の動きをさらに強める工夫が重要である。 

 

 

4． 環境の危機・人間の危機へ環境・エネルギーの発想転換の好機（スライド 10～11） 

 政府は、ＲＰＳ法の導入から買取制度へ移行して環境に優しい再生可能エネルギーの導入拡大を強

制力で実現しようとしているが、環境問題の啓蒙力は必ずしも強くはない。関係する多様なプレーヤ

ーのパワー結集が重要で、人間が主体的に関与し環境意識を高揚させながら、特にエネルギー需要家

を巻き込んだ息の長い連携活動を展開できることが環境の機器・人間の危機の克服に大きな鍵を握る

（スライド 10）。 

 福島原発事故の発生は、これまでの環境・エネルギー分野の伝統的な考え方に対して、抜本的な発

想の転換を迫っている。エネルギーの安定供給重視とその役割を補完する環境という立場から環境危

機へ真に立ち向かう姿勢が強く求められる。利便性を追求する機器任せでなく、国任せのサイレン

ト・マジョリティでなく、消費者の主体的な関与を通じて環境意識を醸成し、環境の危機・人間の危

機へチャレンジしていくことが必要である（スライド 11）。 
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いのちと自然の尊さについて考える
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セミナー 

いのちと自然の尊さについて考える 

日時：2014年 3月 16日（土）14:00～ 

会場：東洋大学白山キャンパス 6号館 6317教室 

【主催】東洋大学「エコ・フィロソフィ」学際研究イニシアティブ

（TIEPh） 

【共催】茨城大学地球変動適応科学研究機関（ICAS） 

[プログラム] 

基調講演 

吉田敦彦（大阪府立大学人間社会学部教授）「サスティナビリティと 

いのちの教育―ホリステッィク教育の観点から―」 

研究報告 

岡野守也（サングラハ教育・心理研究所主幹）「いのちはなぜ尊いのか 

―つながり、階層、バランスという視点から考える」 

ティム・マクリーン（シープラスエフ研究所代表取締役）「心と自然の 

つながりを回復する」 

中川光弘（茨城大学農学部教授）「食と健康といのち」 

竹村牧男（東洋大学学長・文学部教授）「仏教といのち」 

ディスカッション 

ゲストコメンテーター：上柿崇英（大阪府立大学人間社会学部准教授） 

ジェフリー・クラーク（本郷高校講師） 
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サステイナビリティといのちの教育 
―ホリスティック教育の観点から― 

                           

吉田 敦彦（大阪府立大学） 
  

 

持続可能な開発は、たしかに自然環境に関する科学、経済や政策決定の問題を含むが、それは

先ずもって文化の問題でもある。･･････ 

この教育のヴィジョンは、持続可能な未来に向けて必要な認識や技能を育てるとともに、価値

観や態度や暮らし方に必要な変化を生み出すための、ホリスティックで総合的なアプローチを

強調する。  

――松浦晃一郎（ユネスコ第八代事務局長）、二〇〇二年ヨハネスブルク・サミット講演よ

り。（UNESCO 2004, Educating For A Sustainable Future, p28-29） 

 

はじめに 

○ ホリスティック教育／いのちのつながりを求めて 

○ 喜びはいじめを超える／ホリスティックとアドラーの合流 

 

一、「サステイナビリティの教育」と「教育のサステイナビリティ」 

 教育という営みは、後続世代の幸福への先行世代のレスポンスを真正面から課題とする、それ自体

がサステイナブルな人間活動である。教育は、サステイナビリティの手段として語られがちであるが、

その目的として理解される必要がある。本稿では、学びと教育の現実から出発して、ＥＳＤをホリス

ティックに捉え直す理解モデルを提案する。 

 

生態系の病と教育の病の同根 

一九九一年に「生態系の病と教育の病、両者の病の根は同じところにある」という印象的なフレー

ズではじまる「ホリスティック教育ヴィジョン宣言」が北米で出された1。ブラジル・リオの国連地球

サミット（一九九二年）へ向けてエコロジーへの関心が高まるなか、環境問題を解決するための教育

の重要性が認識されはじめた頃である。この宣言では、その重要性を認めつつも、既存の教育システ

ムが抱えている問題を根本的に問い直すことなく環境教育が進められても、本質的な解決にならない

ことをいち早く訴えている。そして、「ホリスティック教育」という、当時はまだ耳慣れない新たな

アプローチを提唱した。十年後、ヨハネスブルグの「持続可能な開発」サミットで、ＥＳＤ（サステ

1 日本ホリスティック教育協会編『ホリスティック教育入門（復刻増補版）』せせらぎ出版（2004 年）。宣言は

第六章に所収、第７章は筆者による宣言の解読。 
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イナブルな開発のための教育）に向けての取り組みを提案したユネスコの事務局長が、冒頭のリード

のように、ホリスティック・アプローチを強調するに至った。そしてＥＳＤ10 年がはじまり、日本で

も環境教育の展開としてだけでなく、ホリスティックな観点からＥＳＤが捉えられるようになってき

た。二〇〇九年、ドイツのボンで開催されたＥＳＤ10 年の中間総括をする世界大会の開催にあたっ

ても「ホリスティックな理解の広がり」が成果として特筆されていた2。 

 

近代的パラダイムそのものの転換 

では、先にみた「生態系と教育の病」に共通する根源はどこにあるのか。現在の大人世代が「開発

（発展・発達 Development）」の目標を定め、それを実現するための手段として対象に関わる――〔生

態系〕人間が、自然を対象として、開発のための手段・素材として関わる／〔教育〕次世代の子ども

を対象として、発展のための手段・人材として関わる――そのような関わり方（ものの見方・考え方

の枠組み＝パラダイム）そのものに問題の根をみることができる。自然やいのちを、感謝や畏敬をもっ

て接する「何か大いなるもの」としてではなく、自分の利害に基づいて操作しコントロールする対象

物、目的のために利用する手段としてみる見方。子どもや次世代を、その健やかで幸せな成長そのも

のを願う目的としてみるのでなく、先行世代の大人がつくる社会の発展ための手段、教育の対象（人

材）としてみる見方。このような一面的な見方――「近代文明」に支配的（ドミナント）になった主体

―客体（目的―手段）関係に基づくパラダイム――の陥穽に気づくことが、まず肝要なのである。主客

の不二一如、万物同根一体の全連関的・包括的なホリスティック・パラダイムは、それへの代案（オ

ルタナティブ）として提案されたものである（表１参照）3 

 

「サステイナビリティの教育」と「教育のサステイナビリティ」 

このような観点からみれば、ＥＳＤが E. for S.D.（Education for Sustainable Development）で

あるかぎり、そこで教育（E.）が、開発・発展（D.）のための手段として捉えられていることに気づ

く。その開発が、たとえ「持続可能な開発（S.D.）」――周知のように世代間公正を考慮に入れた優れ

た定義、「将来世代のニーズを充たしつつ、現在の世代のニーズをも満足させるような開発」（環境と

開発に関する世界委員会、一九八七年）であるとしても、そのような開発が先行する目的としてあっ

て、そのためのプロジェクトとして教育活動を捉える点では、変わらない。それに対して、発想を逆

転させて、将来世代（子どもたち）が途切れることなく学び成長するニーズを先行させ、それを充た

す活動＝教育活動のためにどのような開発が望ましく、また望ましくないかを考えていくパースペク 

ティブがありえる。いわば S.D. for E.  (Sustainable Development for Education）である。「サステ 

2 吉田敦彦著『世界のホリスティック教育／もうひとつの持続可能な未来へ』日本評論社（2009 年）。第Ⅱ部第

５章でユネスコＥＳＤにおけるホリスティック概念を検証した。 
3 ホリスティック・パラダイムについては、吉田敦彦著『ホリスティック教育論／日本の動向と思想の地平』日

本評論社（1999年）第Ⅱ部に詳しい。 
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表１ パラダイム対照表 
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イナビリティの（ための）教育」に対する「教育の（ための）サステイナビリティ」という視角であ

る。 

 

二、三つ巴のＥＳＤ理解――サステイナビリティ学の観点から 

さらに、リンカーン大統領のゲチスバーク演説の修辞法（government of the people, by the people, 

for the people）を借りよう。ESD が「教育による持続可能な開発 Sustainable Development by 

Education」であり、それに対する SDE は、「教育のための持続可能な開発 Sustainable Development 

for Education」だと言える。加えて、「教育の持続可能な開発 Sustainable Development of Education」

という視角が、重要である。あまり語られないのであるが、この観点では、教育という営みそのもの

と、持続可能な人間の開発（発達成長）とを同格においてみている。同格の of であり、「教育として

の持続可能な開発／持続可能な開発としての教育」。ここで教育は、持続可能な開発の手段でも目的

でもなく、世代間の人間形成としての教育、すなわち先行世代が後続世代の人間を次々と途切れるこ

となく形成していくプロセスが、そのものとして即ち、サステイナブルな人間活動の根幹を成してい

る。「サステイナブルな人間開発として教育」E. as S.D. (Education as Sustainable Development)と

いう視角である。 

こうして、「三つ巴のＥＳＤ理解」を取り出してくることができた。 

Ａ「持続可能な開発のための教育」という視角だけでなく、 

Ｂ「教育のための持続可能な開発」、 

Ｃ「持続可能な人間開発としての教育」の三つである。このような多角的な視点を相互連関的に捉

える包括的・俯瞰的なアプローチが、ホリスティックなアプローチに他ならない。 

 

サステイナビリティ学の「地球／社会／人間システム」の観点から 

この三つ巴のＥＳＤ理解は、この数年に提唱された「サステイナビリティ学」の定義4――すなわち、

「地球システム」、「社会システム」、「人間システム」と、その相互関係に破綻をきたしつつ状況を解

決するために、俯瞰的・統合的アプローチで取り組み、持続可能社会の実現を目指すための新しい学

術体系――と関連づけて理解することもできる。Ａ「持続可能な開発のための教育」では、地球シス

テムが破綻をきたしつつある環境問題や、その背景にある構造的な社会システムの持続不可能性を解

決するために、その問題を科学的に認識しその解決に向けて取り組む力をもった次の世代の人間を育

成する。目的は持続不可能な環境問題・社会問題の解決。手段は次世代の人間育成＝教育。Ｂ「教育

のための持続可能な開発」は、次世代の人間の健全な育成が困難になっているという問題（人間シス

テムの持続不可能性）を解決するために、子どもたちの健やかな成長を支える（阻害しない）社会シ 

4 小宮山宏編『サステイナビリティ学への挑戦』岩波書店（2007 年）を参照。 
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ステムや地球環境を開発する。目的は次世代の人間育成（教育）、手段は社会・環境の改善。Ｃ「持続

可能な人間開発としての教育」は、次世代の人間育成が困難になっている世代連鎖の持続不可能性を、

教育システムが内在的に抱えている問題として捉えて、それを解決できる人間教育のあり方を転換し

地球システム 

社会システム 

【持続不可能な環境社会】 

【持続不可能な次世代形成】 

（問題解決） 

（問題解決） 

地球システム 

社会システム 

（問題解決） 

（問題解決） 

人間システム 

次世代の人間育成 

人間システム 

【持続不可能な教育システム】 

人間システム 

次世代の人間育成 

人間システム 

次世代の人間育成 

Ａ「持続可能な開発のための教育」 

Ｃ「持続可能な人間開発としての教育」 

図１ ＥＳＤの三つ巴モデル：サステイナビリティ学の観点より 

Ｂ「教育のための持続可能な開発」 

E. for S.D. 

E. as S.D. 

S.D. for E. 
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ていく。このように整理して図示してみると（図１）、ＡとＢとＣそれぞれの観点がもつ限定された

意義と、その相互関係に総合的にアプローチしていくという課題を俯瞰することができる。これを、

サステイナビリティ学の観点からみた「ホリスティックなＥＳＤの三つ巴理解モデル」として、ここ

で提案しておこう5。 

 

三、いのちを表現する様式としての「文化」の次元 

このようにサステイナビリティ学の観点からみたホリスティックなＥＳＤの課題を探求する際、

「人間システム」における「文化」の次元を強調しておく必要がある。それは、国連・ユネスコでこ

の十年の間にホリスティックなＥＳＤへの理解が熟成してきた成果である。 

冒頭のリードでユネスコ松浦事務局長が「文化」の問題を強調していたように、『ＥＳＤ10 年国際

実施計画のための枠組み』（UNESCO 2006, Framework for the UN DESD International 

Implementation Scheme）には、「この計画では、持続可能な開発の鍵となる社会、環境、経済とい

う三つ領域を、その基底となる次元としての文化 culture as an underlying dimension とともに、提

示する」と記されている。それを「図２ ＥＳＤ

の三本柱とそれを支える文化」で図示しておく。 

 

ユネスコ・アジア文化センター（ＡＣＣＵ）は、

長年にわたってアジア・太平洋地域の文化協力・

教育協力事業に取り組み、近年はＥＳＤを推進し

ているが、そのＨＰには次のように「文化」の次

元に注目しつつ「ＥＳＤのホリスティックな課

題」を明記している。 

 

「ＥＳＤは、環境、社会、経済という三つの領域と、これらの領域は、相互に複雑に関連している

ことに注目しつつ、進める必要があることから、きわめてホーリスティック（全体論的）な課題です。

さらに、文化とこれら三つの領域との関連をどう考えるのか、また、精神・こころという人間の内面

的な側面はどのように位置づけられるのか、これらは、ＥＳＤ関連の国際会議などで、しばしば指摘

される課題です」。 

 

さらに、このようなホリスティックな観点を取り入れて、ＡＣＣＵはＥＳＤの 1
0年の前半にＨＯＰ

Ｅ（HOPE: Holistic, Ownership-based, Participatory, Empowering）評価法を開発し、すぐれた成

5 サステイナビリティ学からホリスティックな哲学に着目した論考として、竹村牧男・中川光弘編『サステイナ

ビリティとエコ・フィロソフィ』ノンブル社（2010年）がある。 
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果をあげている6。 

では、なぜ「人間システム」における次世代育成をサステイナブルなものとするために、「文化」の

次元が重要なのであろうか。ここで「文化」は、経済システムや政治システムなどの「社会システム」

の次元から区別されて、人間のこころや精神に関わる次元で理解されている。この点については、Ａ

ＣＣＵと日本ホリスティック教育協会が二〇〇七年夏に共催した国際シンポジウムにおいて主題的

に探求された。最後に、その国際会議で発表された「ホリスティックＥＳＤ宣言」を紹介する（詳し

くは同会議の記録『持続可能な教育と文化』7所収の拙論を参照）。つまりは、いのちを表現する様式

としての文化が、人間存在の意味や価値(アイデンティティ)、そして大いなる生命との根源的な絆（ス

ピリチュアリティ）を支える叡智を含んでいること、その文化のエッセンスを見極めて過去から未来

へと、世代から世代へと創造的に継承していく営みが、まさにサステイナブルな教育の営みに他なら

ないのである。 

 

「ホリスティック ESD宣言」解読――いのちの教育のために 

１．現代社会へ単に適応させるために教育するのではなく、何が子どもの全人的な発達のために適し

ているかを注意深く考えて、学びの環境をデザインしていくこと。そのこと自体が、ESD の目的を

実現することにつながる。 

 

この第１項は、「持続可能な開発のための教育（ESD）」には、「持続可能な教育のための開発（DSE）」

という観点も重要であることを強調している。私たちは、社会を開発・発展させようとするとき、子

どもたちの健やかな成長にとって、それがどのような影響を及ぼすか、どれほど考慮に入れてきただ

ろう。開発が、自然環境に及ぼす影響に配慮すべきであるのと同じように、開発が未来を担う子ども

たちに及ぼす影響を考慮すべきである。日々、子どもを目の前にして、心身ともに健やかな全人的な

成長（healthy, whole > holistic な成長）を願っている教育者として、「社会の開発に適した子ども（人

材）の育成」ではなく、先ずもって、「子どもの成長に適した社会の開発」を求めるものである。 

 子どもは、持続可能な開発にとって、いわば「坑道のカナリア」である。いま子どもたちは、生き

た自然とのかかわり、いのちのつながりから切り離されて、また、生きる意味や価値、アイデンティ

ティを感受する文化の土壌から根扱ぎにされて、生の実感が希薄になって浮遊している。国際市場競

争に勝ち残るための知識学力だけが重視され、学べば学ぶほど心と身体と頭がバラバラになり、さま

ざまな歪みのなかで悲鳴をあげている。このような息も絶え絶えの子どもたち、坑道のカナリアたち

の声に耳を傾け、少しでも早く私たちの社会と環境の方向を据えなおさなければ、この社会全体の未

6 とくに永田佳之の監修によるAsia/Pacifi c Cultural Centre for UNESCO (ACCU), Tales of HOPE II, 2009.を参照。 

7 永田佳之・吉田敦彦編『持続可能な教育と文化／深化する環太平洋のＥＳＤ』せせらぎ出版（二〇〇八年）。 
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来は危うい。大人よりも鋭敏な子どもたちの、持続不可能な社会への警鐘を受けとめ、子どもに優し

い社会をつくることが、ひいては大人にも、すべての人に優しい、持続可能な社会をつくっていくこ

とになる。 

 

2. マイノリティの文化やローカルな地域文化を保持し、文化的多様性を維持することが、ESD にとっ

て力強い基盤となること。これは必ずしも、国民的なアイデンティティの土台を掘り崩すことにはな

らない。 

 

 輸出用の単一商品作物のプランテーション農業＝モノカルチャーが、土地に根ざした多品種の有機

的な農業に比べて、気候などの環境変動に対して、また通貨危機などの経済変動に対して、いかに脆

く持続不可能であるか、そして、そのグローバル経済に呑み込まれたモノカルチャー経済が、いかに

文化をも破壊して「精神のモノカルチャー」を生み出すか、つとに指摘されているところである。こ

の第２項では、それぞれの地域風土に根ざした文化・経済活動を尊重すること、つまりマルチカルチュ

ラルな多様性を保持することの持続可能な社会にとってもつ意義を、あらためて強調している。 

 地域に根ざした文化が、自然環境と社会や経済とのかかわりを媒介しつつ支えていること、しかも

それが、人間の心身ともに健やかな成長にとって重要であること。とりわけ、植民地化やグローバル

化のなかで軽視・抑圧されてきたマイノリティやローカルな文化に焦点を当てるとき、鮮明にその意

義をとらえることができる。しかし、事柄はそう単純ではない。伝統回帰を志向する原理主義的傾向

と、欧米的価値を受け入れてグローバル市場経済に参画することで生き延びる道との間には、現代世

界に共通した対立・葛藤がある。それは、普遍化する近代と地域に特殊な伝統との間の、グローバリ

ズムとナショナリズムの間のディレンマに通じている。次の第３項は、この問題に言及している。 

 

3.伝承文化を、現代のグローバルな社会の現実を踏まえて創造的（交響的）に継承していくこと。そ

のためには、その文化の最善のものと克服すべきものを見極めていく眼を持つことが大切である。 

 

ESD における文化伝承の課題を捉えるうえで、現代世界が直面している背反する（ようにみえる）

二つのベクトル、つまり近代と伝統、普遍性と特殊性、グローバリズムとナショナリズムという二つ

のベクトルの交錯と接合という問題が重要である。これは人類がまだ解決を見出していない難題であ

る。 

大切なのは、「伝承文化」というときに、1）それを実体的固定的に捉えるのではなく、歴史的に可

変な、創造のプロセスにおいて捉えること、2）その「文化の単位」を、より大きな方向にも、より小

さな方向にも、実際には様々な線引きを許容するものとして、また、多かれ少なかれ他文化を受容し

た重層的あるいは混交的（ハイブリッド）なものとして捉えること、さらに、3）二つのサイドの立
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ち位置によって、つまり自文化を他に強要し同化する支配的な力をもつ側か、それに対抗して自文化

を防衛する側かによって、それは異なる現実的意味をもつことを認識しておくことだろう。ある民族

に一対一対応するような実体的な文化、「純粋な」文化、本質的・不変的な文化はない。自らの文化を

その根っこ（ルーツ）に向けて深く探求すれば、必ずしも狭い自文化の特殊性に閉じられることなく、

その徹底において、他の文化にも通じる普遍性にふれることができる。あるいは、それぞれの深部の

記憶を掘り起こし（痛切な記憶も含めて）、それを共に聞きあい語りなおして、共通の物語をつくり

あげていく、そのような道もありえるだろう（吉田 2007）。また、文化を両義的なものと捉え、批判

的に吟味する視点も重要だ。 

未来へ向けて、文化の何を受容し何に対抗するか、それを見極める眼力が問われている。 

 

4. 子どもたちに伝える前に、大人たちは、そのような ESD 文化を、自ら体現して生きなくてはなら

ない。そのような大人の存在の仕方そのものが、子どもの存在を育てる。 

 

ESD は、子どもへのフォーマル教育（いわゆる学校教育）だけでなく、インフォーマル・ノンフォー

マルな成人教育、大人の自己教育の課題でもある。子どもに何をどう教えるか、と発想する以前に、

大人自身の、ESD 的認識のみならず、ESD 的な生き方・暮らし方を自らに問うべきだ。容易でなく

とも、もし大人自身から変わっていくことがなければ、ESD の実践が子どもたちに受け入れられて

いくことは、ますます至難だ。というのも、持続可能な未来をつくるという ESD の実践が、現在世

代と将来世代の間の不公正という世代間の溝を埋めていくという課題に関わるからである。持続不可

能な環境と社会を、自世代の利益を追求してつくってきたのは、まぎれもなく子ども世代でなく大人

世代。環境問題を学び、貧困問題を学び、紛争・戦争を学べば学ぶほど、自分たちの未来への閉塞感

を強め、大人世代への不信感を募らせる子どもたちがいる。 

そうであるので、他の教育に比してとりわけ ESD は、大人自身が変わることから出発すべき特別な

意味をもった教育だ。大人が日々、何を大切にし、何をあきらめながら生きているか、その暮らし方、

生き方が、子どもに伝わっていく。ESD とは、このようにすぐれて大人の生き方の変容が問われて

いる教育課題である 

では、そのように大人が、圧倒的な文明の大きな潮流に抗して、信念をもって自らの生き方を変え、

もう一つのライフスタイルを選び取っていけるのは、何に支えられて可能なのか。簡単に「心の持ち

方」を変えることができるとは思えない。そこには、「心」というよりも、もっと深いところ、ある意

味では存在そのものがそこに根ざしているような何か、社会や経済のシステムの次元よりも深部にあ

る、人間の生き方をその根っこにおいて支え方向づけている何かであるように思える。それは、「精

神的なもの(スピリチュアリティ／いのち)」とも呼ばれようが、この宣言では「文化」をその最も深

い意味において、その目に見えない何かを暮らしのなかで表現する形や様式を与えるものとして理解
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した。深く根ざすことのできるルーツなくして、この文明の大波に洗い流されずに、自らの生きるべ

き方向を保つことは難しい。持続可能な未来へ向けて、私たちの足元の大地（文化）の土壌を耕しな

おし、深く根ざしなおさなければならない所以である。 

 

1302



いのちはなぜ尊いのか 
――つながり、階層、バランスという視点から考える―― 

                           

岡野 守也（サングラハ教育・心理研究所主幹） 
  

 

すべてのいのちは尊いか？ 

かつて少年による殺人事件にかかわって、思想やジャーナリズムの世界で「なぜ殺してはいけない

のか？」というテーマが話題になったことがある。これは、言い方を変えれば「なぜいのちは尊いの

か？」ということでもある。かつて伝統的・宗教的価値観が社会全体に共有されていた頃には、そも

そも問題にもならなかったことで、子供がそんな質問をすると、親や教師から「そんなことは決まっ

ているだろう！」と一喝されておしまいになることだった。しかし、伝統的価値観が非常に薄れつつ

あり、価値観が多様になった今、この問いに説得力ある答えを示しうるかどうかが、社会の倫理的規

範ひいては秩序を保つことができるかどうかの根本的条件になっているのではないかと考えられる。 

 そこで、「いのち」ということ、「尊い」ということについて、どういう視点からすれば、多くの

人が共有できる考え方を確立できるか、短い時間ではあるが、考察してみたい。 

しばしば「すべてのいのちは尊い」という言い方がなされるが、その場合の「いのち」には例えば

バクテリア・細菌は含まれるのだろうか。あるいは「いのち」であるのか「もの」であるのかきわめ

てあいまいだとされる単純なウィルスはどうなのだろうか。 

もし、「すべてのいのちは尊い」という命題にバクテリアやウィルスまで含まれるとすれば、私た

ち人間が例えば抗生物質を使ってバクテリアやウィルスを殺すことは許されるのだろうか。 

 それと関連して、しばしば話題・問題にされながらしっかりした答えが出され共有されていない

「人間は他のいのちを奪って食べている。これは罪深いことなのではないか？」という問いがある。

典型的には宮沢賢治が童話『よだかの星』で問うた問いである。そこでは、よだかが虫を食べるのを

やめて死んで天に昇って星になるという結末が示されている。これは一見非常に深くて純粋でありな

がら死以外には答えのない問いのように見えるが、はたしてそうなのだろうか。 

 現代の生物学とりわけエコロジーの成果とケン・ウィルバーが『進化の構造』で提示した視点が、

そうした問いへの答えのヒントになるのではないか、と私は考えている。 

 

食物連鎖 

生物の世界の中で他の生命を食べることなしに生きることのできるのは、光合成によって太陽エネ

ルギーをいわば食べることのできる光合成微生物や植物である。その他の動物は植物や植物を食べて

生きている他の動物を食べることによってしか生きることができない。こうした生命界の姿を生物学

では「食物連鎖」と呼んでいる。そして、食物連鎖は生命の歴史４０億年の流れの中で比較的早い時
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期から生命界、自然界そのものが生み出した自然なシステムなのである。食物連鎖という自然のシス

テムを否定することは、４０億年にわたる地球の自然の営みを否定することにはならないだろうか。 

例えば、かつてロッキー山麓であった有名なエピソードに、クロオジカを保護するつもりで、コヨー

テやピューマ、オオカミを撃って激減、全滅させたところクロオジカは繁殖しすぎ、その地域の食物

を食い尽して結局全滅の危機に瀕した、というものがある（日高敏隆『動物にとって社会とは何か』

講談社学術文庫、八八頁）。つまり、食物として必要な限度内、すなわちバランスをくずさない範囲

でなら、食べたり＝殺したり食べられたり＝殺されたりすることは、自然であって悪とは言えないの

ではないだろうか。 

さらによく観察すると、例えばよだかはただ虫を食べ殺すだけでなく、やがては必ず自分も死に、

死んだらその死体はバクテリアに分解されていわば食べられ、さらに有機物にまで分解された物質は

植物に吸収され＝食べられ、さらにその植物は昆虫や鳥や他の動物に食べられるのであって、そこに

は食べる－食べられるというつながりがあるのである。 

 

エコ・システムと自然界の階層構造 

 エルンスト・ヘッケル以来の生物学とりわけエコロジーは、地球上の生命の種同士および環境すな

わち非生命がつながっていて一つのエコ・システムをなしていることを明らかにしている。 

 生命はバクテリアから人間まで単純なものから複雑なものへと進化してきている。しかし、今知ら

れているもっとも複雑な生命である人間ももっとも単純な生命（代表的には光合成微生物）とのつな

がりなしには存在しえないし、もっとも単純な生命もより環境に存在するより単純な物質なしには存

在しえない。生命は、非生命とも他の生命とも階層をなしてつながり合いながら存在している、と考

えられる。 

 だとしたら、自然界における尊さすなわち価値は、相対的には複雑さの階層のどのあたりにいるか

ということで計られうるし、絶対的には不可欠性ということから示されるのではないだろうか。複雑

さの程度というものさしで見ると、価値には階層性・上下があり、不可欠性というものさしで見ると、

すべての存在は平等である、と言えるのではないだろうか。 

 そうした視点からすると、生命と非生命、生命同士の階層構造をなしてつながっているシステム全

体のバランスの持続こそが、尊ばれ保たれるべきものなのである。 

さらにそこから、いのちは自然の階層構造の不可欠な一部であり、かつかなり複雑度の高い存在であ

るから、尊重されるべきであり、かついのちも複雑度によって尊さの違いがある、と言っていいので

はないだろうか。また、そう考えることで、例えばバクテリアと人間を横並び平等主義的に「同じい

のちだから、同じように尊い」と考えることによる倫理的・思想的なディレンマを克服することがで

きるのではないだろうか。 
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心と自然のつながりを回復する 
                           

ティム・マクリーン（シープラスエフ研究所） 
  

 

 「いのち」を概念としてではなく、実際に体験するのは、「今、ここ」（プレゼンス）においてです。

それでは、「今、ここ」のいのちの感覚を阻害するものは何なのでしょうか？また、私たちはどのよ

うにしたら、実際に、具体的に「いのちを生きる、あるいは生かされているいのちを感じる」ことが

できるのでしょうか？ 

 この発表では、世界的に高い評価を得ているエニアグラムとバイロン・ケイティ・ワークという、

トランスパーソナル（自我を超える）な志向性をもつ考え方や実践方法、さらに自然とのつながりに

ついてもお話します。 

 私は、禅やトランスパーソナル心理学、ネイティヴ・アメリカンの伝統などを学んだ背景をもって

います。トランスパーソナル心理学は、自我を追求していくことがもたらす個人や社会の危機的な状

況に対する認識を踏まえ、従来の心理学の成果や東洋思想なども含めつつ、自我の境界を超えた領域

を扱うことのできる実践的な心理学です。 

 この社会で適応し、生存していく上で、自我による自己防衛のメカニズムは避けられないこととは

いえ、心の余裕を失い、防衛を強めていくと、自分を守るために「他」は敵とならざるを得ません。

「自己」を身体内の存在と限定するならば、自分にとって異質や不快と感じる「外」の要素や、自分

の価値観や自己認識に挑んでくる相手というものは、「自己」にとっての敵となるのです。 

 エニアグラムは、9つの性格タイプのシステムですが、それはたんに 9つの気質を核とする性格分

類ということではなく、「今、ここ」（プレゼンス）から外れてしまう、9つの恐れと欲求のメカニズ

ムについて詳細に説明したものです。また、プレゼンスを感じるための瞑想の実践も伴います。こう

した具体的で明確な自己観察および瞑想の方法をもつことがきわめて重要であると考えます。 

 また、バイロン・ケイティ・ワークは、ストレスや苦しみを生む「ビリーフ」（自分が信じている考

え）に取り組むためのシンプルかつ大変効果的な方法です。まず、自分にストレスや苦しみをもたら

す考えを選び、それに対して、4つの質問を問いかけ、「置き換え」を行ないます。    

 このワークの基本的手順は、次のようになります。 

  1.自分にストレスや苦しみを生み出す考えを特定する。 

 例：「彼は私のことを大切にしていない。」 

   2.4つの質問を問いかける。 

   ①それは本当でしょうか？ 

   ②その考えが本当であると、絶対言い切れますか？ 

   ③そう考えるとき、あなたはどのように反応しますか？ 
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   ④その考えがなければ、あなたはどうなりますか？ 

  3.元の文章を下記のように「置き換え」、それぞれの文章に対し、真実味のある具体例を 

    3つ挙げる。 

    ＜内容を反対にする＞ 「彼は私のことを大切にしている」   ⇒具体例 

    ＜主語を入れ替える＞ 「私は彼のことを大切にしていない」  ⇒具体例 

    ＜自分に置き換える＞ 「私は私のことを大切にしていない」 ⇒具体例 

 

 私たちは特定の考えを信じることにより、さまざまな感情的・身体的反応を引き起こします。 

ビリーフをオープンマインドで探求することで、考えやストーリーから解放され、「今、ここ」の瞬

間瞬間の豊かさを生きることができます。バイロン・ケイティ・ワークは、自我（思考、感情、身体）

との同一化、そして被害者/加害者といった二元論から私たちを解放します。 

 たとえば、いのちを大切にする考えすら、攻撃的反応を生み出す可能性があります。たとえば、何

かについて、「いのちを殺す」存在---原発、殺人者、何であれ---と信じ、怒りでいっぱいになる時、

私たち自身がその瞬間の「いのち」を殺していないでしょうか？考えを信じることからくる自動的反

応から行動化するのではなく、自分自身の考えに取り組むことにより、心が落ち着き、クリアで明確

になり、そこから効果的な行動を起こすことができます。本当の意味で、いのちを生かす行動となり

ます。 

 自然の摂理は、「あるがまま」であり、「あらゆるものがつながっている」ということです。恐れや

欲求は、自分も自然の一部であるというつながりや生かされている感覚を失わせます。具体的な自分

への取り組みや「自然から学ぶ」体験を通じて、生も死も含めた自然とのつながりを回復し、いのち

を輝かせることができるでしょう。 

 

 参考文献： 

《エニアグラム》 

「エニアグラム 自分のことが分かる本」マガジンハウス ティム・マクリーン、高岡よし子著 

「エニアグラム あなたを知る 9つのタイプ」角川書店 リソ、ハドソン著 

《バイロン・ケイティ・ワーク》 

「ザ・ワーク」ダイヤモンド社 バイロン・ケイティ著 

                 

                シープラスエフ研究所 http://www.transpersonal.co.jp 
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食と健康といのち 
                           

中川 光弘（茨城大学） 
  

 

昨年度の国民医療費は 38 兆円と推計されているが、高齢化社会の進展もあって、右肩上りの増加

が続いており、財政負担の１つの主因となっている。70歳未満の 1人当たり平均医療費が 18万円で

あったのに対して、75歳以上の平均医療費は 92万円かかっており、この背景には寝たきりの高齢者

が増えていることがある。国民医療費を削減するためには、健康長寿化の実現が重要である。また日

本人の死因内訳を見ると、癌、心疾患、脳疾患など生活習慣病が 6割近くを占めている。国民の健康

増進のためには、生活習慣病を予防することが重要である。 

最近の疫学研究の成果によると、生活習慣病は禁煙、禁酒、食生活改善、適度な運動、十分な睡眠

などの生活習慣改善によってかなり発症が抑えられることが明らかになってきた。1980 年代からは

生活習慣病の発症を抑制する機能性食品因子群の解明が進み、特保食品も開発されてきた。他方、東

洋医学には昔から「医食同源」や「身土不二」の健康観があり、鍼灸整体と並んで食養生が重視され

てきた。栄養バランスの改善、カロリーコントロール、機能性食品の摂取、薬膳療法、薬草療法など

を組み合わせた食養生の実践は、生活習慣病予防に有効であることが確認されている。 

この様な食と健康の考察は、我々のいのちがすべてのものとつながったホリスティック（全連関的）

なものであることに気付かせる。また西洋医学や中医学、アユルベーダ医学の臨床経験は、我々のい

のちが多次元的なものであることを教えている。 

ホリスティックで多次元的な我々のいのちを癒す療法として、①食養生、②ボディワーク、③心理

療法、④自然との身体的交流、農的体験、⑤信頼関係を基盤とした集団の中での社交体験、を組み合

わせたホリスティック・セラピーが有効ではないかと考えている。 
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仏教といのち 
                           

竹村 牧男（東洋大学） 
  

 

今年に入って、大阪市立桜宮高校バスケット部の体罰問題が報道されたあと、女子柔道日本代表に

おける体罰問題が世間に訴えられ、さらに全国のさまざまな体罰問題が明るみに出てきています。お

そらく日本においては古来、体罰が当然のようになされてきていて、しかもあらゆる集団に浸透して

いて、払拭することは非常にむずかしいことと思われます。それだけに、この問題には社会全体が真

剣に向き合い、取り組むべきだと思います。 

体罰が問題になってから、新聞等では識者らによって、身体に関わる暴力は絶対いけないことであ

る、という意見がさかんに表明されています。確かにこのことに間違いはありません。ただしこの問

題の本質は、身体に関わるからではなく、それがまさに暴力であり、いわゆるハラスメントであるか

ら、というところにあるのではないでしょうか。 

暴力は、けっして身体上においてのみ行われるわけではありません。仏教では行為について、身・

語・意の三業と言いますが、言葉の暴力もありますし、実はその背景に心の暴力（害意）があること

でしょう。いじめの問題は、まさに言葉の暴力・心の暴力です。体罰の背景にある本質的な問題は、

身体においても言葉においても暴力をふるおうとする、その心のゆがみにあるのです。その根本は、

他者とどう向き合うかの問題であり、そこから解決していかなければならないはずです。単に身体上

で力を行使しなければよい、というようなことであるはずがありません。 

唐突ですが、『法華経』には、常不軽菩薩という方が出てきます。この菩薩は、どんな人に対して

も、「あなたは将来、仏となる方です」と言って合掌礼拝した方です。そのため、何を馬鹿な事を言う

のだと、石を投げつけられたり棒で叩かれたりしても、難を避けつつ大声で、「あなたは将来、仏と

なる方です」と言い、ひたすら合掌礼拝するのでした。この常不軽菩薩は、他のどんな人にも仏性と

いうものがはたらいていることを見ていたのです。ですから、その仏性を拝んでいたと言ってもよい

のかもしれません。 

他者の人権を尊重するということは当然ですが、さらに他者も自己自身も、その個人を超える何ら

か聖なるものに生かされていることを認識するとき、他者に暴力やハラスメントを加えることはけっ

してできないことでしょう。おのずと深く合掌礼拝せずにはいられないでしょう。体罰を克服するに

はそのように、近代的個人観を超えるいのちの深みを取り戻すことが、とても重要ではないかと思わ

れてなりません。 

近代的個人観は、個人を身体と意識されたかぎりの精神との合体であり、しかも個々に独立してい

て、個人はまったく自由であるというようなものでしょう。しかし 19 世紀半ば頃から、事物等の実

体視に疑問が投げかけられ、関係主義的な世界観の開示や人間の無意識の領域の指摘がなされるよう
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になりました。しかし仏教はつとに、無意識の世界もあらゆる存在の関係性も説いてきました。すで

に岡野守也先生によって説かれたことと思いますが、唯識思想では、一箇の人間を意識下の第七末那

識、第八阿頼耶識を含めて説明します。この阿頼耶識は刹那刹那、生じては滅し生じては滅ししなが

ら、一瞬の隙間もなく相続されていくものです。そこに過去一切の経験が蓄積され、それらはのちの

日常の経験に影響を及ぼしていくことになります。そのあり方の中で、個人の内容は一瞬一瞬変化し

ながら相続されていくわけです。まさに動的平衡としてのいのちです。 

しかもこの阿頼耶識は、単なる無意識としての心なのではなく、その中に有根身と器世間、つまり

身体と環境を現じてそれらを相続させているものです。さらに種子、つまり未来の経験（感覚・知覚

等）の因となるものも保持しているものです。この基盤において、いわば心が身体を焦点に環境と交

渉・交流する、その総体として一箇の人間を見ているのです。一箇のいのちを、身体の内のみに限定

して見るのではなく、主体と環境が身体を機関として交流するその全体に見ているのです。このこと

は、環境問題を考えるうえで、重要な視点を提供するものです。すでにアルネ・ネスも、個人を世界

に拡充して自覚する立場から、ディープ・エコロジーを唱えました。仏教の場合、その個人の見方に

おいて、非連続の連続による相続という、徹底して実体論を否定する立場に立つことが顕著です。 

この阿頼耶識には、さまざまな心理の要因が蔵されています。仏教の言葉でいうと、無明・煩悩の

心の種子も保持されているのです。それらが現実に作用すると、その人に痛みをもたらし、苦しみ悩

ませ、そのいのちを損ねることになります。そこで、それらが現実にはたらくことを抑え、よき心、

仏教の言葉でいって善の心を発揮していくには、仏教の教えを聞く・思う・修するという、聞・思・

修の実践が必要になります。まずは他者としての仏の側からの言葉、もしくは何らかのメッセージを

受け取ることが、自己のいのちを損ねることなく、豊かにしていくことのきかけとなります。仏だけ

でなく、諸菩薩・諸尊、師や友達も、自己を導いてくれる存在になるでしょう。 

と同時に、実はその人の内側から、真実の自己への目覚めをうながしているものがあるとも、仏教

は明かしています。前に常不軽菩薩のことを紹介したときにふれた、仏性というものです。仏性の原

語は buddha-dhatuであり、その dhatu はふつう「界」と訳される言葉で、因の意味であり、buddha-

dhatuは「仏に成る因」という意味の言葉です。もっとも仏とは何かも問題ですが、仏教では、一人

ひとりが仏と成ります。過去にたくさんの仏と成った方がおり、現在もたくさんの仏に成る方がおり、

未来にもたくさんの仏と成るであろう方がいて、「三世十方多仏説」を採っています。その仏とは、

唯識で説明すれば、八識のすべてが智慧に転じて、ただひたすらその智慧のみを発揮されている方と

いうことになります。仏に成ると阿頼耶識は大円鏡智に、末那識は平等性智に、意識は妙観察智に、

眼識・耳識・鼻識・舌識・身識の五感の識は成所作智に転じます。これらの智慧は、おのずから他者

の苦悩の救済にはたらくのであり、実に大智は大悲なのです。この四つの智慧が完全になって、ひた

すら衆生済度に余念がない存在が仏なのであり、したがって我々はそうした諸仏から絶えず、あなた

も苦しみをのりこえ、他者のためにはたらくようにと、呼びかけ・はたらきかけを受けているという
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のです。 

ですから、仏性とはそういう四智の因のことにほかならないのですが、それは唯識で言えば智慧の

種子（無漏種子）であり、いわば潜在的で、しかもこの唯識説は、その種子を持っている人と持って

いない人がいると主張します。しかし『涅槃経』では、「一切衆生悉有仏性」と説き、あらゆる衆生が

仏性を有していると説きます。このことが、『法華経』、『勝鬘経』等に説く一乗思想、すなわち、今、

声聞や縁覚の小乗仏教において修行している人も、やがては大乗仏教に入って、大乗菩薩として修行

して仏と成る、どんな人でも仏と成るという思想の背景にあるものです。だから常不軽菩薩は、どん

な人に対しても、仏と成る方だと言って礼拝合掌したのでした。 

私はこの「一切衆生悉有仏性」の説の基盤に、『華厳経』の次の説があるものと思います。 

 

仏子よ、如来の智慧・無相の智慧・無礙の智慧は、具足して衆生身中に在るも、但、愚痴の衆生

は顚倒の想に覆われて、知らず、見ず、信心を生ぜざるのみ。爾の時に如来は障礙無き清浄の天

眼を以て、一切の衆生を観察したまい、観じ已りて、是の如きの言を作したまわく、「奇なる哉、

奇なる哉、云何んぞ如来の具足せる智慧は、身中に在りて而も知見せざる。我当に彼の衆生を教

えて、聖道を覚悟せしめ、悉く永く妄想顚倒の垢縛を離れしめ、具さに如来の智慧其の身内に在

りて、仏と異なること無きを見（さと）らしめん」と。如来は即時に彼の衆生を教えて、八聖道

を修し、虚妄顚倒を捨離せしめたもう。顚倒を離れ已れば、如来の智を具え、如来と等しく、衆

生を饒益す。 

 

ここに、仏の智慧と同じ智慧が、一切衆生の内にも存在しているとの証言があります。とすれば、

我々の個人は意識下の世界をたずさえているのみでなく、さらにその根底に、仏の智慧を有していた

のです。このことを、「如来蔵」とも言います。人は、如来の胎児つまり因となるものを蔵していると

いう意味ですが、実はその胎児とは唯識で説く種子のことではなく、まさに煩悩に覆われた仏の智慧

そのもののことなのです。したがって、この立場から「本覚」ということも言われます。この本覚（仏

性）は、まさに覚のはたらきそのものとして、実は個人の内側から無明・煩悩にはたらきかけている

という見方があります。このことを『大乗起信論』は、真如熏習という言葉で表わしています。 

それだけでなく、おなじその真如・本覚が、一方では他者において自己実現を果たして仏と成り、

その他者が外側から自己に対して本来のいのち＝仏性を実現するようはたらきかけているとも言い

ます。とすればこの他者のはたらきは、実は自己の真如・本覚のはたらきでもあったのです。ここに

は、自己の意識を超えるいのちそのものが、今・ここのかけがえのない自己として、個としてはたら

くと同時に、そこに無明・煩悩が介在して十分にその性能を発揮できないでいるがゆえに、内側から

も外側からもその自己に本来の自己として実現するようにとはたらいてきかけている、という事態が

認められます。末那識は仏と成ると平等性智と転じるのでしたが、その平等性とは自他平等性のこと
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で、自他はまったく同じ一つの本性（真如・本覚）を本質としていると見抜きます。もちろん、と同

時に、自他はあくまでもそれぞれ今・ここのかけがえのないいのちを生きています。いうまでもなく

その自他は、関わり合い、支え合い、他者なしには自己も存立しえないでしょう。したがって、自己

はもとより自他平等性かつ関係性のうちに存在していることになります。その関係構造の中で、個々

のいのちは、その個を超える根源的ないのちによって、内側からかつ外側から、そのいのちそのもの

を無明・煩悩によって損ねないよう、本来のいのちのはたらきを実現するよう、うながされ、助けら

れているということになります。 

その自他の関係性について無限に広がっていることを明かすのが、華厳の世界観です。そのことは、

因陀羅網の譬喩によって巧みに語られています。因陀羅とは帝釈天のことで、その宮殿には飾りの網

が掛けられています。その網は、すべての結び目に宝石がくくりつけられていて、互いに映し合って

います。その映し合いの関係は、二枚の鏡を照らし合わせると無限に映し合いますが、それを多重（マ

ルチプル）にした状態となって、重重無尽の関係性がそこに現前します。こうして、一即一切・一切

即一かつ一入一切・一切入一から、一切即一切かつ一切入一切という実相が見えてきます。我々の個

のいのちは、実にこの自他の重重無尽の関係性の中で、初めて存立しているものなのです。 

しかもこの関係性は、けっして空間的のみではありません。時間的にもこの関係性があることは、

華厳思想の中に明かされています。たとえば、『華厳経』が説く「初発心の時、便ち正覚を成ず」（仏

道修行の最初に立った時、未来の終極の仏と完成している）との思想は、さまざまな意味を含んでい

るでしょうが、その背景に時間的な相即・相入の思想もあることでしょう。というわけで、自己は空

間的に一切の衆生と関係しているのみならず、時間的にも過去の無数の衆生と関係しかつ未来の無数

の衆生と関係しているのであって、そういうすべての他者に支えられて生きていることを、深く思う

べきです。 

唯識的に言えば、人人唯識で、一人ひとり八識であり、一人ひとり阿頼耶識を基盤として生きてい

ます。その阿頼耶識のうちには身体と環境が維持されているのですから、そういう総体としての個が、

しかも空間的・時間的に無限の関係を織りなすなかに、一箇のいのちはあるということになります。

しかもその根底に、根源的ないのち（真如・本覚、大智即大悲）がはたらいています。ここから、い

のちのことを見直していくべきであり、このとき、前に見たような近代的個人観は根本的に見直され

なければなりません。 

このように、自己のいのちは、けっして身体と意識された限りの個体に閉じこめられたものではあ

りません。自他平等性においては、究極の普遍の中にあり、自他関係性においては、空間的にも時間

的にも重重無尽の関係性の中にあり、同時にまさにかけがえのない今・ここに生きています。あるい

は生かされています。しかも根源的には、仏の智慧の実現へと、内側からも外側からも促されていま

す。この仏の智慧とは、他者の救済にはたらくように、実は大悲を本質とするものでもあるのでした。

ということは、大悲に促されて大悲を発揮していくように存在しているのが、我々のいのちなのです。
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道元は、「生死は仏のおんいのちなり」と言いました。その生死（個としての現実のいのち）が、尊く

ないはずがありません。ここを原点としていのちを見るとき、他者と自己とを合掌礼拝せざるを得ず、

また他者と自己とを損ねないよう、本来のいのちの実現をめざしていけるよう、活動していくことに

ならざるを得ないと思われるのです。             了 
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　公開セミナー 

自然といのちの尊さについて考える
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セミナー 

自然といのちの尊さについて考える 

日時：2014 年 2 月 22 日（土）13:00～ 

会場：東洋大学白山キャンパス 6 号館 6317 教室 

【主催】東洋大学「エコ・フィロソフィ」学際研究イニシアティブ

（TIEPh） 

【共催】茨城大学地球変動適応科学研究機関（ICAS） 

[プログラム] 

基調講演 

菅沼憲治（聖徳大学教授）「アルバート・エリス博士から学ぶ 

  ―寛容について考える―」 

研究報告 

関 陽子（芝浦工業大学非常勤講師・東洋大学国際哲学研究センター研

究支援者）「獣害対策における「いのち」の課題 

―ニホンザルと人との関係から」 

秋山知宏（東京大学助教）「自然といのちを尊ぶ開発について」 

増田敬祐（東京農工大学非常勤講師）「人間の共同に関する環境倫理的問

い―いのちの回復と自然の取り戻し―」 

上柿崇英（大阪府立大学准教授）「環境哲学から見る「自然」と「いの

ち」―持続可能性と人間存在の倫理」 

岩崎 大（東洋大学「エコ･フィロソフィ」学際研究イニシアティブ研究

助手）「自然観と死生観をつなぐ―終末期患者の視線から」 

全体討論 

司会：中川光弘（茨城大学教授） 

コメンテーター：岡野守也（サングラハ教育・心理研究所主幹） 

ジェフリー・クラーク（本郷高校講師） 
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獣害対策における「いのち」の課題 
                           

関 陽子（東洋大学国際哲学研究センター） 
  

 

はじめに―「いのち」の復権  

これまでの環境哲学や環境倫理では、人間と自然という二つのカテゴリーが当たり前の前提として

あり、そこから「人間と自然との関係性」や「人間にとって自然とは何か」、「自然的存在としての人

間」といった議論が展開されてきた。しかし「いのち」という言葉が与えられたとたん、「自然」「人

間」という“二元化”はもはや無効になってしまうように感じられる。少なくとも、自然との関係に「利

用」か「調和」か、といった明快な解答は導き出せないであろう。 

「いのち」とは何かについて正確な答えを与えられないが、それは客観科学的に理解される「生命」

でありながら、同時に、尊重され承認される相互規定的で、物語り的、あるいは関係論的に意味づけ

られる何ものかであると考える。人間の「いのち」はまた、社会諸関係のうちに存立しうる。そして

重要なことは、環境問題とは資源としての自然が枯渇し破壊されることだけではなく、自然の「いの

ち」と、自然と取り結ぶ人間の「いのち」の危機である、と考えるところにあるだろう。 

 

 

１ 近代の「大きな物語」 

ヴァンダナ・シヴァ（2003）は、モノカルチャー（単一種大規模栽培）を志向する資本主義のグロー

バリゼーションが第三世界の農業を組み込んだことによって、生産活動と生物多様性の破壊が引き起

こされてきたことを指摘した。彼女は、生物多様性などの環境問題が極めて社会的問題であることを

明示し、またインドの女性という立場から、社会システムや制度（構造）のもつ破壊性や矛盾点を暴

きつつ、その背景にある機械論的自然観や科学主義という近代的価値や知のあり方そのもののモノカ

ルチャー化を批判している。 

こうした、とりわけ経済システムのもつグローバルな自然の破壊性については、すでに 1992年の

地球サミットを通じた「持続可能な発展」概念によって自覚化されてきたことでもある。とくに、持

続可能な発展を可能にする包括概念として誕生した「エコロジー的近代化論」は、経済成長と環境対

策の両立をはかるべきであるとし、それまで経済活動における所与の前提として外部不経済化してき

た自然を経済領域から解放するといった内容をもつ。エコロジー的近代化論は、自然破壊を生じさせ

たのは経済システムの不完全さに原因があるとして、システムの修正や改善によって対応しようとい

うものであり、市場を活用しながら経済の成長戦略を盛り込んだ環境政策であるといえる。 

しかし A・ネスが批判したように、資源の枯渇や負荷に反対するだけのエコロジーは「地球システ

ムの内部で、いかにして有限な資源を将来的に効率よく利用できるか」という問いへ還元されてしま
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う浅い（shallow）エコロジーであるといえる。つまり、自然の過度の搾取を制限する主張だけでは、

自然に対する支配的、操作主義的な関わりそのものを反省する余地を与えない。それは科学合理性や

経済合理性を徹底化することによって、自然の「資源」という見方を徹底化し、自然の搾取を生態学

的に合理的に行うのみなのである。エコロジー的近代化論のような近代システムの修正版エコロジー

は、シヴァが示唆したように、「いのち」あるものから「いのち」を取り除く“知のモノカルチャー化”

というラデイカルな問題を迂回するエコロジー的実践であるといえる。 

 

 

２ 小さな物語からの環境保全へ 

こうしたことは経済の分野だけではなく、環境保護や保全対策の分野でも同様の事態をみることが

できる。まさに今日の生物多様性条約においても資源のアクセス権と利益の分配をめぐる議論が主要

な関心事であり、「生態系サービス」を提供する生物多様性は、あいかわらず経済的資源や所有権の

対象物か、対話のプラットホーム（及川 2010）にすぎないのである。 

また自然再生事業や鳥獣被害対策などの多くの生物多様性保全対策において、生態学を基礎にした

順応的管理モデル（環境マネジメントモデルの一つ）が適用されてきた。しかし近年では、順応的管

理のような自然科学の普遍妥当性に根拠をおく「生物多様性保全」という価値や、順応的管理のよう

な“人間不在”の科学主義的モデルの限界が至るところで指摘されてはじめている（富田 2008）。そも

そも、順応的管理はもともと水産資源管理に関する概念であり、管理自体を決定し維持する主体（地

域住民など）にとっての自然の意味や価値、あるいは人間がどのように被害やリスクを認識している

のかなど、社会的視点や人間事象を組み込んだ概念をもちえない。「生物多様性保全」は科学的観点

に根拠をもつ普遍的命題であるとしても、保全事業が地域社会の人々の意思や認識から立ち上がった

ものでないかぎり、生態学的見解は必ずしも施策を担う人々の価値と結びつかない。したがって、順

応的管理は人間社会を生態系システムの延長で一元的に捉えるモデルにしかなりえず、そうした客観

妥当性に根拠をおく政策の提示だけでは人々の行動を支えるだけの説得力がないために、順応的管理

そのものを困難にしてしまう可能性を孕んでいるのである。獣害対策の場合もまた、害を被る当事者

にとっては、「生物多様性保全」の被害者であるという意識が強く、被害防除よりも駆除を望む結果

となる（集落に定着した個体群を不用意に駆除すれば種の存続が危うくなる）。 

これまでの環境保全事業の多くは、自然を道具（資源）や操作対象としてみなす科学的合理主義と

いう近代的価値を貫いたままのエコロジー的実践という側面が強い、いわば“科学的合理主義の修正

版・環境保全事業」であると特徴づけることができるであろう。社会システムと自然システムの真の

持続可能性を実現しうるエコロジカルな環境マネジメントシステムは、そのシステムを運用する主体

にとって意義のある取り組みでなければ、そのシステム自体が持続不可能に陥ってしまうのである。 

人間主体にとって意義ある環境保全対策に必要なことは、地域社会や生活世界における文化や歴史
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を融解した自然を捉えることであり、経済的価値や所有権の対象としての物質的自然だけではなく、

「意味づけられた自然」（関 1997）から展開してゆく方法を模索することであると考える。それは、

社会関係（コミュニティ）とは、資源の利用や所有をめぐって構成されるばかりではなく、共同主観

性としての自然と向き合いつつ構築されるものであると考えるからである。この「意味づけられた自

然」とは、根源的には「いのち」に向き合う向き合い方としての自然であるともいえるであろう。 

 

 

３ 自然・人間・社会の包括的創造にむけて 

しかし近年では、科学的な知を施策のモチベーションとして受け入れることのできるような、環境

施策を担う主体（当事者）側の認識や価値にたつ新たなマネジメントモデルが模索されはじめている。

自然を中心に生まれる社会関係や共同意識を、コミュニティの創造や地域社会の活性化につなげてゆ

くことは、生活世界の再編という近代の支配的システムを積極的に縮減するという役割もある。 

たとえば兵庫県豊岡市のコウノトリの野生復帰事業は、コウノトリの学術的価値や愛護的価値（菊

池 2006）の強要や、「強いられた共生」（本田 2008）であったという経緯もあるが、生物多様性保全

と農業の振興を核にした地域再生という包括的な取り組みへと展開している。また獣害対策の分野に

おいても、人間的事象（human dimension）の観点から、獣害対策に効果的な“人のしくみづくり”（山

端 2011）、獣害対策そのものを地域資源として活用するという取り組みも展開されている。 

ところで、獣害とは野生動物による農林業や生活被害のことを指すが、今日の獣害問題は近代化過

程における産業活動や社会構造の変化（都市と農村の分離など）に起因している（渡邊 2000）とい

う点で、一つの環境問題としてみなすことができる。とくに外来種やニホンジカによる食害は、自然

生態系にも非常に深刻な問題をもたらしており、また食害による営農意欲の減退や耕作放棄地の増加

は、さらなる獣害を加速させつつ、食糧基盤をぜい弱化させ、集落機能の低下や国土保全機能の低下

も招いているのである。また実害としての被害だけではなく「被害感情」という精神的な被害は、人々

の自然観の変化・対立や、社会的価値と専門家や行政主導の施策のあり方などとも関係していると考

えられる（鈴木 2008，丸山 2006）。つまり獣害問題とは「近代」の矛盾の体現であり、「人間と自然

との関わり」に関する課題群なのである。しかし逆にいえば、今日の獣害対策そのものが、人間・自

然・社会の包括的再生や創造という社会的価値を有する実践であるということができるのである。 

 

 

４「いのち」の仕事 

新たな環境保全のシステムや制度にとって次に重要な課題は、それを持続的に取り組んでゆけるも

のにすることである。あるいは、人間が世代を通じて取り組んでゆくことのできるシステムを設計し

てゆかなければならない。近年では、順応的管理モデルを刷新した「順応的ガバナンス」（宮内 2013）
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が提唱されつつあるが、そこでもまた人々の「納得」や「動機」、「覚悟」を引き出すことのできる何

かが模索されているのである。 

しかし、ここにこそ「いのち」の役割や意義があるではないだろうか。たとえば「コウノトリ育む

農法」を続ける農家の方や、「集落ぐるみの追い払い」を協力しながら行う「動機」や「覚悟」は、「い

のち」と向き合う向き合い方に基づいているように思われる。また獣害による被害という“痛み”は除

去されることが望ましいものである一方で、「いのち」という問題を人間意識の中に取り戻す触媒の

ような役割も有していることであろう。 

そして、近代システムが自然と人間の「いのち」を危機にさらしてきたのならば、地域社会で取り

組まれる新たな環境保全対策は、「いのち」に出会いなおし、「いのち」を実現することのできる取り

組みであり、だからこそ社会的価値を有しているのだと考える。 

さてホリスティック教育論（吉田 1999）は、この「いのち」を学ぶ・考える教育論であるが、「い

のち」の学びとは単なる精神的涵養ではなく、近代のオルタナティブなシステム構築と、人間・自然・

社会を包摂する社会的創造の種であると考える。 
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人間の共同に関する環境倫理的問い 
――いのちの回復と自然の取り戻し―― 

                           

増田 敬祐（東京農工大学） 
  

 

 「日本とは何か」を最後まで探求し続けた網野善彦の言を借りるならば、現代日本は「人類社会の

青年時代から壮年時代への転換」に伴う激動の最中にあると言うことが出来る。この激動は日本にお

いて「先進国」を自称する国々の中でも極めて突出した混迷を生み出している。本報告に関わるとこ

ろでは、１つに、公害事件に始まる自然環境の危機についてであり、もう１つは、人間の心身の危機

についてである。近年では特に後者の「人間の危機」が深刻さを増している。両者は密接に連関して

おり、本来、切り離せないものであるが、近代社会はこれら 2つを分断させる一方で、財とサービス

の拡充と問題への対処的応急によって「青年時代」を持続可能な形で続けていこうと未だ執着してい

る。 

 本報告では、以上のような転換の時代の問題に対し、人間の共同の観点から検討する。それは同時

に「壮年時代」に軟着陸する際に求められる人間存在の倫理とは何かを今一度再考することにもつな

がると思われる。まず初めに、現代日本の人間の共同に関する根本問題について〈公-共-私〉の 3つ

の枠組みからこれまでの共同の議論において〈共の世界〉に対する視点が看過されてきたことを指摘

する。またこのことが〈むき出しの個人〉という人間存在を生み出したことも示す。次に、人間の共

同と〈むき出しの個人〉の問題を踏まえ、改めて環境倫理における「環境」と「倫理」を見直す。環

境倫理は自然環境問題だけを論点とするのではなく、より原理的には主体に対して存在する世界、換

言すれば、人間が自然環境を介して他者と共に生きるための“環境”に関する倫理の問題であるとも

捉えることができ、このような環境倫理を風土論から論じる。 

 風土論における自然と人間の共生という見方は、いのちの回復と自然の取り戻しについて、生命的

基盤の確保と生命的自然の重要性を改めて確認するものである。風土論から明らかとなるのは、環境

倫理とは第一義にローカルな場所を生命的基盤とし、この基盤の確保から醸成される倫理が自然環境

や他者、他の集団との関わりに求められるふるまい方を教えることである。最後にこのローカルな場

所を維持管理・運営する人間の共同をどうやって構築していくのかについて、〈2 つの自発性〉から

〈経験的自発性〉という概念を提起したい。それは「青年時代」に提唱されてきた〈内面的自発性〉

に対し、いのちと自然を持続可能な形で次の世代に継承していくために必要とされる自治的共同の核

心的契機となるものである。〈経験的自発性〉は、人間-自然、人間-人間との関わりの渦中から育まれ

ていくものであり、これをいかにして現代社会に根づかせていくのかが本報告における環境倫理的問

いとなる。 
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環境哲学から見る「自然」と「いのち」 
――持続可能性と人間存在の倫理―― 

                           

上柿 崇英（大阪府立大学） 
  

 

環境哲学では、「私たちが環境危機と呼んでいる事態の本質とは何なのか」、「環境危機に直面した

現代とはいかなる時代なのか」、あるいは「そもそも環境とは何なのか」を哲学・思想的に考える。本

報告では、最初に環境哲学の方法論として「＜人間＞－＜社会＞－＜自然＞の三項関係」や「持続不

可能性」といった概念について紹介する。そして多くの論点の中でも、特に現代社会における人間存

在論的危機である「人間存在の持続不可能性」に焦点を当てながら、それを通じて「自然」や「いの

ち」について考えてみたい。 

 

１．環境哲学とサステイナビリティ  

（１）＜人間（存在）＞－＜社会（構造）＞－＜自然（生態系）＞をめぐる構造 

→ 人類史から見た「三項関係」：「三項関係」は歴史的に変容してきた。 

→ 農耕の成立：人工生態系としての＜社会＞が独立した実体として自立化し＜人間＞と＜自然＞

の関係が“間接化”する。 産業革命：化石燃料の使用によって＜社会＞は生態学的制限から“見かけ

上”切り離され、一方的なコントロールの対象となる。 

→「生活世界」から見た「三項関係」：「生活世界」＝「生活者から見た等身大の世界」。 

もっとも基底にあるのは＜自然（生態系）＞であり、＜人間（存在）＞はその一部分である。しかし

＜人間（存在）＞と＜自然（生態系）＞の間には「人工生態系」である＜社会（構造）＞が媒介して

おり、「三項」の接合点に「生活世界」の基盤がある。 

 → 「生活世界」の構造もまた、歴史的に変容してきた（後述）。 

 

（２）三つの「持続不可能性」 

→ 環境危機の本質のひとつは、“現在の在り方”は持続不可能であるという点。 

○環境の持続不可能性：エコシステムの「生産力」、「浄化能力」を逸脱した経済社会の”消費”と”

廃棄”がなければ、社会システムや人間の福祉を維持できない状態 

○社会システムの持続不可能性：予測不可能な危機が発生した際に、”一元化”や”画一化”によっ

て硬直化した社会システムが、十分な対応能力を発揮できない状態 

○人間存在の持続不可能性：→ 人々は別々に非人格的な“仕組み”に深く依存し、互いに人格的

な関係性を構築し、相互扶助と、問題解決のための協力関係を生み出すことが著しく困難であるとと

もに、この社会様式の元で“生きる”ことそのものに困難を抱えている状態。 
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→ 環境危機とは単に「自然破壊」等の問題ではない。 

→ 「自然」や「いのち」は、「三項関係」という全体性、「生活世界」に生きる人間存在の眼差しから

捉え、人間存在本来の「自然さ」、人間存在にとっての「いのち」を問題にする必要性。 

 

 

２．人間存在をめぐる問題と「生活世界」の構造転換 

→ 「人間存在の持続不可能性」は何に由来し、現代社会にいかなる意味を持っているのか。 

→ そもそも「生活」とは何か？ 「生きる」とは何か？ 

 

（１）「生活世界」の構造と“生の三要素” 

○「生活世界」の存在意義と「生きる」ことの究極命題：→「伝統的共同体」では明確 

→①「いかに“生存”を実現するか」：人間は生物である限り、生存の問題から逃れられない。 

→②「いかに“存在”を実現するか」：人間は本質的に集団の中で生きる。“生存”はひとりでは実現

できない。 

→③「“生存”と“存在”を実現するための“社会”をいかに次世代へ“継承・再生産”するのか」：

“生存”と“存在”を実現は容易ではなく、何世代にもわたってその“仕組み”を少しずつ改良し、

継承してきた（これが「生活世界」から見た「社会」の本質）。 

→ いずれにしても、三つ要素を実現するための様式は深く結びついており切り離されない。 

→ 生きるということはきわめて明確。共同体において生存し、共同体の一員として存在し、前世代

から託されたものを次世代に継承していくことそのものだった。 

 

（２）近代的社会様式における「生活世界」 

→ 生存の様式：市場経済のネットワークによって複雑に細分化される形で実現される。（貨幣と労働

を媒介としたブラックボックス） 

→ 存在の様式：国家のアイデンティティと同時に、個人的な“自己実現”が存在の中心となる。問題

の解決や意志決定は専門家集団への委託によって実現される。 

→ 継承・再生産の様式：学校システムという特殊な施設によって実現。 

生活世界の三重の変容： 

→ ①生活世界における“生活”そのものの空洞化。②生活世界における三つの文脈の分断。③機能

的な“仕組み”への置換による“意味”の喪失。 

→ 物質的な水準、物質的な水準に支えられた社会的な自由の幅は驚くべき規模に拡大したが、生活

世界そのものは実体を失っていくという逆説。 
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（３）地域社会の消滅と「中抜け」 

○「生活世界」の構造転換は、いくつかの段階を踏んで現代の形になった。 

→①「伝統的共同体」の解体と「中間組織」の存在意義の低下 

→②「地域社会」の消滅と、「ニュータウン化」。 

→③「情報化」による、コミュニケーションの歪み。関係性のいっそうの脆弱化。 

→「中抜け社会」：人間的な横のつながりが消え、非人格的な“仕組み”と“個人”の二層化が進行。

→「ぶら下がる個人社会」：個人が「生活」の文脈を“仕組み”に極度に依存する。 

→「相互不信社会」：関係性の中に「共同の動機」が失われ、相互に顔が見えない不信感が蔓延。 

 

（４）素朴倫理と普遍倫理 

○「生活世界」の変容が人間存在に対して及ぼす影響を別の側面から 

→ 人間存在の倫理における「倫理の三層構造」： 

「生物倫理」＝ 倫理が働く生得基盤として不可欠。欠損の場合は先天的な病気（サイコパス） 

「素朴倫理」＝ 個々の人間主体を、生活世界の文脈に基づいて集団に結びつける。人間―自然関係、

人間―人間関係におけるもろもろの慣習的・経験的な“知恵”が“作法”として継承。 

「普遍倫理」＝ 倫理を合理的基礎付け、「素朴倫理」では統合不能な集団間の紛争を調停する 

○「倫理の中抜け現象」 

→ 伝統的な倫理の多くは「素朴倫理」と「普遍倫理」の中間的なものだった。 

（紛争時には「普遍倫理」（道理）が必要だが、日常生活の再生産は「素朴倫理」が担ってきた） 

→ 近代倫理学は「普遍倫理」のみに目を向け、他方で「素朴倫理」は、偏見や誤謬、解体すべきもの

として否定され、全面的に「普遍倫理」に取って代わるべきものと考えられた。 

→ しかし人間存在の倫理の本質は「素朴倫理」にあり、「素朴倫理」がなければ「普遍倫理」も機能

しない。（例えば「なぜ人を殺してはいけない」のかという普遍的命題が議論できるためには「人を

殺すことはいけない」という直感的な「素朴倫理」が必要。） 

 

３．人間存在の持続不可能性の再考 

（１）「生活世界」の喪失は、何を意味したのか 

○ 人間存在の持続不可能性の背景にあるもの 

→ 存在の揺らぎ：「生きづらさ」の背景にある「非経済的」根源＝「生活世界」からの疎外。 

○「生活世界」からの疎外に含まれる諸局面 

→ 世界（コスモロジ－）からの疎外：個人は複雑な社会システムに深く埋め込まれ“社会”の全体
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像を把握できない。生活世界が失われ“生の三要素”の文脈を実感することができない。世界に自身

を位置づけることができない。 

→ 世代からの疎外：「世界からの疎外」と“生の三要素”の文脈の欠落によって、過去世代から未

来世代へと連なる世代の文脈に自身を位置づけることができない。 

→ 倫理からの疎外：人間存在は「生活世界」の三つの文脈（生存、存在、再生産）を通じた具体的

な経験によって「素朴倫理」を形成。「素朴倫理」を形成できないことによる、関係性構築能力の低

下。 

 

（２）生活世界を取り戻す 

→ 過去に戻ることは不可能。しかし持続可能な新しい社会を構築するためには、根源的な人間学に

まで立ち返り、われわれに必要なものは何なのかを見極める必要がある。過去と同じ形ではなく、人

間の「自然さ」に相応しい「生活世界」をどのように再構築できるのかが問われている。 
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セミナー 

「コンサベーション心理学の可能性 

 ―自然を思いやる心を育てるには―」 

 

日時：2014年 3月 15日（土） 15時 00分～17時 00分 

会場：東洋大学白山キャンパス 5号館 5310教室 

【主催】東洋大学「エコ・フィロソフィ」学際研究イニシアティブ

（TIEPh） 

 

 

[プログラム] 

ゲストスピーカー：Susan Clayton （Wooster大学教授） 

"Identity and environmental issues: Establishing a personal 

connection to nature" 

 

 

コメンテーター：堀毛一也（東洋大学社会学部教授） 

司会：大島 尚（東洋大学社会学部教授） 
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コンサベーション心理学の可能性―自然を思いやる心を育てるには― 
                           

大島 尚（東洋大学社会学部） 
  

 

●司会（大島） 

TIEPh ですが、正式名称は東洋大学エコ・フィロソフィ学際研究イニシアティブという名前の研

究センターです。その中で、私どもは第二ユニットという形で、社会心理学の立場から環境問題を考

えようということで研究をしているグループであります。 

 今日は、社会心理学の立場からということなのですけれど、最近このようなコンサベーション・サ

イコロジーという本を、これはエディターですけれども、そしてこちらは共著ですけれども、こういっ

た分野でご活躍の Susan Clayton先生をお迎えしてお話を伺おうということにいたしました。 

コンサベーション・サイコロジーをそのままタイトルでは「コンサベーション心理学」としたので

すけれども、コンサベーションという言葉について、実は 5年前に私どもがシンポジウムを行った時

に、コンサベーションとプリザベーションの違いというようなこともテーマになったことがございま

した。その時には、ナショナル・フォレストというものと、ナショナル・パークというものは違うの

だという、ナショナル・パークというのは、一切人間が手をつけないで保つべき場所で、それに対し

てナショナル・フォレストというのは、人間がそれを利用して自然を守ると同時に、人間もその自然

から影響を受けるといいますか、健康のために自然を利用する、そういう考え方なのだということで

した。お話しいただいたのは環境 NGOのリーダーの方だったのですけれども、ナショナル・フォレ

ストの中でいかにして森を守っていくのかという活動をされている方だったのですね。その時にも議

論になったのですが、日本語では「環境保護」というだけであって、厳密に分けるときには環境保全、

コンサベーションを保全と訳す場合があるのですが、あまり一般的な言葉ではなくて、環境保護と一

括りにしているわけです。この背後にもしかしたら、文化的な違いがあるかもしれないということも

議論になりました。自然と人間との関係についてですね、西洋的な考え方だと、自然と人間をそれぞ

れ独自のものとしてみなすけれども、東洋の場合には、それを一体として考えるというそういった違

いが関係するかもしれないという議論もありました。 

 今日はそのような議論ではないのですけれども、コンサベーション・サイコロジーという言葉は、

まだ日本ではあまり普及していないものですから、そのまま「コンサベーション心理学」と訳しまし

た。先ほどの例でいえば人間と自然とが関わるという、自然をそのままにしておく、手を触れないと

いう意味ではなく、人間と自然との関わりの中でより良い暮らしや生活などを考えていこうとするの

だと思います。そういう意味で、今日コンサベーション・サイコロジーの第一人者である Clayton先

生をお呼びできたことは、大変光栄に思っていますし、大変楽しみにしております。 

それから、講演の後に私ども東洋大学社会学部の教授でいらっしゃる堀毛一也先生にコメントを、
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堀毛先生はポジティブ心理学の立場から well-being、幸福な生活といったものをずっとご研究なさっ

ていまして、最近はサスティナブル well-being という分野について色々と研究を進めていらっしゃ

います。その様な立場からコメントをいただいて、質疑応答へのきっかけになればというふうに思っ

ております。 

最初に私、自己紹介を忘れてしまったのですが、東洋大学社会学部の大島と申します。本日司会を

やらせていただきますのでよろしくお願いいたします。 

 それでは、時間も押してまいりますので、早速 Clayton 先生にお話しいただきたいと思います。

Clayton先生、よろしくお願いいたします。 

 

●Susan Clayton 

 みなさん、こんにちは。このように来日の機会をいただきありがとうございます。申し訳なく思っ

ているのは、日本語で話せないということです。英語で直に聞いていただくか、あるいは通訳の方を

聞いていただくかしかありません。私は、今日は、人と自然界との繋がり、関係性ということについ

てお話しする予定です。 

私が認識しているのは、自然の環境というものは人の行動により脅かされています。ですので、ま

すますその健全性を失っているわけです。これは私たちの社会学という立場におきましては、非常に

懸念すべきことです。私たちは、その人の行動を理解し、そしてそれに影響を及ぼすという機会が社

会学にはあります。また、これは重要なテーマでもあります。というのは、環境というものは非常に

大きな価値があります。私たちは自然が無ければ生存し、また人として繁栄することもできませんし、

私たちの健康にも大きな影響があるということです。これについては、また後ほどお話を聞いていた

だけると思います。また、経済的生産性にも寄与しておりまして、私たちの経済の機能というのは、

例えば花粉、それから空気や水の浄化といったことにおいて、私たちの経済を可能にしているわけで

すが、自然というのは、それだけ影響するサービスだけでなく、個人的な意義もあると考えるべきで

す。これは写真からも見てとることが出来ると思います。 

人々は、自然が提供してくれいているものに価値を見出しているのです。数年前ですが、“Sierra 

Club”、これは環境保護団体、アメリカに拠点を置く団体なのですが、彼らのクラブのメンバーに対

して調査をしました。なぜ自分たちが環境保護主義になったのかということです。そして、その結果

をオンラインで用意してあります。その回答を見るにつけ、いかにこのコメントが個人的なものであ

るかということに驚きました。彼らは例えば、自然を保護しなければいけないのは、私たちが生存す

るためには必要であるということであるとか、そういうことではなく、地球を守るという私のモチ

ベーションを保つためといったような、かなり利己的な回答があったりしました。また、野外に出る

と、自然に触れていると、他では感じられないほどに自分らしくなれると感じるというコメントもあ

りました。また、自然は人の存在の中核と結びついているというようなコメントも見られました。 
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ということで、私も自問自答しました。私たちのアイデンティティに自然は関連があるのか、もし

そうであれば何故か、ということです。私たちは、このアイデンティティの定義をするとすれば、予

測的な自己、および自己と世界との関係性についての意識であるということです。あるいは、アイデ

ンティティは私たちを記述するのですが、私たちは、そのある文脈を私たちに提供することにより、

私たちの居場所を提供してくれるわけです。一人一人は複数のアイデンティティを持ち得ると考えま

す。状況に応じてこのアイデンティティが異なります。ですので、自分のアイデンティティというの

は、家族のメンバーであったり、これは一番重要かもしれません、あるいは別の状況では仕事人とし

て、あるいは国の国民としてのアイデンティティを持っていたりするわけです。また、人はどのアイ

デンティティが自分にとって重要なのかということが個々様々です。 

ですので、私はいろいろと聞いてみました。私たちはその環境に介入するようなアイデンティティ

をいかに構築するのか、私たちのそういったアイデンティティの出どころはどこからくるのかという

ことを考えるに至ったわけです。私たちがアイデンティティを構築するときには、私たちは実質一連

の記憶、私たちが何をやったのか、経験したのかというところからアイデンティティを構築すると考

えられます。そして、その私たちが最も印象に残った、記憶に残る経験というのがやはり生き生きと

記憶として残り、感覚的な印象に感覚が強くなります。例えば、家族との思い出だったり、あるいは

自然で過ごした時間であったり、成人における調査におきましては、人々がその幼少のころに費やし

た自然における体験というものを、そのほかの体験に比べてより強く記憶している、報告しうるとい

われているわけです。ちなみにこの写真は私と息子です。そして、記憶が構築されるのですが、私た

ちは時間をかけてアイデンティティを構築するわけです。調査によりますと、人が自分たちに対する

考え方を自己内省をするときに、私たちの価値あるいは目標を考えたいときに、どこに行くのかとい

うことになりましても、やはり自然の中に身を置きたいと考える人が多いということです。 

私は、自分の生徒を森に連れて行きました。そして、自分に対する自分自身の考え方をどういう風

に自然が影響をもたらしてくれているのか聞いてみました。自然は私を私らしくさせてくれるという

ような回答があったり、あるいは自分が自立していると感じる、私らしくなれる、自分らしくなれる、

人らしく感じられるとありますので、自然に対して自分が何なのかということを考える能力、また機

会を提供してくれるものだと考えることができます。しかしながら、アイデンティティというのは、

私たちを記述するだけではなく、私たちの居場所を提供してくれる、その他の人や物と私たちはつな

がることによってそうさせてくれるのです。 

また、人は野外に出たときに、自然との強いつながりを感じることができると報告しがちです。私

の生徒からの更なるコメントにあります、帰属感を感じることができる、あるいは私はその他全ての

ものの一部と自分を感じることができる、生命そしてコミュニティが互いに結びついていて自分がそ

の一部と感じることができるとか、Sierra Clubの調査におきましては、他にも似たようなコメント

が出ています。私たち全員の中の何か奥深くにあるものというのが自然界と結びついていて、自分は
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その自然界と強く結びついていると感じるということです。 

ということで、人によって繋がりというものの差があるのですが、その研究をしました。環境-アイ

デンティティ評価尺度、EIDというものを開発するに至りました。この中には、様々な要素が含まれ

ております。例えば、自然へのありがたみや自然への関与の視点、また環境保護的な行動、そして自

己概念といった要素が含まれた評価尺度になっています。これらは、自然に非常に関連性がある因子

としてあがっています。 

また、この尺度を使った研究によると、信頼性を問う形で環境アイデンティティというのは保護的

な行動、あるいは環境保護に関する懸念、それから環境、動物種の保護に対する支援強化、それから

動物と自分が類似しているということの共感性というものを、この環境アイデンティティが強化する

可能性があることが示唆されています。これは理論的に考えて非常に興味深い点だと思います。これ

はやはり人生的な観点でも大事だと思います。アイデンティティというのは私たちにとって非常に重

要であるからです。アイデンティティというのは、私たちの幸福に影響を及ぼし、そして周りの出来

事に対する払うべき注意、理解、そしてそれに基づく行動ということに関連しております。これらに

ついて一つ一つお話したいと思います。 

まず、福祉あるいは幸福についてなのですが、私たちは強い環境アイデンティティを有していたの

ならば、その環境への影響が自分自身のアイデンティティにも影響を及ぼします。ある場所が破壊さ

れたり、あるいはそういった場所に自分につながりを感じた場合には、自分自身のアイデンティティ

が損なわれたような感じがします。ラブキャナル、これはアメリカにおける地域なのですが、ここは

毒性の散布によって激しく汚染された地域です。ラブキャナル出身ですといったような場合には、「あ

あ、あの汚染された地域ね」といわれ、福島も同様だと考えます。ということは、自分の意識という

ものが、何らかの形で損なわれたという風に感じるわけです。 

環境は損なわれるだけではなくて、失ってしまう場合もあります。例えば干ばつや洪水によって住

む場所を追われる人もいます。そして自分たちが親しんできた場所を離れなければいけない、それを

コミュニティ全体で離れてコミュニティが戻れないということもあります。そして、そのようなこと

が起これば、全くつながりのない土地に移動して、そのようなアイデンティティがその土地には感じ

られない、そういった繋がりを新しい土地に感じられないという風に思わざるを得ない場合もありま

す。 

また、その場所そのものが損なわれて傷つけられてしまった場合、その集団のリーダーに対しての

信頼を、そこに住んでいる人が失う場合があります。例えば、そのような被害があった場所をリーダー

が適切に守ることができなかったり、またその損失を回復できなかったりした場合、その集団に属す

る人たちがグループのアイデンティティに対しての価値を低下させてしまうことがあります。数年前

に、ハリケーン・カトリーナの被害がありましたが、当時政府がそれにうまく対応できなかったとい

うことがあります。その結果として、国に対して、またアメリカ市民としての価値を住んでいた人た
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ちが持てなくなった、持っていた価値を低下させてしまったというような事情がありました。しかし、

こういった環境アイデンティティというのが、回復力の非常に強力な源という話にもなります。  

これは堀毛先生の方から、あとからお話があると思いますけれども、このような状況にあった場合、

皆さんがこの状況の中で自分たちは強くそのグループの一員であると感じて、そしてそれがひいては

自然への繋がりと主観的な幸福の結びつきにもなると考えられます。 

なぜアイデンティティが重要かということの二点目なのですけれども、これはわれわれの考え方、

何か起こったことに対しての対応の仕方、解釈に対して、これが影響を与えるからです。世界では色々

なことが起こっていて、私たちはそれに注意を払って生きてきていますが、その中でも自分に一番関

係のあるものに注意を向けるということをしています。例えば、行ったことのない町で起こった出来

事に対してはあまり関心を払わないと思いますが、もし今までに行ったことのある、住んだことのあ

るということであればその町の出来事により関心を持つと思います。また、われわれのアイデンティ

ティを守るということに対しての動機づけということもあります。その情報やトピックがもし、自分

たちのそういったアイデンティティに対して悪い影響を与えそうだと感じた時には、それをあえて無

視するということもあります。 

アメリカでは現在、環境に対しての関心が、自分の支持する政党と強く結びつけて考えられるよう

になっています。保守派の政党の場合は、民主党に比べて、つまりリベラルな政党に比べて環境への

関心が低いといわれています。調査によりますと、支持政党はどこかということが気候の変動が実際

に起きているのかという認識にも非常に大きな影響を及ぼす要因の一つだといわれています。これは

教育のレベルには関係なくそうだと言われています。 

ここのトピック、さらに深く考察したいと思います。私がオンラインでの調査を行いまして、378

名のアメリカ人の回答者を得ました。この人たちに、気候変動について尋ねてみました。それから、

様々なアイデンティティに関わる質問も同時に尋ねました。この結果によりますと、どの位の害が気

候変動によってもたらされるかという質問については、この環境アイデンティティ、支持政党、性別

ということで考えますと、このような結果が出ました。  

例えば性別ですと、女性の方が、問題意識が高いということが出ました。また、このような気候変

動に対応するためにどのくらいの責任がわれわれにはあるのかということですと、それはやはり性別

だとか、支持政党の因子というものが非常に影響を及ぼしているということがわかりました。また、

環境アイデンティティ、それから性別というものについては、更にこの気候変動に対しての感情的な

意見というものを持つという因子になるということが分かりました。例えば女性の方が、怒りである

とか悲しみ、心配という感情を、気候変動に対して持っているということがわかりました。このよう

な調査結果から、グループアイデンティティというものをベースにして、この環境についての答えを

予測することができるということがわかってきました。その環境アイデンティティももちろんそうで

すし、そして支持政党がどこかということについては、その政党を支持する他のメンバーたちと同調
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した意見を出す、ということを示唆しました。 

それから性別ですけれども、これも回答に影響を及ぼします。ジェンダー規範によって、女性の方

がより共感的な答えをするように、という方向に仕向けられます。つまり、もっとこの回答において、

この気候変動ということについての答えにおいても、より感情的な答えを出すという傾向が見られま

した。 

それから第三番目の理由として、なぜアイデンティティが重要なのかということについては、これ

は最も実用的なことに関連した答えだと思うのですけれども、それは動機づけと行動です。われわれ

がある一定の行動をするというのは、他の人によく見せたいと、そういったことがあると思います。 

これはですね、私の家の近所にあるショッピングセンターに立っていた旗なのですけれども、「我

買う、ショッピングする、故に我あり」と書いてあります。つまり、私たちが何を買うかによって、

私はどのような人間かと示されるということを書いているのだと思います。 

それから、これは数年前の調査なのですが、プリウスを所有している人たちを対象にした調査があ

りました。つまり、この電気を使う自動車を買った最初の購入層の人たち、こういった人たちは何故

環境に影響を及ぼさないといわれている自動車を買ったのかといいますと、一番多かった答えが、プ

リウスを持っていることで、あの人は環境に注意している人なのだなと見てもらいたいからというの

ものでした。 

それから、アイデンティティによって何かの里親になるという行為も促されます。例えば、本当に

誰か人の子の里親になるということは、その子どもは家族の一員になるわけです。ですが、この里親

になるということを、物を対象にして言うこともできます。アメリカでは、“Adopt-a-Highway”とい

うプログラムがあります。これは、グループなどの人たちが、道路のある一定の区間を自分たちのも

のにするという感じですね。里親になるという感じです。ここの区間だけは、ごみを捨てたり、捨て

てあればそこを掃除したりと、そういったことをしてきれいに保ちましょうという運動なのですが、

これは非常にうまくいっています。この里親になっているということから、ここを綺麗にしようとい

う意識が生まれるのです。 

このようなアイデンティティがわれわれの考えや物事、環境問題へ影響を与えるということから、

ではそもそも環境アイデンティティというものはどこから来ているのかということを次に考えたい

と思います。ここでは三点お話をします。個人的な体験・経験、文化と共有の遺産、それから社会的

な経験です。他人と共有する経験です。 

一つ明確に分かっていることというのは、個人的な自然との体験的なものがどんどん減ってきてい

るということです。それは実際、都市に住んでいる人たちの方がどんどん増えていて、自然に日常的

に接している人の数が減っているということからもいえると思うのですが、そういう個人的な、直接

的な関係という経験だけではなく、間接的な経験も減ってきています。 

一つすごく興味深い研究があります。これはディズニーの映画を対象に調査したものなのですが、
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ディズニーの映画過去 70 年のもの全部を観て比較してみました。これは初期のころの「バンビ」で

すね。皆さん多くの方ご覧になったことがあると思います。最新のものだと「カーズ」のような、こ

ういった映画がディズニーから出ていますが、結果としてわかったことは、自然を題材にとったもの

というのがどんどん減ってきているということです。時を経るごとにディズニーでこういった自然を

取り扱っている映画が減っているわけです。自然がこのように使われていたとしても、多様な生物を

扱うということは本当になくなってしまったのです。 

それから、文化も環境アイデンティティに影響を及ぼします。私たちの社会化のプロセスにおいて、

自然に対する態度というものを学ぶわけですが、自然は重要で価値のあるもので、敬意を払わなけれ

ばならないものであると教えられるわけです。例えば、皆さんが国としてそのようなアイデンティ

ティをもっている市民であれば、皆さんの個人の環境アイデンティティも強くなるはずです。私が本

当にそうだなと納得したのは、ある国、これはトルコと中国ですが、このようなことを実感しました。

ですが、アメリカではそういうことは残念ながらありませんでした。これは中国の学校に掲げてあっ

たポスターです。教育の一環として、自然を尊び、守りましょうということを掲げています。 

それから最後になりますが、社会的な経験です。これも環境アイデンティティを育てます。この社

会的な体験というのは、他者とのやり取り、関わりですね、その中には自然も入ってきます。それを

経験の一環として経験していく中で、自然に対する態度が養われるというものです。そういったこと

が行われる一つの場所として動物園があります。これは動物園水族館協会というところが使命として

掲げているものなのですけれども、これは人と動物とを結びつけるということを謳っています。そし

てそれを動物、自然両方を尊いものと敬意を払いながらしましょうという風に言っています。そして、

こちらにある機関紙なのですけれども、“CONNECT”とタイトルがついています。まさに彼らが行っ

ているようなことを強調しているような内容になっています。 

動物園は潜在的に環境アイデンティティを調整する余地があります。というのは、人々の知識を膨

張させます。そして多くの環境についての情報を人々に提供します。そして、バイアスのかかってい

ない情報源であると認識されることがこの場合重要になってまいります。人々は、動物園というのは

自然を保護しようとしている場所だという風に認識します。確かに動物園によっては、そういったこ

とに長けていない動物園もあるのですが、尊重の価値のある動物園においては、少なくとも、そのよ

うにみられてもおかしくないところが多々あるわけです。人々はグループをなして動物園を訪問しま

す。家族、あるいは学校の遠足といった形で動物園を訪問します。動物園に訪れると行われる会話に

より、共有できるような価値観が生まれたり、規範が生まれたり、思い出を作ることができます。規

範というのは、自然の価値を認識するという規範です。 

もちろん動物園においては、人々が生き生きとした体験を持つことができます。そして、それによっ

て共感できるような感情的な体験をもたらせます。というのは、自分たちにとって重要と思われるよ

うな人たちとグループをなして訪問することが多いわけです。ですので、そこで生まれる記憶という
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のは非常に重要で、また、記憶に残りやすいということにもなります。そして人々は動物に対する繋

がりを感じることができるようになります。 

動物園では、このような企画を奨励しています。人と動物との比較です。ご覧の通り人の手、そし

て霊長類の手があります。いかに自分の手がそういった霊長類の手と類似しているのかということを

比べましょうということを奨励しているわけです。これは、同様のことです。他の動物の足跡、そし

て人の足跡がどう類似していますか、違いますかということです。この看板によって、私たちのよう

にゴリラも指紋がある、そして指紋というのは個人固有のものなので、これによって動物とわれわれ

は共通の部分をよく持っているのだなという感覚が生まれるわけです。動物園を訪問することによっ

て、人々はコミュニケーションを通じて自然の価値についての社会的規範を調整することができます。

この写真のように、お父さんがあちらを見なさいということに対してきちんとそこに注意を向けてい

るということがわかりますね。 

ということで、さらに厳密に動物園でどのような光景が見られるのか調査を行いました。環境アイ

デンティティを調整しうるような所見が見られるのだろうかということです。私はある研究を行いま

した。動物園に訪れる人たちが、どのような会話を行っているのかということを如実に観察したもの

です。動物に人々がいかにつながりを持っているのかという証拠を探ろうとしたわけです。これらの

抽出したコメントの 25%は、動物は何を考えているのかについて推測したものでした。例えば、ヒヒ

は悲しそうに見えるだとか、アシカは餌が欲しいと思っているなどです。そして 15%のコメントは、

何らかの動物との関わりを持つことを試みたものでした。ということは、ものとして動物を観察する

のではなく、別の一つの個として見ているということになるわけです。そして、4%の人たちが、動物

がとった行動やしぐさを真似ました。6%の人が人と動物との間の明示的な比較を行うようなもので

した。もちろん、私の一番のお気に入りというのは、ゴリラがお父さんに似ているねというコメント

です。そして 4%の人が、動物の立場にたって発言しています。動物が何を表現したがっているのか

ということを、自分たちが代弁するようなコメントです。 

ということで、どうやら動物園というところは人々が動物と近く感じ、そして動物に対して持って

いる共通項を探り、発見する機会を提供しているわけです。そして、このアイデンティティを共有し

ているという感覚こそが、人が動物に対して共感を持つことができ、動物が何を経験し感じているの

かということを考える機会になるわけです。 

一般的には、動物園を頻繁に訪問するということを可能にしている訪問客は、環境アイデンティ

ティが高い傾向にあるということがわかっており、そして、環境問題に関する問題意識も相対的に高

いことがわかっています。例えば、最近私が関わった研究におきまして、動物園の訪問客とその他一

般の国民をアメリカで比較した調査があります。気候変動に対する反応の違いを調査したものになっ

ています。これは、母集団は大きく 3,500人です。エール大学のある研究グループが 6個のグループ

に分類しています。つまり、この気候変動に対する懸念レベルです。最も高いのが左端のものです。
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最も低い水準のものが右端のもので比例しています。ご覧の通り、大半の一般の人たちは、動物園の

訪問客に比べて気候変動に対して関心がない、あるいは否定している傾向にあります。そして動物園

を訪問する人たちの方が、気候変動に対する問題意識そして懸念のレベルが高いという調査結果が出

ています。これらの結果が重要だということの一つに、動物園は多くの人が訪問する場所だというこ

とがあります。ということは、人々に対して影響を及ぼし、他の人にリーチアウトする機会を提供す

る場であるとすることができるのです。そして疑問は、動物園訪問によって奨励される環境アイデン

ティティを活用して動物の汚染保護を促進することができないのかという課題です。 

私は今、とある中国に関連するプロジェクトに関わっております。これを検討できるのか可能性を

探る調査研究です。皆さんご存知かもしれませんが、動物種が絶滅を危惧されるのは生息地が失われ

るからではなく、人による動物種の消費というのが一つの大きな要因となっているのです。これらの

動物種から作られた製品の人による消費なども要因の一つになっています。象牙だとかそういったも

のです。中国におきましては、伝統的な漢方薬というものは、野生生物種を用いた漢方も多く使われ

ております。しかしながら、こういった野生動物の保護に関しての懸念のレベル、あるいは問題意識

というのは全然高くないのです。 

そうはいっても中国固有の野生動物というのは、中国国民には非常に多大な価値が見出されており、

重要視されています。中国を訪問するとわかるのですが、あるいはその経験がある方は分かると思う

のですが、ぜひ見ていただきたいと思うのですが、このパンダの写真というのが、ほとんど考える製

品、看板のありとあらゆるところに見受けられるということにお気づきになったと思います。それだ

け愛されているのですね。 

ということで、やはりこの動物種に関する保護、懸念のレベルというものをいかに向上できないか

ということを検討したかったのです。二つの側面があります。一つは社会規範、これに注目しており

ます。他の人たちから資料をいただき、それからどういう風に行動し、考えるのかということが決ま

るわけですが、この社会規範におきまして環境保護的な行動が促進されるという意味においては、こ

の社会的規範は非常に重要な要素です。また、この保全の問題というのを、個々人にとって関連性の

深い因子にしたいと考えました。 

ということで、このプロジェクトが 3つの段階にまたがって実施されております。まず、第一段階

では、背景の調査です。環境問題について人々が何を知って、そして何を考えているのかということ

です。そして情報ベースのプログラムが企画されました。動物園に展示するという形です。生徒と動

物園、そして生徒における情報を展示するということを行いました。これは最近展示がなされたもの

です。そして私たちの今年の夏の目標というのは、この展示が人々に対してどのような効果をもたら

したのかということの検討です。 

ということで、いろいろなことを検討しております。これらがどれくらいの重要性を持つのか、そ

して人々が持てる環境の懸念の水準にそれぞれの因子がどの程度関係があるのかということです。 
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二つ目の検討の対象は環境アイデンティティ、動物に対する結びつきの感覚です。これはペットの

問題なのですが、ナショナル・アイデンティティ、これは動物に直接関係はないのですが、これも検

討しています。このナショナル・アイデンティティに関しては、自分の国についていかに誇りを持て

るのか、そしてどのくらい重要だと考えられているのかということです。また、自分たち自身が野生

動物たちの保護について効力を持っているのかどうかという感覚です。以前の調査では、この自己効

力というのは行動するかどうかの予測因子になっています。自分が違いをもたらすことができるのか

どうかということが、非常に重要な行動の予測因子になっているという調査結果も出ているわけです。 

そちらの調査の結果ですが、このような様々な変数が環境に対しての関心に影響があるということ

がわかりました。環境アイデンティティが、その中でも一番大きな影響があるということがわかりま

した。また、その国家としてのアイデンティティということもあまり高いレベルではありませんが、

野生動物の取引に関してはある一定の関連があるという結果が出ました。ですので、われわれが教育

の資料を編纂する際には、まず知識を高めることを考えなければなりません。 

例えば、絶滅の危機に瀕している種によって作られたものは買ってはいけないだとか、そういった

法律、規範に関するもの、またそのようなことに対してどういったアクションを取ればいいのかと

いったことを教えるようなものです。それから、行為に対してどのようなコンテキストがあるのかと

いうことを教えてあげなれればいけません。その際には、動物との繋がりを強調したり、または社会

規範として動物を守るということが存在しているのだということを強調したり、そして国家としての

誇りをもって、絶滅の危機に瀕している種を守らなければいけないといったことも教えなければいけ

ません。 

実際にその掲示をした二つの看板ですね、これは複数の言語で書かれています。こういったものが

あります。ここのところでは、何と書いてあるかといいますと、「サインをして約束をしましょう」

と書いてあります。つまり、人々にコミットメントを求めているわけです。コミットメントをして、

自分個人のアイデンティティもこれに合わせるようにそういったアクションを取りましょうといっ

たことを求めています。それから、ここでは色々なところで各所にサインをするボードが設けられて

います。動物保護のためにすぐに行動に移せるようなところに置かれているわけです。また、それぞ

れの個別の種に対しての掲示もあります。これは虎についてのものです。これを使うことによって、

虎との結びつきを促しています。「ここには私の話があります」と、これは虎が話すようなそういっ

た形式で書かれているわけです。また、最後のところに、この状況から助けてもらえるようにするに

はあなたは何ができますかと書いてあります。これによって、これまでと何か違う変化が生まれるこ

とを望んでいるわけです。これを、持続可能性を促進するために更に幅広く捉えてみてはいかがで

しょうか。環境を保護するという際にはまず私が考えますのは、そういった環境問題に対して個人と

しての関わり、それを確立しなくてはならないと思います。 

それから、環境アイデンティティを一人一人の中に持てるように、そういったことをなさなくては
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ならないと思います。では、それをどのようにすればよいのか。これは簡単にできるというわけでは

ありませんが、まずはその個人の体験、それをまず強化していく必要があると思います。何らかの方

法で、自然で過ごす時間、それを持てるようにするということです。また、文化それから遺産が自然

保護と結びつくような方法を見つけることも必要です。一つの方法としては、例えば皆さんが住んで

いるところに関しての教育を施し、それによってそのある特定の場所と、その文化が結びついている

のだということを教えてあげるということも一つあると思います。 

そして最後に、社会的な経験を持つ機会を与える、そして自然の価値というものを認識できるよう

にするということです。一つの方法としては、建物であるとか、研究所であるとか、都市といったと

ころをデザインする際に、ある場所を設けて、自然との間においての社会的な経験を共有できる場所

を持たせるということです。例えば都市の中でも美しい公園などの場所があれば、そういった経験が

できると思います。 

以上です。どうもみなさんご清聴ありがとうございました。質問やコメントがありましたら、私の

方にぜひまたコンタクトをお取りいただければと思います。どうもありがとうございました。 

 

●司会（大島） 

どうもありがとうございました。今日お配りしたプリントは白黒に変換したのですが、なぜか少し

文字が落ちてしまったところがありまして、大変申し訳ありませんでした。 

もう一度確認いたしますと、2ページ目の真ん中の右側ですね。“Environment Identity (EID) Scale”

と書いてあります。一番大事なタイトルが抜けており失礼いたしました。あと 2 か所あるのですが、

6ページの真ん中の左側、タイトルが“The potential of zoos”となり、これが消えていました。それか

ら、8ページのやはり真ん中の右側、“Project description”という、プロジェクトの概要ですね、これ

が抜けていました。大変失礼いたしました。 

この後に、堀毛先生からコメントをいただきますが、今の段階で少しここだけ確認したいというこ

とがございましたら、どうぞ、日本語でも全部同時通訳していただきますので、気楽にお願いいたし

ます。いかがでしょうか。よろしいですか。それでは堀毛先生の方からお願いいたします。 

  

●コメンテーター（堀毛） 

英語で話をするべきところですが、失礼して日本語でコメントを述べさせていただきます。 

まず、基本的に幅広く、そして豊かな内容のお話でした。私にそういうお話についてコメントをつ

けるような知識も力量もございませんので、そこでどうしようかなと考えたのですが、自分の研究に

ついて話をしながら、今日の話と関連付けて先生のコメントをいただければありがたいと思います。 

まず、今日のご講義の基本的な関心として、自然保護的な態度をいかに育てるか。そのために心理

学にどのような貢献が出来るか。それを考えるに当たっては、個人の環境アイデンティティがとても
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重要であると。私もその点に関しては、非常に強く同意いたします。若干私の個人的な関心について

話をさせていただきますと、前の大学で、サステナィビリティ研究が行われておりまして、教育も行

われていたのですが、特に理科系を中心とするものでありまして、そこでは私の専門はパーソナリ

ティ心理学、社会心理学、ポジティブ心理学といった個人差ですね、それを非常に強調する考え方だっ

たものですから、そういった心理学的な視点が欠落しているということを強く感じました。これは先

生のご指摘の中にもありましたけれども、そういった自然・環境保護活動への関与、というようなも

のを考えるに当たっては、個人の視点というものを重視することがとても大事だろうと。そして、そ

の関与の低さを改善するやり方は何かないだろうかというのが、私の研究テーマになりました。そこ

で、私はポジティブ心理学に関心があったものですから、ここ 5年ほどの科研費の研究として、ポジ

ティブ心理学を背景とするようなサスティナブルな心性の発見、そしてそれを促進するようなツール

の開発といった様なことについての研究を行っているわけです。 

これだけ英語のスライドになっていて恐縮ですが、海外の学会で発表した時のスライドなのですけ

れども、そのサスティナビリティに関しては、ここに示したような Gifford、 Kazdin、そして先生の

研究を挙げさせていただいていますが、サステナィビリティ研究系の心理学というようなものが非常

に大事であるということが、特に最近の環境心理学の中では主張されているように思います。つまり

研究の関心が少しシフトしてきたという風に私自身は感じているわけです。 

こうした動きは、心理学ばかりではなくて、例えばこれは昨年の環境白書の内容ですけれども、日

本の環境白書ですが、持続可能な社会に向けた一人一人の取り組み方の重要性ということが強調され

ています。そこでは、この図にあるように、こちらが平成 9年のデータで、こちらが平成 13年のデー

タですが、環境保全に重要な役割を担うものとして、何がその対象になるのかということで、トップ

に来ているのがこの「国民」という回答です。しかもその比率が 31％の解答が 44％まで増えていま

す。つまり、国民の一人一人が環境保全に対して重要な役割を持つということが、こうしたデータの

中にもあらわれてきているということになります。しかし、同時に指摘されていることには、これは

環境心理学に関心のある方は皆悩んでいらっしゃると思いますが、環境問題に対する意識と、それと

行動の間に隔たりがあるということですね。このように、意識としては高いものがあると、ある程度

しっかりしていると。しかし、それがビヘイビアに結びつかないという点が、やはり今日のお話の中

にもありましたけれども、大きな課題になっているという風に思います。 

政府は、サスティナブルな社会を目指した環境教育だとか、環境学習というようなものの指針を立

てておりまして、そこでは人材育成、つまり環境教育を担う人を育成すること、そして環境プログラ

ムを整備すること。環境問題に関する情報を提起する、それを幅広く行うこと。そして、今日の話に

もありましたが、場や機会を作ることといった様なことを環境教育、環境学習の柱だという風に言っ

ております。ただ、その内容を見ても、どうしても心理学的な視点というようなものの欠落、つまり

非常にグローバルな側面からこうしなくてはならないというようなことは言われているわけですが、
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それを個人個人にどう落としていくのかというような視点が非常に欠落しているように思います。 

これは個人個人がやるべきことで、冷房とか暖房の温度調整をするということですね、それから車

の運転を控える、アイドリングストップ、そしてシャワーの量を減らす、洗濯にお風呂のお湯を使う

などなどですね。そういうことが、個人が出来ることとして挙げられているのですが、実際にはそれ

らの実践のようなことをやってみると、結構の割合の人達が、日常の環境保全行動はやっている。例

えば、ごみの分別です。これは 90％以上の人がそういう分別をやっていると。これはアメリカの方も

同じだと思います。それからアイドリングですね、不要なアイドリングをしないと。それから節電と

かですね、節水とか、そういったものに関してかなりの高いパーセンテージでイエスなものが出てき

ています。これは平成 9年度も、平成 13年度もあまり変わりはありません。 

同時に、着目しておきたいのはここの部分です。これは、地域の緑化活動に参加している、グリー

ン・オブザベーションって言えばいいのですかね、あるいは美化活動に参加している、先ほど

Highway運動の話がありました。それから、リサイクル活動、地域の環境保全に関する活動。つまり

どういうことかというと、コミュニティに関連するような行動に参加するという比率が非常に低いと。

20％を切っている。これが日本の一つの特徴かもしれないという風に思いました。つまり、日本の場

合には個人の意識が強いし、そして個人が行う活動というものも行われているけれども、コミュニ

ティとしてみんなで協力するというような側面の活動が非常に低いというようなことがある、これが

一つの特徴かなと思います。 

そこで、私の研究の目的は、一人一人の行動をより顕著なものに強化する、つまり、活動を良くやっ

ていただくということによって、それを一般的にもっと般化していくというようなプロセスを辿れな

いか、そしてプロセスの背景にポジティブ心理学的なものが出てこないかということですね。これは

ご存知かと思いますけれども、Mischelたちの言っている行動指紋というものの考え方です。横軸に

色々な環境行動の領域をもってきて縦軸に行動傾向を取ります。そうすると、人によってどこが良く

やっている、どこができないというような違いみたいなものがパターンとして出てきます。そのなか

で、いわゆる環境教育というものがパターンをそのまま上のほうに上げるということを考えているわ

けですが、そのきっかけとして、私はこういうことをやってみてはどうかと。このパターンが

Individual differences になるわけですが、こういう風にこう変えると、あるいはこの人については

こういう風に変えるという動きですね。つまりその人の持っている強い部分、それをもっと強めて、

そしてそれを行動に結びつけるといったような介入が出来ないだろうかと。ポジティブ心理学ではポ

ジティブ・インターベーションという、サイコロジカル・インターベーションということでやってい

るわけですが、こういうような試みによって環境教育そのものを特に個人のレベルで強めるというこ

とが全体的なレベルアップに繋がっていくのではないかと、そのようなことが考えられるのではない

かと思うわけです。この点について先生に伺いたいのは、こういう環境アイデンティティの個人差と

いうようなものを把握すると、4つの側面があるとおっしゃいましたが、多分それによって個人差と
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いうことは把握することが出来るのだと思うのですが、そういうもののパターン化だとか、プロ

フィール化だとか、そういったことをやっていらっしゃるのかということを少し伺ってみたいという

風に思いました。 

そして、もう一つは今話したように、その良い所を伸ばすというような介入を考えているわけです

が、こういう視点みたいなものは環境アイデンティティ研究や教育でも可能だろうか、その足りない

ところを補うというような教育に比べて、どちらが効果的なのだろうか、そういったことについて何

か考えをお持ちでしたら教えていただければと思いました。 

さて、もう一つ私の研究について、どうも皆さんには余計なことばかりで申し訳ないと思うのです

が、サスティナブルな心性というようなものを個人差として把握することが出来るのではないかと考

えています。それで、これについて色々な研究をやってみたのですが、最近作っている環境改訂版の

尺度の中身というのがこのような内容から形成されるものです。一部は多分、環境アイデンティティ

の話と関わってくると思うのですが、この私が作った尺度の中では、“generativity”世代継承性とで

すね、それから“interests in sustainable environment ”持続的環境への関心、それから“interests in 

biodiversity”生物多様性への関心、そして“fairness on judgment”判断の公正性、そして“affinity to 

environment”環境親和感ですね、そして“interests in the resolution of environment problems” と

いうことで環境問題解決への関心、そして“negative attitude toward environment problems”否定的

な態度、そして第 8因子として出てきたのが“sustainable well-being”。先ほども少しご紹介いただき

ましたけれども、環境や将来の世代に負担をかけないで幸福を追求することが重要である、といった

様な項目ということになります。そして最後に、“affinity to social diversity”と。これらの側面を含

むものとしてサスティナブルなマインド、心性という呼び方をしているわけですが、これはどうも、

私は Milfontさんの開発した pro-environmental attitude scale を妥当性の指標として使ったのです

が、それと関連性を見てみると、ここに示したように、私の方のスケールと、それからMilfontさん

のスケールの 4つの因子、これは因子分析ですけれども、第 1因子とそれから第 3因子が私の方の因

子、それから第 2因子と第 4因子が Milfontさんの因子という風に別れまして、それぞれ違うものを

どうやら測定しているようだと。こちらが私のサスティナブル、そちらが pro-environmental attitude 

scale です。そうすると、やはり少し違う側面を測定出来ているのではないかなと考えているわけで

す。 

これはパーミッションをしていただきたいというお願いもあるのですが、ぜひ先生の開発された環

境アイデンティティスケールとの関連を調べてみたいという風に思うのですけれども、先生の尺度は

今の中身で行くと私のサスティナブルな心性の方に関連しているのか、それとも Milfontさんの考え

の方に関連しているのか、この辺りについてもお考えがあったらちょっとお聞かせいただけると幸い

です。 

最後に、well-beingとの関連、私のテーマは well-beingなものですから、それと文化差を絡めなが
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らですね、少し話をしたいと思います。先生は自然と well-beingとの関連について、その重要性につ

いて触れられたわけですけれども、環境的アイデンティティとそれから well-being の関連について

お話しいただいのですけれども、何か実証的なデータをお持ちでしたら簡単にその内容を教えていた

だければと思います。特に well-being の側面ですね、所謂 SWLS という Diener のスケールである

とか、psychological well-being という Ryff のスケールであるとか、色々なスケールがありますが、

そのあたりとの関連で何かご検討の結果などがあれば教えていただければと思いました。 

一方で、今日のお話を伺っていて感じた文化差というようなものに関しては、先ほど申し上げまし

たけれども、日本ではコミュニティ活動への参加が非常に少ないというのが一つの問題点としてある

と。それからポリティカルパーティの話ですね。政党への親和、これは日本では全く駄目だと思いま

す。全然親和性が低いというようなことですね。それから、自然への一体感、親和感、これは非常に

強いのですけれども、それを自己認識として意識できるかどうかというところが、少し微妙だなとい

う感じを私は持っています。自然に対してわれわれも感覚として親和感というものを持っているので

すけれども、それによって自分が自然の一部であると、自分がという感覚をそこで持つかなと。そこ

のところがやっぱり西洋のセルフがしっかりある構造と、それから日本のヘッジの曖昧なですね、そ

ういう構造との違いのようなもので、それを自分の一部という感覚でとらえるのか、世界の大きなも

のの一部と捉えるのか、そのあたりの所に感覚の違いみたいなものがあって、それが日本で環境アイ

デンティティというものを考える上で、検討していかなくてはならない側面になるのかなという感じ

がしました。 

こんなことを申し上げるのは、実はサスティナブルなマインドとそれからサスティナブル・ビヘイ

ビアと、それから subjective well-beingですね、その関連について共分散構造分析による分析をやっ

たことがあるのですが、このようにサスティナブル・マインドからサスティナブル・ビヘイビアへの

関連というものは結構あります。それからサスティナブル・マインドから subjective well-beingの関

連性も結構あります。しかし、ビヘイビアと well-beingとの関連性というのはほとんどありません。

これは一般的な話で、先ほどの話でいっても、所謂サスティナブルなものによって行動は出てくるし、

well-beingにも繋がると。しかし、行動は well-beingには繋がらない。つまり、サスティナブルな行

動というものは、所謂われわれの言う well-beingとは関連しないという、ちょっとつらいものでもあ

るのかもしれないというようなことが示唆されたわけです。 

私が言いたいのは何かというと、このwell-beingの操作の部分を日本的なwell-beingに変えます。

日本的なwell-beingというのは、Minimalist subjective well-beingという風に呼ばれているもので、

その内容としては感謝であるとか、あるいは穏やかさというような側面がその中に入っているという

ことです。これらの指標を取って、この関連性を調べてみると、サスティナブル・マインドと、その

ハピネスというものの関連性は非常に高くなります。0.8 にまで高まっているということで、その文

化に合わせた well-being の指標というようなものを考えながらサスティナブル・マインドや、サス
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ティナブル・ビヘイビア、ビヘイビアの方は相変わらず関連はありませんが、そういったものとの関

連性を見ていくことが大事な側面になっていくのではないかと考えられるわけです。ここの数字を見

ていただきたかったということなのですが、そのあたりで文化的な結びつきのようなものを慎重に考

えていく必要があるのではないかと考えます。 

一方で、文化を超えた共通点として指摘できるのは、動物園への親和感ですね。これは私も、ある

いは私の女房もですね、動物が大好きでどこへ行っても動物園へ行きます。日本の中には、これはア

メリカでもやられていると思いますけれども、アニマルセラピーですね、発達しているほど動物介在

療法として親和性が高まるというものもあると思います。それから環境アイデンティティというもの

の存在も間違いなくあると思うので、4つの側面はやはり文化的に共通する部分ではないかなと感じ

ました。また、環境アイデンティティがリジリエンスに繋がるというようなことで、コミュニティ・

リジリエンスというものが非常に大事であるという同じような主張も出てくるのではないかと思い

ます。 

ただ、これまでの研究を拝見していても、コミュニティを単位とする研究みたいなものがまだ十分

に行われていないのではないかと。日本でも、野上先生達の総合研究のように、そういうレベルで色々

な試みを行おうというようなことがなされていることは事実だと思うのですけれども、まだまだ少な

い。最近私どもの行っている研究テーマの一つとして、コミュニティが持っているその精神的予防、

回復、成長機能、そういったものについての検討があるわけですけれども、そこでは 3つの機能があ

るといわれています。それは、何か嫌なことがあった時に、それを回復する機能、これがこの機能で

すね。つまり、嫌なことで落ち込んだものを回復させる機能というものがコミュニティにあると。そ

れから、逆境に屈しないサスティナビリティという、何か悪いことがあったとしても落ち込まないで

自分の強さをそのまま保持できるというような側面です。そして、3つ目が逆境後の成長ということ

で、それを糧にしてエンパワーしていくというような側面があるだろうと。というように、今日の話

の環境との関連というようなものを考える中でも、何か癒しの回復機能と、それから続けて保持でき

る機能と、それから成長させる機能、そういったものを色々弁別しながら、これは個人でも、コミュ

ニティでも当てはまるものもあると思いますが、そういったことを考えていくことが大事な側面にな

るのではないかなと思います。 

さらに、最近注目されているのは、これは大島先生の研究の領域ですけれども、社会関係資本、ソー

シャル・キャピタルと呼ばれているものですね。その中にも繋がりを bonding、それから bridging、

あるいは linkingとか、そういう風に多様にですね、内容を考えていこうと。それらがいずれも疎外

感とか、あるいは精神的健康と関連を持つという指摘もありますので、こういった指摘みたいなもの

も、やはり環境教育と結びつけながらコミュニティの強さをもたらすものというような形で検討して

いくべきではないかと思いますが、この点についてもお考えをお聞かせいただければ幸いです。 

どうも焦点が絞れなくて非常にまとまりのないコメントということになりました。申し訳ありませ
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ん。本当にご講演ありがとうございました。勉強になりました。 

 

●司会（大島） 

ありがとうございました。 

少し私から言い訳をさせていただきますと、時間があれば全部英語のスライドが作れたはずなので

すが、ここのところ私どもは大変忙しくてですね、スライドがほとんど日本語になっているのですけ

れども、時間さえあればよかったのにというところなのですが。 

申し訳ないのですが、先生の方からですね、いくつか質問があったのをもう一度整理して、このこ

ととこのこと、というのを、質問をもう一度言葉で言っていただければと思うのですけれども。 

 

●コメンテーター（堀毛） 

スライドの方で、赤い字でといっても皆さんの方にスライドも配っていませんし、このスライドを

見ていただくしかないのですが、一つはですね、この環境アイデンティティの個人差を把握すること

をなさっていらっしゃるのかということでございます。何か実証的なデータがあればご紹介していた

だければありがたいという風に思います。 

それからインターベーションに関して、強い所を強めるということと、弱い所を補うというような、

そういう発想みたいなものがこの環境アイデンティティ研究の中でも取り入れられていらっしゃる

のかどうか。これが 2番目の質問ですね。 

それから 3番目の質問は、私が呈示させていただいた様なこういう内容を環境アイデンティティの

考え方と重ねた時に、似たようなものを測定しているのか、あるいは違う側面を考えた方がいいのか、

そのあたりの関連性についてどのような感想をお持ちかと。 

そして、4番目は文化差ということについていくつか指摘させていただいたわけですけれども、例

えば中国などでもですね、研究なさっていらっしゃると思うのですが、そういう文化差についてどの

ような感想をお持ちでいらっしゃるのか。 

そして最後は、コミュニティを単位とする研究の必要性というものについて、どうお考えか。以上

5点になるかと思います。どうぞよろしくお願い致します。 

 

●司会（大島） 

どうもありがとうございました。それでは Clayton先生、お願いいたします。 

  

●Susan Clayton 

色々と考える題材をいただきました。どうもありがとうございました。ほとんどのご質問というの

が、これからやらなければいけないことと言った方に関係のある、今手持ちのデータに関係があると
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いうよりも、これからの研究を深める対象になるかと思いました。けれども、先ほどご紹介いただい

たスケールなのですけれども、環境アイデンティティのスケールというのは、お持ちのスケールの一

部分になっているような、そんな位置づけになるかなという感想を持ちました。例えば環境への親和

性であるとか、Milfont の尺度、最近のものは見ていないのですね。なので、そのあたりがどれ位同

じか少し分からなかったのですけれども、私のEIDのスケールと比べてどうかということでしたが、

戦略に関してのご質問があったかと思います。個人の強い所を伸ばすべきか、それとも弱い所を補強

するかというところ、これは非常に実務的で重要な点だと思います。以前、私もこの辺りを考察した

ことがあります。これは、行動にもよるというのが答えになるかと思います。何らかの形で言えば、

個人の強い所を強化することで活用できるということはもちろんあると思います。例えば、動物園で

の研究ですけれども、すでに環境問題に対して心配しているというような人達、この人達に行動しま

しょうという風に促すことは、元々関心を持っていない人達よりも影響をもたらすと思います。しか

しながら、例えばですが、もっと幅広い社会のグループを対象にして考えた時にはどうでしょうか。

例えばあまり関心がないという人たち、繋がりの感情を持たないというような人達を考えたらどうで

しょうか。そういった場合には、まずは一番最低限の所まで全員のレベルを上げるということも考え

るのはいいのではないかという気もします。 

それから文化差ということについて、これはとても興味深いお話だと思いました。私は、そもそも

そういうような差がどこから来るのかというところを考え始めたくらいの段階でしかないのですね。

もちろん直感で考えてもそこにはいろいろな変化の違いがあると思います。それが、私が今日お話し

した内容とかなり結びついているところもあると思います。ただ、私たちが考えなければならないの

は、われわれの持っている文化差というものが、例えば精神性だとか宗教と結びついているものもあ

りますよね。それから、個人差であるとか手段性であるとか、そういったところとも関係があると思

います。人類学者が言っていたのですけれども、一つ重要な側面で、文化を分けるものというのは、

自分自身をどう自然と結びつけるかという、その辺りのところが文化差になってくるというような話

も聞いたことがありますので、その辺を話していくとかなり大きな問題点になるかなという気がしま

す。 

それから最後のコミュニティに関しては、逆に質問があります。あまりこの辺のところには研究が

進めてはいないところもありますが、環境アイデンティティというのは自分が属するコミュニティか

らも一部来ているという風に考えております。ですので、先生としてはコミュニティというのはどう

定義されますか。先生の理論においては、コミュニティというお話をする際にはどういう定義でお話

しされているのかを聞きたいのですが。 

 

●コメンテーター（堀毛） 

このきちんとした定義というようなものを行っているわけではありませんけれども、近隣家族、そ
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れから学校、教育、そういったあたりのところで、ある目的に沿って同じ活動を続ける、そういう人

たちのグループといったあたりの定義になるのではないでしょうか。もちろん、精神的なつながりを

持ちつつということになりますが。 

 

●Susan Clayton 

つまり、その集団として、例えばエコシステムのように、お互いに頼りあい、そしてインタラクショ

ンがあるというようなグループですね。一つ、非常に小規模ですが研究はしたことがあります。その

コミュニティの側面に関する研究だったのですけれども、動物園に来る人ではなく、動物園で働いて

いる人達、例えばボランティアの人達で、来る方と色々と交流する人達、そういう人たちに、どうい

う風にお互いの関わりを持っていますか、それがどのように時間を経るごとに変わってきましたか、

ということを聞きました。そもそもボランティアになるということは、皆動物好きだから立候補した

わけなのですけれども、ボランティアになった後、時間を過ごして、更に周りの人たちと続けていく

ことによってより環境を保護したい、環境アイデンティティの度合いというものが強くなったという

ことが分かりました。数十人という非常に小さいグループが対象だったのですけれども、これがまた

大きなコミュニティでも同じようなことが起こるかもしれませんよね。 

 

●コメンテーター（堀毛） 

どうもありがとうございました。 

 

●司会(大島) 

よろしいですか、今のコメントに堀毛先生は。 

それではですね、色々な話題が出ておりますので、少しフロアの皆さんから何か気楽に疑問に思っ

たことや考えたことを言っていただければと思うのですが、いかがでしょうか。 

 

●質問者 A 

日本語でお願いします。私、柿本と申します。専門は社会的アイデンティティの理論を通して、集

団行動についての研究なのですが、配慮行動についてここ数年、研究のセッティング上関心を持って

やっていまして、まさに Clayton先生のご報告がぴったり当てはまったので楽しく聞かせてもらいま

した。 

その専門と少しずれる話ですけれども、面白いと思ったのは、動物園を訪れる人たちが、環境問題

に関心を持って取り組まれるという結果ですね。論理的に必ずしも繋がるわけではないのに、何故か

そうなってしまうという所がすごく面白いと思いました。可愛いし楽しいし、私も子供たちと一緒に

行ったりするのが好きなのですが、それは必ずしも環境とつながるとは限らなくて、動物の種類とか
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にもよって、例えばものすごく微細な微生物を好きな人が環境問題に関心があるかというと、そうで

もないはずなので、動物園にいるような類の動物が何か関係があるのかなということが一つです。地

球全体に思いを馳せるだとか、そういう所に繋がるのかなと思いました。これはコメントです。不思

議だなと思ったことで。 

一つ質問ですけれども、私自身の研究で、仮想世界ゲームというものを使っているのですが、その

中で、地域へのアイデンティティ、同一視一体感が環境配慮行動を促進するかどうかということを調

べたものがあったのですけれども、そこでは、何種類かバージョンがあって、ある場合、特に電子的

にやった時には、必ずしも地域に一体感を持っているということが環境配慮行動の促進に関連がな

かったのです。その時に私自身が考えたのは、少しはコミュニティの話とも関係すると思うのですけ

れども、どの範囲でコミュニティや環境を考えるのかと思ったのですね。自分の住んでいる、あるい

は身近な地域に一体感を感じている場合は、自分の身近な地域の環境には関心があると。野上先生の

研究は琵琶湖のコミュニティとの一体感が、琵琶湖の水質保全に繋がったという結果だったのですけ

れども、それは必ずしも地球全体の問題、温暖化の問題とどう関わるかだとか、そういったことに関

しては少し怪しく、分からないのですね。私の研究だと、地域に関心があるからといって世界全体を

何とかしようという風にならなかったのは、そこのギャップ、どの範囲で自分が環境を考えるか。実

際、地球全体の環境や、例えば大陸レベルの環境と、身近な市町村レベル、あるいは町内会レベルの

環境では、利益が相反する場合もある、対立する場合もあると思うのですね。その辺りを、どのよう

に構想されているのでしょうか。地球の大きさと、コミュニティも色々ありますし。環境アイデンティ

ティの発想は、地球全体なのか、あるいはローカルな、ご発表の中にもありましたけれども、身近な

森とか、住んでいる地域のようなものもあったと思うのですけども、サイズはどういう風に考えられ

ているのかというのが質問です。以上でございます。 

 

●Susan Clayton 

ご質問ありがとうございました。まず私が言えることは、この環境アイデンティティについて考え

始めた時に、非常にソーシャル・アイデンティティについての取り組みからインスピレーションを受

けました。ですので、グループのアイデンティティと似たような考え方を適用できると思っているの

ですね。 

そして、最後にいただいたご質問にまずお答えしたいのですが、環境アイデンティティというのは、

地球規模であると思います。ある特定の地域や場所に結びついているわけではないです。他の研究で

は、例えば場所のアイデンティティに集中して、どの位の結びつき、依存というのが特定の場所にあ

るのかということについての研究や、ナショナル・アイデンティティについての研究もしました。あ

る特定のコミュニティについてのアイデンティティの評価、測定を行っています。こういったものは、

それぞれが拡大された自己意識を促進するという意味では恐らく関連していると思います。ですので、

1381



自分自身を超えた単位で物事を考えるという傾向を誘導すると思います。しかしながら、それが繋

がっている程度というのは多様だと思います。というのも、その地域ごとの規範というのもあるで

しょうし、固有の規範というものもあるでしょうから。一般的にアイデンティティといった場合には、

行動の前に先だって存在するものだと思います。そして、姿勢あるいは態度の前に来るものだとも

思っています。ですので、このアイデンティティがあれば守護的なあるいは環境的な行動を誘導する。

しかしながら、必ずしもそうなるとは限らないということになってくると思います。ですので、これ

を素因として活性化したり、あるいは方向性を誘導したりできるものであると思います。ある傾向と

して、自分自身のことを環境の一部として考えがちな人というのは、もしかすると、自分が取り組ん

でいる行動について考えを来たさなかったとしても、例えば誰かが環境を破壊したということになっ

たら、環境のアイデンティティが高い人たちは、そうでない人たちに比べてより強く反応しやすいと

いうことはあると思います。 

もう一つ、動物園のことも言っていただきました。それが環境的な心性を奨励するのかということ

なのですが、必ずしもそこは結びついていないと思います。特に、多くの動物園では何か物を買うこ

とを奨励したり、本来必要ないものを買うように求めたり、楽しみ、快楽であるとかそういったこと

をどちらかというと奨励するので、動物園は環境のメッセージを提示しようとするのですけれども、

そうしたいけれども必ずしもそうはならない、伝達したメッセージが伝わりにくいというのもあると

思います。 

 

●司会（大島） 

どうぞマイクで、自由にお話しいただいて構いません。 

 

●質問者 A 

ありがとうございました。環境アイデンティティが環境行動を促す基礎的なレベルになっていると

いうようなお話で、多分それは地球レベルで環境問題を想定されているのだなと分かりました。面白

いのは、ローカルな地域や、あるいはもう少し小さい集団へのアイデンティティほど、般化して自然

の繋がりみたいなものがあるのだろうなと思える。例えば、地球が壊れると地域も壊れるのだからみ

たいな、そういう論理的な思考になるはずなのに、私の研究では繋がるのだけれども、別の研究では

繋がらないみたいな、それがちょっとわからない。どのような規範があるかだとか、そういう問題が

絡んで出てくるのだろうなと先生の答えを聞いて感じました。 

それと、すみません動物園についてもう一言、お答えいただいたので追加で感じたことを述べます

と、先生はものすごい数の動物園で調査されたようですけれども、お話を聞いていて思ったのは、自

然史博物館だとかはどうなのかなって。つまり、動物は身近な、生きているものですけれども、生き

ているものではないにしても、地球全体に思いを馳せることのできるような場として、博物館という
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ものもあって、実際に動物園の機能の一つはそういうところもあるのではないかと思いました。生き

ているということが大事な側面もあるのでしょうけれども、地球全体に思いを馳せるには博物館とい

うのも一つかなと少し思ったので。私、実は博物館も好きなのです。それで、そういうことも思いま

した。単なる感想です。ありがとうございました。 

 

●司会（大島） 

コメントはありますか？ 

 

●Susan Clayton 

そうですね、博物館も動物と同じような動機というものを持てると思います。つまり、自然保護と

いうことに関してのメッセージを発することができる場だと思います。そして、いくつか動物園と同

じような良い点もあります。そこに行くときは、博物館もグループ単位でみなさん恐らく行きますよ

ね。そして、そこで色々な興味を持てる部分について学ぶとか。ただ、動物園ほどビビッドな、迫力

があるだとかそういう感じの体験とは毛色が違うかもしれませんけれども、私たちが使える機会はみ

んな使うべきだと思いました。 

 

●司会（大島） 

はい、なかなか面白いポイントだったと思うのですけれども、今の内容に関連することでもいいで

すし、全く別の視点でも結構ですので、またどなたかありますでしょうか。どうぞ気楽に。これ位の

規模のセミナーですので、気楽に何かありましたらご発言よろしくお願いいたします。 

 

●質問者 B 

素晴らしいプレゼンをありがとうございました。片山美由紀と申します。東洋大学の教授をしてお

ります。 

20年か、30年ほど昔の話になると思いますけれども、私一人旅でケニアやタンザニアに行ったこ

とがあります。その時国立公園にも行きました。 

ご講演で、関心の中心点が well-being、それからアイデンティティだという話だったのですけれど

も、その二つの関係を作るメカニズムというのがごく難しいなという風に思っております。というの

は、その差がそれぞれすごく小さいからです。 

一つコメントしたかったのは、この分野において、もし研究者がこの変数に頼らなければならない

場合、例えばその環境保護の行為といった場合には、モラルに関するプレッシャーだとか、要望だと

か規範とか、そういうものも入れなければならないのでしょうか。例えば、人はどこに住むのかとい

うことを選択できます。一軒家に住むだとか、マンションに住むだとか、アパートに住むかとか、自
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由に選択できます。その場合はモラル的なプレッシャーは全くないか、あったとしてもものすごく小

さいと思うのですね。例えば、少し不便な場所にはあるけれども、自然の豊かなところに建っている

所とか、すごく便利なところにあるけれども、自然が全くないような都心であるとか、例えば五つ星

のホテルが都心ではなくだいぶ離れた郊外だけれども自然が豊かなところに建っているだとか、でも

そういうのはとても不便ですよね。行き来はタクシーだとかハイヤーになってしまいます。ですから、

この変数としてのライフステージというものがあると思います。例えば家族の構成であるとか、子供

の年齢であるとか、または仕事におけるストレスであるとか、仕事のストレスからの回復力といった

ことを考えた時に、ストレスが高ければ高いほどそういったストレスのある人は、ストレスから回復

する力が強くなければ大変です。先生のようなところでは、長期の休暇を取られるというようなこと

もあると思います。ILO132というような法律もあります。例えば 2週間の休暇を取らなければなら

ないとか。休暇の長さでいえば、アメリカは世界で 2番目の長さの休暇を取っていますが、東アジア

の国々では、なかなか長い休暇を取るということが難しい状況があります。そう考えますと、労働法

というのが、自然と well-being やアイデンティティとの繋がりの成熟度に関連しているのではない

かと思いました。そのような感覚というのはあるものなのでしょうか。そういう社会の周りを取り巻

く環境であるとか、その他の変数として、子供時代に置かれた環境だとか、よくご存知だと思います

が。そういうコメントです。 

 

●Susan Clayton 

ありがとうございました。色々と面白いお話をしていただきましたが、その中でもとても重要だと

思いましたのが、自然の中でそういった回復に繋がるような経験が持てない人のことだと思います。

社会としては、認識としてこういったことがどれだけ重要なのか、つまりそういったことを体験する

機会を人々が持つことが重要なのかという認識がなければならないと思います。私はその点であまり

楽観視してはいないのですが。 

 

●質問者 B 

介入プログラムを開発するのならば、セグメントを設けてやられるのがいいと思います。私の言っ

ていることがお分かりいただけますでしょうか。 

 

●Susan Clayton 

はい、とても重要な問題提起があったと思います。私たちがフォーカスしているのは、個人の福祉

なのか、あるいは環境の福祉なのかということです。願わくは、多くの場合はこれらに相関があると

思いたいのですが、必ずしもそうはならないと思います。ですから、もしかすると人は回復の経験と

いうものが、この長い距離を走って、そして大きな未開拓地において自分の家を建てるということで
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ありますが、個人の福祉あるいは幸福は高まっても、環境の福祉は落ちるということがあると思うの

ですね。なので、インターベンションを考えるときには、環境の福祉を重視して考えているのですけ

れども、もしかするともっと個人の福祉や幸福、それから環境の well-beingとの繋がりを考えて、二

本立てで両方を考慮していかなければならないと思うに至りました。 

 

●司会（大島） 

他にいかがでしょうか。どのような視点でも構いませんけれども。 

 

●質問者 C 

ご講演ありがとうございました。TIEPhの研究支援者、アシスタントをしております、大久保と申

します。 

私が聞きたい点はですね、環境アイデンティティとアニミズムについての関係なのです。というの

も、日本では、日本に限らず東洋の世界であることなのですけれども、色々な自然物に、まるで人の

ように魂が宿るという考え方が世界中でもありますけれども、特に東洋にはあるという風なことがあ

ります。特に日本においても、鳥獣人物戯画、ちょっとこれは訳しにくいところですけれども、動物

が人の魂を持って、人のように振る舞うだとか、そういったもの、今の日本のキャラクターにも繋が

るようなところですが、これは、所謂先生がおっしゃっている環境アイデンティティということにお

いて、人と自然とのコネクションの概念の中で考えることは可能なのでしょうかということです。つ

まり、先生がおっしゃっていた環境アイデンティティという概念は、自己が自然とコネクトしていく、

その方向性を強調しておられたように感じましたけれども、ある意味アニミズムといったものは、自

然の方を人間の方に近づけるような形で、方向性が若干異なるようにも感じるのですけれども、その

点についてどのようにお考えなのか聞かせてもらえればと思います。 

 

●Susan Clayton 

とても興味深い点であったと思います。人の動物についての考え方というのは色々と複雑で多岐に

わたっていると思います。日本に関しても然りであり、またアメリカでもそうだと思うのですが、ペッ

トがすごく好きで、しかしながら、ペットは小さい人みたいに扱っている傾向があります。ですので、

この人たちが自然のことを考えたり、自然との強い結びつきを強化しているとは思いません。ペット

を通じてそういったことをしているというよりは、おっしゃったように、動物を自然界から離して人

間に近いところに置いていると考えられると。ということは、動物の自然との繋がりを少なくすると

いうことなのですが、これについての研究ということで、アニミズムと自然に対する姿勢や関係性を

みたり、自己の意識との関係性についてみたりといった研究はあまり知りません。おそらく環境アイ

デンティティと相関があるという風には思っています。というのも、自己と他の動物種との間のバリ
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アを低くするという能力によって、その境界線を越えることができるのだと。人になったりあるいは

他の人になったりすることも出来るのだと。あるいは動物的な人間になったりだとか。ネイティブな

原始住民といったところもそうだと思うのですけれども、他の動物の上位ではないとみなすことが環

境アイデンティティにおいては重要だと思うので、肯定的な正の相関があると思うのですが、時とし

て動物が人みたいになり過ぎていて、動物ではなくなっているというようなケースもあると思います。 

 

●質問者 C 

ありがとうございます。 

 

●司会（大島） 

他はいかがでしょうか。せっかくの機会ですので。同じ方でも構いませんがいかがでしょうか。 

 

●質問者 A 

またすみません。途中で紹介された、中国とトルコとアメリカにおける環境アイデンティティとナ

ショナル・アイデンティティの関係についてのデータで、少し意外に思ったのですけれども、トルコ

と中国ではナショナル・アイデンティティと環境アイデンティティの正の相関がそれなりにあったよ

うですが、中国というのは、私は何回かしか行ったことがないのですけれども、開発し尽くされてい

て、自然が残っていないというか、人がたくさん住んでいるところはかなり人工的な場所に、それは

何十年も前から、古くから開墾されている感じがしたので、それを中国の人たちが環境との関わりを

ナショナル・アイデンティティと絡められているのが意外な感じがしたのです。どういうメカニズム

なのだろうかと思いました。日本人が国土を保全するとなると、日本は美しい国だというのは直感的

に分かるのですけれども、中国の人はそういう風に思っていないのではないかなと少し思ったので。

開発し尽くされているというところですね、そこが少し引っかかるのですけれども、何か説明の論理

はあるのでしょうか。 

 

●Susan Clayton 

おっしゃっていることは確かにその通りだと思います。中国の方は、あまり考えずにごみを捨てる

だとかそういうこともありますし、動物を扱うということも、あまり動物を尊重するとかそういうよ

うなことはありませんが、先ほどの相関というのは、だからといって環境アイデンティティが高いで

すというわけではありません。環境に関する関心は低いと言わざるを得ないかもしれません。ただ、

研究の中で、詳細は忘れてしまったのですけれども、環境に対する態度を予測するものというのが、

中国とアメリカでは違うのです。もちろん、私たちは自然の一部なのだから自然を使って当たり前だ

と、そういった考えはあると思います。色々な理由があってそうなっているのですけれども、まず中
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国の人たちは、これから生き残るために経済をとにかく強くしなくてはならないというところに、社

会主義的な考えからか、強くそういう思いがあるのだと思います。この辺りはもう少し研究を進める

べき分野ではないかなと思います。 

 

●司会（大島） 

はい、ありがとうございました。よろしいですか。あとはいかがでしょうか。 

一応 5時までの予定でしたので、すでに過ぎていますので、もしご質問が無ければ終わりにしたい

と思います。 

最初に申し上げたのですけれども、コンサベーションという言葉から、文化差というのが色々な面

で出ているなということを今のディスカッションを聞きながら思いました。今日のお話、特にアイデ

ンティティあるいはセルフといったものが、恐らくアメリカでご研究なさっているのと、われわれが

日本で感じるものとの微妙な違いというものがあるのかなというようなことを感じていました。これ

からぜひとも、もう少しコンタクトを取りながらわれわれの研究をみていただき、堀毛先生もそのよ

うなアプローチをなさったのですけれども、コメントをいただき、それからまた先生の研究をご発表

いただいてディスカッションをするという、そういう機会ができればいいなという風に、非常に強く

思いました。 

今日は本当にいいお話をありがとうございました。Clayton 先生にもう一度拍手をお願いいたしま

す。 

それでは、セミナーの方はこれで終わりにさせていただきます。どうもありがとうございました。 
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発表資料 堀毛一也 
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ワークショップ 

「天命反転トーク」 
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ワークショップ 

「天命反転トーク」 

日時：2015年 1月 17日（土）18:00～20:00 

会場：三鷹天命反転住宅 -In Memory of Helen Keller- 

【主催】東洋大学「エコ・フィロソフィ」学際研究イニシアティブ

（TIEPh） 

【協力】ABRF,Inc. （荒川修作＋マドリン・ギンズ東京事務所） 

[プログラム] 

鼎談 

田中 泯（舞踊家） 

 河本英夫（東洋大学文学部哲学科教授） 

本間桃世（荒川修作＋マドリン・ギンズ東京事務所代表) 
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「天命反転トーク」

田中泯（舞踊家）

河本英夫（東洋大学文学部哲学科教授）

本間桃世（荒川修作＋マドリン・ギンズ東京事務所（ABRF, Inc.）代表） 

（写真提供：ABRF, Inc.）

本間 皆さん、お待たせいたしました。本日は三鷹天

命反転住宅にいらしていただき、ありがとうござい

ます。天命反転住宅では、この場でしか成り立たない

というようなお話を聴く会とか、音楽を聴く会とか、

ごはんを食べる会とか、いろいろやってきています。

中でも「天命反転トーク」というタイトルを付けるこ

とが多いのですけれども、この場で出会って、そして

皆さんも参加しながらお話を聴き、トークをすると

いうことをやってきました。きょうは東洋大の方が

多いと思うので河本先生のご紹介はあまりしなくてもいいと思いますが、河本先生から、田中

泯さんと、ここで何かできないかというお話がまずありました。本当でしたら泯さんはダン

サーなので踊りをお願いできたらというお話もあったのですが、お話も突然であまりにも準備

期間がなく、お話があった時点で「じゃあ、最初にちょっとお話をしてみよう。どうなるか分

からないけれど」という会であります。

 私は、ここを造った芸術家、建築家としてご存じの方も多いかもしれません、本人はコーデ

ノロジストと言っていましたが、荒川修作、そしてパートナーのマドリン・ギンズの東京事務

所をやっています、本間と申します。よろしくお願いします。きょうは私がナビゲーターのよ

うな役割ではありますが、もう本当にお 2 人のお話を皆さんお聴きしたいと思われるのではな

いかと思うので、時々、ここを造った荒川さんのことを思い出しながら質問しつつ、一緒になっ

て皆さんとともに聴きたいという立場でおります。

そういうことでさっそく始めさせていただきたいと思います。

 実はここのトークを持つ前に、泯さんはまだここにいらしたことがなかったので、ぜひここ

を体験していただきたいと思っていました。スケジュールの合間を縫ってどうにか事前に来て

いただけないかというお話をして、最近、ここにいらしていただきしました。その日はいらっ

しゃるお時間も、お仕事で結構遅かったんですね。そして、夜ここに来てすぐ帰られてしまう

というのももったいないなあ、泊まっていただけたらいいなあと思ったら、何と次の日も東京
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でお仕事というときで、ラッキーなことに泊まっていただくことができました。

本当に月並みですが、そのときの、泯さんが泊まられての感想などを私はまだお聞きしてい

ないので、一緒にお聞きしたいと思います。

田中 うーん、非常に普通ですね。

本間 非常に普通。

田中 普通に目が覚めて、普通に出掛けて行ったというか。だからここの、目で見る奇抜さというか

な、そういうのとは全く睡眠は関係なく。

本間 睡眠はもう普通にぐっすり？

田中 ええ。僕はここ（オレンジ色のベッドルーム）で寝たんですけど、非常に快眠でしたね。

本間 快眠だった。

田中 ええ。

本間 寒くはなかったでしょうか。

田中 ないですね。僕はものすごく調節機能が優れていますから（笑）。

本間 そうですか。暑いところでも大丈夫で、寒いところはそんなに……。

田中 ええ、どんどん脱いでいくというか、暑ければ（笑）。

本間 では今度は、ぜひ夏にも泊まりにいらしてください（笑）。

田中 あと塗料とか、ここで使っている素材とか、そういうもので空気が多少影響……。まあ時間が

たっているからあれなんでしょうけれども、そういうこと、ひょっとしたら何かあるかなあと

は思っていたのですが、それはなかったですね。目とか……。目もかなり敏感で、ロケなんか

に行っても、僕だけやたら目薬をさすことが多いんですよ。撮影のために煙を焚いたりして、

「ちょっとこの煙はいつものと違いませんか」なんて言うと、ちょっとした化学物質が入って

いるとか、そういうこともあります。

本間 目で、視覚じゃない感覚機能がいっぱいあるという形なんですね。

田中 まあだから、たぶん粒子をキャッチする能力が、鼻とか、その手の細胞がひょっとしたら動物

的なのかもしれません。自慢しちゃってますけど（笑）。

本間 色で特になかったと言っていただいたのですけれども、実は河本先生は、三鷹天命反転住宅を

荒川さんがまだ建てる前の、プランのところから見てらっしゃいます。私やスタッフも最初の

プランを見たとき、コンピューターグラフィックで書かれていて、あまりにも色がけばけばし

くて、「これを建てたらもう近所からクレームが出まくるんじゃないか」とスタッフも思って

いました。ところが、これができたときに全くクレームがあったわけでもなく、荒川さんがそ

のときに、「いや、それは当たり前だ。自然を作ろうとしたんだ、僕は」と言われたんです。そ

のとき私はピンとこなくて、いったいこのどこが自然なのだろうと思ったのですが、「考えて

みろ。自然界にはものすごくビビッドな色があふれている。それと同じものを外と内に入れよ
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うとしたのだ」というふうに言われたんですね。

田中 僕もさっき奇抜とは言ったけれども、これは実際に現物と照合してみなきゃ分からないけれど

も、自然界、もっと言えば人間の体の中にもありとあらゆる色があるわけです、僕たちの体の

中に。だから、それは決して不自然なことではないと思います。僕たちは色に関する心理的な

教育をやたら受けちゃっているから、その

気になって色に対して反応して、やれセン

スだ、何だと言っていますけど、本当は何

でもかんでもあったはずですよね。好き嫌

いとか、そういう次元で話をすれば、色の

側から言ったらえらい迷惑かもしれない。

そういうようなことが多々あるんじゃな

いでしょうか。

本間 まるで荒川さんの話を聞くようなコメントでした。

田中 僕は田中泯です（笑）。

本間 そう。つい重ねてしまうところが私のちょっと悪いクセでありまして、それはこの空間にいる

からということで、皆さんには許していただきたいのですけれど。

色に関して、河本先生ではなかったと記憶しているのですが、ここ入られたときに、「ゲー

テの色彩学を使っているんだね」という人が何人か訪れたことがあります。例えば色に関して

河本先生は、最初のプランのところから、それからプロセスというか、動きができてから、今、

どういうふうにお感じになりますか。河本さんは何回もここには見えていますよね。

河本 しょっちゅう来てますね。立ち上がる前からいろいろな議論をして、結局ここに組み込めな

かった話もたくさんしました。例えばそこにある廊下。廊下をどうしようか。歩くと足音が後

ろに行く。それで前と後ろができて、未来と過去みたいな話に分かれたりということになる…

…。じゃあ足音が、歩いていく前方からやってくる。自分の足音が、歩いていく前方からやっ

てくるような廊下を造ろう。そうすると過去と未来がクリアに分かれない。

 そういう話をすると、荒川さんという人は、半蔵門のホテルで話していたのですが、すぐ「負

けてたまるか！」みたいな感じで、「いや、そんなものを考えるのだったら、足音というのは

右から左に流れなきゃいけないんだ。右から左、つまり歩行方向に対して直交になるような音

の流れ方が要るんだ」みたいなことを言い始める。結局、そういう話をすると、とにかくいろ

んなことを言っていました。そういうことをかなり長い間話していた。つまり、荒川さんが日

本にやってくるときは毎回やっていたんですよね。だから、ここまで建物が出来あがってしま

うとほとんど使いこなせていないし、やれていないのだけど、アイデアだけはたくさん出した
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んです。

例えば、ゲーテの色というのは、基本は黄色と青なんです。何でゲーテが黄色と青みたいな

ものを重要に考えているかというと、黄色というのは光のすぐ近くで色になったもの。青とい

うのは闇の近くで色になったもの。そうすると、光と、それから闇というようなところをベー

スにして、色を形成できるだろうとゲーテとしては考えたのだけど、そのときに要するに目に

特定の色として映らないものが重要になる。光と黄色の間、それから闇と青の間、それらを感

覚としてつかまえているはずなのに、全然「これ」という感覚で出てこないもの。こういう領

域のところを、荒川さんが相当丹念に作り込んだのだろうなあという感じを受けるんですね。

感覚の大半は、これというかたちで捉える以前に動いてしまっている。感じろと言うことは、

単に知ることではなく、もっと多くの働きをしている。

 色のことはいいのですけれども、さっき言われていた塗料とか、それから臭い。部屋の臭い

とか、空気の臭いとか、あるいは水の臭いとか、細かく感じ分けられるような感覚で育ってい

る人はもう少なくなっちゃっているし、土を耕すと、要するに土の臭いって独特の臭いなんで

すよね。臭いについては、世田谷区のパブリックシアターで、確か開場 5 分前まで観客を入れ

ず、開場内に煙と臭いが立ち込めるようにして、「こんな中で始まるんだ」というような設定

が確かあったのですが、臭いみたいなものってどういう感じで見ておられますか？

田中 亡くなった岩井寛さんという素敵な人で、かなり若いころお話ししたことがあって、人間が死

ぬ前に感覚として、記憶の中に残る、記憶をサポートする一番強い感覚は臭いなんじゃないか

ということをおっしゃったことがあります。確かに、臭いで場所とか時代を思い出すというの

はすごく強くありますでしょうね。僕もずいぶん、臭いを準備しておいて、そこにお客さんに

やってきてもらうということはずいぶんやりましたね。木片、木が燃えるような臭いの煙を出

すやつをあえて見つけて、途中で、その臭いがバーッと客席に行ってお客さんがザワザワザ

ワーッとした瞬間、「やった、やったあ！」と思ったことがあります（笑）。

 まだ大丈夫だって。それをすぐアナウンスしたんですけれどもね。

本間 臭い、それから目の感覚という話から、皆さんもあとでこの住宅のパンフレットを見ていただ

くと分かりますが、「三鷹天命反転住宅－In Memory Helen Keller－」、そこまでがこの住宅の

名前です。それは荒川さんとマドリン・ギンズさんが、ヘレン・ケラーだったらこの家をいか

に使うのだろうかというテーマで造った家で、もちろん私たちはヘレン・ケラーではないです

から、彼女と同じようなことを想像するしかないんですね。ただ、もし私たちが、今、見えて

いるように見えていなかったら、今、聞こえているように聞こえていなかったらって、ちょっ

と思いながらこの住宅をもう一度見たり歩いたりしていただくと、実はいろいろな要素が入っ

ているのです。

例えば泯さんも河本先生も、リハビリテーションの分野で長い間、研究、お仕事をされてい
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ます。あとはこの間、泯さんにお話を伺ったのですけど、障害者の施設で踊りを踊ったときの

反応ですね。その子たちはすごく喜んでいるのだけれども、例えば私から見ると、喜んでいる

かどうか分からなかったり、あるいは「ちょっとこれは怖いな」と思うようなリアクションだっ

たりする。だけども、その子たちは、喜んでいたり興奮していたりする。

荒川さんというのは、まあ、荒川さんとマドリン・ギンズさんなんですけれども、建築で私

たちの体が入ったときに起こる、開いていく様子というのでしょうか。

田中 入るって、建築物に入る？

本間 建築物に入ったときに、例えば体が瞬時に、何かふっと開くような感じ。そういうのを造ろう

とした部分もあれば、でもこれは住宅なので、ワーッとした感覚のままでは生活が成り立たな

いのかもしれないので、ちょっと閉じる、落ち着くという要素もあるというように言っている

んですね。それは、お泊まりになって、泯さんはごく普通にお感じになったということですが、

歩いてみたり、トイレを使ってみたりして、瞬時に何か体の感覚が開いたり閉じたりというの

は……。開いたり閉じたりという言い方はちょっと乱暴ですが、変化を感じるような要素はど

こかにあったでしょうか。

田中 今、本間さんが言った住宅というのは、中に入ると少なくとも落ち着くとか、悪く言えば逃げ

場でもあるわけだし、そこら辺のいろんな要素が当然ある。このコーナーに来るとすごく落ち

着くとか、体が安定するとか、いろんな要素がたぶんこの空間でもあると思うのですけども、

僕は住宅のドアを開けて中へ入ったから、中側の感覚だけで本当にいいものだろうかというの

はいつもあります。ですから、中に入ったらよけい外の感覚がワーッと呼び覚まされるような

ことというのは、僕自身が内と外の問題を本当ならば完全にない交ぜにしたいという欲求があ

るからなんですね。だから、そういうものを僕はむしろ、住宅に求める。

 先ほどの足音の話ですが、僕たちは日常、とんでもない音を立てて生きているわけですよね。

歩くときの足の引きずり方。履物の引きずり方。引きずらない人ももちろん、いるんですけど

ね。それからリズム。それだけじゃなくて紙の 1 枚のめくり方だって、みんなとんでもない音

を立てているわけです。僕はワークショップで「1 日中とにかく自分の立てている音をメモし

なさい」というのを 3 日間にわたってやったので、やっているうちにみんな動けなくなってく

るんですよね（笑）。

本間 もう音を立てたくないという。

田中 そうです。こうやってしゃべっていても、僕は実に不思議な音を口でペチャクチャ、出してい

るわけですよね。2 階で下に人がいるにもかかわらず上で出している音とか、当然そういうも

のがある。ここはあんまり音がないですね。（凸凹の床を指して）これももちろんそうですけ

ど、音のある住居じゃないと、ふっと感じました。

窓を開けるのだって、開ける速度とか、開けるときのその人の体の気配とか、窓 1 枚にいろ
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いろなことが要素としてすごくたくさんあります。開けた瞬間に外の空気と内の空気がどう動

くか。本当は大昔の人たちはそのことを感じながら、住居の外と内側というのをやっていたと

思うんですけど、それが、だんだん外と内が大雑把になっちゃって。

本間 大雑把になった。

田中 要するに感覚で満ち満ちていたものが、中側の用途としての問題になってしまったんじゃない

か。本当は用途なんか一切語らないでいたものですけど、ここはこういうふうに使えとか、そ

れは個人の自由でしょうと、本当は言いたいですけど、なかなかそうはいかないということが

山ほどあるじゃないでしょうか。

河本 （参加者に向かって）ここの中で初めてこの部屋に来た人がいるのではないかと思いますが、

とりあえずここに来たら、最初はいろいろ 1 時間ほど歩いてみるんです。ここにある円い部屋

の中に頭を上にして、あるいは頭を下にしてみたいな形で、いろいろ動き回ってみる。もちろ

ん、感覚だからどんどん変わっていってしまいます。慣れてくると急速に馴染んでくるものと、

寝転がってみるたびに違うものというのが分かれてくる。そういう中で、先ほど本間さんの話

にもあったように、自分の身体で起こることに対しての感度というものは、そんなものは通常

は使わないで生きていかないとやっていけない……。

 例えば駅の階段を上るとき。駅の階段というのは不出来なもので、とにかく上までどうやっ

て速く行くかという、到達点のほうに向かうことをどうやってこなしてしまうかみたいなとこ

ろがある。普段は外の世界をつかまえていく。そうすると、そのときに感じられているものを

非常に感じ損ねている。駅の階段なんかあんなきれいに作っちゃって、あれを毎日毎日歩いて

いると絶対に心臓に良くないし、心筋梗塞になるはずなんです。もっと自由に使えるような階

段にしなきゃいけなかったのだけど、東武電車の社長にそういう手紙を書いても何も言ってこ

ないから、どうも却下されているんですよね。

 自由度というところをどうやって本人が活用できるか。環境の中にあるものを自分で使える

ようにするというのはいろいろなやり方があるし、それぞれ機能性ではないところでやり方と

いうのは見つけ出していけるはずなのです。どうもそういうふうになっていない施設が多いの

で、もうしょうがない、そこでこういう形のものを造ってみた。

 身体のほうは、それとして感じられる感度があります。内感のようなものです。内感のよう

なものをいちいち感じることは普段の生活では容易ではなくなっちゃったということがあっ

て、1 回立ち上がるごとに立ち上がりの感覚が違っていくというようなことを、なかなか感じ

取ることができないし、どういうふうにしたらいいのか、よく分からなかったところがありま

した。それも相当いろいろな形で考えてみたのだけど、特に年齢的にちょっと高齢になったり、

あるいはちょっと障害があったりすると、自分の身体の感じを感じ取れない人が多い。また麻

痺の人はまったく身体を感じとれなくなっちゃうということが起きる。足がうまく動かないの
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は、自分の足の感じがない。動かしてあげると、動いた感じがしないと言う。

 この内感という身体の感じはどうやって形成していったらいいのかなあということを、いつ

も考えていたわけです。荒川さんと話をするときも、この身体の内感の形成ということを考え

ていた。それは、ある空間の物差しの中で自分の身体がどう動いているかみたいな形で自分で

認識しても、たぶんどうにもならない部分であって、そこのところでどういうふうにしようか

というので、こういう床のようなものもデコボコにしてしまう。

荒川さんは要するに幾何平面、平らな面というのは幾何学で作っている、幾何学できれい

に作られているものに身体が適応しようとすると、もう最初から無理が掛かっているという

発想だったのだろうと思うんですね。身体が、2 次元、3 次元のようなきれいな整数次元で出

来ているはずがない、というような確信がありました。身体を外から設定された幾何学空間

に適合させることは、すでに背中に大きなまな板を背負っているようなもので、最初から無

理が来ている。

 それでこういう感じの凸凹の面を作る。デコボコにしてくれというふうに職人たちに伝え

るのです。荒川さんがよく話していたのは、こういうところを設計して、職人さんにこうい

うふうにするんだと説明をする。そうしたら職人は「分かりました」と言う。でも彼らは彼

らのやりたいことしかやらないらしいのです。荒川さんは怒って、すっ飛んで行って、「こう

いうふうにやるんだ！」と言って自分でやってみせる。そうすると、「はい、分かりました！」

と言って仕事をするらしいのだけど、何ひとつ荒川さんの言うことは聞かない。ああ、職人

というのはこういうふうに仕事をするんだということがよく分かったと言っていました。三

鷹の天命反転住宅のこのデコボコも、職人の側がおもしろがって「これもおもしろいからど

んどんやっちゃう」と言って、荒川さんが最初に想定した以上のものを、職人たちが作っ

ちゃったらしいのです。そうすると、設計なんてあまり意味がなくて、進み始めたときに何

が起きるか分からないけれども、いろいろな人がいろいろな指示を出しながら、でもこんな

ふうになっちゃうというような進み方をした。それがこういう床らしいのです。

 ぜひお聞きしておきたいのは、そういう身体の感覚の感じ取りですね。ここに哲学科の学

生がいっぱい来ていますが、哲学というのは、環境の中に入って感じ取ることができるんで

す。それを言語で表現する訓練をしてしまうというのが哲学というものです。ところが、環

境の中で身体の側から感じ取って、身体が動いていくというのは、別の作業になるので、哲

学ではほとんどこれを教えることができないのです。言語のほうで表現するようにしてしま

うと、かなりたくさんの感覚をブロックするというような、ちょっと別の厄介さがあって、

そういった意味からすると、そういうことについて感じておられることをお聞きしたい……。 

 田中泯さんの言葉というのは、ふだん哲学の本で読むような、すごいというか、線を引っ

張って覚え込むとか、そういう言葉ではないんですよ。才気を見せつけるような言葉ではな
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いのです。だから、学生は言葉といったら、もっと才気が溢れ、言葉に才気が乗り移ったよ

うな言葉を聞きたがってしまうところがあるのですが、そうではなくて、才気とは別の才能

というのがたぶんあるんです。ここら辺の言葉をうまく感じ取れることまで行かないといけ

ないのだけど、正直言うとかなり難しいです……。

 やはり若いころに本を読むと、何かいろいろとすごい才能のきらめくような言葉のほうが

おもしろいんですよ。それで、一生懸命読むわけ。そういうのとはちょっとタイプの違う言

語能力というのが、きっとあるはずだと思っているんです。だから最近は、そういう言語と

いうのかなあ……。だから、言葉のほうに圧力を掛けたり、言葉に何か過度の工夫をのせた

りするのではなくて、ある意味でいったら言葉がおのずと出てくる。要するに無理に圧力を

掛けない言語というのがうまく聞き取れなくなっているところがあるので、できるだけそう

いうものを聞き取れるということが必要だと思っています……。たぶん言葉の手前に「声」っ

ていうのがあるんですよ。声は空気の振動です。空気の振動の辺からうまく感じ取れる声と

言葉というのが、たぶんあるはずなんですよね。その辺のところで何かうまく語っていく回

路を探さないといけないなとは思っているのですけれど、なかなか哲学ぐらいの材料ではで

きないのが実情です。

田中 言葉と身体をそういうふうに分けちゃうと、たぶん同じ結果になるんじゃないですかね。

河本 そうそう、そうそう。

田中 階段をまるで自由に、みんなが使えばいいと言うのだけど、駅の階段はそんな場所じゃないで

しょう。例えば僕が田舎から東京へ出てきて、駅の階段をゆっくりゆっくり自分の気分で、ま

あ僕から言わせれば僕の自由な速度で、あるいは勝手に止まったりしたら、すぐ突き飛ばされ

ますよね。それに、通過して俺の顔をこうやって見ていく人がいっぱいいる。それでも私は自

由なんだと思わなきゃならないのか？ 先ほど自由という言葉を使われましたけど、階段の形

状が自由を保障できます？

僕はね、体の自由というのは、形からくる、あるいは扉 1 枚の自由度の解放とか、そういう

ものとは明らかに無縁じゃないかと思うのです。やっぱりどこかで僕たちの体が、むしろ落と

し込められてきてしまっている、その歴史に対して考えていこうと。ですから、その歴史をた

どれるようなワークショップだったり、あるいは日々の有り様だったり。まあ原則的には、個

人の生き方に全てかかっていると僕は思いますが、それしかないというふうには思いますね。 

 第一、国の一番偉い人たちを見てごらんなさいよ。あの人たちの体と言葉、どういう関係に

ありますか。ずっと天下り式に裏の役人にまで同じような肉体と言葉の関係が、ほとんど全部

成立しちゃっているわけですね。要するに表と裏というものをみんなはっきり分かっているに

もかかわらず、表と裏というのは人間なんだ、人間の言葉であり生き方なのだというふうに

なっちゃっている。長いものに巻かれろという言葉で、みんなウンウン、ウンウンウンとなっ
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てしまう。

これは、たぶん肉体の問題と言語の問題というのは、本当に人類の始めから考えないとだめ

なんです。ある時間を区切って考えられる対象じゃないんです。例えばパーキンソン病。昔は

パーキンソン氏病と言ったのだけど、それがやっと伝染するものではないといって認め始めた。

何万年か前の中国の古文書の中に既に、らい病だと思われる病気が書かれている。そうすると、

目で見える肉体の差異化からどんどん差別が生まれてきたと言っている人もいるのですけど、

それに言葉を付けるわけですよね。こいつはらい病だと。日本語も恐ろしい字ですよ。癩（ら

い）って。言語性と肉体性のこの問題というのは、ほとんど僕たちの世界のありとあらゆると

ころに浸透しているわけです。だから、スポーツがああいうふうにして、要するに勝った負け

たの、トップのほうのクラスのことを大いに喜ぶわけですね、僕たちは。僕はその差異をつくっ

てきた、差別をしてきた肉体の懺悔に近いものが、スポーツの隆盛をもたらしているのだろう

というふうに思います。こんなことを言うのも勇気が要るのですが、思い切って言わせてもら

います。

河本 いやいや、本当にねえ……。

田中 だから、本当にみんなが自由に感じる階段を作れるのだったら作ってみろっていうんですよ。

そうじゃないんです。やっぱり体の解放なんです。人がどんな速度で動いていても大丈夫なん

です。それを自由だって感じられる人間が今、いったい地球に何パーセントありますか？ 特

に日本に何パーセントありますか？ そうでしょう？ もし会社に通うのが大変でみんな

ギューギュー詰めだ、それなのに時間の余裕を作れない、この肉体が。そうでしょう。その肉

体があんな窮屈な思いをし、走ってまで会社に行くわけです。ふっと考えたら、何でそんな時

間を作るのか？ そうじゃないですか。あるいは、通勤圏内をこれだけにしようと会社が決め

ればいいじゃないですか。それ以上遠くから来る人は、「ちょっとあなた、別の会社にしたほ

うがいいよ」って言えばいいじゃないですか。でも肉体の場合には考えない。ベースにしてい

ないのです。何時間掛かろうが、「おまえはうちで買った」というふうに言われているわけで

す。

いや、肉体の側からしゃべったらいくらでもありますよ。感覚や、こういう形態の問題じゃ

ないものが実はものすごくたくさん眠っているんです。

本間 自由度というところでお聞きしたいのですけれど、「自由」という言葉が出てきて、それは荒

川さんがいるときに、いろいろな人に自由についてという話を振られることがありました。い

ろいろなやり取りがあって、自由になりたいから僕はこれをやっている、私はこれをやってい

るという話をすると、必ず決まって、荒川さんはイライラして、「きみたちが言う自由は間違っ

ている。僕が教えてやる。本当に自由だって言えるのは、そうじゃない。僕はもう 1 万年生き

たからそろそろ死ぬよと言って、窓から飛び降りる。そうしたらその周りにいた人が拍手をし
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て、良かった、良かったと言える。そういう世の中になったら本当に自由だろう」と言ったこ

とがあります。そのときやっぱり私はピンとこなかったんです。それはいったいどういうこと

なのだろうか？

 泯さんにお聞きしたいのは、泯さんは「場踊り」というタイトルで全世界へ行って、どんな

場所でもその場の踊りをするということを続けられていますが、「場踊り」の前にもいろいろ

なタイトルでダンスをされていると思います。泯さんの言葉で説明をしていただけたらうれし

いのですが、「場踊り」という名前を付けたことと、その自由についてというのは何か関係が

あるのでしょうか。

田中 あまりないですね。

河本 ちょっと無理な問いかもしれない。

田中 僕は自由を目指しているわけではなく、不自由は嫌悪しますけども（笑）、自由を目指してい

るわけでは決してないですね。場所というのは、私はたまたま日本に生まれて、日本という島

に生きているわけです。この日本という国の自然というのは、人が立ち入らないような場所は

ほぼないんですね。そういった意味では未開という言葉だとか、それから人跡未踏というよう

な場所は日本にはほぼないのではないかと思って……。

 僕は場所というのは、原則的に「人の影が感じられる」ということがあると思います。例え

ば現代、延々と続く畑の真ん中に、長い 1 本の木がポツンとあるとします。その畑は以前、森

だったかもしれない。あるいは木のすぐ傍に大きな百姓家があったかもしれない。それは分か

りません。ただ、刻々とそういう場所の変化がそこに起こったに違いないと思います。そうい

うのが僕には大きな興味と、それからシンパシーですね。そこで踊るときに、僕の中にたぶん

理由もなく起こることというのは非常に稀なんです。ですから、僕自身がたくさんのファイル

をしながら木の勉強をしたり、その地域の昔の話などをファイルにしたりしながら、その中で

その場所を僕なりに理解し、「さあ、そこで踊っている私は何者？」というのが「場踊り」なん

です。「田中泯」の入る余地がないんです。

河本 そうですね、ちょっと考え方の回路、

狙ってるあたりはたぶん荒川さんなん

かも同じような……。「ランディング・

サイト」という言葉を彼らは創り出し

たわけです。

田中 ランディング・サイト？

河本 ランディング・サイト。

田中 うん。
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河本 最初、日本語では「降り立つ場」とか、そんなことを言っていたんですけれども、例えばこの

ペットボトル。この素材の中の珪素系炭素化合物なんて、10 年ぐらいでやっぱり移っていく

んですね。だからこれもそれじたい変化している。速度が遅いだけです。そうすると、これの

本質は何かといったときに、ここの場所を占めること、ここに位置を占めること、それを「ラ

ンディング・サイト」という言葉で言う。だから、このモノの本体は「ここ」という場所を占

めることだというふうに荒川さんは考えて、ほかの内実は、いろいろな偶然でどんどん変わる

でしょうという。これだと 10 年ぐらいで炭素化合物は移動しますし、ガラスも珪素化合物だ

けど、あれは密にしっかり作ってあるので、だいたい 600 年周期で 1 回グルッと回っていく。

その前に壊れちゃいますけど、かなりのものが動いているということです。

 彼はそこのところを言葉との関連で相当困ってしまった。「これ」という指示の仕方って、

本当は何もこの物を捉えていない。だから、「あれか」「これか」、あるいは「あれでもない」

「これでもない」というような形で言葉を重ねても、どうにも届かない。したがって、「これ」

が「それ」として「ここ」を占めるという。この働きのことを彼は、ランディング・サイトで

一番ポイントに置いたんですよね。当然、身体なんかも変わっちゃいますが、身体はそのつど

場所を占める。そうすると、この場所を占めているということと、このモノが物であるという

ことがいったいどういうふうに関わっているのか。外から見て配置すると位置の視点になって

しまうし、ここに占めているということがここの場所とここのモノとの関係をどうやって形成

していくのか。相互に形成されていくと思いますけど、そこの部分みたいなものをずっと荒川

さんは考えていたというのが実情です。そういうふうに考えてみると、経験の場面としては「場

踊り」と非常に似たようなところがあるのかなと思ってみたりするんですけどね。実はラン

ディング・サイトというのは、ここという位置を占めるだけではなく、位置を占めると同時に、

それ自体になる、位置を占めると同時に世界とのかかわりをその都度形成する・・・・という

ように、同時に二重の働きをしています。

田中 うん。僕の踊りは、いないときもあるんだけど、基本的には観客がいるわけですね。畑なんか

に行くと、畑で働いている人の手を休めて、近くまで来てもらえばいいですけど。これは今、

たまたま水が入っているからペットボトルなのだけど、この辺を切ってコップにすることもで

きるし、植木鉢にもなる。今おっしゃったのは、要するにこれだけ（ペットボトル）の話をし

ているのですが、この場というのはもっともっと相対的なわけじゃないですか。だから、これ

はひょっとしたらもっと土の上にかかしになったりしているかもしれない。ただ、これは周り

の、言ってみれば地球全部、あるいは宇宙全部と言ってもいいのだけど、と関係しているんで

すね。僕はそう思います。ですから、ここに焦点を当てて語るのは、ほんの一瞬でいいんじゃ

ないですか。
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河本 なるほどね。

田中 ええ。それが僕は、場だと思います。そこは実はずうっとつながっている。

河本 そうそう、そうそう。

田中 何でこれがここなんだと。ここじゃないの？ で、こっち側にする。

河本 そうそう。

田中 使わしてもらえば、こういう自由度が実は場の一瞬なんです。ずっとこれがここにあるなんて

いうことを考える必要すらないんじゃないですか。

河本 分かります。幾つかお聞きしておきたいのですが、不思議に思っていることが幾つかあります。

例えば畑の真ん中でも草原でもいいのですが、自然環境の中で観客がいなくても、たぶん誰か

に見られているという感覚があるのだと思うのです。

田中 僕の場合は人間に見せていると思っていることが最重要です。

河本 ああ、最重要。

田中 はい。これから先、どうなるか分かりませんけど、「あの木の後ろに誰かいる」と思いながら

やってきています。あるいは、心の中で「これは誰々さんに見てもらっている」みたいなこと

もあります。「自然の中で、一人で踊るって気持ちいいでしょうね」なんて言われても、全然

気持ち良くないです。そっちに引き込まれていくような感覚になることももちろんあるのです

が、やはり人間に見てもらっているという感覚のほうが強いですね。感覚と意志ですかね。

河本 その「人間」というものにはどのようなものが入るのか？

田中 「人間」というのは、二足歩行を始めてから今までの人間です。

河本 あれはいけないんですか？ 例えばヤギとか。

田中 ヤギ？

河本 ヤギに…。

田中 ああ、それは細胞を持った同じ生命体としての場の生き物ですね。それはもちろんありますよ。

でも、ヤギさんだけじゃあダメなんです。やっぱり人間です。それは木や植物もみんな私たち

と同じ細胞からここまで枝分かれしてきた生き物達ですから、木 1 本のために踊ることもある

とは思いますが、ああいうことは僕はできないですね。そうなりたいとはあまり思っていない

です。

河本 関連して派生的なことで幾つか。例えば地面に這いつくばるとか、あるいは単に立っているだ

けというのは、見る限りではどちらかというと植物に近い振る舞いですね。地面にベタッとく

るのは、やはり植物性の方が近い。動物性は移動という本性を持っていますから、そうすると、

移動を遅くする、遅くする、遅くするという形で、動物性の境界とか限界がそれじたいで浮き

上がらせることもできます……。通常、動物と植物の間の境界というのは本当のところはよく

分からないのですが、いわば移動の速度を遅くするというような形で、単に立っていること、
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あるいは地面に這いつくばること、この辺りの身体の感覚ですね。つまりみんなが動物だから、

動物性を感じているということは、ワーッと叫んだり、走り出したりはする。植物が叫んでい

ないかどうかは分からない。人間に聴く力がないだけなのかもしれない。だけどある種、植物

性ということと動物性ということは、感じ取り方が少し違うのではないか。こういう印象を

持っているのですけど、この辺りはどうなのでしょうか。

田中 単に立っているという、それができたらすごいでしょうねえ。単に立っているということが本

当にできるのだろうかという気がします。

まさにこのデコボコな、荒川さんが準備した床なんかは大変おもしろいけど。例えば僕が暮

らしているところは斜面ばっかりのところなんですけど、斜面に立っていると、立っているだ

けに見えたとしても、体の中は一瞬も休まず動いています。観念なのか本当の感覚なのか分か

らないけど、あるとき僕は、このまま地球の真ん中にズーッと落ちていくんじゃないかという

ふうに思ったことがあんです。それを気に入っちゃって、うれしくなっちゃって。「水平線が

丸いなんて思うんじゃない、斜面だって実はまるーく真ん中に落っこっているんだな」と感じ

たことがあります。

 人間が立っているとか、あるいは立ち止まるとか、いろいろ言うのだけれど、僕たちは一瞬

たりとも止まっていないんですよね。ただ立っているということが、本当にただ立っている。

だったら「うわあ、踊ってる」というふうに思えると思うんです。そうじゃなくて、無為に立っ

ているのです。特に舞台をご覧になった人で、立っているやつが邪魔になることがきっとある

と思います。そいつは無為にやっているんですね。あるいは、次の瞬間のために立っているん

です。おっしゃった、「ただ立っている」というのは時間もないですよね、おそらく。もしそれ

を見て、「ただ立っている」と思った人が時間を気にしたら、これは「ただ立っている」ことで

はないんです。そのとき立っているのです。先ほど申し上げたとおり、どこまでもつながって

いる中の、「このタイミング」でしかない。言葉ではまるで永遠かのように、「ただ立っている」

と表現しちゃいますけども、そんなのはないんですよ。

 体の側から「ただ立っている」というふうに考えたとき、それは全く逆襲するように言葉に、

実は事態が広がっていく可能性があるんですね。先生が「ただ立っている」と言われたときに、

「ただ」に関してそんなにこだわっておっしゃってはいないと思いますが、肉体がただ立って

いるということになったときに、そこにワーッと集まってくる事態というかな、ディテールが

ものすごくあると思います。それを例えばお百姓さんでも、言葉にして生きてこなかった。だ

から、僕はダンサーの仕事だと思うんですね。ダンサーがそういうことを少しでもくみ取ると

いうのは、とっても大切なことだという気がするのです。

河本 内的に動いているということはそのとおりなのですが、例えばダイコンは丸くなっていますが、

あれは一方方向から光が当たっていれば当然、こちら側が丸くなって、反対側はひしゃげてい
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てもよさそうなものなのに、ダイコンはちゃんと丸くなるんですよね。

田中 一方方向からの光というダイコンはあまり経験したことがない。人工的に一方方向ですか？

河本 ダイコンやニンジンというのは、少しずつ回転しています。土の中で。印を付けておくとほん

のわずかずつ回転運動をしています。どうもあれで作りを相当調整できているのかなという感

じもするんですけどね。要するに植えておくと自分で回転しているようです……。

田中 ちょっと待ってください。こうして回っていますよね？

河本 ええ。

田中 光はこうしますよね。どうしても届かないところがあるというようなことですよね。

河本 ええ。で、こうやって印を付けておくと、1 週間ぐらいで幾分かは回転しているんです。人間

の目にはその動きは全然見えませんけど、ああいう感じで光を感じ取るとか、あるいは水分の

濃淡を感じ取るとか、こういう感じで回転していくという……。

田中 今のは本当に科学でそういうふうになっているのかなあ？ 分からないんだけど、例えばダイ

コンのここは線で区切られるように光を感じているんだろうか。実は細胞がビーッって、こう

つながっていますよね。

河本 ああ、細胞間の働きで？

田中 はい、細胞の伝達というか、バトンがここにダーッとあってね、で、光はここでポンと遮断さ

れるのだろうか。ひょっとしたら、この光はズルンと行ってませんか？

河本 おもしろい。いや、これを科学的にやるとたぶん、ノーベル賞までは行かないと思いますけど

……（笑）。

田中 いや、僕の方が正しいですよ。それじゃないと光なんて単純すぎていやじゃないですか。

河本 そうそうそう。

田中 でも光は、人間は、例えば京都の光とか、青森の光とか、ニューヨークの光とか、イタリアの

光ということを言葉で、平気で口にできるんです。それは感じているからです。「京都の光は

ちょっと後ろに回ってくるんだよ」と、高田君と話したことがあるんだよね。ニューヨークへ

行ったときには、「鉄砲みたいな光だな」と言ったこともある。

河本 ああ、ああ。

田中 光というのは絶対に性質を持っています。それは光だけのせいじゃなくて、もちろん空気の粒

子の問題だろうとも思います。それをね、受け手であるダイコンが、本当にびっしりと全部、

細胞ですからね。細胞がバーッとある。そこに、ここで、ここまで光だって感じる、なんて思

うわけないじゃないですか、ダイコンが。

河本 うん、それ、ないですねえ。

田中 だから、ちょっと言い方を聞いていると、あんまりにもダイコンが機械みたいで、かわいそう

ですよ（笑）。
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河本 ああ、ああ、おもしろい、おもしろい。おもしろいと言うべきなのかな？

田中 いや、おもしろいって言ってくださいよ（笑）。そうじゃないと、ますます言語が単純で、つま

らなくなる。

河本 いや、分からないですけど、やっぱり光を感じ取るというのは、基本的には生きているものの

本性です。それから湿度ですね。例えば、本当に湿度がこの部屋でも極端に下がってしまった

ら、もう臭いも味もなくなっちゃうわけですから、湿度というものを感じ取る。つまり感覚の

出現のところに関わっているのが結局、光とか湿度とかです。感覚がそれらの要件を使って出

現してくるのだとすると、要するに感覚は何が起きているか分からない状態になっちゃうはず

なんですよ。例えば湿気の中とか、光のさなかとか。ここら辺のところをどうやってもう少し

明らかにならないかと思っているのです……。これは認知科学的にいうと見える形にしたいと

いうのか実情なのですが、見えなくても、もう少し人間にとってというか、経験にとって、何

か手掛かりになるようなところまで近付けないかという思いがあります。

 それは大きくとると、光と湿度と重力、それから、場のその位置というもの。これくらいの

要件は、感覚そのものの形成に内的に入っちゃっているから、たぶん感覚のほうでつかまえよ

うとすると全然つかまえられない。にもかかわらず、それをいつも自分自身の働きの中に組み

入れてやっているはずです。少し難しく言うと、感覚の形成にとって内的に関与するものは、

感覚に対しては内部も外部もないというかかわりかたをする。どこまでが外部でどこから先が

内部かが不明になってしまう。あるいは内的、外的ということを規定することができない。そ

ういうところに何か手掛かりを求めたいというのが、今のところ考えていることの実情です。

どういうふうにしたらいいのかなあというふうには思うんですけど。

田中 何もダイコンを相手にしなくたって、自分の体を相手にしたっていいんじゃないですか。

河本 そうそう、そうそう。

田中 ダイコンが例えばここまで土に埋まっているとするじゃないですか。そうすると結構いろんな

ダイコンがあって、下のほうに根を伸ばしていくやつとか、上にグーッと行くやつとか、それ

から、最初に葉っぱが、双葉から本葉が出てくるんですけど、それの十何枚目かができたとき

に初めてグーッと上に伸び始めるやつとかね。こいつらの歴史を考えたらおもしろいですよ。 

 でもそれは、こいつらの歴史なんですよね。（自分の身体を指しながら）こいつらの歴史は

また別物なんです。これがやっぱりおもしろいんじゃないですかね。でも、彼ら植物の能力と

いうんですか、あるいは彼らの感覚、生きていく感覚、それから具体的な環境とのやり取りで

きる感覚、そういうものを知ることでたぶんグッと自分の体に戻して、そして自分がそれこそ、

ただ立っているだけで、実はとんでもない多くの動きを自分の中に生み出すということは不可

能じゃないですよね。

僕はやっぱり見えないもののほうに魅力を感じるんですね。ダイコンはきっとこんなことを
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やっているに違いない。そうしないと不思議で不思議でしょうがないわけです。

河本 ちょっと話が飛びますけれども、1 回聞いておきたいと思っていたテーマがあります。ダイコ

ンでも何でもいいのですが、例えばキャベツでも回転しながら葉っぱが重ねてできていく。そ

ういうある種の回転運動みたいなもの。それから別の軸で前後とか左右とかが成立する。ただ

立っているというときにはたぶん、立ったまま回転運動をしているのかなという感じはあるん

です。何か同じように見えるのだけれど、本人の中での、ある種の回転運動みたいな……。で、

移動となると、前後や左右、斜めでも何でもいいですが、例えば回転運動みたいなものと、そ

れから直線運動みたいなもの。まあ、基本形は回転運動か直線運動かになりますので、この辺

のことを身体として感じ取っていく。そういうところは何か手掛かりみたいなものはありえま

すかね。

 例えば真っ直ぐ立っておられるときに、重心は必ずズレますから、重心がズレるときに力を

掛けているところがどんどん動いているはずなんですよね。例えば足の裏で支えている。とこ

ろが、どんどん動いていく。かなり速い速度で回転運動をやっているはずで、その回転運動の

外から見た姿が静止体というような感じも受けるんですけれども。

田中 仮にそれは人間のいつごろの話をし

ているのか。それによっても問題が

違ってきちゃうとは思うのですが、四

つ足だったご先祖から立ち上がって

いきますよね。立ち上がったことに

よって僕たちは、社会だけではなく個

人の中にも前側と後ろ側、表と裏を作

るという歴史を持っています。この表

と裏に対して、自ら回転することで表

と裏の境目をぼかす行為がたぶん、回転をするという、ダンスの一つの表現方法になったに違

いないと僕は思っています。こんなことを公式に言うと踊りの世界からバッシングを受けるか

もしれません（笑）。ただ、民俗舞踊、民俗芸能と言われている踊りに、回転を大事にしていな

いものは世界にひとつもありません。全て回転します。何のために回転しているのか。例えば

イスラムのスーフィーなんかは回るだけが仕事のような踊りですね。そういう意味では、まず、

本来的に回転というのはあるわけです。

 今の、軸がズレる、それから重心がズレるという話ですが、ダンサーはそうならない訓練を

バレエの時代からずっとやっています。それから民俗芸能的には、重心を下げることでズレを

なくしているんです。特に日本の芸能というのは重心を下げる。だから、ポンと立っていると

ズレを常に感じてしまう。それを感じないように重心を下げて、真のズレを修正しているわけ
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です。ですから、実はこれは回転にはつながらないのです。

河本 ああ、上下の調整ですね……。

田中 はい。要するに骨盤のど真ん中に背骨が落っこっているわけですね。そこでの微妙な上下運動

で回転を止めているんです。

河本 ものすごく難しいところもあるのですが、骨盤の真ん中のところに……。

田中 はい。

河本 この感覚というのは、身体を下げながら感じ取ることもできますし、例えば教育用のレッスン

では、こういうイメージというような、何かイメージを使われることもあるのですか。

田中 クラシックバレエではプリエといって、むしろ下げていくことがこれから上に持ち上がるため

の準備なんです。アジアのものが結構多いのですが、下げるということは準備ではなくて、そ

れが自分たちの本意なんですね。上がることよりも下がることが本意なのです。

河本 腰を落とすこととは違うんですよね？

田中 腰を落とすというのは武道的な世界ですね。踊りの場合、「腰を落とす」という表現はします

けども、たぶんそういうふうにして教えたり教わったりする関係でそういう言葉が生まれてき

たのだろうと思います。でも、海側の人々と山側の人々とではこれがまた違うんです。

河本 ああ、そうか。

田中 海側の人はなぜか平地に近い人ほど落としたがる。山側の人ほど腰が高くなる。こういう逆の

感じがするんです。

河本 なるほどねえ。斜面の問題は？変わらない？

田中 そうですね。斜面の人ほど腰が曲がっていないんですよ。

河本 そうですね。

田中 はい。天竜川沿いの集落をずいぶん訪ねたことがあるんだけど、そこのおばあちゃんたちはみ

んなもうシャーンとしています。「当たり前だろう。あっちの山が真っ正面にあるんだもの、

こうなるさ」と言っていました（笑）。彼らが休むときには、背中に結構厚手の箕を背負って

いるので、そのまま斜面にバーンと引っ繰り返るんです。わりあい平地のお百姓さんたちは、

よっこらしょ、よっこらしょとしゃがんじゃうんですよね。なかなか寝っ転がれない。何しろ

寝っ転がりたくても距離がありますからね。

本間 バターンとなっちゃう。

田中 それと先ほどの植物の螺旋運動というのは、確かにそうだと思いますよ。だいたい、螺旋とい

うよりも、捩れですね。

河本 そうそう、そうそう。

田中 それから、カボチャとか、ウリとか、そういう蔓性の連中は手のようにして、ヒューッとバネ

のようなものがパッと行ってつかんで、ギギギギーッと自分の体をこっちに移す。こうやって、
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持っていくわけです。そうして地面にくっ付いてしまう。ここに根っこを出しちゃうんです。

とんでもない生き物ですよね。

河本 そうそう。ヒューッとほどいて伸ばしていって、捕まえようとする。捕まえようとするときに、

人間が指を出すと、ここにも絡まってきます。キュウリなんて本当にすぐ指を捕まえる。ただ、

キュウリもそんなにアホじゃなくて、ヒューッと伸ばしてきているところに指出してやると、

ちゃんと絡んでくれる人と、「こいつには絡むのをやめた」という人がどうも分かれるらしい

んですよ。

田中 私たちの皮膚から体外に出て行く物質がたくさんあるわけですね。それを植物は間違いなく感

じ取ります。だから、好きな遺伝子を持った肉体と、嫌いな遺伝子を持った肉体というのははっ

きりと識別できるんですね。だから、草花の種を握っただけで、好きな人と嫌いな人って分か

るわけです。実際にたくさんデータがあります。同じ量の種を同じ条件の土の中に植えても、

ある人はちっとも芽が出ない。ある人はバーッと出る。これはたくさんのデータがあります。

植物の中で言えば、人の手にもう既に好き嫌いがある。その人が悪いわけじゃ全然ないのだけ

れども、まあ、何かある（笑）。

本間 なかなか残酷な…（笑）。

河本 だけど植物に嫌われる DNA というのは、それはそれで滑稽なものです。 

田中 それはでも、イヌでもネコでも。

河本 ありますか？

田中 相手をまるで見ていて見破られたみたいなことをよく言いますけど、実は発しているものがた

ぶん彼らにとって、「これはだめだ」というようなことがあるのではないでしょうか。

河本 そうですね。

田中 でも人間同士でも、そういうものを直感的に感じ取っていることがたくさんあるんじゃないで

すか。

河本 それは、わかりますよね。

田中 皆さん、そうでしょう。だいたい一番信用しているのはそれでしょ、言葉よりも。

河本 哲学科なんかで勉強すると、なかなかその辺は別の説明の仕方をしちゃったりするから。

田中 哲学というのは本来、人の頭を柔らかくするためにあるもので、固くしているというのは先生、

良くないんじゃないかな？ 学校が（笑）。

河本 いや、学校が良くないんですよ。だから、いろいろ泯さんのところに教わりに行かないといけ

ない。

田中 いえ、とんでもないですよ。

河本 それで、場面が変わるのですが、もう少しお聞きしておきたいことがあります。例えば何かを

練習しようとする人が「あっ、これいいなあ。こういうの、いいなあ」と思って、それを真似
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しようとする。真似をしようとするときのやり方が問題で、例えば陸上部で走っていると、足

が上がって、腿が上がって、きれいに回転する。端から見ても美しいんですよね。「ああ、あん

な走り方、いいなあ。自分もああいうふうに走りたいな」と思って真似をすると、もう腰は上

がらないし、落ちちゃって、何か一生懸命あがいているみたいなことになる。

 そのときに、例えばきれいな走り方になっている人に話を聞くと、足なんていうのは上げて

いないと言う。飛び石のようにトーン、トーンと足がただ上から下りているだけなのだと言い

ます。見て真似をしようとする人は、その感じを見ることはまずできないので、要するに見え

る姿だけを真似しようとすると、全然似ても似つかないものになります。そのときにある種の

内的な感覚と外から見える姿の間に、何か変換関係を持っている、あるいは変換関係を作らな

きゃいけないという形でいろいろやっている人は少しずつ少しずつ変わるのですけど、見える

姿のほうを真似しようとすると、何かすぐカベに当たっちゃうというのか、そういう部分が

あったりするのです。外から見える姿ということと、それから本人自身が感じ取っていること

の間の変換というのか……。

田中 本人というのは、美しく見えている人のことですか。

河本 ええ。その人は当然、自分の姿をどこか別のところで見えるようにはしているはずです。どう

しているのかはよく分からないのですが、とりあえずのところ、外から見えている見え姿と本

人が感じ取っているものの間に、変換関係が当然ある……。それは一つや二つではないと思い

ますが、その辺のところが先ほど言われた、頭を柔らかくするのだという話。つまり、外側か

ら知識として勉強していくとどんどん固くなるだけで、柔らかくなるためにはもっと何か違う

回路を付けないといけない。例えば哲学だと経験と言っているのですが、要するに経験をする。

経験を感じ取っているということと、それが外からはどういうふうに見えているかという、こ

このところの対応関係や変換関係がつかないと、柔らかくなってこないのかなという印象があ

るんですよね。

田中 自分がどう見えているかということをふっと気にし出す年頃ですね。そういう変化のプロセス

は人によって全然違うと思うんです。人にどう見えようが構わずやることをやるという時期も

あるし、どう見えているかが何よりも大事だという風に生きている時間もちろんあるし。例え

ば子供が水を見て「水だ」と言ったときに、その隣で 90 歳のおじいちゃんが「ああ、水だね」

と言った、この大きな違い。でもここにおいては何も違わないわけですね。ほとんどのことが

このくらいのシンプルな、単純なことで説明がついちゃうと思うのだけど、それを分析して、

本当にこの時間を短縮して同じことになるだろうか。先ほども言いましたが、何もかもつな

がっている、例えば生まれてから死ぬまで無数の生き死にですね……。この無数の例題の、中

ほどなのか終わりなのか分かりませんけど、その中の 1 例でしかないわけです。 

この 1 例を私がどう捉えるかという問題で、今、生きているわけじゃないですか。それと同
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じだと思うのです。（左右の手で 30cm 程度の幅を作り）ここからここまでというのは、ここ

にいる人がここまでのこの時間をどう保証できるのか。経験だと言ったときに、経験の入り口

にいる人と後半にいる人とで、経験の意味、あるいは自分に向かって「経験だよ」という納得

の仕方もずいぶん違うと思うのです。そこで「経験」という言葉が自分に対する義務になるの

か、ひょっとしたら覚悟になるのか、あるいは楽しみになるのか。これもまたみんな違うと思

うんですね。この違いの全てを容認できるような学び方ってできないのですか。

河本 いや、それはかなり……。

田中 そうすると学校の制度は、ずいぶんと不自由を作る制度なんですか。

河本 いや、ですから、ぜひ 4 月以降は時々、爆弾を持って学校に来ていただきたいと思うぐらいで

すけれども。

田中 本当に爆破しちゃう（笑）。

河本 学校というのは、知識ということの出発点のところから何か勘違いがあったらしいですね。

田中 今、好奇心と知識が全く別のものになってしまって、好奇心のないやつが実は知識をいくらで

も習得できる。この僕から言ったら、搾取ですね。無謀な搾取が毎日起きているわけです。知

識をいっぱい持っているやつがその情報をどう使っていると思います？ もう信じられない

ですよ。

 例えば、車がぬかるみに取られて動かせなくなった。この事態というのはもう皆さん、ご存

じかもしれません。アクセルの使い方、それから事前のチェックとか、たくさんのことがその

事態を引き起こしていたんですね。そこで一つ、教えるとします。そうするとその人にとって

は、その一つが大事な情報になるわけです。次も同じかと思ってしまう。たぶん知識に対する

果てしもない欲求と情報というのは、全く違うものだと僕は思うのです。なぜ、なぜ、なぜと

いうふうにして僕たち人間は知識を獲得してきたわけです。その「なぜ」がなくて情報がある

というのは何か変ですよ。欲求がないのに情報がいっぱい入ってきて、まるで自分がたくさん

持っているかのように思っちゃう。情報の貧富の差がますます激しくなって、情報量の多いや

つが偉いみたいに必ずなっていくと思いますけど。

本間 大学の教授としてすごく根源的な……。

河本 いやいや、ただ、ものすごく難しい問題がここに入っているのですけど、ちょっと記憶という

ことについて言うと、例えば神経で覚えていて呼び出せる神経系の記憶。そういう記憶と身体

の記憶。例えば身体の記憶に一番近いものは、金属疲労のような形で蓄積してしまっている。

金属疲労を記憶と呼んでいいか、再現ができないから分からないけれども、ただ何か蓄積して

いく。細胞だったら細胞の中に老廃物が蓄積していって、この老廃物の蓄積みたいなものは、

きっといろいろな面で支えたり、安定化をさせたり、あるいは動きを鈍くさせたり、細胞にとっ

ていろいろな形の働きをしていると思います。しかしいわゆる神経系の、呼び出せて活用でき
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る記憶ではない記憶、例えば身体の記憶のようなものとすれば、個人史から見るとものすごく

重要なはずなのに、そこをうまく取り出せるような仕組みが、たぶん現時点ではどの科学を

使ってもうまくいかない感じがするんですよね。

 身体の記憶、身体に蓄積された記憶というのは、呼び出せて外に思い起こして、その中を別

の組み合わせにして覚えるという話とは違いますので、そうすると、こういうところの感じは

どういう感じなのかと思うんです。例えばたくさん作品を作られていますけれども、そのとき

「これはここのところからのつながりで、今、こういう動きができちゃっているんだ」という

感じ。何か感じ取りの部分に関わっている蓄積ですね。こういうものというのは情報の記憶と

は少し違うような気がしているのです。つまり、身体に蓄積されて有効に機能しているという

ことは、余分なことはとうに捨てているはずなんですよね。何かのところで新たにリニューア

ルされて、違う形で湧いて出てくるということなのか、呼び出されるというふうなことなのか。 

田中 身体は先生がおっしゃっているよりもはるかに許容量が大きいと思います。全然大きいと思い

ます。ですから、捨てたものの、おそらくズルズル、ズルズル引きずって生きているのだと思

います。蓋をするとか、包んで見えないようにしているとかというようなことはあるにせよ、

おそらく今この一瞬一瞬、全て一緒に生きているというふうに僕は信じています。

細胞とか神経とおっしゃいましたけれども、まさに何にもしていなくても生きてくれている、

この細胞さんたちはね、細胞の老廃物というよりは、細胞が生き死にを繰り返してどんどん交

代しているわけですよね。恐ろしいほどの交代をしてくれて、それでも私たちは生きていくと

いう、実に恐ろしいギルドの中に私として生きているわけですよ。このからくりというか、シ

ステムを、どこで記憶されているのかというのを、実は今、生命科学の人たちは夢中で探って

いますよね。

 先生方は踊りの記憶の仕方を、いわゆる筋肉を使ってこういうふうに動く、ああいうふうに

動くというような動きとしてイメージしないでいただいているのは本当にうれしいのですが、

動きの記憶というのはまだ別なんです。踊りの記憶というのは、僕が踊りを踊るとき、あるい

は誰かに踊りを作るときというのは動きを優先させていないのです。動きというのはせいぜい

3 番目か 4 番目で、その人が何をしたいかということが最優先する。あるいは、その人が今、

どういう状態で生きているのかということが最優先します。そこからしか踊りはスタートしな

いわけですよ。

 昔はきっと、「おまえ、あの神様になりなよ」とかって言って、ワーッといって、それでお祭

りを作っていくということもありえた。それから、禊ぎでもあったわけです。だから私たちの

ように、不特定多数の人に不特定な時間を選んで、この日に見に来てくださいと言っているこ

と自体は、何のエポックでもないわけです。とんでもなく無造作な時間に踊りを見てもらって

いることは確かなんです。ただ、踊る人にとっては、実に自分勝手な思い入れでその時間が始
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まるわけですね。そのような状況だと思うんです。

ところが、先生のおっしゃったような踊りの切れ方、つながり方、「あれ、これはあそこか

らつながっているんじゃないか」というのは全くそのとおりです。実は僕自身、僕が作ったり

自分で踊ったりしている踊りというのはずっとつながっているんです。これは死ぬまでつな

がっています。どこでも線を引けないのです。「うわあ、こんなことができる。これはひょっ

としたら、大昔、あの人に習ったあれだよ」というふうにして、ダラダラ、ダラダラとつながっ

ている。ひょっとしたら、1960 年代ぐらいからの踊りが試してきたこととか、うまくいかな

かったこととか、そういうものも一緒に流れていくんです。これはむしろダンサーの、最も得

意とするところだろうと思うんですね。

河本 ああ、ああ。

田中 それが「私の踊り」となってくると、逆にオリジナルというようにみんなに見られていますか

ら、「私の踊りをやらなくちゃいけない。前はどう踊ったっけ？」とか、きっとそんな感じに

なってくる。私の場合は、そういう意味では「私のオリジナルな」というふうには全く考えて

いません。要するに「生命としての私」がやることであって、「私」という人格みたいなものは

さて置いてやっているものですから。

河本 例えば、要するに総合名称はどうでもよくて、このうごめいている流れみたいなもの、ここに

いろいろなものが参与します。例えば 86 年か 87 年かに銀座のセゾンでやった、土方巽の追

悼公演。あれは最初、田中泯さんの顔から浮かんでくるのですけれども、やっぱり、「あっ、こ

の顔が出現していくんだ」という感じを受けた。そのときに、要するに本人のそれまでの履歴

というもの、それから同時に、一緒にいろいろなことをやってしまうものたちの、ある種の、

浸透しているものというのか、そういうものが何か感じ取られたりというようなことはどうい

う感じなのですか？ 「あのとき聞いた話はこういう感じかなあ」みたいな感じも出てきたり

するのですか。例えば過去の個人の履歴がずっとありますよね。個人の履歴の中で、一生の間

に何回か決定的な出会いというのもあります。誰にとってもこれは本当に事故としか言いよう

がない出会いもあったり、あるいは奇跡としか言いようがないようなものもありますので、そ

ういうものに触れるというのは、例えば通常言っている相互作用とか、お互いに提供し合うと

いうような話とは違いますので、この辺のところで気が付いたら受け取ってしまっているとい

うのか、こういうような感じというのは何ですかね……。

田中 いや、もちろんそういう大事な出会いといいますか、奇跡に近いような出会いは何度かありま

したけど、それにしてもたぶん、僕が黙っていてそういう人たちに出会えたわけではない。か

といって、一生懸命努力したからそうなったわけでもないのです。そういう意味では、汚い言

い方をすれば、チャンスを一度も逃してこなかった。それはたぶん僕の性格が、あっと思った

ときに、まずそれをやり過ごさないような子供だったのだろうと思います。僕はいまだに子供
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のつもりでいるんです（笑）。

河本 いやいや。それ、ほとんどの人ができないんですよ。ここが難しくてね。

田中 それは大人のほうがいいからじゃないですか（笑）。

河本 いや、なんかねえ……。

田中 僕は子供のほうがいいですから（笑）。

河本 ものすごく重要な局面の出会いであったにもかかわらず、本人が気付かなかったとか、そうい

うことのほうが圧倒的に多くて、あとから「あそこ、こうだったよね」と振り返っても、身体

の場合はもうちょっと別な形になっちゃっている。例えば「5 年前のあのときはポイントだっ

たなあ」みたいなことを言っても、もうこの部分が回収できない。だから、わりとよくあるな

あという……。それでチャンスを逃さないというのは、これはすごい才能ですよ。

田中 才能とか能力とか、そういうのではなくて、たぶんそういう性格の子供なんです。

河本 ああ、ああ。

田中 だから、目の前にあるときに「うわあっ」と思って手が出ちゃう。そういう子供なんです。周

りを見て手を出さないやつとか、それから、誰かが出すのを待って、パッと隣のやつを取ると

か、みんな性格じゃないですか。違います？ 

河本 いや、性格ですよ。

田中 論理なんか一切ないですよね。

河本 ええ。

田中 その性格の差異でしかないと思います。

河本 その性格ってトレーニングできますか。

田中 いやいや、だからその性格がいじめに遭って、少年期にはしばらくの間、友達同士の間でその

性格を発揮することを封じられていたから、踊りに行っちゃったのだと思います。

河本 ああ、なるほど。

田中 ひどくいじめられましたね。それで友達の間にはいられなくて、逃げるようにして飛び込んだ

のが盆踊りだったのです。

河本 ああ、それでお父さんに連れられてボクシングを観に行ったのですか？

田中 ボクシングを観に行ったのはだいぶあとですけどね。ボクシングも本当に血だらけになってい

るのを見て「すごいなあ」と思ったのだけど、「どうして勝ち負けが決まらなきゃいけないの

かな？」と思った。いまだにそうです。

河本 相撲は分かりますか、勝ち負けが決まるというのは。

田中 あれは本当に子供の喧嘩みたいなもので……。まあ、喧嘩というのも変だけど、要するに捧げ

ものですよね、お相撲さんというのは。そういった意味では決してスポーツとは違うところが

あると思います。それでもきのう、白鵬がムキになって……。
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本間 すごいケンカ腰でした。

田中 うれしかったですねえ。客席全体がやたらその片方の男を応援してので、「クソッ」と思った

のでしょうね、横綱づらをしていられなかったという、あれはおもしろいですねえ。

河本 相撲取りは、本当にきれいな顔もいるし、人気のあるのもいますけれども、顔よりはケツの美

しさ（笑）。ケツの美しくなさみたいなもの。あれは何ですかね（笑）。

田中 基本的には腰がしっかり割れる人。だから、遠藤なんかもきれいなお尻をしていますよね。遠

藤は意外にきれいかもしれない。ブツブツ何かができていないとか、そういう意味ではないで

すよ。きれいというのは要するに形とかでしょう。

河本 そうそう、形です。

田中 それはたぶんお尻の肉の付き方がいいですね。グルジアだかどこかから来ている大きな人のお

尻は、決してきれいとは言えないし、彼らはやっぱり腰が割れないんです。だから攻められな

い。それから落とせない。そういう意味では骨盤から大腿骨、ここを大腿骨頭といいますけれ

ども、ここに至る肉の付き方が、ここの運動がうまくいっているので、実にきれいに付いてい

るんですね。

河本 ああ、そうかあ。無理やりなつなぎ方になりますが、ケツの美しさ云々というところで。美し

いものは誰が見たってだいたい分かりますけど、ある意味でいったら、美しさとか、芸術性と

かというところの問題でもし何かありましたら……。つまり、ボルドーの川の近くだったか、

川に半分沈んで、足がこう、岸部に浮いてて……。

田中 ラ・ボルド（F.ガタリも深く関わったフランスの La Borde 精神病院）だと思いますよ。 

河本 あれを見ていると、ものすごく人間の文化の中でたくさん描いてきた絵画、オフィーリアです

ね。要するに川の上を流れていく。あんな感じで浮いて流れる人間なんていやしないのですけ

ど、泯さんのあれを見て、オフィーリアってこうだったのだということがよく分かったんです

よ（笑）。オフィーリアって基本的にあの形の美しさのはずで、絵に描いたのはたぶん全部、

ウソだと思いますけどね。そういうときにある意味でいったら、芸術性とか、美しさとか、本

当らしさとか、ここら辺に関わっているものは、身体が関わっているときにはやっぱり単なる

虚構のものではない。見た目の美しさではない。その辺の身体に関わっているところの芸術性

とか美しさみたいなもの。たぶん小さいころから、きれいなケツと汚いケツは誰でも分かるは

ずなんですよね。

田中 そうかなあ？

河本 分からないけどね。やっぱり何かあります……。

田中 それは僕は疑うなあ。お尻ってどんなに貧弱でも……。本当に気品の全くなくなったお尻もあ

りますし、それから、お尻がなくて足が生えているんじゃないかと思うようなお尻もあります

よね。僕はどんなお尻でも美しいと思う。歩けている、立っていられるというのはすごいこと
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だと思います。

土方という僕の師匠は、「ショーウィンドウに吊るされた美男なんてクソ食らえだ」という感

じなわけですよ。「なぜ曲がった手が美しいと思えないだろうか」という疑問を若いときに持

ち始めて、そこから……。もちろん形だけじゃないですけど、生まれたのは舞踏なんですけど。

今はほとんど亡骸みたいな動きになっちゃっていますけど、少なくとも彼は、自分にとって、

あるいは人間の心の次元で美しいと思うもの、あるいはもう少し反抗心だったり、反発心だっ

たり、制度に対する意地悪だったり、少数者の意地悪ですね、開き直りだとか、そういうよう

なことからたくさんの新たな美を発見してきたわけです。それは僕は今でも大好きですね。

踊りもある種、時代のファッションという仕組みを持っています。要するに一番流行るものが

いいというふうに大多数の人は思うわけですよね。歴史的にずっとそうだと思いますし、これ

からもきっとそうなのだろう。流行を作る手法もますます巧みになってきていますから、そう

いった意味では決定的に流行でしかないと思いますけど、それでも何兆を超える人の生き死に

の中から、僕は間違いなく一つの例題なわけです。一つでしかないとは思わない。一つの例題。

間違いなく。ほかも全部が一つのなんですね。そういう踊り、そういうやつがやる踊り、これ

に価値がないわけがないというふうに感じると思うんです。

 それと同時に、無数の生き死にを繰り返してきた人たちがなぜ踊りを続けてきたのだろうか

というのも、僕にとっての大きな質問ですね。時代によっていろいろな踊りがはやってきてい

ます。僕も例えばスウィング・スウィングとか、モンキーダンスとか、ゴーゴーダンスとか、

全部やってきましたよ。それとは別に、人類が踊りを始めたわけです。そしてその踊りが形や

品を変えずっと残ってきているという、この表現そのものに僕は、自惚れに近い自負を持って

いますね。

会場からの質問

会場１ 田中さんのお話を聴いていて、自分は子

供だからこうと思ったら、こうとやってい

て、それを封じられたから踊りになっ

ちゃったっていう話がありましたよね。

田中 いじめられていてね（笑）。

会場 それを聴いていて、ほとんど私、眠くなっ

ちゃって聞いていなかったんですけど、非

常に申し訳ないんですけど。踊りって人に見られることを意識しているとおっしゃっていたの

ですが、自分の中の欲求と、他人が見るってことは、他人の期待にも沿わなければいけないわ
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けですよね？ 

田中 どうして沿わなきゃいけないんですか。

会場 どうして？ 

田中 うん。欲求に沿うようにやろうなんて思っていないですよ、僕は。

会場 じゃあ、継続的に見てもらわないと……。

田中 人間を知りたいという欲求はすごく強くありますけど。

会場 知りたい？

田中 人間をもっと知りたい。

会場 人間をもっと知りたいんですか？

田中 うん。あなたみたいな人がどうして今、こういう発言をしているのか。わざわざ「寝てました」

なんてなぜ言わなきゃいけないのかとか（笑）。

会場 正直者だからです。

田中 ああ、そう。正直って言うんですか、それ（笑）。

会場 いや、申し訳ないなと思ったんですけど、すごい話してもらって。

田中 全然構いませんよ。寝てるって知っているもの（笑）。

会場 そうでしたか。

田中 退屈そうな顔をして人の話を聴くというのが、どういうことだと思います？

会場 どういうことか？

田中 うん。あなたにとってそれで済んでいるかもしれないけど、俺は感じちゃってるよ。「ああ、

いけない。どういうふうに話を変えたらいいのかな」って。今でも震えているよ。申し訳ない

けど。これが俺の体なんだよ。

会場 はあ……。いや、何だろう？ すごい困りますね。でも見られるっていうことは、すごく反応

しているということですね。

田中 俺も見られているもんねえ。あなたも見られているんだよ、実は。

会場 ああ……。そういう感覚は私はあまりないから、たぶん見られてないんだろうと…。

田中 ああ、ロボットみたいだなあ。頭だけじゃん。

本間 質問はいいですか？

会場 ありがとうございます。

田中 実際に皮膚にプッと、「あれ？」というようなこと、ほとんどない？

会場 ないです。

田中 ああ、じゃあ……。

会場 頭でっかちなんです。

田中 でっかちだったらいいけどね。はい。
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会場 2 あまり賢くない質問かもしれないですが、先ほど、泯さんが踊るにあたって、人に見られてい

ることがとても大切だと言われました。例えばヤギとか、1 本の木や山とか、さっきのこの写

真で見ると霧とか、そういう畑、そういう環境の中でも身を置いていらっしゃるわけですが、

とりわけ人間に見られていないといけないというのは……。僕の感覚だと、木を前にしても自

分の中で何かが動いたら、踊るのではないかという気持ちが動くんじゃないか思うんですけど。 

田中 それはねえ、実は毎日やっているんだよ。俺は畑に毎日出ているから。山の中だし。やってい

ると思います。それが例えば 5 秒とか、1 分とか、あるいは 2 分とか、まちまちな時間ですよ

ね。きっとやっていると思います。「ああ、いけねえ。今、部屋へ行って連絡をしなきゃいけな

い人がいる」とかというのでやったり、そこでやろうとしている仕事とかに合わせて修正して

いったりすることはあるんですけどね。

 「踊りを踊ります」という約束事はいつごろから出たのかなという問題ももちろんあるんで

す。ですから、「いつから踊って、いつ止めるんだろう」。これもすごく大きな問題として、今、

僕の中にあります。例えば俳句をやる人が、道を歩きながらサラサラサラッと短冊に俳句を書

ける。なぜ踊りというのはそういうことができねえんだろう。今年の秋にはちょっと実験しよ

うと思っていますけど、でもそれも、人の前でやろうと思っているので、どうなるか分かりま

せんけれども。

 本当は誰も見えないところで僕は踊っています。もっと言えば、たぶんあらゆる瞬間が踊り

だと思いたいということなんです。だから、「私は踊りだ」というふうに言いたいときもあり

ます。

会場 その踊りを人に見せる場を作って今から始めて、「これでおしまいです」という宣告をいつか

されると思うのです。つまり踊りの時間という形で区切りが付けられていると思うのですが、

そのときに、常に生きていることというか、今生きて、体があることが踊りと思いたいって。

事実、おそらくそうなのだろう。今、生きているという、この踊りと、今、泯さんが踊られる

場合は時間を区切っているというのは、ここに何か今のところの違いは感じていらっしゃるの

ですか。

田中 たぶん自分の精神の区切りというのがあるとします。踊りのとき、それからちょっと突起して

いるような状態なんだと思います。そして、踊る前、あるいは踊った後というのは言ってみれ

ば日常ということなのでしょうけれども、僕はこの日常の、踊った後の自分がどうなるのかが

ものすごく楽しみで、繰り返し踊るわけですが、だから、日常と切り離せるステージにはいな

いだろうと思います。踊る前と踊ったあとの自分があって初めて、踊るわけですね。どんな表

現でもきっとそうなのだろうけれども、「踊ったあとの自分」が楽しみです。ですから、基本

的には人に見てもらって踊ってはいるのですが、一番の表現の矢印は僕なんです。
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会場 3 ずっと踊っていらっしゃる、という話との関連性なんですけど、場踊りって、草原とか畑と

かに行って、ステージのない状態でやるわけじゃないですか。

そうしたときに、踊るポーズをして、「ここからはちょっと場が外れてしまった」というよ

うな感触というは、そういうのは全くないということですか。

田中 ないですね。さっきの水の話ですけど、川で踊っていて、土手のほうでお客さんが見ているん

ですね。ある瞬間にふっと力を全部緩めて、ダーッと流れ始めるわけです。そうすると、境界

をとっくに越えちゃいますよね。要するに 1 人の人が止まって見ている範囲からどんどん、ど

んどん遠ざかっていくわけですから。そうしたら見ていた人が一緒に走って、追っ掛けて見て

くれることがあったのです。それに近いことは結構ありますね。ですから、その場その場で見

る人が舞台の範囲を感じることというのは、実際の寸法で遠くの山があったりする。あるいは

木がやたら風で揺れたりする。そうすると、空間はボンと途端に変わっちゃいますよね。

会場 ありがとうございました。

本間 では、もう一人…。

会場 夢の中で踊っていたりすることはありますか。

田中 あります。

田中 すごくラッキーなんだろうなあ、きっと。「あしたの踊りは大変そうだなあ」なんて思ってい

るときに、その踊りを夢で見ちゃったりすることがあります。でも夢のようにはうまく踊れま

せんけどね（笑）。

会場 夢の中のほうがうまく？

田中 うまいですね（笑）。でも、すごいヒントになって踊ることもあります。ただ僕は、基本的には

考えたこともない踊りを踊りたいといつも思っているので、そのとおりにやってもばかばかし

いというか、そうなるわけがない。もちろん夢の中ですから、環境も違うわけですし。だけど

不思議なんだなあ……。次の日に来る人が夢の中に出てたりすることがあって、あれは不思議

ですね。どうしてなんだろう？

会場 4 生命体としてのというか、歴史の中で培われた自分というものを強調されていたと思います。

蓄積されてきた系列の中で確固たる自分というものを区切るときに、それでも私が踊っている

というものは、どう区切ればいいのでしょうか。

田中 こういうふうに言って分かってもらえればありがたいのですが、「私」より踊りのほうが大事

です。分かってもらえるかな？

 たぶん、「私」と呼んでいるものがまさに皆さんのテーマなわけでしょう？ 違います？

河本 いや、彼女のテーマではあるんですけどね。そこが「私」が外せないので、逆に言えば苦しん
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でいるものがあって。これは頭の中で外そうとしても絶対外れませんから、何か別の形の手掛

かりを求めたいということです。だから、説明としては、「踊っている」、あるいは「動いてい

る」でもいいのですが、動いている当のものが、事後的に「私」と呼ばれる集合体なのだとい

うふうな、説明のほうが分かっちゃうわけです。説明ではなくて、それに対する経験がない。

「あっこんな感じなのか」というところがつかめないために、図式的な説明で「それはそうい

うことだよね」というふうに覚えたのでは、本人には何のしっくりもこないという、そういう

局面だと思います。

田中 確かに私はいるし、大事なんだけど、踊りという一つの大好きな表現においては、たぶん本当

に死ぬ直前まで踊りを続けると思うんですね。だから、本当に僕はラッキーなんです。「死ぬ

まで踊ります」って公言できるわけですから。ほかのことは何やめても踊りはやめない。踊り

は踊り続けると思います。どんなにこの環境が変わっても踊りということは続けられますね。

そのくらい自分にとって踊りはすごいんです。それは踊りに対する情報が皆さんとケタ違いに

違いますから。

本間 たぶんほかの友達の質問を聞いているうちに、「やっぱり聞きたいなあ」ということが出てく

る時間帯なのだと思いますが、最初はどうなることかと思いましたが……。

河本 いや、おもしろかったですよ。何か最近、泯さんの言葉が僕にとってはとってもおもしろくて、

昔は土方巽の本がおもしろかったんですよ。外国に行くたびに持っていってホテルで読んでい

たのです。あの本は、外国 1 日目の朝読むのが良いという面があります。だけど、今は泯さん

の言葉もおもしろいし、それから、「ずっと土方巽に恋愛しています」という、あんなフレー

ズをぬけぬけと言える言葉というもののすごさというのかなあ……。「ああ、すごいなあ」と

いう感じは持っています。だから、きょうはそういう言葉にじかに触れることができて、とて

も良かったです。

 ここに来たのが初めての人もいるかと思いますが、ここで環境の感じ取り方を少し変えてい

ただくということと、それから、泯さんの声と言葉なんですよね。ここのところで感じ取って

いただけるものってたくさんあったのだろうと思います。ですから、そんなに準備もせず、お

忙しい中を本当に申し訳なかったのですが、大変感謝しています。

田中 いえいえ、とんでもないです。どうなるかって僕も少し……（笑）。ただ、ふだん考えたり、も

ごもごしたりしていることが言葉になっただけですから……。あしたは違うことを言うかも…

…。

河本 本当に有用な機会、チャンスだったと思うので、また何か機会を考えます。これで一応こちら

の本企画は終わりにします。どうもありがとうございました。（拍手）。
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ワークショップ 

即興ダンスワークショップ「身体の内発性」 

日時：2015年 2月 16日（月）11:00～16:00 

会場：東洋大学白山キャンパス 井上円了ホール 

【主催】東洋大学「エコ・フィロソフィ」学際研究イニシアティブ

（TIEPh） 

[プログラム] 

映像鑑賞 

・映像作品「動きの影―岩下徹というからだ」 

・映像作品「LA BORDE 2012」 

・ラ・ボルド精神病院での記録映像（2004） 

実演 

岩下徹（舞踊家） 

ワークショップ 

対談 

岩下徹、河本英夫（東洋大学教授） 
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即興ダンスワークショップ「身体の内発性」 

岩下徹（舞踊家） 

河本英夫（東洋大学文学部哲学科教授） 

岩下 皆さん、どんなふうにお感じになったか、楽しみです。 

河本 まあ、後でちょっといろいろ聞いてみたいとは思うけれども、のっけからそれを聞くと、身

体の動きと言葉には相当乖離があるから、容易ではないと思います。身体運動に対しては表

現するための言葉のほうが足りていないから、何か言いたいのだけど、何か感じているのだ

けど、もう全然言葉につながらない部分というのが夥しくあります。 

岩下 そうですね。 

河本 身体ならびに身体表現、これはちょっと大変な領域でね。 

岩下 私もそうですよ。よく公演の後にトークをすることがあるんですけど、何か言葉にならない。

踊ったあとは、こんなんなって、グルグルになって、脳みそが溶けているんですよね。難し

いですね。 

河本 そこがなかなか難しい領域なんですよ。ただ、身体の側からやっていって、何か非常に特殊

な言語まで行く人も中には出てしまう。例えば、土方巽という人の『病める舞姫』なんてい

うのは、日本語で読むよりは外国に行ったときに、外国に着いた翌日のホテルの朝読むと、

なぜだか不思議な分かり方をしてしまう（笑）。 

岩下 なるほど。 

河本 外国にまだみんな慣れてこないから、外国語もまだすっと入ってこない状態で読むと、「あ

あ、こんな感じなのか」と感じられる。そういう日本語を書いた人もいるわけです。そこら

辺が言葉の難しさというのかな、ああいう言葉に乗せなければうまく通せないような身体の

内実があります……。 

身体って基本的に言えば、何度も何度も先生に伺ったのだけど、光を感じ取るとか、それか

ら空気を動かさないように感じて、それとともに身体を感じる。普通、こうやって足を床に

置いていると、地面や床のほうから、いわゆる物理的にいうと「反作用」というものだけど、

押されているんですよ。自分で床を踏みしめていると感じている時には、同じ力で床から押

されている。通常は自分のほうが床を踏みしめていると思っているかもしれないけど、基本

的なところは全部、押されているわけです。大地から押されている。それを本当は感じ取っ

ているはずです。 

岩下 ふだんはそういうのを忘れていますから。 

河本 実際確実に忘れていますからね。この辺のことについて、今日のワークショップの中で幾つ
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か、ぜひ聞いておきたいというのがあります。 

普通、あれだけ寝返りを打ったり、体を動かしたりすると、人間の本性ってやっぱり、大きな変化

が起こるところでは目を閉じてしまうんですね。目を閉じるというのは普通の本性で、何か

分からないのだけど、目を閉じることが一緒に入っている動作っていっぱいあります。例え

ば、コップで水を飲む。水を飲みながら、飲み下すときにだいたい目はこうやって下向きに

閉じる方向で動きます。グッグッと飲み込む瞬間に目を天井のほうにガーッと上げると、喉

元が引っかかってうまくいかないんです（笑）。そういう、目を閉じることの自然さみたいな

ものが通常あるわけです。今日、何度も何度も出てきた指示で、「目を開けて」というのがあ

りました。これはたぶん、ものすごく重要なことで、ふだんではそのことができないわけで

す。目を開けるということは簡単なことではない。 

それから最初、プレゼンで 10 分ぐらい岩下先生にソロで踊っていただきましたが、あれは

全部、目が開いているんです。目は開いているのだけど、では岩下先生は何を見ているのか。

つまり、何かを見るために目を開けていることとは違う部分があるらしいんですよね。普通

だったら、目を開けたら何かを探してみるとか、何かを知覚して捉えるとかいうことがある

のですが、どうもそういうこととは違う目の開け方があるらしい。最初その辺の、目を開け

ておくことの重要さみたいなことをお聞きしたい。 

岩下 確かに、おっしゃるように、目を閉じたまま動くことはやめてくださいというような指示を

ワークショップで申しましたし、私も踊っているときはできるだけ目を閉じたまま動かない

ように心がけています。それはどういうことかと申しますと、先生がおっしゃったように、

自然な状態に体を置いておくとやはり目を閉じてしまうんですね。特に、体の内側の感覚に

集中しようとすると、目を閉じたほうがやりやすい。これは当然のことなんですね。自然な

ことなんです。でも、そうしますと、自分の体の感覚には集中できても、外側に開いていか

なくなってしまうんですね。内側に閉じてしまう。自己完結してしまうことが往々にしてあ

ります。 

そうすると、世界の中で孤立してしまうわけです。そこで孤立無縁にならないため、自己完

結しないために、目を開けることになります。もちろん、通常は目を開けて視覚的な情報を

取り入れて何かをするわけですが、そのこと以前にまず自分のあり方、ありようとして、で

きるだけ自分を開くため、閉じこもらないために目を開けることを私自身も心がけています

し、ワークショップの場でもそれを何度も何度も申し上げています。 

河本 その場合に、動きをちょっとコントロールするために何かのところに視点を置いて支えてい

る場合もありますが、何も見ていない。つまり光を入れているとか、例えば湿度に晒してい

るとか、別に何かを捉えているわけではないのに世界に開いていくような部分は、相当の部

分あるのだろうと思うんですね。 

つまり、目を開けるというのは通常、要するに何かを見るため、世界の中で何かを捉えるた
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めという、この形でずっと捉えていました……。哲学などだと、そこの場合が知覚というこ

とになります。「知覚」というのは物事を正確につかまえるための働きであり、直接物事に届

くという真理条件も備えていますので、知覚ということを実行するために目を開ける場合も、

もちろんあるわけです。 

宝塚の舞台を見たことあるかな？ 女の人ばかり出てくる。あのすごい、長い階段ね。 

岩下 すごいですよね。 

河本 長い階段を下りていかないといけない。足元を見てはいけないんですよ。 

岩下 そうそう。 

河本 だって、足元を見てたら歩行が不自然になってしまうわけだから（笑）。にもかかわらず目

を上げて、目を開いている。何かをつかまえたほうが動きは不自然に見られるわけだから。

この辺の、目を開けることの大切さというのか、重要さというのか、こういう部分というの

はあるなと思います。 

宝塚の女優たちがよく言うのは、初心者で最初やるときには、もちろん観客がいるから目を

開けていなければいけないんです。足元は絶対見てはいけないのね。歩行が不自然さを持っ

てしまうから。そうすると、どこかを見ているらしい。斜めの足先辺りを見ているらしいで

す。ただ、それを使って制御して下りているというほどでもないのだけれども、にもかかわ

らずそこをつかまえるということは、何かを知るとか、手がかりにするとか、支えにすると

かいうこととは違う形で、世界の中に接点をつくるというのかな、そういう感じの働きで目

を開けることが起きているのではないか。そのように思えるわけです。 

これについて、何か事例でもありましたら。 

岩下 確かに、いろいろものを観察し、分析して学問が発達してきたわけでしょうが、たぶんそれ

とは違うまなざしだと思うんですね。分析しないんです。 

河本 しないんですね。そうそう。 

岩下 分析というのは分けることですね。分けない。ただありのままの世界に対し目を開ける。そ

ういうことに近いかと思います。焦点を合わせるのではないんですね。 

河本 合わせるのではない。 

岩下 どこかにフォーカスして、これは何かな、どんな意味を持つのかなと考えた瞬間に踊りの状

態から外れてしまうんですね。さらに深く意味を考えようとすると、踊りが体からどんどん

逃げていってしまう感じです。 

河本 たぶんね。 

岩下 はい。 

河本 だから、つかまえて、これを手がかりにして自分の身体を制御しようとすると、既に身体の

ほうが不自然さを持ってしまっている。だから、身体の動きが自然な状態で、かつ世界が開

かれる、そこの通路になっているまなざし。これはやはり訓練しないとね。どうしても人間
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は知識のほうが優先してしまい、知りたいわけです。だから、最後のところで「光を感じ取っ

て」とかいうのも、これを頭で「光を感じ取るとは何か」と頭で考えたら、体なんか動かな

いわけです。 

岩下 そうそう。考えると動かなくなります。それはやはり、まなざしと、先ほどの知覚とつながっ

てくると思います。どうしようかと思ったときには、もう滞っているんですね。だから、考

えれば考えるほど動けなくなります。そのことは確かにあることです。 

それとちょっと似ているかもしれませんが、踊っているときの視覚の状態は日常のそれとは

違うんですね。踊っているときの状態は、音楽なんかの言葉で全体聴取という言葉があるそ

うですが、それに近い。要するに、分けるとか、これは何かってフォーカスしないわけです。

もちろん全方位をとらまえることはできませんが、環境といいますか、状況というか、世界

を丸ごと全体で感じている。そのようなことだと思います。 

河本 この点は今日のレッスンの中ではとても重要で、目はいつも開けておかないといけない。気

が付けばやはり閉じてしまうんですよ。寝返りを打つたびに目は閉じてしまいます。だから、

目を開けているときに感じ取る。世界にふれていく。見るのじゃないんですよ。世界にふれ

るための通路。そういうまなざし。 

岩下 窓ですね。 

河本 そうそう。ここら辺ですね。 

今日のレッスンの中でもたくさんありました。例えばアメーバとか、いろいろなタイプの原

生生物。アメーバと言われると映像か何かでイメージは残っているかもしれないけど、あれ

をしかと見ている人はいないはずです。 

岩下 いないですよね、特別な研究者以外は。 

河本 そうそう。いや、本当なんですよ。遺伝子は DNAからできていると思っているかもしれな

いけど、DNA なんか見たことのある人はほとんどいないです。世界で 5 人ぐらいですよ。

誰も見たことがないのだけれども、分かっている。そのとき分かっているものは、要するに

見て知るものとは違うものなんですよね。そうすると、アメーバは何になっているかという

と、人間の経験の中ではイメージに近い。イメージとか、それを使って自分の経験を動かし

ていく場合のイメージ行為。 

そういうところで、今日のレッスンの中では、イメージの活力、イメージの力というものを

比較的使って……。もちろん、人間のことだから、どんなに踏ん張ったってアメーバにはな

れません。本当に哲学的な問いを発すると、アメーバになれないのだったら人間はアメーバ

より、より高等なのか下等なのか、これはどうやって決めたらいいのだろうという、ちょっ

と厄介な問題が出るのだけど、それはちょっと置いておいて、イメージの活用法ね。イメー

ジというのと空想やフィクションは異なります。 

イモムシみたいなものとか、クラゲみたいなものとか、それからあの動作の最後には立ち上
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がらないといけないのですが、あのとき指示で出てきているのはイメージ語です。イメージ

で重要なのは、一人ひとりが違うイメージを持ってしまうということ。それから、それをど

うやってうまく活用するかということについては、何度も何度もやり直している中に、その

イメージをどうやって自分の動作に内面化していくかということ……。 

 つまり、イメージって普通、外に思い浮かべるのだけど、たぶん身体で動いている間に、例

えばアメーバならアメーバの 3分の 1ぐらいは内化されてくるというのか、経験の中に組み

込まれていく。最初にポンと課題として与えられたら、誰でも外にイメージするんです。「今

日はアメーバになるのか」とか、そういう感じで思いながら、でも体を動かしている間に感

触を少しずつつかまえてきてイメージの内実も変わってくる……。 

岩下 内側に入ってくる。 

河本 そうそう、入ってくるんですね。この辺のイメージの活用法については、問題なのは幾つか

人間の身体の中に……。つまり、身体の直接性で見ると、実は人間の身体なんて見えないも

のだらけなんですよ。自分の背中を見たことある人っている？ いや、もっとひどい場合は、

自分の顔を見たことある人、いる？ 鏡？ あれは二次元的切り取りですよ。三面鏡？ 二

次元が 3つつながっただけ。自分の顔なんか見たことがないのに、例えば撮った自分の写真

を見て、これは写りがいいとか、これは写りが悪いとか、このカメラマン、下手だなとか言っ

たりするでしょ（笑）。その 10割の自分の顔って、いったいいつ見たんですか。これは見た

ことがないはずなんですよ。 

見たことがなくても何であるかをよく知っている領域があります。たぶん、原生生物なども

そうです。誰もはっきりは見たことがないけど、言われたときに確実によく知ってアメーバ

がいる。例えば、サハラ砂漠を横断したことのある人、いる？ いないよね、きっと。だけ

ど、砂漠の暑さと言われたら、どこか分かるじゃない？ 経験なんかしなくても、どこか分

かっている領域って大量にあるんだけど、人間の身体の場合は、自分の顔は自分では見えな

い。 

岩下 そうですね。目も見えないです。目が一番見えないです。 

河本 そうそう。見るために使っているんだけど、自分の目を見たことのある人、いる？ これ、

無理だよね。こんなふうに考えると、自分の背中とか、自分のお尻とか、見たことがなくて

も何かどこかよく知っていて、紛れもない自分であるという領域があるんですよ、きっと。

この辺の領域も、やはりイメージに属していて、とても重要なイメージなんです。 

それがないと、きみたちの場合も同じだけど、まさにこの顔を河本英夫だとして世の中にさ

らして生きていく以外にないんです（笑）。だけど、これが何であるか、僕は知らない。そう

いうことなんですよ。そこのところで世界に開くというのは、自分の側から世界を知り、そ

れに対し初めて開くなんていうあり方はしていないんですよ。既に世界へと開かれてしまっ

ている仕組みを持っているわけです。そのとき、そこに多様性が出現するのはきっとイメー

1439



ジみたいなもの。見て知ることとは違う形の経験の動かし方をするから、イメージのような

ものをどこかで活用しながらやっている。 

ふだんだってそうなんですよ。例えば、まだ日が短いころ、日が暮れる時分にキャンパスを

歩いていると、後ろからものすごく体重のあるような早足の足音が聞こえ、つかつかと自分

に近づいてくる感じを受ける。そういうときにどうするの？ 振り向く？ 誰かって振り向

いて確認するの？ 普通はそうする前に、ちょっと方向を変えたり速度を変えたり、ひどい

場合は僕が後ろから歩くと、体重が 80kg ぐらいあるから、女の子って走って逃げるんだよ

（笑）。振り向かないで走って逃げる、ビューッっと（笑）。ああいうのって、ちょっと悔し

いんだよね。全力で走って追い付いて、カバンの中にある鏡か何かを顔面に付けて「この顔

が襲われる顔か！」と言ってみたくなるけれども、一応教員だからそういうことはしない

（笑）。 

例えば岩下先生だと、やはり背を向けているところ。背を向けていても周りの人からは見ら

れている。背というのも 1つの表現なんです。見てはいないし、本人もどうやって確認した

らいいのか分からないけど、背というのも 1つの表現だから、そこについてはやはり、そう

いうイメージのような部分をいつも自分の経験とつなぎながらやられている。そういう感じ

は受けるんですよね。イメージについては何か感じておられることってありますか。 

 岩下 自分で自分の目を見ることはできないと言った人がいましたよね。それは全く正しいわけで、

だから顔も見ることができないし、またおっしゃったように背中なんかも全然見えないわけ

ですよね。踊っているときにいつも気を付けていることは、そういった見えない自分ですが、

それを見ているように、踊りながら自分の姿を客観視するような感覚を持とうとしています。

まあ、実際はできないことですが、それもやはり 1つのイメージだと思います。 

 学生 岩下先生の考えるアメーバって色がついていたりするのですか。 

 岩下 グレーとか…。 

 学生 グレーですか。 

 岩下 はい。 

 学生 だいたいいつもグレーですか？ 

 岩下 そうです。私のイメージです。 

 学生 私は緑だったんですけど（笑）。 

 岩下 それはミドリムシかも？（笑）。 

 河本 ミドリムシとか、ミトコンドリア

とか、生きている物はそれぞれ別

のものですよ。 

 学生 色とかって、踊るところで結構影

響を受けたりするのですか？ 
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岩下 色はあまり考えて……。でも、赤なんかはやはりありますね。熱みたいなものは赤から連想

されることが多いですからね。 

河本 でも、色というふうにはっきりした感覚知になる手前のところで、光の濃淡とか。例えばこ

れだって、ここ（舞台照明）はいま消してしまったけど、光の濃淡、つまり濃い光、薄い光、

強い光、それから柔らかな光、光そのものは受け取ってしまっているわけですから、その中

で特定の、自分に似つかわしい色を使う場合とかがある。光の濃淡というようなことは、舞

台の上ではわりとよく感じ取られると思うんですけど。 

岩下 ええ。私の踊りにとっては、これは最も大切なことです。音楽も何もありませんのでね。空

間が光によって満たされているわけなので、そこに体がどう関わっていくか。それが大きな

問題になります。 

今日ここにおじゃまする前は、ワークの最後にやっていただいたようなことは全く考えてい

なかったんですよ。動きの切掛けを幾つか用意してきましたので、それを使って即興で動い

ていただこうかなと思っていたのですが、この舞台の空間は天井がすごく高くて、明かりも

すごくいい感じで、既に明かりに反応して動かれた方も若干名おられたので、最後に皆さん

でそれをやっていただいたわけです。いかがでしたでしょうか？ 

学生 楽しかったです。 

河本 今回 1回で決着ということではなく、今回が 1回目のワークショップで、ああ、こういう感

じなんだということが少しでもつかめればいいんです。岩下先生が舞台の公演をされている

ときは絶対にお願いできないので、また来年とか、時間があいているとき、何かの機会にと

思っています。 

また全部をいっぺんに言葉の形で分かろうとしない。それは目を開いて分かろうとしないの

と同じで、言葉で分かってしまった形にして、それで自分の中で、ある配置を与えて済んだ

ことにするのは、「理解」というものの最悪の使い方なんですよ。要するに、分かったことに

して、それは決着済み。あるいは、それで済んだことにしてしまう。自分自身の身体という

のは、そういう知的作業は全然効かないんです。分かるというようなあり方でつかまえてい

るものではない。不断にいろいろなことを感じ取りますが、それを言葉でピシャッと言い当

てて、分かる。それはある意味でいったら、身体の経験のようなものの壁をつくってしまう

ことでもあるわけです。 

岩下 ふさがれてしまいますね。 

河本 そうそう。そこら辺のところがあるので、いま言葉のほうだけであまりビシッと決めない。 

もう 1 つおもしろかったのは、「空気を動かさないで動いてくれ」ということ。手を動かす

と、空気は一緒に動いてしまうに決まっているじゃないですか（笑）。つまり、空気というも

のはたぶん、光と同じぐらい重要なんですよ。特に、空気の中に含まれる湿度のようなもの。

湿度がないと目もかすんでしまうし、味もにおいもない。そうすると、何か五感のようなと
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ころで感じ取っているときに、空気の中に含まれる湿度。空気はただ軽いだけではなく、や

はり幾分かは湿り気を含んでいる。だから、そういうものをできるだけ動かさないように体

を動かしていく。 

 岩下 壊さないようにということです。 

 河本 壊さないようにということですよね。 

 岩下 はい。そうすると、おのずから動きは慎重になります。ただ「ゆっくり動け」というような

指示だけだとだめなんですね。何かをすごく大切にして、壊さないように壊さないように気

を付けて動くと、自然にゆっくりとなる。その「気を付けて動く」という感覚がとても大事

だと思います。そうすると、外側だけでなく自分の体の内側にもすごく繊細な感覚が開かれ

ていくので、体の中のことがだんだん感じられるようになってきます。そうすると、体の外

と内側を絶え間なく行き来するようなことになってくる。ですから、ゴールもありませんし、

正解もあるような、ないような…。 

 河本 そうすると、光はとても重要だし、空気というものも重要。それから、今日は「こんなふう

に感じ取りなさい」という指示は間接的に出ていたのですが、もう 1つ、真っすぐに立つと

か、左右に同じ体重をかけるとか、重力ということ。重力を感じ取ることがないと、その形

にはならない。 

 岩下 そうですね。 

 河本 倒れるということも、ものすごく重力を感じ取らないとできない。「倒れてごらん」と言っ

て、本当にただ力を抜くだけだったら怪我をするだけです。そこでうまく重力を感じ取れる、

ということが必要となる。それに沿わせるような体の動き方をする。たぶん、もう忘れてし

まっているはずなんですが、かなり幼少期のときに身に付け、残念ながら高校を卒業したぐ

らいからもうどんどん忘れて、「あれ、どうやって立っていたっけ？」とか、そういう感じに

なる。 

 岩下 そうです。 

 河本 そのときに重力を感じ取るのと、自分の身体は大地からいつも押されているのだということ。

ここの感じが非常におもしろかった。 

その辺について、何か特段にありますか。 

 岩下 おっしゃったように重力ですね。誰でもみんな一様に重力に引っ張られているわけで、その

なかで皆生きてわけですよね。ですから、私の踊りで大切なのは、今日もそうだったのです

が、床面をいかに捉えるかということです。そのことでほとんどその日の踊りの出来不出来

が決まってしまいます。床面をいかに捉えるかということが第一です。それはおっしゃった

ように、要するに重力をいかにうまく体が感じ取れる状態に至れるかということになります。

ですから、そのことは今日も結構時間をかけてやりました。 

 それが一応自分でも納得いく状態になれたなと思ったら、今度は空間ですね。空間をどう
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やって体が感じ取れるかということもやりました。それでいよいよ皆さんがいらっしゃるわ

けですが、そうするとそれまで延々と独りでやっていたことが瞬時に壊れてしまうわけです

ね。全然違う状況になってしまう。違った状況になって、また新たに始まるわけです。今ま

でやっていたことは体のなかに残ってはいたのですが、実際に皆さんが目の当たりにされた

ことは、ここで初めて興った。そこがおもしろかったですね。皆さんがあのように座られる

とは思わなかった（笑）。 

 河本 Aとか Bとか名前を出し、おもしろかった例を二、三、挙げていただけますか。こういう座

り方がおもしろかったというのは何かありました？ 

 岩下 あそこにああやって座られるとは思わなかったです。ここに整然と座られると思った。だか

ら、私はこの辺でこうやって踊ろうかと思ったけど、できませんでしたね（笑）。 

 河本 なるほどね。 

 岩下 だから、最初はこんな感じになるのかなと思ったけど、もうポーンとのっけから覆されてし

まった。でも、それが即興ならではの醍醐味ですね。どうなるか全く分からないということ

です。 

 河本 今日のレッスンの中に「遅くする」というのがありました。これはかなり大きな、難しい課

題です。実は、遅くするというのは呼吸法を一緒に使うのですが、哲学の人だって本当は呼

吸法なんです。一番簡単に言うと、吐く側を長く吐き、ゆっくり吸う。で、 1分間に 2回ぐ

らいの呼吸にしていく。1分間に 2回ぐらいの呼吸にしていくとずーっと意識の速度が遅く

なる。意識の速度が遅くなり、ついには意識の境界のようなものが浮かび上がるぐらい。こ

れが禅の呼吸法です。そういう形で座禅の中で呼吸法を使っている。 

それが今日の場合は（10分かけて立ち上がるという）身体そのものの速度を遅くする形での

やり方だったので、これは大変だけれど、おもしろい。でも何遍かやったら少しずつ上達す

るかもしれない。つまり、10 分なんてやれっこないんですよ。あのしゃがみ込んだ状態か

ら、普通に考えるとどう見たって 2～3分ですよね。2～3分が自然な状態です。ということ

は 10 分かけて立ち上がるというのは、身体に対して何か非常に違うものを引き出させよう

としている。 

 岩下 そうです。負荷をかけているんです。 

 河本 ええ。そういう話ですね。これは座禅の場合にも言えます…‥。曹洞宗と臨済宗は日本で双

璧だけど、西田幾多郎は臨済宗です。魑魅魍魎、もうお化けがいっぱい出るわけ、あれをや

ると。それであんな変なことを書くんだよね。だから、本気にして読んではいけないんだ、

あんなもの（笑）。 

曹洞宗はちょっと違って、世界の中に既にあってしまう、そのあり方を浮かび上がらせるた

めに、意識の働きで意識が向こう側に、意識の手前に知ろうとする。意識そのものをカッコ

に入れるというか、ある意味で無理をするんだけど、無理に知ろうとしない状態で、世界の
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中にある。そこをつくるのが座禅のやり方なんですよね。 

今日の「立ち上がる」というのは、相当奥行きがあるなという印象をもちました。奥が深い

というのか、何遍やっても二度と同じようにはできないだろうなという感じがありました。

踊ることの中で、遅くするというのは必ずあるのだと思います。通常の動きより加速すると

いう動きもありますが、遅くすることの持っている身体にとっての負荷というのか、抽象化

してしまうと意義とか、そのことの効果とか、そういうのはどのように考えておけばいいの

でしょうか。 

岩下 遅くするとそれだけ時間が引き延ばされたことになるので、その分だけ自分の体の内側の状

態を知ることができるということです。速くしてしまうとスッと通り過ぎてしまうわけです。

だから時間をどんどん遅らせてゆっくりとしていくと、いろいろな状態に気付いていくこと

ができるということですね。それが一番です。 

河本 普通はそれではやっていけないし、日常生活の中ではどちらかというと加速して暮らしてし

まっているんですよ。 

岩下 そうですね。だから、日常生活とは全く正反対のことをやっているんです。 

河本 そうそう。電車が来るとかバスが来るとかを見ていると、集団の人が何人かは、「速くー、

速くー」と言っている。「ゆっくりでいいですよ」と声をかける人は一人もいない。だから、

たぶん現代社会みたいなものは、速く、速くという、全部加速する方向に進んでいる。身体

はたぶん、そんなふうになっていないはずです。 

岩下 なっていないんですよね。体が世の中の仕組みについていけなくなってしまう。 

河本 だから、そのようなことで速度を遅くするというのは、身体にとっても、意識にとっても、

あるいは経験にとっても……。経験の速度そのものを遅くするって難しいんですよ。中国の

弓の名人がビュンビュン、ビュンビュン打っている。もう百発百中ぐらいでやっていると、

小さい的でもこんな大きく見えてくるという。何を訓練したことになるのかよく分からない

のだけど、最後、その弓の名人は弓矢を見て、「あれはいったい何でしょうかね」と弓のこと

さえも忘れてしまう。つまり、どこかで遅くするようなことによって初めて気付かれる現実

というのか、これは相当の数、あるだろうと思います。それがこういう情報化の社会の中で

は皆さん、自分で呼吸を感じ取るよりは、何をやりたいのか知らないのだけど、こうやって

スマホを見てやっているわけだから、すごい速さで情報は動いている。でも、たぶん、そう

いう形とは違う経験の速度とかあり方が必ずあるはずですよね。だから今日の、とことん遅

くする形の中では、それが非常にきれいな形で出ていたのではないか。 

外国に行ってみると分かるのですが、東京は結構速いほうですね。ソウルはどう？ 

学生 速いです。 

河本 速いですね。 

学生 あと、うるさい。 
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 河本 ソウルはうるさい。ニューヨークも速いんですよ。マンハッタンの辺は人がものすごく速く

歩く。だから、あれは爆弾でも投げないと速度が遅くならないんだね（笑）。 

 そういう感じで、文化というのは下手をすると加速化する方向に行ってしまうんですよ。加

速化する方向にどんどん動いてしまって、本当はちゃんと経験の中のそれぞれの速度に合わ

せていろいろな感じ取りがあるはずなのに、見えなくなってしまう。ひどい場合は、例えば

今日、山海塾の DVDを見ていただいたと思いますが、最初見て、15分たったら筋が分かっ

てくる。ビューッと早送りをして最後の 5 分を見て、「ああ、分かった。これはこういう作

品だ」。作品の固有の速度というのも、やはりあるんです。経験をその速度にゆっくり合わせ

ないと、うまく捉えられない。そういうものって必ずあるはずです。要約してしまったら何

か別のものになってしまう。 

 岩下 そうです。 

 河本 たぶん、そういう速度のものってあるんですね。だから、作品を読むときに、一番いい速度

を探しながら見ていく。それは今日のレッスンからもかなり重要なことだったと思うんです

よね。 

速度ということについて、何か感じ取っておられることはありますか。 

 岩下 おっしゃったように、自分の速度、それも可変的なものですが、「今の自分」の速度がたぶ

ん、あると思うんですね。それにうまく乗れるか否かというのは、即興で踊るときはすごく

重要なことになってくると思います。大した根拠もないのに何となく雰囲気で動いてしまっ

たり、とにかく動かなければと焦ってジタバタ動き廻ったり、また初めから動かないと決め

込んでしまってジーッとし続けていると、自分の速度が全く分からなくなってしまう。そう

すると、何をやってるのか全然わからない、とても寂しく空しい状態になってしまいます。

そうならないためには、常に自分の感覚に立ち返っていくことが大切です。 

しかし、それは閉じこもるわけではない。自分に返りつつも開いていく。これはすごく矛盾

しているのですが、内側と外側が一体となる。言葉にするとわけがわかりませんが、内側と

外側はひとつ。即興のことを語ろうとす

るとうまく語れないのもたぶん、そうだ

からでしょう。いつも矛盾している。あ

れかこれかの二者択一ではない。その矛

盾のど真ん中で、常に危うい均衡を保ち

続けているような状態。これを一言で言

い表すことはできません。この難しさに

いつも追い込まれています。 

 河本 いや、本当に難しくて、難しい

から何度も何度もそこの場所で、自分で
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経験をつくっていくようなことが起こると思います。いま言われたことの中で、例えばソロ

でも、今日は自分の動きに対しちょっと速度感が合っていないなとか、疲れが取れていない

なとか、そういう場面もあると思います。それから複数、例えば 3～4 人でやっている場合

に、ほんのわずかなことだけど、何か今日はほかの人とうまく合っていないなとか、そうい

う感じのこともあると思う。これは、本当はものすごく重要なことで、今日は自分自身にとっ

てこの速度がピッタリとは来ていないなというときの調整の仕方ですね。例えば少し速くし

てみるとか、少し遅くしてみるとか、探りを入れながら、どこかでちゃんとするところを探

す。 

岩下 それは、止まることなんです。 

河本 止まる。 

岩下 はい。もう動かないで止まってしまうんですね。止まっている間に、次の動きが出てくるの

をひたすら耐えて待つわけです。これが実は大変なんです。 

河本 大変ですね、それは。 

岩下 これが難しいんですね。口では以前からそう言っていますが、これは本当に難しいことで、

最近ようやくその感覚が少しだけ分かりかけてきました。以前は頭ではわかっていたけど、

実際はできていなかったのです。 

河本 というぐらい難しいことのようです。つまり、何度も何度も繰り替えし行なう調整っていう

のは細かさのレベルがある。若いころって、激しく動いて調整してみるとか。 

岩下 それも 1つの手なんでしょうね。 

河本 ねえ。 

岩下 倒れるまでやったり。 

河本 そうそう。だから、自分自身に自分の経験の速度が合っていない。これはあるんですよ。「何

かしっくり来ていないな、今日は」みたいな。例えば、僕たちが大学で授業をしていても、

「今日は何か全然速度が合っていないな」ということがある。学生がけげんな顔をしている

かどうかジーッと見て、いや、別にけげんな顔はしていないが納得もしていない顔だとか、

こういうのを見ながらやるのですが、普通は踊り手の側は、観客は暗いところにいるから、

そういうところは細かく手法では使えない。そうすると、どのように……。何かあるんです

よね。例えば今日は、集中度がいいとか、6日目の夜の舞台で何か集中度がまだ戻っていな

いとか、そういう場面の起伏が必ずある。これは自分の身体だから必ずあるはずで、そこら

辺はとても重要なことです。止まるというのはたぶん、ものすごい勇気が要るのではないか

と思うんですね。 

岩下 そうですね。最初のころは、その勇気がなかなか持てない。怖いから出来なかったのですね。

でも、もう 30年以上やっているので、だいぶその辺は開き直れるようになってきました（笑）。 

学生 踊っているときって、表ってあるのですか。表面みたいな表裏。舞台がこうだと、こちらが
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表かもしれませんが、そういう感覚って、岩下先生にとって、表ってどういう感覚のもので

すか。 

 岩下 表、ああ、おもしろいですね。 

 学生 止まっているときって、そういうのがあるのかな。 

 岩下 止まっているときは今日、何回かあったと思いますが、それは先ほど申しましたように止め

ようと思って止まったわけではなく、そう思う前に止まってしまったという状態です。その

止まってしまったという状態は、何か動きがスパッと切断されてしまい、そこで凍結してい

たように思いますが、そこで決して力がなくなってしまったのではなく、むしろ逆に力が

漲っているような体のありようだったと思います。 

そこで表と裏って、どうなんだろうな…。踊っているときはあまり考えてないですね。ただ、

おっしゃったように通常、お客さんのほうに向かうのは表、その逆が裏というような考え方

はありますが、どうだろうな…？ 

 河本 でもまあ、何重にも出る問題かもしれない。例えば身体の中で感じ取っている感じと、それ

がどういう形で観客に見えているのか。 

 岩下 それは往々にしてずれるんですね。 

 河本 うん。 

 学生 360度、全部観客みたいなのがあるじゃないですか。 

 岩下 はい、それもやったことがあります。 

 学生 すごく大変じゃないかと思って。 

 岩下 それは全部、表ですね（笑）。 

 河本 全部、表。 

 岩下 360度客席に囲まれた舞台で踊ることも何回かやっています。 

 河本 ついでにお聞きしておきたいのですが、今日のプレゼンの最初の 10 分ぐらいのところで回

転の動きは、あまりたくさんは入っていないのかと思いました。 

 岩下 回転はあまりなかったですね。 

 河本 回転も重要な動きの 1つです。前後、左右、それから上下、これはものすごくたくさんあり、

特に上下の重心の移動は、よく人間の体はこんなに沈められるものだと思うぐらいにするの

ですが、回転はどういう感じを持たれているのですか。 

 岩下 たぶん、自分の中にはあまりないと思います。 

 河本 ない。 

 岩下 はい。あればきっと出てくると思うのですが、回転はあまりやったことがないからだと思い

ます。 

 河本 もうそれなりの時間が過ぎていったので、あとは参加した人たちのほうから質問を受けたい

と思います。どうぞ。 
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 学生 質問ですが、岩下先生が踊られているときに、見ている人と間接的に接触されているような

ところがありました。踊り手によって観客とどう関わるかが違うと思うのですが、岩下先生

の場合は他者をどう捉えるかということについてお聞きしたいと思います。 

 岩下 そうですね。確かに、皆さんを感じながら動いていたことは間違いないです。だから、ここ

でどなたもおられないときに 1人で動いていたときの感覚とまた変わったわけですね。 

 学生 客席が暗いと暗闇に向かって踊るような人とか、踊り手によってどうも違うようです。 

 岩下 暗闇に向かっては踊ってないですね。 

 学生 お客さんとの関わりはどうするのですかと聞くと、「暗闇だと思って踊っています」という

人もいるし、一塊のお客さんに見られる形で踊るという人もいたのですが、岩下先生の場合、

見ている人との関わりはやはり 1人 1人の……。 

 岩下 やはり、まなざしが体にやって来ますので、それで体の感覚が全く変わってきます。 

 学生 体の感覚が変わる。 

 岩下 はい。さっきは全く演出意図がなかったもので、お客さまにご覧いただいているという感覚

にすごく正直にやっていると、こちら（正面）ばかり（笑）。 

 学生 お客さんに響かせようとすると、かえって響かない。 

 岩下 そうですね。だから、こっちばかり、正面ばかりになってしまうと、クッと反対を向くこと

もあるわけです。 

 学生 自分が一人で踊っているのだけど、結果、他者も共振してしまうという形が成り立つのはな

かなか難しいことだと思うのですが。 

 岩下 そうなんですね。 

 学生 今日、思ったのは、その後ワークショップをみんなでやっていて、広さもあり、ちょっと下

に崩れてくださいみたいなことのときは、ほかの周りの人がどう崩れるかをだいたい自分で

予期して、でも予期はあまり頭に入れずに、でも盛り込んで落ちていく。 

 岩下 はい。 

 学生 それも全部そういう響き。響きってすごく幅のある言葉ですね、他者との関わりの中で……。 

 岩下 要するに、他者と場を共有するということですね。今日のワークショップにはそのことが

あったわけです。直接的な関係を結んでいるわけではないのですが、他者とこの場を共有し

ている。そうでないとぶつかってしまいますからね。 

 学生 それは観客との関係でもやはり同じであるということですね。 

 岩下 はい。それは時に、具体的にある方との関係性ができる場合もあります。あるいは何人かの

方々と空間を共有することもありますし、また全体的な空間の広がりということもあります。

それはその場その場で変わってくるわけです。それがどのように変わっていったかは、いま

全部は思い出せないのですが、何回かあったと思います。 

 学生 私の質問もまだはっきりしていないのですが、演技という感覚はありますか。それをやって
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いるのは演技ですか、それとも演技の

意図をできるだけ捨てていったら即

興になるのか。 

岩下 後者ですね。 

学生 先生がやっているのは演技という概

念は合わないですか。 

岩下 ただ湧いてくる、出てくるものに従

う。何かを演じようとしているのでは

ない。 

学生 自分の中から出てきたものを表現しようとするときに、人から見られていることを意識する

と、自分でよく見せようとか、どうしてもいろいろな意図が働いて、加工しようとしたり、

手を加えてちょっと変換をかけたり、良くも悪くもそういう意図が働いてしまうのではない

か。多くの人にとってはそうなるのではないかと思いますが、岩下さんの場合は素直に全て

を出してしまう。 

岩下 そうですね。素直に全てが出てくれればと思っています。要するに、意図的な演技をそこに

差し挟むようなことはできるだけしたくない。 

学生 多少そういう力がきてしまったり、いま自分はつくってみせようとしているなと思うときも

あるのですか。 

岩下 まあ、全くないとは言えないですけどね。 

学生 そこがやっぱり、表現する上で難しかったです。その場合、目を閉じるのか……。 

岩下 目を開けているということは、私自身を見据えているということでもあると思うんですね。

世界への窓口であると同時に、またこれも矛盾しているんですが、そのまなざしは、自分自

身をずっと見据えているということでもあると思います。 

河本 そのへんでやり始めると、本当に細かいところでこういうことがあったのかもしれないみた

いなことを思い起こしながら話さなければいけない部分も出てきてしまうので。 

学生 例えば光が当たっていることについて、私は日なたぼっことか、それは気持ちいいし、ぼーっ

とするし、ちょっと浮いたような感じがします。それを感じてやると、格好は別として、た

ぶん気持ちだけ気分良くなったような状態に入るのかなと思って、私にとって浮揚感という

ものと見ています。岩下さんにとって浮揚感というと、どういう位置付けなのかと思いまし

た。 

岩下 浮く感じですよね。 

学生 はい。身体的な、フィジカル的な浮揚なのか。どういう浮揚感でしょうか。 

岩下 やはり感覚的なことだと思います。 

河本 岩下さんは高揚することはあるのですか。ワーと熱血的に高揚する。 
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 岩下 熱狂ですか。 

 河本 パッションというのか熱狂。やはり、この形でトレーニングしてしまうと、身体の根源の深

いところから身体を動かそうとしているんだと思います。1つだけ、本当に無謀な質問にな

るのでどういう答えでもいいのですが、これだけ洗練した身体をつくってしまうと、身体の

粗暴さというものの発揮の場所がどうなるのか。つまり、身体は本来、粗暴であってもいい

んですよ。頭突きをしたり、プロレスをやるようなものも、身体なんです。ところがこれだ

け洗練された身体になってしまうと、あの粗暴さみたいなものがいったいどこに行ってしま

うのか。いわば洗練されている、つまりソフィスティケートされた野性味なんですよ。内発

する身体だから、いわば哲学化された身体です。 

だけど、そのときには通常、身体が持っている、あの粗暴さ、例えば気に入らない男がいた

ら頭突きをして、「頭の活用の仕方にはこういうのもあるのだ」とか言ってね。つまり、身体

はもっと粗暴な部分があっていいのに、どこか違う形になるんですよね。 

 岩下 そこに歯止めをかけているのかもしれません。さすがですね（笑）。そこを突かれるとつら

いところですが、そこにふたをしてしまっているのかもしれません。また、そのふたをして

いることで自分が今すごく不自由である、とても窮屈な気持ちになっているのでしょう。た

ぶん、おっしゃっているところの粗暴さに自分がたどり着かないようにしている、あるいは

その粗暴さを封じ込めていることにより、自分がすごく苦しくなっているのでしょう。 

 学生 長年踊りをしていると、踊っていて気持ちいいというか、そういう感覚は持っているもので

すか。 

 岩下 気持ちいいという、その気持ち良さの質がずいぶん変わってきました。 

またはじめの話に戻ってしまうのですが、踊り始めたころって私も目をつぶって気持ち良く

なりたかった。でも、自分自身によく問いかけてみると、その気持ち良くなりたいというこ

とは、どこか現実から逃げようとしていることなんですね。要するに、自分が世界から一歩

退いていて、匿われてあるような感覚です。そのなかにずっといたかった。でも、それでは

踊りにはならないわけです。 

 河本 まだまだたくさんあるのかもしれないのだけど、岩下先生はとてもお忙しいので、これだけ

の時間をやって、みんな身体に関してはほぼ初めてのような体験をしたわけだから、みんな

こちらへ出てきて一緒に写真を撮りましょうか。 
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ワークショップ 

身体と環境
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ワークショップ 

身体と環境 

日時：2015年 5月 21日（木）12:00～15:00 

会場：東洋大学白山キャンパス 6号館文学部会議室 

【主催】東洋大学「エコ・フィロソフィ」学際研究イニシアティブ

（TIEPh） 

[プログラム] 

鼎談 

和栗由紀夫（舞踏家） 

ゲオルグ・シュテンガー（ウィーン大学教授） 

河本英夫（東洋大学教授） 

通訳（ドイツ語）：山口一郎（東洋大学大学院客員教授） 
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ワークショップ「身体と環境」 

和栗由紀夫（舞踊家） 

河本英夫（東洋大学） 

ゲオルグ・シュテンガー（ウィーン大学） 

通訳（ドイツ語）：山口一郎（東洋大学） 

河本 今日はこういう形で和栗さんに聞けるとことは、ものすごくラッキーで幸運なことなのだと素

直に思っています。これじたいエキサイティングなダンスなんですけど、テーマとしては土方

舞踏の特質はどのようなものか、それからダンスの訓練はどのようなものかというかたちでお

話しできればと思います。学生にとっても哲学の教育にとっても、ダンスの訓練はものすごく

重要なことで、ダンスの訓練、それから土方の「舞踏譜」という、独特の書き残し方、記録の

仕方があるので、この辺についてまとまった形で話していただければと願っています。 

シュテンガー（通訳：山口） オリジナルのフィルムはほとんど入手不可能というか、幾つかの舞踏

についての本は英語でもドイツ語でもあるんですけど、それは言ってみれば解釈のようなもの

で、実際の映像とかオリジナルな資料に至るのは非常に難しいです。 

和栗 僕は慶応大学のアート・センターが「土方アーカイブ」という研究部門を立ち上げたときから

ずっと協力させていただいているんですけども、あそこに来る、直接来る学生さんって、今ま

でどれだけの人が来たか分からないんですけれど、そういう方はある程度資料コピーして持っ

て帰ってるね。 

シュテンガー ベルリンに「舞踏センター」というのがあって、そこには演劇関係の大学の学科と一

緒になって仕事をしていたりして、ピナ・バウシュとかドイツ系の舞踏と関わり合うような流

れについての研究はあるのですけども、ただそれもピナ・バウシュが舞踏から影響を受けたっ

て話はするんですけども、それも、いわば間接的なものでしかないのです。直接的なこういう

機会というか映像を目にするっていうのはほとんど難しい状況だということです。 

和栗 土方先生の話から始めないといけないと思うんですけども、土方巽について書かれたものって

いうのは、非常に多いですよね。いろいろな先生の友人が、文学者が非常に多いということも

ありますし、舞踏研究イコール土方研究みたいな形でなされています。海外でも同じようなこ

とがあります。 

河本 むしろ、先生と土方巽との関わりから話していただいたほうが良いと思います。 

和栗 そうですね。だから、もう土方の特徴を学術的なかたちで、そういうふうに述べるっていうの

は、僕の任じゃないんですね。最初から僕のことを絡めて話すしかないんで。それを今回先生

にお願いしてはいるんですけど。 
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ちょっと話がいろいろ広がっちゃって申し訳ないんですけども、よく舞踏ってなんですかっ

ていう質問が最初にくるわけですね。これは会話のルールとして、あなたが舞踏はどういうも

んだってことをお話ししてから私が話しましょうっていうのがルールですよね。人にいきなり

物を尋ねるなんて失礼じゃないかと。これは種村先生も怒ってましたけどね。「俺がこれだけ

苦労して獲得したものを、あいつらただで欲しい、冗談じゃない。自分の頭で考えろ」って。

舞踏っていう言葉に、僕なりの感覚、感触なんですけども、二つの問題点がまず、舞踏って発

したときにあるんですね。それは一つは、舞踏というのは、BUTOHじゃなくて「舞」「踏む」

の舞踏という漢字ですね。だからといって中国から来たというふうに捉えていることじゃなく

て、昔は。多分江戸時代、明治前までは舞ひ踊りって平仮名ですよね。 

河本 舞い踊りね。 

和栗 それをああいう舞踏っていう漢語に置き換えているわけですけども。これは僕がしゃべるん

じゃなくて郡司先生の本読めばみんな出てますけども、舞っていうのは回るっていうことです

よね。ということは脱魂状態。あるトランスをそこに呼び込むこと。そうするとトランス、空っ

ぽになるっていうことで、何かが入って来るだろうと。これがトランスフォーメーションだと

か、ポゼッションだとかっていうもののもとになるわけです。ですから、人間より上位下位っ

ていうのは区別できないけれども、上位とすれば神やスピリチュアルも入って来るし、下位的

なものっていうと動物の霊だとか、とにかくいろんなものが入ったり出たりする器が肉体であ

るという考え方ですね。それと同時に、もちろん自己を殺す。これは日本の伝統芸能なんかで

は生身を殺すっていうことが基本ですから、日常的な自分っていうものをまず殺してからじゃ

ないと役になれませんよと。これ、当然のことなんですね。だけど、じゃあ土方のやり方と日

本の古典舞踊っていうのは共通性あるかっていうと、ここがまた一つ問題があるんです。とに

かくトランス状態になって、あるスピリチュアルなものと交換するというのが、舞うというこ

との舞踏の意味ですよね。それから踏っていうのは、これは踏むというのも二つの意味があっ

て、まず悪霊にしろ地の悪い霊なり、そういうものを踏んで抑えるというものと、それから反閇
へんばい

とかっていう古い日本の様式ですけど、踏むことによって大地の良い霊を浮かび上がらせるこ

とになる。これは一つその場を清めるっていう意味です。踏むという行為と、それから今度交

互に踏むっていうことがでてくる。それはまさしくリズムです。リズムになるっていうことは、

日常的な時間からの解放ということになりますね。それはだから、舞ということがサークル、

意味するということはもちろんこれも日常的な時間を殺すっていうことですよね。ゼロからま

た戻ってしまう。だからそれは集中って方向に行きますね。それから、踏む、踏というのは一

つのリリースっていうか発散のことです。だから踊りっていうのは、舞っていうのが、一応日

本で言えば能に残っているわけですよね。 

河本 そうすると、傾く(カブク)の歌舞伎とはちょっと違いますね。 

和栗 歌舞伎は踊りからきてるわけですよね。歌舞伎舞いとは言いませんから、歌舞伎踊り。これは
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仏教とくっ付いているわけでしょう。 

河本 なるほどね。 

和栗 日本は両方混ざっちゃったから、神道と仏教も混交しちゃってるから両方なんですけども、歌

舞伎の場合はもともとは仏教の一遍上人の、あそこからがもともとの出自です。だから歌舞伎

踊りっていうのは、能のお面を剥いだ解放感。だけども、能から完全に脱却できなかったって

いうとこに、この化粧が仮面性としてまだ残っているということがあります。 

河本 仮面の代わりの化粧なんですね。 

和栗 舞踏に行くまで回り道があるから言葉で説明する。バレエなんて言葉の説明要らないもんね、

クラシカルバレエっていうのは、そうですかみたいなところがある。舞踏というと、なんです

かみたいなことになる。 

河本 結局、舞踏というのか、これに込めた思いという部分がやっぱり、さっきから話されていると

ころにずっとつながるからですね。 

和栗 いずれにせよ、回るという円環行為、それから踏むという反復行為。これは、やっぱり踊りの

もつ一つの一番大事な効用といいますか。なんで僕ら、僕らっていうか人間の歴史の中に舞踊

なりお祭りなり、そういうものが必要だったかっていうことのもとになってくると思うんです

よ。 

河本 回転と踏む、反復ですね。 

和栗 反復、リピートするっていうことですね。だから日常生活の中で、どこの国のどの時代に人で

も、あそこへ行くのはまっすぐあそこへ行かなきゃいけないという方向性がある。ほとんど前

方ですよね。家に帰るのも前方。ところが前へ行って後ろへ行って、行こうか行くまいか、行

こうか、行くまいか。これやってたらあなたどうしたのってなっちゃうよね。そうすると、も

ちろんいろんな意味でもそうですけども、狂気(本気)とかっていう問題と非常に密接に踊りは

関係してくるわけですよね。だから初期の原始キリスト教が音楽と踊りを最初制圧しましたよ

ね。それはリピートする、神にリピートするということはないと。神は一方通行しかないんだ

と。リピートするのは悪魔の仕業なんだというところで禁止されたけど、結局禁止し得なかっ

た。禁止することは無理なんでしょうね。 

シュテンガー 私の理解では要するに、舞う、舞って円環運動っていうかこうするということは、ど

こかでするんじゃなくて、それをすることによって空間そのものが生まれてくるという具合に

理解すべきであって、そしてまた、その踏むということは、踏むことを通して大地が生まれて

くるという具合に、普通どこかに行くときには空間が前提にされていて、それに向かって歩い

ていくわけですけども、そうではなくして、空間そのものが舞の中から、そして踏むことを通

して大地そのものが生まれてくると理解してよろしいですかということです。 

和栗 それは、正しいっていうかそうだと思います。特に、今まだ暗黒舞踏の話にはまだ入る前なん

ですよね。舞踏っていう言葉の解釈だけを言ってるんで、基本的には舞うことによって空間が
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生まれる。これが、日本の場合には、極端な例で保持されてますよね。それは宗教的な儀式の

話じゃなくて、古典芸能の中にある。例えば地唄舞
じ う た ま い

っていう京都の日本舞踊ありますけども、

もともとは畳一畳の世界です。ところが、舞手が動くことによって空間が生まれてくるわけで

すね。踊ることによって舞手のいる場が空間になっている。ということは極論しちゃえば、足

の裏だけで空間は十分できるところまで行っちゃうんですね、畳一畳も要らないと。 

河本 動ければね。 

和栗 土方さんに強引につなげちゃうとすれば、いや、土方さんはもっと足の裏だけじゃなくて内部

の空間もってるよと。どうしても空間というと僕らは外を考えるけれども。だからバレエなん

かが、やっぱり空間を混化するっていうか、征服する。これがやっぱり西洋的な踊りの基本的

な考えなんでしょうけども。日本の踊りの場合には空間を自分に入れちゃうことになる。征服

するんじゃなくてね。 

 土方さんの話はここから始まるんですけども、今言いましたように舞踏っていうのは、今

私たちが問題にしている BUTOHというこの舞踏じゃなくて、もともとの意味は、世界中ど

こにでもあるものだと考えていた。 

シュテンガー 一般的である、世界中どこにでもあるとおっしゃることはよく分かるんですけども、

ただ、土方の場合には、身体の革命という言葉があるように、それは単に身体の革命のみなら

ず、社会革命であり文化革命であるというその革命の部分とのつながりも考えなければならな

いので、一般的にどこにでもあるということをおっしゃることそのものはよく分かりますけれ

ども、ただ、それ以上の部分がどうなっているのか。 

和栗 だから今それを前提としてということで話しています。それで、なぜそういう一般語である舞

踏というものが、今おっしゃられているような特殊なジャンルのように受け取られるように

なったか。この問題が一番最初に話す起点だと思うんですが、まず区別化といいますか、土方

がアクティブに自分からそういうふうに区別なり、他と違う新しい何かを創造しようとしてた

のかという流れと、いや、土方は自分のこと自分としてをやってただけだ、それがいつの間に

か周りからそういうふうな評価が固まった、この二つの捉え方がやっぱりあると思うんですよ

ね。まず土方さんが標榜したのは、舞踊なり舞踏、最初は舞踊だったですけども、その上に暗

黒って付けたことですね。 

山口 暗黒って、英語だとなんて？ 

和栗 ダークネス（darkness）になっちゃうけどね。 

山口 ダークネスですかね。 

和栗 でも違うんですけどね、本当は。いい言葉が見つからない。暗黒が一番衝撃的だったことです。

舞踏っていう言葉じゃないんですよ、インパクトはね。それはもう土方研究の中でいろいろ取

り上げられてますけれども、まず 1959年の三島由紀夫の『禁色』という作品、これが舞踏の

始まりの作品だといわれてますけども、やはりここで取り上げられたのは男色、ホモセクシュ
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アル。倒錯的エロチシズム。それと、鶏を絞め殺すというような暴力性。だから、戦後日本で

はアメリカもだんだん大量に入って来て、美と力と健康の一致というところで日本人がアメリ

カ人になろうとしてた。そこに土方は闇を持って来たといいますか、死を持って来たといいま

すか、それから倒錯的なエロスと暴力性。こういうのは、当時の日本のダンス界においてはタ

ブー視されいて、そういうものをしちゃいけないと。だから、僕は土方さんの稽古場に古い舞

踊新聞がありまして、そのときの公演の記事が載ているのを偶然見たんですね。何だって。そ

うしたらそこには「馬鹿か気違いか」、あるいは「これは芸術ではない」というようなことが

書いてある。今そういうふうに批評されるものなんかないんじゃないですか。すでに何でもあ

りで。それだけやはり、舞踊協会なり日本のダンス界っていうのはコンサバティブだし、強固

だったんでしょうね。 

シュテンガー 哲学との関係で言いますと、フーコーは、いわば合理性の背後に潜む非合理性という

ものを強調しているわけなんですけども、その非合理性というのは、まさに合理性を支えてい

るものであって、裏表のものであるという見解を取ってるわけです。しかし、土方の場合そう

いう視点から見たときには、「暗黒」ということがまさにその逆である輝きとか秩序とかって

いったものを実は支えているものであって、そしてそれを逆に反転させたというか。 

和栗 それもあると思います。ただ、土方先生自体は韜晦
とうかい

の人っていいますか。とにかく本音の部分

では、これ本音なのかどうか分からないってところがありまして。 

山口 トウカイってどういう字でした？ 

河本 身を窶して自分がそうでないものの姿で現れるというのが韜晦。立派な人が本当にみすぼらし

い姿の表現で立派さを表している。難しい漢字だよね。 

和栗 だから例えば、ある土方さんに非常に親しい舞踊評論家が書いてるんですけども、土方の東京

時代、東京に出て来てモダンダンサーとしてやってたとき、やはり西洋の彼らの好みはジャ

ン・ジュネだとかロートレアモンだとかってフランス文学、それらに非常に興味持っていたし、

ランボーもそうです。そういう西洋文学に親しんで、やっぱり。ジュネなんか特にね、特殊で

すけれども、男娼だとか、あるいはもうちょっと下層の人たちの、あるいは犯罪者とかってい

うものに対して、非常に土方さんは色目使ってたと思うんです。自分と重ね合わせた部分があ

ると思うんですけども、60 年代前半の『禁色』から後のずっと続く流れの前半の 60 年代は、

やはりアンチダンス、アンチアートというものが一つの時代の流れでもあったと思うんですね。

土方さんだけがやったことじゃない。ただ、土方さんは非常に強烈にその「アンチ」っていう

ものを出していた。もちろん一番のアンチはモダンダンスに対してなんです。そのモダンダン

スにアンチって言いながらクラシックバレエ好きだったりして、「バレエはいいね、和栗」っ

て言われて、こちらは「ええっ？」ていう感じでしたよ、舞踏の対極はバレエだと思ってたか

ら。ですから今の光と闇の話も、合田成男先生って土方さんの兄貴分の人が、土方さんが亡く

なった後に僕と飲んでるときに、「和栗、土方は暗黒じゃないんだよ、分かるか」って言われ
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て、僕も「うーん」と思って。合田先生の論ですけども、アジアは明る過ぎるんだと、光にあ

ふれてるんだと言っていた。 

だから、太陽を見るときに間に何か入れるように、土方は光が欲しかったんだ、と。そうか、

と。ただ、光があふれているから、満ちあふれているから、土方は本当に自分の光を捕まえた

かった。そのために闇を間に入れたんだよ、って言われて。 

河本 いい話だな、それはいい話だ。いやいや、ゲーテみたいな話だね。ゲーテも同じようなこと言っ

てる。 

シュテンガー キリスト教でも無からの創造っていうわけですけれども、どうしてわざわざ創造しな

くてはいけないんだ、と。神は明る過ぎる、明る過ぎて満ちあふれる光なので、なんでわざわ

ざ無から創造しなければならなかった、それはなぜか。という問いとつながるのではないか。 

河本 例えば、なぜ目は物を見る。なぜ、目には物が見えてしまってるのか、なぜ身体は常に動いて

しまってるのか。ここは問いの形でしか届かない部分、つまり問いの形でしか届かない部分っ

ていうのは、結局のところ、その形で現実に動かしてみるしかないし、物を見てみるしかない。

つまり、光は見ることの対象でもないし見ることの媒体でもないから、既に光の中にあってし

まうっていうことは、目が見えてしまってるということと同じことだから。この事態をどう

やってつかむかなんですよ。 

和栗 難しい話をさらに難しくしたよ、今。これは舞踏家に聞く話じゃないな。 

河本 いやいや、舞踏家に聞く話ですよ。 

シュテンガー 私が今舞踏を問題にしてるのは、言ってみれば根本問題、人間の根本問題そのものを

扱ってるつもりだ。哲学の話からすると、思惟の歴史をたどってみると、要するに昔から善悪

の対立、それから光と闇の対立、さまざまな意味での対立軸の中で考えられてきて、まずシェ

リングの所で一つの変更があって、ニーチェの所で、要するに『善悪の彼岸』という話になり

ました。『善悪の彼岸』以来、主要なテーマになるのは運動であって、運動の中から運動が出

てくるという、そういうことが哲学のメインテーマになっていると私は今考えているのですが、

それとのつながりも出てくるんだと思いますけども。 

和栗 分かるような気がしますけども。 

河本 例えばこういう問題なんですよ。『善悪の彼岸』とか、あるいは善悪の関わるところの問題で

言えば、善悪の出現そのものによって、善悪が出現することによって既に忘れられてしまって

いる、ある経験の層がある。その層にどうやって届かせるか。すでに動いてしまっているもの

は、すでに「先験的過去」になってしまっている。 

シュテンガー ちょっとお話を舞踏に戻させていただきます。今の話は、どのぐらい舞踏が深い所に

触れているかっていうことを述べたかったんです。 

和栗 例えば二項対立の、何ていいますか、それ一つにまとめるということじゃなくて、二項対立の

向こう側にあるもの、あるいはオーバーでもいいですけど、そういうものに関して土方はいつ
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も考えていたということは確かだと思うんですよ。それは、舞踏が非常にミステリアスな行為

として西洋で捉えられやすいという側面はあるんですけれども、それは、僕は勉強家でないか

ら滅多なこと言えないけれども、いきなり無意識的なものっていうところに重きを置いて、何

でもありみたいな形に、舞踏は下手すると癒着しやすい。それはある意味で宗教的なものに関

しても、手技に関しても。土方はいつもそこにものすごい警戒警報を発しようとしていたんで

すね。 

シュテンガー 土方さんの文章の中から、今おっしゃった神秘的な、あるいは形式的なものに対して

距離を取っていたということに関連して、土方先生と大野先生との違いが一つ言えるとすると、

大野先生の場合は、形式は独りでに生じるのですが、精神的な内実が前もってそこにある限り

において生じるとおっしゃってるのですけれども、それに対して土方先生の場合は、生は形式

を取り込みつつ開示する。つまり、生の中から形式が出てくるのであって、その生以前に、大

野先生のおっしゃるような、スピリチュアルな、精神的な内実っていうものを前もって前提に

しないことが土方さんの場合の特徴ではないか。 

和栗 土方先生の言葉は、ちょっと難しいんですけど、関連した言葉で僕が覚えているのは、「生理

にまで高められた精神」ってことを言ってましたね。自分の生理まで高められた精神が必要な

んだと。だから、生理と精神を分けていることではないという。今言ったように形式なり肉体

とスピリチュアルなものっていうふうに分けるのでなくて、そういうもの自体が何か特殊なも

のとして捉えるのではなくて、むしろ自分の生理として。踊る人の心構えなんですけどね。だ

から、もちろん土方さんは表現者といいますか、自分の体そのものが表現体でありますからね、

そういうある二項対立をいきなり超克するとかっていうことでなくて、身をもってこっち側に

ぶつかって、こっち側にぶつかってっていうことを示した人ですよね。だから、非常に強い否

定の精神をもった芸術家だったと思うんですね。日本人には珍しいと言っていいと思うんです

ね。だから日本の芸術運動の中で、否定、革命とかっていうものはほとんど起きてないと思い

ますね。それは演劇でも演劇改良運動と言ってますね。日本の文化の分かりづらさと同時に豊

かさっていうのは、「許す、これもあってもいい、これもあってもいい」という共存の文化だ

と思うんですよ。だからそういう中で、もう敵をつくってもいい、とにかく否定という強い姿

勢で戦ったのは土方であるし、あとは舞踏派というグループで戦うわけですけど、土方個人の

中では、これは市川雅さんが書いているんだけれども、真鍮板に自分の体をぶつけて、そこに

は土方が既成の舞踏、舞踊なりっていうもの、ダンスというものに対する、否定というもの以

上に、土方は自分の肉体すらをも否定しようとしてたような気がする、と。 

河本 そのときに結構つらい状態が生まれる場面では、自分を慕って来る者たちとの間にも、なおそ

のことの一部は出ちゃいますよね。 

和栗 あの人変わらなかったと思いますよ。弟子がいようがいまいが。 

河本 いまいがね。多分感じからすると、先生に対してだけ少し優しかったんじゃないかと僕は思っ
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てるの。麿赤兒に向ける言葉なんて厳しい言葉浴びせてるし。本当に言いたいことは言わず別

の形でボロッと伝えるしね。 

和栗 土方先生のある意味、両方の顔をもってるといいますか、あるときは超男性あるときは母に

なって、あるときは光の肉体になっている。だから生きるっていうことは、これはエランヴィ

タルでもそうでしょうけども、ここは市川さんが書いてるんですけども、「彼はモダニズムが

主張した固体としての自我を許さなかった」って。「系統派生としての肉体しか認めなかった。」

と。「自己とは累々たる死体の集積所、墓場ではなかったか」と。だから、私は死者とともに

生きてるっていうのは当たり前のことですよね。それは舞踏家じゃなくったって当たり前です

よね。みんな祖先が生きて、今あるわけだから。 

シュテンガー 今の否定ということなんですけども、仏教の歴史の中には絶対無とか、「あるなし」

の無じゃなくて、無という言葉はありますよね。これとの関係はどうなのか。 

河本 思想の中から生まれたダンスではないんですよ。要するにここが難しいところで、土方を思想

や哲学の枠で理解しようとすると、全て解釈にとどまってしまって、届かない世界、この届か

ない部分に彼の固有性があるという基本系があって。概念じゃなくなるんですね。 

シュテンガー 大きな意味でなんですけども、やはり、日本の心っていうか日本人の心という、アジ

アの心の中で捉えるということ。スペインなどの宗教的な儀式の中にある、自分自身の体をむ

ち打つという行事があるし、さっきおっしゃった土方さんが真鍮板の中に自分の身をぶち当て

るのと、あれ以上の、血を出していじめ尽くしてキリストに倣ってというのですけども、そう

いう伝統もある。それはだけれども、一つは自我が自我に対する行為である。つまり、自我が

自我をぶっ殺すんだと。そういう意味での否定というのは、西洋にもないわけではない。 

和栗 ただ、土方さんはそういう方向性から外れて行きますよね、次の局面では。 

土方舞踏の特徴って、最初にもらったときに、何だろう。もちろん土方の個々の公演だとか

そこで行われたパフォーマンスについての評価はいろいろ残ってますけども。それからどうい

うメッセージ性があったかっていうことね。60年代、公開された『肉体の叛乱』は 68年です

けれども、その前までは、やはりアバンギャルドっていう形、アンチ芸術、アンチダンスって

いう形で、パフォーマンスって言ってもいいぐらいシュールレアリスムとかネオダダだとかそ

ういうものとも一緒に組んで、とにかく壊すことと創造すること、この間で揺れ動いていたと

思うんですね。 

   ところが、『肉体の叛乱』の 68年終わった後、土方さんは故郷に帰って細江英公さんと一緒

に映像を撮りますね。それで自分の生まれた土地、秋田ですけども、その農村の中には、東京

にあるような 20 世紀のモダニズムの対立もないし、ある大きな善も悪も常識も日常も、狂気

すら共存してるような、その自然と体と行為っていうものがある必然を持って緩く結び付いて

るような、ある一元論的な世界にやっぱり戻っていくわけですよね。それからやっぱり土方の

踊りは変わったっていう。もちろん、フォークロアなものを非常に好む。周りに舞台の上でも。
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土方さんも着物着て髪の毛結って、昔の男根を屹立させた超肉体、超絶肉体っていうところか

ら急に女性になっちゃいますね。 

    それと同時に、今度は「舞踏譜」という作図法がだんだんだんだん主流になっていくという

ことがある。それまでは大野先生とか笠井叡さんとか、そういう第一次暗黒舞踏派といわれて

いる人たちは、ドイツ舞踊の血をみんな引いてるわけですから、そういう表現主義的なものと、

もっと新しいシュールレアリスム的な手法、あるいはいろいろな人とのコラボレーションを通

して、新しい何かを作ろうって言って、10 年間ぐらい活動していた。ところが土方はそこか

ら 1人別れた。実際いろんな人とコラボをやってるときも土方さんが全部演出はしてたらしい

んですけれども、やはり、初期の舞踏というのは、皆さんもともとモダンダンサーですから、

モダンダンスを自分で壊せば舞踏が生まれるという発想で、非常に単純明快。だから作り上げ

るとか、あるいは構築して一つ一つのブロックから作り上げていくっていうようなことは、

やっぱり土方さんは 1人になって自分のカンパニー興して弟子を取ってって、そこからやっぱ

り始まってきた。 

シュテンガー その転換期に起きたことなのですけども、それは全く新しいことが始まったのか、そ

れとも今までやった破壊と創造というプロセスの新たな作り変えというか…。 

和栗 と思いますね、新ただと思いますね。これは言葉の遊びになっちゃうかもしれないんですけれ

ども。例えば、日本の伝統芸能が物まねから始まったと。その意味も深いからちょっと僕は解

説できないけれども、古典研究者じゃないから。ただ、後期の土方さんの舞踏譜というのは、

模写ですよね。なぜ土方に模写が必要になってきたのかっていうことは、それは先生の内面だ

から僕は分からないんですけども。 

河本 「舞踏譜」は慶応大学のアート・センターに残されているだけですか。 

和栗 これは僕のまとめた舞踏譜だけど、中にはいくつかでてるかもしれない。 

河本 真似が必要になったというのか、真似を通じて何をそこでやろうとしてたのか。 

和栗 もちろん身ぶり、あるいは動きを集めるということで、絵画から踊りを創るっていう手法が非

常に顕著になってくるんですね。 

    画家に対してのオマージュっていうのももちろんあるんですけれども、それよりも作品その

ものからどういう舞踏世界をつくり上げていくかという、一つの新しい挑戦ですよね。言葉か

ら、もちろん日本の伝統芸能見ればよく分かるんですけれども、最初にあるのは言葉ですよね。

次に音楽がきて、振り、踊り、ムーブメント、アクションっていうのは一番最後に当然きます

よね。アクションが先あって後から言葉が付くってないわけです。それで、表意文字というふ

うに考えれば、花という言葉一つの中にものすごい世界が入ってるわけじゃないですか。だか

ら、当然この手法は外に公開されないわけですよ、僕がいたときも。ですから、外部の人はそ

れ即興とは思ってないんですよね。もちろん振り付けってみんな一緒に踊ってるわけだから。

だけどどういうふうにして創られているのかというのは、誰も知らなかった。評論家も見に来
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なかったし見せなかったし、夜中の作業ですから。やっと先生が亡くなって僕が『舞踏花伝』っ

ていうんで「舞踏譜」を出して、それからアート・センターも力入れて、森下さんも舞踏譜に

ついてずっと研究してるけれども。原則稽古は見せませんし、もっとひどいのは、土方さんは

自分の踊っているとこはなるべく弟子に見せないんですよね、稽古してるところを。だから、

正直中にいる人って先生の踊りあんまり見てないんですよ。公演のとき客席にいれませんから。 

山口 そうか、後ろから見るとかはないんだよね。 

和栗 ええ。だから先輩に「和栗は土方さんの踊り見てないじゃん」って言われましたけど、同じ舞

台の後ろで見てました。僕は 27日間背中見てました。 

河本 稽古のときに、どういう言葉を発するんですか、あの人は。 

和栗 それやりましょう、今からね。これから舞踏譜入っていい？ 

シュテンガー 一つ質問なんですけども、例えば運動を見るということに関してなんですけど、運動

じゃなくて、なぜ絵画を見て、そこに潜む何かを舞踏に表現なさろうとしたのか。動いている

ものだったら 2歳とか 3歳の子どもの動きを見ていれば、そこに、なんか舞踏としてくみ上げ

る何かを見とることができるのではないか。 

和栗 もちろん、ある言い方をしてしまえば、人間を見てればいいじゃないかと。人間は自然そのも

のなんだから。もちろん人間観察というのも、ものすごい非常に大きな領域ですよね。ところ

が土方さんの人間観察というのは、ほとんど病人か不虞者か、狂人か。あるいは、全く虚脱し

てしまった人とかね、ある特殊な状態。僕は先生に聞いたんですよ。「先生、舞踏譜に人間は

あまり出てこないんですけれども、なんで病人とか不虞者は見てわかるんですか」って言った

ら、先生はある日、「健康って何だ。ノーマルって何だ。おまえは人間か」って。「いやあ、人

間だと思うんですけども、先生は人間じゃないんですか」。「うーん。もし言えるとすれば、人

間というものになりつつある何かだ。人間だと言い切れるのは神しかいないかもしれない」と。 

    だから、もちろん猫は私の先生です、牛は私の先生ですって、動くものみんな、自然はみん

な舞踏の教師であるっていうのは、あの人のいつも使ってた言葉ですからね。ただ、そういう

ものと 1枚の絵を見て、人工物を見てそこから踊りを捏造するという方法とか、いろんな方法

をもちろん同時に取ってました。 

    その問題点というのは、僕なりに解釈してみますと、絵画という二次元のものから踊りとい

う四次元のものを創らなければいけない。当然そこに時間というものが介在することで踊りに

なるわけですから、スカラプチャーになるわけじゃないので、それが動かなければいけない。

そうすると、肉体というものを構築しなくてはいけないですよね、1枚の絵から。新しい肉体

をその場その場で。一応僕は自分なりの「舞踏譜」という形でまとめたかったんですね。その

まとめるときに、もちろんこれは僕のまとめ方ですから、他の人はまた他のまとめ方あるだろ

うし、当然全体像をつかめる人誰もいないですよね。土方さん個人に対しても、僕は土方さん

のこの面しか付き合ってない。こっちに付き合ってるのはあの人では、全員の証言を集めて立
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体を作らなければ全体像などは絶対無理なので、推測するしかないわけですから。 

    それで、一応まとめたのに、重さから軽さへ、重いものから軽いものへって、取りあえずま

とめてみようと。ともかく舞踏譜のテーマというのは、肉体とは何だ。 

シュテンガー 素朴な、初めに尋ねなければいけなかった質問かもしれないのですが、土方先生は、

直に舞踏をお始めになったのか、それとも、それ以前に形成期といいますか、モダンダンスを

なさっていた歴史があるわけですよね。 

和栗 あります。最初はノイエタンツェじゃないですか。秋田の田舎で。ただ、大野先生もそうなん

です。だから、舞踏の 2人の大先生は、表現主義。 

山口 そうですね、表現主義ですよね。 

和栗 だけど、前にドイツの方がいらして、舞踏はドイツ表現主義から生まれたって威張ってたけど。 

山口 威張るほどのもんじゃないよね、全然。 

和栗 土方さんは内部も外部もあるもんかって言ってた。それからバレエもやったしジャズダンス、

フラメンコ。それからモダンダンス、そして舞踏です。だから僕も、先生がたまに稽古場でス

パニッシュだって、パッて見せるんですね。かっこいいなと思って。 

河本 和栗先生は何をやったんですか。土方さんの所に行く前は何やったんですか。ボクシング？  

和栗 空手。 

河本 そうか。 

和栗 だから耐えられたのよ、あのスパルタに。芸術家はみんなしっぽ巻いて逃げたんだから、「冗

談じゃない」って。こっちは根性あるから。 

シュテンガー 既にお聞きしたことではあるんですけども、要するに二次元の絵の世界から四次元の

ダンスにするということは、これはもう土方先生の方法論の一つとして見ていいんでしょう

かっていうことですけど。 

和栗 そうでしょうね。他の人誰もやってないでしょう。もちろん絵からインスピレーションを受け

取って、それを作品にという人はいますけれども。例えば、今先生がご覧になってたターナー

の絵ですね、ウィリアム・ターナー。 

山口 これかな。 

和栗 そうですね。例えば、ウィリアム・ターナーの絵。これは何て言ったらいいのかな、観念連合っ

て言っていいんだと思うんですけれども。例えば、ターナーの空がありますよね。ほとんど皮

膚、こういう色かああいうドアの色とか。茶色系の、琥珀。 

シュテンガー 要するにターナーの絵の特徴はもう雰囲気的なもののなかからですね。 

和栗 例えば、ターナーの空、それからある不安定さですよね。それからにじむだとか。日本語で言

えば非常に近いのはにじむ、ずれる。それから二重の焦点。それとか不安定さとか。そういう

ものを踊りの空間にまず創るわけですよ。それと、例えば、これは、シュテンガー先生は分か

らないかもしれないけど、鼈甲アメ。 
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河本 鼈甲アメ？ 

山口 ですよね。もう昔だもんね。まだあるのかな。 

河本 もうない。 

山口 昭和 20年代とか。 

和栗 要するに、太陽にかざすと透けるじゃないですか。 

山口 ええ。桃太郎あめじゃなくて、金太郎あめみたいなやつ。 

和栗 だからその鼈甲アメ、溶ける、膿
うみ

。というふうにどんどん観念連合していっちゃうんですね。

ターナーの空が、アメのように溶けて膿となって。それを体に今度置き換えてくるでしょう。 

山口 そうか。 

和栗 また逆に、今度は膿が、内部から外への通路になるわけじゃないですか。そうすると、かさぶ

た、膿っていうのは内部が外部化したものでしょう。そうすると、そのかさぶたはがすと今度

はアメになるわけだよ、キラキラと。そういう循環連動ですよね。 

シュテンガー 今、描写なさったわけですけども、そしてベーコンの絵とかさまざまな絵があります

けども、それについて和栗先生がお書きになっているこの規律そのものは、土方さんが考えた

もの。 

和栗 それは全部土方の言葉ですよ。 

山口 これは全部土方さん。 

和栗 うん、ここにあるのは。こっちの日本語版はいろんな人の言葉が入れてあるけど、この英語版

は土方さんの振り付けそのものです。河本先生ベーコン展いらっしゃいましたっけ。 

河本 いや、僕はいろんな所のベーコン展をね。イギリスに何回か行ったときも行ってるし。 

和栗 いや、近美で僕踊ったんですよ、40分。 

河本 あ、そう？ 

和栗 ベーコンっていうんで。 

山口 ベーコンの絵なんかっていうのは、絵のコンダクトというか、どんなふうにして入られて。そ

れこそベーコンの絵はもう習熟なさっているのか、それともどうなんですかね。 

和栗 いや。去年近美でベーコンが来た、あれのときにデモンストレーションで 40 分のベーコンだ

けの作品、舞踏作品創ったんですよ。美術館では踊れないから、会議室みたいな所に仮設舞台

作って。130人フルだったのかな、そこで入場券タダですから先着順で切っちゃってたんです

けど、そのときにやっぱり、そこの美術館のカタログにあるベーコンじゃ足りなくて、120点

ぐらい。ネットでどんどん印刷。もちろんベーコンそのもののフォルムをまねることも当然あ

りますけれども、そのベーコンの 1 枚の絵から、ムーブメントをどういうふうに抽出するか。

例えば、この 1枚の絵に幾つのムーブメントを発見するのかと。それをどういう空間で踊るの

か。というのは、舞踏の非常に大きなテーマですけれども、空間を設定しないと時間が設定で

きない。じゃ、端的にやるとすると、例えば花びらをめくるというのがありますよね。これは
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この大きさですね。すると花びらが出てくるわけですよ。こんなちっちゃい花びらだと、指じゃ

めくれないですよね。そうすると針でめくるしかないんですね、こう。 

山口 はい。 

和栗 これが、この空間が時間を成立させるわけでしょう。そうすると、これだけの花だとしますよ

ね。すると、今この花びらをめくったものじゃめくれませんね。これ花びら切っちゃう、全部。

そうすると指だけじゃめくれないと。手首、肘使わないと 1枚、2枚ってめくれてこない。つ

まりこの速度というのは、この空間があるからこそ決まってくわけで、じゃあこの部屋いっぱ

いの花びらだったら、手じゃ無理だよとなる。体でも無理だよと。そうなると神経でやるしか

ないと。ここは体を拡張しないといけないわけであって、自分の拡張した肉体っていうか体の

神経でスーッとめくっていくような時間が出てくるわけでしょう。そうすると、体のサイズっ

てどこからどこまでと。ここで止まるもんじゃないと。という体のサイズ、重さ。あるいはぬ

れてるのか乾いてるのか、あるいはどういうマテリアルでできているのかという、体そのもの

が今度対象となっていく。従来の踊りというのは、自分の思想、世界、感情世界、想像世界を

体という道具でもって、ムーブメントとフォルムで表現する。これは私の内部ですというとこ

ろから、土方は、いや、体そのものが既に表現されているんだと。それを突き止めていかなきゃ

駄目じゃないかと。じゃなきゃ表現なんか成立しないでしょう。 

河本 いい話だね。今のはいい話だ。そのことと稽古っていうのが、具体的に当然つながっているは

ずなんですけど。 

和栗 あの人褒めることはしないからね。俺 8年いて、1年で 200日は稽古していた。東京にいると

きは毎日ですからね。褒められたのは 2回しか覚えてない、8年間で。それ覚えてますよ。 

河本 どういう感じだったんですか、褒めるっていうときの感じって。 

和栗 いや、短いですよ。 

河本 短い。「いい」と。 

和栗 「良かった」。良かった一つだけ。でも、外では相当褒めてはくれていたみたい。先生の友達

から「和栗、あの土方が褒めていたぞ」って。うれしいよね、それ。逆に先生じゃない人から

聞かされる。ああ、外ではいいこと言ってくれているんだ。 

    だからベーコンに関しても、まず、土方舞踏の特徴っていうのは、体をバレエのように統一

体として均質体という、見るっていうところからやっぱりセパレーションしちゃいますよね。

それで、今空間を決めるっていうことを言ったけど、例えば、ベーコンの踊りを、これはゴム

ですよね、伸びるゴム。ゴムという一つの置き換え装置を入れるわけですね、ベーコンの踊り

を創るときに。そうすると、太いゴムはやっぱりスローになる、力がかかると。細いゴムはピ

ユッと伸びちゃうと。ところが、この引っ張る力と、今度戻る力っていうのがありますよね。

そうなると、まずセパレーションがあるっていうことは、個々のパーツが違う時間をもってい

るっていうこと。表情は表情としての時間。腕は腕としての時間。こっちの腕はこっちの内臓

1465



を延長としてこう出てくる。ゴムをひっかけてグーッと引っ張ると。するとこれをポーンと飛

ばして、こっちから内臓の足がダダダダっと出てくるっていうふうな、体の関係性を、それを

ゴムというものを 1個入れればそういうふうになるし、これをまた肉の塊、物言わぬ肉という

ふうな形になって、今度はこの内臓をこうたどって来る。なかなか外部に出てこない。いろい

ろ読み解き方は、それぞれ読み解き方によって、アプローチの仕方によって踊りがどんどん変

わってきますよね。 

河本 いい話だ。 

シュテンガー 今お話しくださった各体の部分の、お互いの関係性からおのずから出てくる動きとい

うことに関してなんですけども、ですから、舞踏表現というのは簡単に言うと、一緒くたに一

遍に出てくるのではなくて、こっちの動きがこう動いたときに、ここの部分とどう兼ね合って

るのか、そしてこの部分が動き始めたときには、こっち側はどうなるのかといった、つまり一

歩一歩少しずつ歩みつつある中で、新たなものがその都度というか、新たに順次的に、そして

生まれてくるという具合に理解していいんでしょうか。 

和栗 その理解でいいと思うんですけれども、問題は、これは振り付けられたものだっていうことも

ありますよね。自分が新しく創る場合と、例えば僕の場合は、土方さんの稽古場にいたとき土

方さんが振り付けるわけですよ。そうすると、時間の管理は土方さんになっちゃうわけ。僕は

自分の納得するまでこうやっていくと踊りは流れちゃうわけですよ。だからその踊りの速度な

り、強さを決めるっていうのは自分じゃないんですよ。それ自分の満足感とか理解するまで

延々とやられたらたまったもんじゃないんで、見てるほうは。そういうものが舞踏だと思われ

ている節もあるんですけど、それは垂れ流してるただの自然であると。自己満足を垂れ流して

いるだけの時間であって、その踊りをつかさどってる時間っていうのは踊りだよ。土方でもな

いよ。踊りが決めるんだよっていうのがね、一番難しいんですよ。 

山口 そうですね。 

河本 完全になりきってしまえばということの、ここではない場所ですよね。 

和栗 そう。だから、そういう状態。そこが一番難しいんだよね。そういう状態半分、管理半分って

いう、そこが土方舞踏の難しさ。どっちかになれば楽なんだけど。だから、「股割き」でしょ。

僕ある人に言われたんだけど、世の中で成功するっていうのは二つの方法しかないんだよと。

狭く深く特別になるか、広く浅く一般的になる。これは金になるって土方は言ってた。おまえ

のやろうとしてるのは広く深くだからって。これ股割きになっちゃうよって。でもやってほし

いって言われたから、頑張ってはいるんだけど、土方さんのやり方も同じですよね。ある人に

言わせりゃスフィンクスみたいな。俺の問いに答えられなきゃ落っこちろという。 

河本 落ちろね。 

和栗 またはい上がって来いですけどね。謎かけの達人というかね。でも土方さんがだからといって

答えを全部持っていたとは思えないしね、もちろん。持ってた答えを教えようって気もないだ
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ろうし。 

河本 多分、なんかやっぱり答えのない問いみたいな部分も相当あったんでしょうから。この文章の

中にかなりのことが書き込んであって、例えば 2 ページ見てください、2 ページ目の冒頭ね。 

山口 これ、しっかりした翻訳する人に任せないと駄目ですよ、これは。 

河本 土方の文章を翻訳、別の言語に置き換えられる人間はいない。これをやれたときは、人間をや

めなきゃいけないんですよ。 

    ここの 2 ページ目の 1 行目。「舞踏譜による振り付けには大きく分けて二つの世界がある。

その一つはなることである」。それは、絵から読み取って。もう一つが大きいんですよ。さっ

きのなるっていうのはトランスフォーメーション、あるいはポゼッションを意味するわけ。つ

まり、一つが動くとどういうふうになるかという、そういう変換ですね。もう一つあるんです

よ。「完全に〈なりきって〉しまえば外部からの振り付けは無効と化し」。つまり、言われてい

るようになっちゃったらいけないんですよ。ここに問題が。 

山口 その限界というかね。 

河本 そう。 

山口 それだけだよね。 

河本 そう。ここのとこのエッセンスは翻訳できるんだけど、この含みを表現するって難しい。 

山口 だってそれは無理だよ、無理って言っちゃしょうがないんだけど。要するに、何ていうか、あ

る程度の予感を持ってない人じゃないと、言葉の意味だけ理解すると、概念、言葉の意味だけ

の理解になっちゃうからね。 

河本 ねえ。だから。 

山口 それはどこでもあることだけどね。 

河本 うん。 

和栗 これは今日のために書いたものじゃないんですけれども、この舞踏譜の本を作ってもう 20 年

ぐらいたったのね。もう一度舞踏譜を再考してみようっていうんで書いたものです。訳してい

ただければ、このまま読んでもらえればいいんですけれども。 

山口 彼帰ったら、少し予算付けて、ちゃんとした翻訳者付けてって言ってますんで。だけど訳せる

人いないから。だってこれも。まず、日本語そのものでしょう。 

和栗 俺の原本も問題あるよね。 

山口 いや。そしてドイツ語になったところで、ドイツ語のニュアンスとして捉え切れる人がいない

から、だから問題なんだよ、いつでも。要するに言葉は言葉になったところで、その言葉の意

味が理解できるわけじゃないからね。 

河本 ないからね。 

山口 それはそうですよ。 

河本 だからちょっとやんないな。でも。 
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山口 だけど、やらないよりましだから。要するに、方向性として示してどこに問題があるかって。 

河本 そう。 

山口 それが分かるだけでも大もうけっていうか、文化はそうとしか伝わらないんだから。 

和栗 だから、ここで僕が書きたかったことを今先生に簡単に説明しますとね。きょう舞踏譜の話に

なるだろうと思ったから。非常に僕が、そうですね、20 年以上前に舞踏譜のことを明らかに

したときに、ものすごい抵抗を受けたんですね。業界内部からっていうのがあって、舞踊評論

家。それから他の舞踏からも。土方舞踏がこんなもので表わされるわけないだろと言っていた。

もちろん、言葉は言葉ですからこれで土方さんの仕事を説明しようなんて鼻からありませんよ

と言いたい。ところが、いきなり言葉の向こうにあるのがダンスですよって乱暴な問い掛けに

も僕は抵抗したいと思う。なぜならば、われわれは言葉を使うことで文化を築き上げてきてい

るわけですから。それからまた、稽古場で膨大な言葉が飛び交っていたわけですから、それを

はっきりさせなきゃいけない。これは弟子の仕事だろうと。 

    それで、やっぱり土方さんの所で長くいられないっていうのは、振り付けられることのつら

さ。要するに、舞踏っていうのは自分の内部、あるいは自分の世界を簡単に外に出せる、表現

できる。はっきり言えば簡単に芸術家になれると思っている限りは間口が広いわけですよね。

ところが、誰でもそうなんだろうけど、「自己撞着」が必ず起きちゃうわけですね。自分のや

りたいことしかやらない。やりやすいことばかりする。すると自分で飽きてくる。だから、合

田先生が、「おまえは幸せもんだよ、和栗」と。なぜならば、「土方が舞踏譜残してくれたから」

と。「おまえが道を見えなくなったときに、これは鍵なんだ」と。「こっちの小部屋空ければ動

物がいる、こっちの小部屋空ければ花園がある。そこに入っていく、入っていかないかはおま

え次第だけど、土方はおまえたちにこの鍵を残したんだ」と。「ところがそういうものを持っ

てない人は、自分のつくったスタイルなり世界なりの殻に閉じこもっちゃう。すると、だんだ

んその殻が厚くなってきて中から破れなくなっちゃう。これがきついんだぞ、和栗」。僕の

ちょっとした先輩の、大野先生とか笠井さんの即興派でずっとやってきた人たち。もう 20 年

の即興やってれば、やることなくなっちゃうよね。 

    だから、そういう意味で振り付けっていうのは、外からの強制ですよ。だから嫌だって言っ

てるんじゃやっぱりものは創れないと思うんですよ。それはきついけど、優秀な受信体となる

べく、努力しなきゃいけない、センシティブをもっと高めて。でも、やっぱり発信するんだと

いう、受け取るだけじゃなくてそれを今度発信する力に変えていくということの両方を土方は

養成するわけだから、なかなかこれは難しい。それが一つですね。 

    それからここにいっぱい土方さんの言葉とかも出てますが、僕は先ほど舞踏譜を軽いもの、

重いものというふうに分けたものをもう一回整理し直そうと思っている。その前に一番大きな

問題となっているのは、日本語で言っちゃ簡単なんだけど、なるっていう言葉が頻繁に使われ

るけど、これを英語で言うと、to be とか became しか思い浮かばないんですけど、そんなに
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なれるんですかと。まず、慶応の小菅先生に聞かれたのね。「和栗さん、なる、なるって言っ

てるけど本当になってるの？ 牛なら牛になってるの？」。「なってませんよ。なれるわけない

じゃないですか」と。なったら狂人になっちゃいますよと。ところが一瞬なってる時間がある

かもしれませんね。それは分からない。となると、踊りの中で舞踏がテーマとしている主体は

何かという、これが踊りそのもののもっている問題だと思うんですね。 

山口 主体っていうのはどうすりゃいいかなんですよね。何ていうんだろう、Subjektっていう言葉

があるんですけど。 

河本 前主体？ 

山口 えっ？ フォアズプイェクトの Subjektなんだね。要するに。でも主体は難しいよな。 

和栗 日本語でも難しいんだけど。 

山口 何ていうか、結局、主観ってやると、哲学の中でこちらのすさまじい長い歴史があるので、主

観と客観っていう対立の中でしか捉えられないんですよ。 

和栗 それは分かる。 

山口 ですから、主体っていう言葉の体っていう体の持っている意味が大きいんだと思うんですけど、

それをだけども。 

和栗 主役っていうとちょっと違う。 

河本 主役。役という、Persönlichのほうが入っちゃうから。 

山口 何だろうね。だって個人の個じゃないわけでしょう。 

河本 違います。だから、何だろうな。 

和栗 ただ、そこが非常に古典舞踊ともつながっていくものがあるかもしれないと思うんですね。 

山口 要するに、担うものみたいなものってのはどうなんですか。 

河本 担うという。だってここが問題なんですよ。担うものというふうにやっちゃうと。 

山口 いや、もちろん担われる対象みたいなこと考えちゃうと駄目だけど。 

河本 違う、違う。担うものであるんだけども、何かになっていくんですよね、それが。ここの部分。

だから、担うんだけど自分で何かになっていく Etwasだから、ここが大厄介で。 

和栗 踊ってる主人公でいいじゃない。 

山口 そうか。 

和栗 踊ってるそのときそのときで。 

山口 簡単で。要するに、そうだ、踊ってる人のことなんだよね。 

和栗 人じゃなくてもいいんですけど、花でも鳥でも虫でも。 

山口 そうか。テーマって言っちゃいけないんですかね。 

和栗 いや、分からないですよ。俺ドイツ語分かんない。 

河本 なんか違う。つまり、多分さっきから言葉を探しているところを見ると、まだ違うものを探し

ている。 
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和栗 言葉は難しいね。 

河本 人間の言葉の中にそれを表すいい言葉がないってことなんですよ。 

山口 そういうことです。 

河本 だから、何かで比喩的に言ってるだけでということなんですよね。それはしょうがない。 

 ちょっとだけお聞きしたいんですけど。振り付けの典型的なものはやっぱり、土方さんの振

り付けってこんな感じだったんだよみたいな、具体例ってなんかないですか。例えば、犬にな

れって言われてこんなふうにやったら、それはダーッと何か言うとか。それから、本人の身体

の関わりがパッと変わるとか、そういう典型例。 

和栗 僕が入ってた時期は、とにかく忙しい、先生が一番忙しい時期だったでしょう。3 年間で 16

作品創ってましたからね。だから、2カ月に 1本新作でしょう。そうすると、振り忘れる。覚

えるのが精いっぱい。あの人のすごいのは、1作品終わると同じテクニック使わないの。また

新しいの探してくるの。だからやっぱり 1 回詰まっちゃいましたよね。公演間に合わないで

キャンセルっていうことあったんだけど。 

河本 公演取りやめ。 

和栗 取りやめ。「こんな完成度でできると思ってるのか、おまえたち」って言うけど、先生創った

んだからこっちは。「できるわけないだろう、キャンセル、延期だ」。もうチケットも売ってた

んだけどね。 

河本 ちょっとだけ、舞台に上がるまでのところの稽古を教えてほしいんですけど。作品そのものを

内観しているところのプロセスと、それから仕込みはちょっと違いますよね、舞台に上げると

ころの。 

和栗 僕がいた時期ってダンスはすごい多いんですよ。そうすると、非常にはっきりしてたのは、男

性の踊りと女性の踊りってあの人は分けるね、同じ振り付けしません。だから、男性のシーン、

女性のシーン。もちろん全員で同じ振りをやるときもあるけど、そっちは少ないですね。男性

のシーンっていっても 10人ぐらいいますから、10人の群舞があればソロもあればっていう形

で、一つの作品創るのに 50 ぐらいの踊りは一作品に入ってるでしょう。それを 2 カ月で 50

創るんですよ、振りを。次の 2 カ月で新しい 50 創る。だから増えますよね。誰も整理しない

から、それをやりっぱなしだから。だから僕も後から整理したんですけど。一番僕が印象に残っ

てるのは、とにかく入って初めの稽古ですね。僕は 72 キロで空手青年だったし、白いタイツ

はいて。 

山口 72キロおありになったんですか。 

和栗 うん。恥ずかしくてね、白いタイツピターッ。だからももとかすごい太かったの。「あなたは、

幽霊です。歩きなさい」。はあー？っていう感じで。分からない、意味がね。しょうがないか

ら、いや、こうしてるとね。太鼓を、うちわ太鼓をドンドンたたきながら、「歩きなさい」っ

て。優しいんですよ。でも、優しくたってどうしていいか分かんないから、「歩け」、「はい！」っ
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て言って、こう、歩く。「もっとゆっくり。もっとゆっくり、もっと」って言うけど体緊張し

ちゃって歩けない。そして、どうしようかな。「はい、もう一回歩きましょう。そこから行き

ますよ」って。するともうそれで学習するわけじゃないですか。なるほど、終わったとこから

今度始めればいいんだと。だから、その場その場で学習していく。 

河本 僕たちも先生にそれやられましたよ、大学院の演習で。ポンポンポンポンポンポン。 

和栗 そういうのを続けていくうちに、「肩の力をもっと抜きなさい。おなかを引っ込めなさい。背

筋を伸ばしてあごを引きなさい」とか、いろいろ。「あなたの体は今薄くなって、後ろの景色

が映ってます」と。だけどこれ気持ちいいんだよね。そういうふうに自分をなんだか無化してっ

ちゃう。既にもう土方マジックにとらわれているわけですよ。ボオーッとしてきちゃう。考え

られないよね。そこで考えるとかっていうよりも、なんかそこの世界にだんだんだんだん入っ

ていっちゃう気持ち良さ。ところが、そこを土方さんは気持ち良くさせないところが天才なん

だけど。「ドロンドロンドロン、誰もいない白い村の入り口に立った」とかって、私的な言葉

がどんどん入っていくからどんどん頭がおかしくなってっちゃう。「和栗くん」、「はい」。「ド

ンドンドン、幽霊ですよ。和栗くんはどこにいるのかな？」。何言ってるんだろう。「続けなさ

い！」って。するとまた、「和栗くん」、「はい」。「やめるな。全然違う」と。分かった。そう

か、先生の言うことは聞いて反応していけないんだと。またやるのよ。「和栗くん」って、「来

たんです、幽霊」って。やった後、そしたら先生がトトットットッて俺の後ろへ来て、俺のす

ぐ背後に来て耳打ち、「和栗くん」って。何だこの人はと思った。 

河本 そういうことをやるんだ。 

和栗 だから、何ていうんですかね。もちろん小さい日常的な個性というものは倒さなきゃいけない。

それは白紙にするという言葉で、まず踊りで色なり線なりクリアするために体をまず白紙にす

ることが踊りの条件なんだよと、踊るための。それを白紙にできない人は踊り手としての資格

がないんですよと。これは、古典芸能の考え方ですよね。だけど、土方さんは古典芸能と類似

したような方法論も使いながら、その題材となるのは非常にシュールレアリスムだとか、それ

から、何といいますか、観念連合だとか、あるいはデペイズマンだとかっていうふうな、新し

い手法をどんどんどんどん踊りに取り入れていくわけじゃないですか。だから、非常にそれを

土方さんの同調者がほとんどだったですけど、批判されることも確かに土方さんもあったと思

うんですよ。作品がどんどんきれいになって、いろいろな要素が絡み合ってダンサーもうまく

なって、舞踏そのものの持っている生の迫力だとか、否定性だとかが別のかたちになっていく。 

河本 そうね。 

和栗 そういうのがだんだん作品という形で商品化されてきちゃったって。 

河本 きれいになってね。 

和栗 俺なんかきれいなほうなんですよ。俺はきれいな舞踏って言われているから。舞踏イコール土

足っていうの嫌いだから。 
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河本 でもそのときに、例えば本来身体の持っている粗暴さとか野性味とかがどういうふうに表現の

中にうまく組み込まれていくのかっていうのがちょっとよく分からないんですよね。  

和栗 ただ、土方さんは俺に、「時代と添い寝はするなよ」っていつも言ってたんですよね。時代は

寄って来るから待ってろっていうふうなことをあの人は言ってたんですけど。やはり、これは

何もジェネレーションの話に置き換えて解決が付く問題じゃないけれども、土方さんの 50 年

代の後半から 60年、70年っていうのは、やはり体、肉体っていうものが脚光を浴びた時期じゃ

ないですか。肉体が世界だっていうふうな。それまでのダンスっていうのは肉体をツールとし

てか見てないと。そうじゃなくて肉体そのものが表現であり力なんである。演劇であり音楽で

あり、踊りでありっていう、そういう一元論的なものに時代が流れて来ましたよね。それが僕

らの世代以降ってなると、今度は暴力っていうようなものがまた戦争の後の平和。あの当時昭

和元禄っていわれていた、ある意味高度成長とお金と平和に享受したところに土方がそういう

もの持って来たから、非常に強烈だったわけだけど、逆に今、舞踏っていうのが、ある意味必

要とされている状態っていうのは、ヒーリングみたいな形で、逆に暴力と、悲惨さっていうの

は、舞踏なんかが証明して表に出そうとしなくたって、世の中あふれているじゃないかと。現

実のほうがはるかに、そういう意味で言えば、深刻な問題であると。芸術表現なんか追い付か

ないよ。 

だから、土方さんの踊りがだんだん女性化して優しい踊りになっていったという流れよりも

もっと今度は細分化して、一人一人が単位でしかないことになる。世界と向き合えない、大き

い物語がなくなったっていうようなことで、逆に舞踏が今、何ていいますか、全体、1人の人

間の中である全体性を取り戻すために何か呼び込まれているような感じするんですね。だけど、

その全体性っていうのはいったい何なのか。小さい個なのか、自分のアイデンティティーなの

か。だから僕らはよく海外行って舞踏に興味があるっていう人は、ほとんどアメリカで東洋系

の人だったり、あるいは、いろんなのがあるけど、自分探しだとかアイデンティティーだとか。

それから、その社会の中で表現者としてエリートじゃない人。学校の先生になれない、カンパ

ニーはできない。やりたいんだけど、やっぱりバレエもやったことない、演劇も自分でやって

るとか、ともかく正規の教育から外れちゃってる人がみんな舞踏に来ますよね。だから舞踏っ

て救済事業みたいな感じ。俺、疲れてきてるんですよね、それちょっとね。 

   特に、最近は初めての人じゃなくてその土地土地で 10 年ぐらいやってる、その土地では名

前が売れている人が自分流でやってきた 10 年だから、もう素材がなくなっちゃって行き詰

まっちゃってるんですよ。だから土方、土方ってみんな言って来るんですよ。その方法論を知

りたい、持ってないから。大野先生の所みたいに即興だったら別に方法論要らないわけであっ

て。ところが、もうみんなやっぱり即興じゃ 10 年持たないんですよね、よっぽどの天才じゃ

ないと。彼らなりの方法論はあるんだけど、いかんせん脆弱だし、堂々巡りしちゃってるから。

だからそういう人との付き合いが増えちゃったから、とにかく作品創ってくれになっちゃうん
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ですよ。 

河本 ああー。 

和栗 自分で創ってよって言いたい。そうするともうゼロから全部俺が創んなきゃいけないね。衣装、

音楽、舞台装置から振り付け。 

河本 世界でたくさんいるから。世界全体で 20万とか 30万とか踊り手はいるんですよね。だからす

ごくいるはずだから。 

和栗 でも、必要とされているうちはね。できないならできないで、できる限りやろうと思ってます

けど、舞踏を認知させるというところも必要だけども、ほとんどは経験者が集まりますからね、

ヨーロッパとか。逆に現地では先生って呼ばれている人がみんな来るから。要するに、手法を

盗みたいわけですよ。下手すりゃこれは土方の言葉でって言えば箔が付くじゃない。いますよ、

土方の弟子っていうのがいまだにいっぱい。「ところで幾つなの？ あんた生まれたとき土方

さん死んじゃってるよ」と。そうしたら「精神的な弟子」ですって。 

河本 晩年はずっと振り付けのほう、作品を創るよりは、あるいは自分で踊るよりは振り付けのほう

にずっといきますよね。あれなんか理由あるんですか。 

和栗 あるんじゃないですかね。踊れなくなったんじゃないですか。例えば、市川さんによると、「土

方は定着してしまった形式を放棄することができず、ひどくいら立ち、多くの人に当たり散ら

した。だが母性的一元論に確信を持ち、この形式を否定してなくても良いのだと思い始める。

そしてついに踊ることを中止する」ということで、まあ詰まってますよね。 

山口 そう簡単にきれいに言えるのかな。 

河本 いや、きれいにはいかないんだけど、何か、もう本人のやむなさみたいな部分がどっかにはあ

るんですよ。今言われたことがやむなさに相当するかどうかとは分からないけど。 

和栗 「土方さん踊らないんですか」って言ったら「何言ってるんだ、俺いつも家で踊ってるんです

よ」っていうことは言ってますよね。それは舞台立つことだけが踊りじゃないと、まあ一応そ

ういうこと言うんだけどね。でも土方さん、先生自体は舞台に立たなかったにしても、最後に

衰弱体という言葉を用いますよね。「衰弱体とは病、病者、弱者のことであり、その死体と、

姿と見ぶりを採集すれば舞踏は出来上がるのだ」と。「自我の拡張と主張を強調したモダニズ

ムが完全に否定され、リファレンスだけで舞踏を創造されることを暗示しているような気がす

る。これこそ暴力的、倒錯的エロチシズムに始まった土方巽の大転換である」と市川雅さんは

書いてるけど。もうそのときは、舞踏譜は要らないでしょうね。だから、土方の特徴っていう

のを聞かれたときに最初に考えたのは、移り変わる人だと。大野先生は変わんないです。笠井

さんも変わらない、誰も変わらない。土方さん一人変わっていった。だから、その時代その時

代の土方先生に出会った人の意見が、印象がみんな違うわけじゃないですか。60 年代に会っ

た人、それから 80 年代に会った人ね。土方さんてこういう人ですよと。あれだけ脱皮ってい

うか、ある意味先生の場合は 44歳ぐらいでもう衰弱体とはいかないかもしれないけど、72年
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に、もう既に 48キロに減量して立てない踊り踊ってるわけじゃないですか。だから、よく言っ

てたのは、「新劇は駄目だね。68 歳の役者が 68 歳のおじいさんの役やるんだろう？ 当たり

前じゃないかそれって。誰でもできるよ、踊りは違うんだよ」と。「赤ん坊にもなんなきゃい

けないし、老婆にもなんなきゃいけないんだよ」って。あの人は、自分の当然、何ていうかな、

実人生って言ったらいいのかな、当然の年齢そのもので生きるっていうことがたまんなかった

んでしょうね。だからもう、駆けちゃった人ですよね。だからやっぱり 57 歳で死んじゃうん

だよな。 

河本 先生、今の先生から見たときに、土方さんって、一言で言うと、自分にとっての土方っていう

のはこんな感じですよっていうのはあるんですか。例えば、実際に会ってる期間が結構短かっ

た人で、田中泯っていうのも、最晩年に会うわけですけど、3年くらい接点があって土方死ん

じゃう。今になってその田中泯の文章読んでみると、今も土方巽に恋愛してます、みたいなそ

ういうぬけぬけした文章が出てくるんですよ。でも、田中泯から見るとそういう感じが残るん

だろうなという感じはします。 

和栗 逆にそうでしょうね。もちろん泯さんだけじゃないけれども、他の人も似たようなこと言う人

いるんですけど、土方さんの大ファンなんですよね。弟子になりたいって。ところが、土方グ

ループに入っちゃったら俺は駒になっちゃう、嫌だっていう。泯さんなんかそうですよね。やっ

ぱ自分の一家持ちたいタイプだから。だからその分回り回ったり生きたり触ったり、生きたり

触ったり楕円運動してるわけですよ。だから、余計募るでしょうね。僕は泯さんと仲いいんだ

けど、世の中では俺と泯さんが敵対してると思ってる人が多いのね。なんで？ 全然そんなこ

とないんですよ。誰が言い出したのか知らないんだけど、ある事件があったことはあったんだ

けど、それはまあ言わないけど。俺と泯さんが劇場で招待席に 2人並んで座ってると、なんか

みんなギョッとして 2人の顔見るんだよね。ええ、なんで？ でも、泯さんはもう舞踏家と呼

ばないでくれって。ちゃんとブログで。 

河本 でも、もうテレビタレントになっている。 

和栗 だけど俺、泯さんのある大親友が亡くなったとき、お葬式を plan-B でやって飲んだときに、

俺ん所、来たのね。「和栗さん」って言うから、俺後輩じゃないですか、年齢的に。「和栗でい

いですよ」って言って。「いや、和栗さん、俺、舞踏なんか海外でやったことも称したことも

ないよ」って。それが最初の言葉なのよね。 

河本 そうか。 

和栗 「なんで俺にそういうこと言うんだよ、この酒飲んでるときに」、「いやいや、泯さん舞踏って

言ってくれなきゃ困りますよ」って。 

河本 plan-B っていうのが、田中泯の中野の稽古場なんです。地下にちょっと広いスペースもあっ

て。 

和栗 だけど僕はいいんですよ。だって卸元でも何でもないしね、舞踏ってなんか認可が要るわけで
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もないし、協会もないし。よく海外へ行くと、向こうで大学教授になってる人とか、舞踏のオ

ルガナイザーやってる人が、「和栗さん、この国でもう、はっきり言って偽、似非舞踏家はも

ういっぱいで困ってるんですよ。どうしたらいいでしょうかね」って、俺に聞くわけ。「なん

で俺に聞くの？ 俺ブラジル人じゃないよ。あんたらの方でやってよ」と。「こっちはオーセ

ンティックで、あっちはコピーで偽物でっていうのは、僕は判断できませんって。その人が舞

踏家ですって言うんだったらいいじゃないですか。ただ、勝手な言い方しちゃえば、僕が見て

いいなと思ったものは舞踏って呼びましょうと。ひどいな、これと思ったものは心の中で舞踏

の中に入れませんよ」と。それだけの話であって、一方的な。 

シュテンガー 一つご質問したいんですけども。偉い先生がいる場合に、そのお弟子さんたちとの関

係でいつも問題になるんですけど、要するに、土方の舞踏というコアの部分というかしっかり

したものがあって、それがあって、後に続くお弟子さんたちがさまざまな、何ていうか観点か

らこっちを強調したりあっちを強調したりっていうようなことの中で、いろいろ違いが出てき

たりしてくるときに、その違いと違いがぶつかり合って一つの、しっかりしたこの大元の、土

方そのものというものと、ずれてくるっていうことがあるのか。それとも、弟子同士の間の争

いみたいなことが、お互いをお互い排斥するような関係になってしまうと、もともとの土方と

言われるものとのちぐはぐが出てくるというか。土方ということと、それから、その後に続く

弟子たちとの関係性みたいなものをどういう具合に見るべきなのでしょうか。 

和栗 それ難しいですね。難しいっていうか、既に起きている問題なんですね。踊りの厄介さってい

うのは、作品が自分じゃないですか、踊り自体は消えるにしても。ということは、踊りを批判

する、ある意味悪い批評をするっていうことは、その人を責めるっていうふうになっちゃうん

ですよ。そうなるとね、はっきり言ってけんかになっちゃいますよね。ですから、うかつに人

のこと言えなくなっちゃうわけですよ。 

    例えば絵画だとか音楽だとか、自分から切り離してある程度距離があるもの、作品といえる

ものの方が、客観的に見ることができ、その方がいいけれども。それで、土方さんの場合は、

特に山が高いから、一番問題でしょうね。 

シュテンガー 要するに、素晴らしい大きな木に例えると、下から育とうと思っても、木は育たない

じゃないですか。 

和栗 そうですね。ちょっと消極的な見方しちゃえば、弟子は都合のいいときだけ土方の名を出して

くるっていうこともあり得るわけですよ。 

河本 あるな。 

和栗 まして、今の若い人、土方さん知ってるわけないですから。例えば文章を読んだことでも、こ

れが非常に自分の中に染みてくれば私は土方の言葉を理解したっていうふうになるわけじゃ

ない。そうすると、今度それを人に伝えるわけですよ。だから、さっきも言ったかもしれない

けど、土方さんの全仕事って把握してる人は誰もいないわけで、土方さんも把握してないと思
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うんだけど、みんな断片しか持ってないわけですよ。その断片を集めれば多少立体的な形が浮

かび上がるかと思うんだけど、今先生のおっしゃったように、お互いがライバル意識だから共

同作業に入っていかない。 

シュテンガー 土方協会とか、土方アソシエーションとかそういうものって、なかなか難しいと。 

和栗 だから、土方アーカイブだけですよ。ただ、あれは研究だからダンサーは関係ないからね。結

局、土方の残ったものを整理するというか。 

シュテンガー 土方アーカイブが、やっぱり土方さんに関する資料を集めて残していると？ 

和栗 ほとんど、日本で一番でしょうね、量と質。 

河本 奥さんの元藤さんが亡くなったときに、大量に家にあったもの、企業が買いに出たんです。企

業が買っちゃって、倉庫に入れとくと 10年とか 20年たてばもう値段が上がっちゃうわけだか

ら、100倍とかね。だけど、その間が誰も見ることができないことになる。 

慶応大学って所に立派な人がいて、アート・センター所長と、それから前田富士男さんと。

前田富士男さんっていうのは大親友なのね、僕の。土方夫人にお金は出せないけれども。要す

るに、大学のセンターに預託してくれというかたちでお願いして出来上がったようです。 

山口 ちゃんとした形でね。 

河本 その形であそこに実現したんです。それがなかったとしたら今頃はもうどっかに行ってしまっ

ている。 

和栗 熱海の倉庫で腐ってるね。紙だもん、だって。 

河本 そう。 

和栗 ましてこういう本なんかできないよ。 

河本 できない。 

和栗 誰もやんない。森下さんだって。森下さんが 1人でやったようなものですからね、前田先生も

もちろん強力なサポート。 

河本 うん。 

シュテンガー アーカイブの構成員というか、学者なのか学芸員なのか。 

和栗 研究員だよね。 

河本 うん、研究員。 

和栗 でも、基本的には森下隆さん一人だよ。いろいろ英訳を手伝ってくれる人とかはいますけど、

昔は、もうちょっと予算があったときは、3人ぐらいで取り掛かっていたんだけど、ただ、日

吉キャンパスのほうの小菅隼人先生、演劇のほうの教員なんですけど土方のほうに非常に入っ

てきてますから、森下さんと小菅先生かな。 

河本 それで、海外でも見て、ああ自分もやってみたいとか、そういう関心を持つ人って潜在人数は

もうかなり多いわけですから、そうすると、ちょっと若い人に対して、先生のほうからね、メッ

セージをね。 
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山口 でもちょっと実際にやらないと。 

河本 もちろん。実際に見る。だけどね、やっぱりこれだけ直接土方巽と一緒にいた人から出てくる

メッセージはちょっと違うから。 

和栗 いやあ、そうですかねえ。目の前の現場をどういうふうにやり過ごそうかで。もちろん渋沢さ

んが土方さんの所に書いているように、70 年代を開放的に語る時間なんて俺にはねえんだ

よっていうのは当たり前ですけどね、昔は良かったなっていう話をしてもしょうがないので。

だけど、難しいですね。今僕、日本でワークショップ開いてないし自分のカンパニーも解散し

たまま新しくつくってないから、教えてないんですよ。だけど海外行くと教えなきゃいけない

んですけど。「和栗さん踊りやめちゃったんですか」とか聞かれるんで、いや、別にやめてな

いよって。海外で何やってるか報告してないからね、全然国内に向けてはやっていない。難し

いとこに今ちょうど来てるんですよ。海外で僕を呼ぶ連中っていうのは、高いワークショップ

代払って、ある意味ものすごいアクティブですよね。教えてくれって。これ日本でやっても、

なんか今のやる気のない若い子に、なんで俺がケツ叩かなきゃいけないのみたいなのを 20 年

も 30年もやってきて、ちょっと飽きてる。 

日本の男と女が駄目だって言ってるわけじゃないんですよ。ただ、なんか、人任せだってい

う感じもしちゃうんで、そういう疲れが出ちゃうのね。向こうでもう激しく求められる、ああ、

きょうは疲れたっていう、ある意味いい疲れじゃないんですよね。なんかこう、毒がたまって

きちゃう、こっちへ来たら。 

シュテンガー それと関連したことなんですけど、4週間前ぐらいに舞踏を見たんですけども。 

和栗 どこでですか。 

シュテンガー 下北沢のほう。地下だったんです。 

河本 スズナリかな。 

シュテンガー 見てた人が 25 人ぐらい、ものすごく小グループだったんですけど。要するに、今の

世界に広まっているっていうことはよく分かってるんですけど、日本の中で田中泯さんなんか

の場合だと、すぐ券が売り切れちゃってっていう状況は聞いてますけども、東京とか近辺で、

今舞踏がどの程度若い人たちに広がっているのかということが質問です。 

和栗 そのリサーチは、非常に悲観的なものになると思いますよ、多分。 

シュテンガー その理由が、要するに、若い人というのは基本的に、ある種の、みんながみんなとは

言わないですけど、革命的なというか何か新しいことをやり始めてもおかしくない世代じゃな

いですか。世代から言うとね。 

河本 例えば 1週間の興業をかけるのは難しいから今 4日とか。勅使河原の舞台も、それから天児牛

大の舞台もものすごく洗練されちゃってるんですよ。見てきれいという部分が前景に出てくる

んですよね。確かに洗練されてるんですよ。でも、これ通常の意味の身体と違うよなという感

じが強く残る。通常の意味の身体と違うよなというふうに思いながら、でも、要するに、作り
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手の側、見せるということでの作品の洗練のされ方っていうのはあるんですよね。 

本人たちがどう思ってるか分からないですよ。勅使河原さんに最近会ってないから分からな

いけど、こんなはずじゃないよなっていう部分は、なんかあるんですよね。でも、見せるため

にはそこを作るんですよ。 

山口 シュテンガー先生が問題にしてるのは、若い人たちへの直接的な関係性じゃないですか。 

河本 うん。 

山口 だからその出来上がっているものを見せるっていうことと、それをどう受け取るかっていう話

じゃないですか。 

河本 いや、そこがね。だけど受け取りの感覚が舞台で見るのと、スマホで見るのとで違いがなくなっ

ちゃうと、これがもう大変なんですよ。つまり、直接身体の前に座って見ることが、まったく

別の体験だということが伝わりにくくなっている。 

山口 それが分かんねえのかな、今の若いやつは。 

河本 いやいや、スマホですよ、スマホで見てるわけですよ。 

山口 スマホで見るということと、大違いじゃんか。 

河本 だから問題なんだよ。 

山口 だって生のコンサート行くのと、それからうちでバアーッって聞きゃ、そのような効果もある

かもしんないけど、間接的なものと、まるで違うってこと分かんないの？ 

河本 いや、だからね。だから、御嶽山が爆発しても、爆発の粉じんが舞い上がってるのにスマホの

映像見るようにこうやって見てるから死ぬんですよ。 

山口 だよね、あれ撮ってるんだから、歩いて。携帯にさ。 

河本 つまり身体の何かの変容に対して、ここの問いが最後の問いなんですよ。現在起きていると思

われる身体の何かの変容に対して、なおかつ、土方は有効だと思うんですけれども、その有効

さのところを踏むことの大変さみたいな部分ね。 

シュテンガー これを逆に言うと、結局僕たちは年寄りになってきていて、昔の基準でもって若い人

たちを批判するけど、この新たな世代の中に可能性があるわけで、その可能性に対してまるで

盲目になってしまうのではないか。つまり、これは新しく出てきているある種の身体性の可能

性として見ることはできないのか。土方さんは、要するにこっちでもあっちでもなかった人だ

から。つまり、今までの伝統に縛られることもなければ、モダンダンスという新しいことだけ

に満足したわけじゃなくて。 

河本 そりゃそうなんだけど・・・。 

和栗 僕がこれ作ったでしょう、それの意味なんですよね。土方さんって、非常に問題をまず二極化

させること、現在化っていうか目の前に出すことによって解決、あるいはその間をつなぐもの

を発見するという、ある意味非常に度胸のあった人だと思うんですよ。だから精神、肉体、も

の、そういうものをやっぱりテーマとしてバーンと表に出したわけ。自分で答え持ってなくて
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もね。自分が飛び込むため、ぶつかるために出したと。やはり後期の土方さんの仕事っていう

のは、今のコンピューターの世界と非常に似通ってるなと思ったんですね。それを 40 年前に

やってるんですよ、舞踏譜っていうのは。 

山口 お思いになったっていうか、それを思われたのはいつですか。 

和栗 だからこの舞踏譜作ろうと思ったとき。 

山口 作ろうと思ったとき。 

和栗 だから 90年ぐらいに。 

山口 なるほど。 

和栗 ああ、土方さんの仕事って今のこのコンピューター世界を、あの当時だから、70 年代に既に

先取りしてる。体そのものが一つのコンピューターに近い、情報の受信体と発信体で、それは、

プラットホームは幾つもあるんだと。そこが中心。脱中心なんてフォーサイスの 20年前にやっ

てるわけですよ。それからネットワーク、これは舞踏譜の世界ですから、それを体の上で行う

ということ。 

河本 それはすごいわ、それはすごい。 

和栗 だから、土方さんの踊りをよく地上界の踊り、あるいは地下でもいいですね、大地の踊りが舞

踏で、天上界に行くのがバレエでっていうふうな、乱暴な比較をよくされたんですよね。とこ

ろがやはり、先生自体は、これは前田富士男先生とも話してみたんですけど、やっぱり中空な

んですよね。「私は 10センチ浮いてる」と。「私の脳髄は 10センチ浮いてるんだ」と。やっぱ

り日本の伝統舞踊っていうのは地上を徘徊してるんだよね。だから歩くこと、地上をいとおし

んで飛翔しない。バレエっていうのは、やっぱり地上から離れること、魂として昇華する。土

方さんの場合はなんか仏教的とは言わないんだけど、真ん中にバーンと浮いて、これがまた

こっちに瑠璃光じゃないけど、遍在してるような、立体的なネットワークですよね、舞踏譜と

いうのは。 

山口 中空っていうのは仏教で言うと死んだ後の世界ですよね。 

和栗 死んでるとか知らないけど。 

河本 往生もできず、戻ることもできない。 

山口 そうだよ。 

河本 そこですよ。 

山口 そうだよね。だから浮いてるんだよ。 

河本 いやいや、これいい話だな。正直言うと、僕は直接土方の舞台見てないんですよ、彼が踊って

るのを見てない、直接は。 

和栗 そうですね。 

河本 何か知らないけど、いたことはいたんですよ、楽屋の裏みたいな所に。なんで、この人じゃな

いのっていうのは確かにあった。でもそのときはもう踊ってなかったから。 
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和栗 そうでしょうね。70何年でもう降りましたからね。いつも客演ですからね。 

河本 ええ。 

和栗 先生自体の舞台っていったら 73年が最後ですから。 

シュテンガー どうしてご短命で、57歳で亡くなっちゃったんですか。 

和栗 肝臓癌。だってあの人飲むと食べないから。 

河本 炭をかじるのが好きなんですか。 

和栗 どうでしょう。 

河本 なんかそういう場面だけが語られるんですよね。炭かじりながら冷や酒を飲んでるとか。 

和栗 スキャンダルはいっぱいあるから、それはきりないですけど。 

河本 じゃあ、これで。 

和栗 どうもお疲れさまでした。 

シュテンガー とても興味深いお話を本当にありがとうございました。 

(了) 
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